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第1章経済成長と住宅地代

経済成長に伴う地代，とくに住宅地の地代の急騰とその資産価値である地価

の急騰は，大きな社会問題となっている。そして，住宅地の地代および地価形

成メカニズムについては多くの議論がなされている。にもかかわらず，経済成

長と住宅地代の関係を明示的に分析した文献は，極めて少ないように思われ

る。

たとえば，小宮隆太郎氏は，地価高騰の理由として「第ーに，資本(再生産

可能な耐久生産財)が急速に蓄積され，また労働の質(教育・技術・熟練の水

準〉が向上しつつあり，その結果，日本全体として土地と併せて使用される他

の生産要素の量の，土地の量に対する比率が急速に上昇しつつある。その結

果，土地が次第に従来よりもより集約的に使用される〈たとえば農業に対する

工業の比重が増大する〉ようになりつつあり，土地の限界生産性は今後ますま

す高まると予想される。第二に，経済成長とともに人口が都市に集中し，所得

水準が上昇するにしたがって，所得弾力性の高い住宅地と公共用地に対する需

要が増大しつあり，また今後その一層の増大が予想されている。J(小宮 (59J

236-237頁〉という指摘をおこなっているが，経済成長，土地供給および所得

の上昇と地代がどのような量的関係にあるかは分析していない。また， Alonso 

( 2 J. Muth (75J等の都市経済学の文献は，都心からの距離，交通費，生活

関連施設の整備水準の相違等にもとづく都市内部の地代の相違を分析している

が，経済成長と地代の関連については，十分な分析をおこなっていない九

本章は，簡単な成長モデルを用いて経済成長，土地供給，労働人口および労

働者所得と住宅地代がどのような量的関係にあるかを明示的に取り扱うことを

目的としている。このような問題意識にしたがって，まず，労働者が対数線型

1) アメリカを中心とする都市経済学の動向については，山田 (118)が詳しい。



の効用関数をもっという仮定のもとで労働者の地代関数を導出し，地代関数が

新古典派成長モデルにどのような影響を及ぼすかを考察する。つぎに，対数線

型の効用関数を仮定してえられた場合の地代の動きが，どの程度の一般妥当性

をもつかを吟味するために CESタイプの効用関数とL、う仮定のもとで労働者

の地代関数を導出し，その経済的合意を考察する。

1. 1 モデル

本節におけるモデルと記号は，以下の通りである。

一部門の封鎖経済を想定し，生産要素としての土地は無視する。すなわち，

生産物 Yは，資本 K と労働 N を投入することによって生産され， 生産物

は，生産財にも消費財にも転用可能であると仮定する。生産関数は，一次向次

かつ二国連続微分可能であり，資本と労働の限界生産力は，正で逓滅的である

とする。さらに， 毎時 αの率でハロッド中立的な技術進歩を生じているもの

とする。このことから，生産関数は，

(1.1) Y=F(K， Neat)=F(K， N) 

FK>O， FN>O， FKK<O， F.四 <0
となる。ここで，N=Neatである。

今，簡単化のために，すべての労働者は土地を所有しておらず，企業家より

受け取る賃金から地主に地代を支払って生活に必要な土地を借りるものとす

る。他方，すべての企業家および地主は，土地を所有し，生活に必要な土地を

借りることはないものとする。また，すべての土地は同質であって，交通費や

生活関連施設等の相違より生じる差額地代は，存在しないものと仮定する。

以上の仮定のもとで貯蓄関数を考えよう。利潤所得，賃金所得からの可処分

所得および地代所得の一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものとす

れば，

(1. 2) K=s.rK+sw(RN-ρL)+SLPL 

をえる。ただし，ここで K:投資(=資本の増加分)， r:利潤率，R:実質賃

金率， ρ:土地ー単位当たりの地代，L:労働者が生活する上で必要な土地，

2 
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s. :利潤所得から貯蓄率，SL 地代所得からの貯蓄率 Sw:労働者の可処分所

得からの貯蓄率である。

労働者は可処分所得の一定割合を貯蓄すると仮定しているから，労働者の消

費財への支出を Cwとすれば，次式が成立する。

(1. 3) Cw=(l-sw)(RN-pL) 

一次同次の生産関数を仮定しているから，利潤率極大を目標とする競争的な

企業家は，資本および労働の限界生産物を利潤率および実質賃金率に等しくな

らしめるように技術選択をおこなうであろう。かくて

(1. 4) FK=r 

(1.5) FN=R 

が成立する。ただし，FK は，資本の限界生産物，FNは，労働の限界生産物で

ある。

土地と労働は，それぞれ Z，nの率で指数的に増大しているものと想定しよ

れそうすると

(1. 6) L=L，ez 
I 

(1. 7) N=N，enl 

をえる。ただし，L" Nσ は，土地および労働の初期存在量である。

方程式(1.1) ~ (1. 7)には，Y， K， N， L， r， R，ρおよび Cw という 8

個の変数が含まれており，体系が完結するためには，もう一つの式，すなわ

ち，地代関数を示す式が加えられなければならない。

地代関数を導出しよう。簡単化のために，労働者はすべて同一の選好態度を

もち，次のような対数線型の効用関数 Uをもつものと仮定しよう。

L ，L1  C 
(1. 8) U=αlog-一一+blog '"':r 

d N ，-.~'" N 

=αlog 1十blogm

ただし，I=L/N (労働者一人当たりの土地消費量)， m=Cw/N (労働者一人

当たりの消費財への支出〉であり，変数であるが，a，b li，労働者の土地とそ

れ以外の消費財に対する選好の強さを示しており，定数と仮定されている。

(1. 3)を N で割れば，

3 



(1.9) m=(1-5w)(Rーρ1)

をえる。労働者は， (1. 9)制約のもとで効用関数 0.8)を極大化するように

1， m を選ぶとすれば，極大化の必要条件は，

す=子+え(1ー勾〉ρ=0

θb  
明一一=一一一+..1=0am m 

す=m-(1-5川← ρ1)=0

となる。上式を整理すれば，

(1. 10)ρ a m 1 
一吉一「てI二写了

をえる。(1.9)を考慮して(1.10)より m を消去すると

RN 
(1. 11)ρ=す平子一，=立芋bL

となる2)。

(1. 11)より，対数線型の効用関数を仮定すれば，労働者の支払う地代総額

ρLは，労働者の受け取る実質賃金総額 RNの一定割合となることがわかる。

そして，土地ー単位当たりの地代ρは，他の事情にして等しければ，土地に対

する選好の度合 αが強いほど高く，その他の消費財に対する選好の度合 bが

強いほど低い。

1.2 基本方程式の導出と体系の安定性

(1. 1) ~ (1. 7)および(1.11)によって，体系は完結する。本節では，体

系の動きを記述する基本方程式を算出し，体系の均衡解の一意性とその安定性

を考察しよう。

分析を容易にするために k=K/Neat と定義しよう。 (1.1) より，

4 

(1ω Y=F(長"似k)

2) 容易にわかるように， コプ・ダグラス型の効用関数を仮定した場合に導出さ
れる地代関数は， (1. 11)において，a十b=lとなる場合である。
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をえる。ただし，y= Y/Neat である。 0.12)を K，Neat について微分する

と次式をえる。

(1.13) FK=lk(k) 

(1.14) FN={f(k)-kfパk)}eat

k=K/Neat の対数をとって微分し，(1. 7)を考慮すれば，

(1. 15) 自=kー(α+n)

をえる。ここで，k=五/k，k=K/Kである。(1.2)， (1. 4)， (1.5)， (1.11)， 

(1. 13)および(1.14)考慮すれば，

(1. 16) k =S.lk伸子側-klk(k)づF

寸 {kh〉-W〉}dF

となる。(1.15)を考膚して， (1. 16)を変形して整理すれば，

(1.17) rp(k)=.k=s.klk(k)+ {f(k)-klk(k)} 

(SL三百十swdF)-(…)k

をえる。(1.17)が，体系を記述する基本方程式である。

基本方程式(1.17)で示される体系の均衡解の一意性とその安定性を考察し

ょう。

(1. 17)を hについて微分すると

f _ swb-l ¥ 
(1. 18) 仇 (k)=Sx!k(k)一〈α+n)+klkk(k)(s. sW~~~La) ¥'--a+b J 

をえる。(1.17)から明らかなように，正の均衡点炉>0の近傍においては，

s.l，バk)一(α+n)は，負値をとる。したがって，右辺第3項が負であれば，

(1. 18)は 炉>0の近傍において負値をとる。ところで，lu(k)は仮定より

負となるから，Swとれを仮定すれば，a+b=lであるか Swと0であれば，

右辺第3項は，必ず負値をとる。

以上より，企業家の貯蓄性向が地主の貯蓄性向より小さくないという仮定の

もとで， a+b=l，すなわち，効用関数がコプ・ダグラス型のものであるか，

労働者の貯蓄性向が極めて小さく，無視し得る程度であれば，均衡解k*>Oの

ラ



近傍における一意性と安定性の条件は，みたされるといえる。

ところで，容易にわかるように，労働者の地代を考慮しなかった場合の体系

の動きを示す基本方程式および基本方程式を hで微分した式は，

(1.17)' rt(k)=.k=s.kfk(k)+sw{f(k)-kfk(k)}ー(α+n)k

(1.18)' rtk(k)=s.fk(k)一(α+n)+kfH(k)(sπ-Sw) 

となる。したがって， 地代を考思しなかった場合には， 企業家の貯蓄性向 Sπ

が，労働者の貯蓄性向 Swを下回らないかぎり，衡均解の一意性と安定性の条

件はみたされる。

ところが，労働者の地代を考慮した場合には， (1. 18)からわかるように，

企業家の貯蓄性向が労働者の貯蓄性向を下回らない場合でも労働者の土地に対

する選好 Gが強く，かつ地主の貯蓄性向 SLが企業家の貯蓄性向よりも高い場

合には体系が不安定になることも考えられるのである。

1.3 均衡成長経路の性質

本節では，まず，均衡解によって規定される恒常成長経路における諸変数の

動きを考慮し，つぎに，恒常成長が実現しているもとで労働者の土地に対する

選好の度合いやその他の消費財に対する選好の度合いが，資本蓄積にどのよう

な影響を及ぼすかを吟味しよう。

正値解 P の一意性と安定性の条件がみたされるならば，そのような伊に

よって規定される成長経路は，恒常成長経路であり，利潤率，利潤，賃金およ

び地代の分配率は，時聞を通じて一定値をとる。すなわち，

(1. 19) 

(1. 20) 

(1. 21) 

r=fk(k*) 

rK k*fk(炉〉
寸T 一JてFアー

RN一{f(k勺-kfkCk*)}
Y f(k*) 

{f(k*)-k，fk(k*)} 
(1. 22) 主主=dF Pr 日

となる。

6 
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恒常成長経路における諸変数の動きを考察しよう。容易にわかるように

(1. 23) k. =α+n 

(1. 24) 主=α+n

(1. 25) 良=α

となる。(1.5)， (1. 6)， (1. 7)， (1.11)および(1.14)より，土地ー単位当た

り地代の上昇率は，

(1. 26) p=α+n-z 

となり， (1. 6)， (1. 7)および(1.10)より，労働者一人当たりの消費財増加

率は，

(1. 27) 仇=α

となる。

(1.26)よりわかるように，対数線型の効用関数を仮定したもとでは，地代

の上昇率は，実質賃金率の増加率プラス労働人口の増加率マイナス土地供給の

増加率に等しくなる。ここで注意すべき点は，労働者の土地に対する選好の度

合い aやその他の消費財に対する選好の度合い bは，地代の水準には影響を

与えるが，地代の上昇率には影響を及ぼさないということである。((1.11)参

照〉

均衡解炉>0の一意性と安定性の条件がみたされ，恒常成長が実現している

もとで労働者の土地に対する選好の度合い a，その他の消費財に対する選好の

度合い b，地主の貯蓄性向 SLおよび労働者の貯蓄性向 Swが高いことは，k* 

にどのような影響を与えるだろうか。

(1. 17)を aで微分し，均衡点伊の近傍で評価すると

〈α1.2紛8@〉4穿子{ト仏π.j，んk(例h伊的*勺)+k*fkkバ(伊h炉刈*

=一τιす (SLー ω{f(k*)-k* fk (k*)} (a十b)2

となる。左辺のカッコの中は， (1. 18)よりわかるように貯の近傍における一

意性と安定性の条件がみたされるかぎり，マイナスである。したがって，現実

的な想定として SL>SW，すなわち，地主の貯蓄性向が労働者の貯蓄性向を上
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回ると想定するかぎり，

dk* 
(1. 29) すZ>0

が成立する。同様の計算によって

dk* 
(1. 30) す];<0

が成立する。

(1. 29)より，労働者の土地に対する選好の度合いが強いということは，地

代所得を高め，そのことは，地主の貯蓄性向が労働者の貯蓄性向よりも高いと

いう想定のもとで、は，恒常成長経路における資本集約度を高め， したがって，

資本蓄積を促進するということがわかる。労働者の土地に対する選好が強L、と

いうことは，労働者の立場からみれば，賃金所得のうちでより多くの部分が地

代への支払いとなり，消費財への支出が少なくなることを意味するが，企業家

の立場からみれば，何ら資本蓄積を妨げるものではなく，むLろ促進する効果

をもっているのである。

(1. 17)を SLで微分し，均衡点炉の近傍で評価すると

(1. 31)子(川(k)+ k* fkk (k咋-斗3b一〈α十n)})
'L 、 一

=ーCf(的-k*fk(k*刀法τ

となる。したがって，

dk* 
(1. 32) づア>0

U"'L 

が成立する。同様の計算によって

dk* 
(1. 33) っァ>0

"'w 

が成立する。(1.32)と(1.33)より，地主の貯蓄性向 SLや労働者の貯蓄性向

Swが高いことは，安定条件がみたされたもとでは，共に資本集約度を高め.

資本蓄積を促進するといえよう。
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第 1章経済成長と住宅地代

1.4 地代関数の拡張

今までの議論より，対数線型の効用関数を仮定した場合には，地代の上昇率

は，労働者の消費支出の増加率マイナス土地供給の増加率に等しく，恒常成長

経路上では，実質賃金率の増加率プラス労働人口の増加率マイナス土地供給の

増加率に等しいことがわかった。このような地代の動きは，対数線型の効用関

数という仮定にもとづくものなのであろうか，それとも地代の動きの一般的性

質としていえるのだろうか。

そのことを知るために，対数線型の効用関数に代わって，次のような CES

タイプの効用関数を仮定しよう。

(1. 34) U=A(al-s+ (l-a)m-勺す，

0くαく1;s>-l 

ただし，a， s， A は，定数である。前節と同様に，労働者は(1.9)の制約の

もとで効用関数(1.34)を極大化するように 1，mを選ぶとすれば，極大値を

とるための必要条件は，

J-=A〔GJ-F+(1α〉m F〕45L.α1-(I+s)
θf 

十 A(1-sw)p=O

-(1+8) 合=A(a内 (1一川十・。-a)m-C!+s)

+A=O 

去=羽m一〈ω1ト山一→S匂ωwρ川〉

となる。ここで Aは，ラグランジェ乗数である。

上式より Aを消去して整理すると

1 a (m  ¥1リ
(1. 35) pーム (~) 一て1-写)(1二五ア¥ーiJ

をえる。(1.10)と(1.35)を比較すれば明らかなように， CESタイプの効用

関数を仮定して導かれた地代を示す式(1.35)において， β→Oにすれば，対

数線型の効用関数を仮定して導かれた式(1.10)となる。(ただし，b=(1-a) 

を仮定。)
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地代の上昇率をえるために(1.35)の対数をとって微分すると

(1. 36) p= (1十めく仇-1)

=(1+め(6w-z)

となる。すなわち， CESタイプの効用関数を仮定した場合の地代の上昇率は，

労働者全体の消費支出の増加率マイナス土地供給増加率に l+sを乗じたもの

に等しくなる。

以上より， CESタイプの効用関数を仮定した場合には，地代の上昇率は，

必ずしも労働者全体の消費支出の増加率マイナス土地供給増加率に等しくなる

とはいえず，土地以外の消費財の価格に比して地代が上昇しでも土地からその

他の消費財への代替が容易に生じない場合には，地代の上昇率は，高くなるの

である。

1.5 結び

新古典派モテ桐ルに第2節で仮定したような労働者の地代関数を導入すれば，

労働者の土地に対する選好が強く，かつ地主の貯蓄性向が企業家の貯蓄性向よ

りも高い場合には，体系が不安定となる可能性が生じる。しかし，体系の安定

条件がみたされたものでは，労働者の土地に対する選好が強いことや地主の貯

蓄性向が高いことは，労働者の実質賃金率を引き上げたり，資本蓄積を阻害す

るものではなく，むしろ資本蓄積を促進する効果をもっている。

地代の上昇率についていえば，対数線型の効用関数を仮定した場合には，地

代の上昇率は，労働者全体の消費支出マイナス土地供給増加率に等しく，恒常

成長経路上では，それは，実質賃金率の増加率プラス労働人口の増加率マイナ

ス土地供給の増加率に等しくなる。 CESタイプの効用関数を仮定した場合に

は，地代の上昇率は，労働者全体の消費支出の増加率マイナス土地供給の増加

率に l+sを乗じたものに等しくなる。

われわれのモテ.ルは，極めて単純化されたモデルであり，モデルから現実の

経済成長過程と地価との関係を直接的に説明しようとするのは危険であるが，

モデルは，次のことを示唆しているように思われる。まず，地代が経済成長に

10 



第 1章経済成長と住宅地代

及ぼす影響についていえば，地代の上昇とその結果としての高地代は，住宅地

の地代に関するかぎり，経済成長を阻害したと考える根拠は存在しない。むし

ろ，旺盛な企業の蓄積意欲のもとで，労働者の土地に対する強い選好と高地代

による地主の貯蓄率の増大は，経済成長を促進する効果をもったと思われるる

つぎに，経済成長が地価に及ぼす影響についていえば，高度経済成長過程で

生じた労働者所得の増大や人口の都市集中が，住宅地の地代を上昇させ，した

がって，住宅地の地価を上昇させる大きな要因となったことは確かである。し

かし，高度経済成長過程で生じた住宅地の地価の高騰は，労働者所得の増大や

人口の都市集中で説明できる範囲を超えている3)。 住宅地の地価高騰の説明要

因としては，土地に対する資産需要の増大や地価と地代の相互作存関係も考察

に入れられる必要があろう。

3) 住宅地の高騰を住宅地に対する高い所得弾力性から説明しようとする見解
は，十分なものとはいえない。その場合には，なぜ日本における高度経済成長過
程という特定の歴史的段階においてのみ住宅地に対する所得弾力性が高かったの

かが説明されねばならない。

1I 





第2章経済成長と住宅地価

前章においてわれわれは，労働者が地主に地代を支払って生活に必要な土地

を借りるとL、う想定のもとで，経済成長，土地供給，労働人口および住宅地代

が，どのような量的関係にあるかを考察した。その際，土地資産の価格である

地価と経済成長との関連については，明示的に取り扱わなかった。本章は，簡

単な経済成長モデルを用いて，経済成長と住宅地価との量的関連を明示的に取

り扱うことを目的としている。

本章において地代と地価を区別し，とくに，住宅地価と経済成長との関連に

ついて取り扱うのは，主として次の二つの理由にもとづいている。まず第一

に，地代は土地用役の価格であり，フローの概念であるが，地価は土地資産の

価格であり，ストッグの概念である。したがって，将来の地代の変化が予想さ

れる場合や土地投機が存在する場合，あるいは，利子率その他の代替的資産の

予想収益率が変化する場合には，現在の地代は同一であっても地価は変動する

し，地代と地価の変化率が同一である保証はないからである。事実，いわゆる

「高度成長J以降，著しく高騰したのは，住宅地価であって，住宅地代の上昇

率は，住宅地価の上昇率にくらべれば，相対的に低かった。

第二に，政府は，土地取得希望者に対して長期低金利の融資を中心とする

「持ち家政策」を推進してきたが，このような政策が，住宅地価や資本蓄積に

どのような影響を及ぼすかを知るためには，住宅地代でなく，住宅地価を取り

上げる必要があるからである。

以上のような問題意識にしたがい，まず第 1節では，住宅地価の決定式を含

むような一部門の新古典派成長モデルを構築する。第2節では，モテ明ルの体系

を記述する二つの基本方程式を導出する。第3節では，体系における均衡成長

経路の存在と一意性および均衡成長経路の特質を考察する。第 4節では，労働
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者の借入利子率と土地供給増加率が均衡成長経路に与える効果の比較静学的分

析をおこなう。第5節では，均衡成長経路が安定的であるか否かを検討し，不

安定な場合の経済的含意を考察する。

2.1 モデル

本節におけるモデルと記号は，以下の通りである。

一部門の封鎖経済を想定し，生産要素としての土地は無視する。すなわち，

生産物 Yは，資本 K と労働 N を投入することによって生産され，生産物

は，生産財にも消費財にも転用可能であると仮定する。生産関数は，一次同次

かっ二国連続微分可能であり，資本と労働の限界生産力は，正で逓滅的である

とする。さらに， 毎期 α の率でハロッド中立的な技術進歩が生じているもの

とする。このことから，生産関数は，

(2.1) Y=F(K，Neat)=F(K，N)， 

FK>O， FN>O， FKK<O， FNN<O 

となる。ただし，ここで N=Neatである。

今，簡単化のために，すべての労働者は土地を所有しておらず，企業家から

受け取る賃金で地主から生活に必要な土地を価格 Pで購入するものとしよう。

労働者が土地を購入する場合には，一定の借入利子率 iで無限期間にわたって

借入可能と想定しよう。このように想定すれば，労働者が賃金から毎期支払わ

なければならないー単位当たりの土地購入費は，iPとなる。他方，すべての

企業家・地主は，土地を所有し，生活に必要な土地を購入する必要はないもの

とする。

以上の想定のもとで労働者が価格 P の土地を購入する場合の均衡条件は，

(2.2) qP+ρ=iP 

となる。ここで，qは，予想地価上昇率， ρは，地代をあらわすものとする。

労働者は，毎期支払わなければならないー単位当たりの土地購入費用 iPが，

地代 ρと予想地価上昇額 qPを上回らないかぎり， 土地を購入した方が有利

である。したがって，均衡では上式が成立する。 (2.2)の意味するところは，
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土地が資産として保有され，かつ労働者の借入制約が存在しないもとでは，地

価上昇が予想されるかぎり (q>O)，労働者がー単位当たりの土地資産購入の

ために毎期支払う額 iPは， 毎期の地代 ρよりも多いということである。も

っとも (2.2)は，土地資産の非流動性や不可分性を考慮に入れていない。こ

れらを考膚するためには， (2.2)の左辺から土地資産のリスクプレミアムに相

当する部分を差し引けばよい。

ところで， (2.2)が成立したもとで地主が土地を売却するという保証はな

い。地主が土地を売却する条件は，

(2.3) qP+ρL>jP 

が成立することである。ここで ρLは，地主が受け取る地代であり，jは，土

地以外の代替的資産の予想収益率である。したがって， (2.2)と ((2.3)が同

時に成立しないかぎり，労働者は， (2.2)で示される地価で土地を購入するこ

とができなくなる。現実的には，地主が貸家を建てて家賃と共に地代相当部分

PLを受け取る場合には，維持管理費や業者への手数料，空屋にした場合のロ

ス等が差し引かれるから，れは，労働者が支払う地代相当部分 ρよりは少な

いであろう。

本章では， (2.2)と (2.3)が同時に成立し，労働者によって購入される土

地を問題にする。労働者に土地を売却した地主は，労働者が土地資産の購入に

支払った額を元手にして，土地以外の代替的資産からの収益で生活するものと

する。すなわち，土地を売却した地主は，いわゆる「金利生活者」となる。

分析を容易にするために，次の二つの仮定を加えよう。

(2.4) q=P 
(2.5) i=j 

(2. 4)は，予想地価上昇率 qが， 現実の地価上昇率 Jうに等しいように調整

されることを示し， (2.5)は，労働者の借入利子率が，地主の土地以外の代替

的資産からの収益率に等しいことを示している。

以上の仮定のもとで貯蓄関数を考えよう。実質賃金から土地への支払いを差

し引いた部分，利潤所得および地主の所得の一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべ
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て投資されるものとすれば，

(2.6) K =s.rK十九(RN-iPL)+SLiPL

をえる。ただし，ここで K:投資(=資本の増加分)， r:利潤率，R:実質賃

金率，L:労働者が購入した土地，sπ:利潤所得からの貯蓄性向〈企業家の貯蓄

性向)， sw:労働者の貯蓄性向，SL 地主の貯蓄性向である。

労働者は，実質賃金から土地への支払いを差し引いた残りの部分の一定割合

を貯蓄すると仮定しているから，労働者の消費財への支出を Cw とすれば，次

式が成立する。

(2.7) Cw=(l-sw)(RN-iPL) 

一次同次の生産関数を仮定しているから，利潤率極大を目標とする競争的な

企業家は，資本および労働の限界生産物が利潤率および実質賃金率に等しくな

るように技術選択をおこなうであろう。かくて

(2.8) FK=r 

(2.9) FN=R 

が成立する。ただし，FKは，資本の限界生産物，FNは，労働の限界生産物で

ある。

土地と労働は，それぞれ Z，nの率で指数的に増大しているものと想定しよ

う。そうすると

(2.10) L=L，ezt 

(2.11) N=N，e" t 

をえる。ただし，L" N. は，土地および労働の初期値である。

地代関数を考えよう。簡単化のために，労働者はすべて同ーの選好態喝をも

ち，次のような対数線型の効用関数 Uをもつものと仮定する。

(2.12) U=α10寸 +b104

=α10gl+b10gm 

ただし，I=L/N (労働者一人当たりの土地消費量)， m=Cw/N (労働者一人

当たりの消費財への支出〉であり，変数であるが，a， b 11，労働者の土地とそ
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れ以外の消費財に対する選好の強さを示しており，定数と仮定されている。

労働者が地代を支払って地主から生活に必要な土地を借りる場合には， (2. 7) 

に相当する式は，

(2.7)' Cw=C1-sw)(RN-ρL) 

となる。 (2.7)'を Nで割れぽ，

(2.13) m=(1-Sw)(Rーρ1)

をえる。労働者は， (2.13)の制約のもとで効用関数 (2.12)を極大化ずるよ

うに 1，mを選択するとすれば，地代関数は，

a R a RN 
(2.ωρつ廿7 っ す 了

となる。

以上において，変数は， Y， 1(， N， L， r， R，ρ， qおよび Pの9個であり，

独立した方程式の数は， (2. 1)， (2.2)， (2.4)， (2.6)， (2.8)， (2.9)， (2. 10)， 

(2. 11)， (2. 14)の9個であり，体系は，完結している。

2.2 基本方程式の導出

本節では，新たな変数として k=KjNおよび X三 PLjNを導入L，体系の

動きを記述する基本方程式を導出しよう。 (2.1)より

(2.15) Y=F( N~ァ， 1)=f(k) 

をえる。ただし，y=YjNeatである，(2. 15)をK，Neatについて微分すると

(2.16) FK=fk(k) 

(2.17) FN={f(k)-kfk(k)}eat 

をえる。 k=KjNeat の対数をとって微分し，(2.11)を考慮すれば，

(2. 18) 五=kー(α+n)

となる。ここで，k=品jk，k=反jKである。 (2.6)に (2.8)，(2.9)， (2. 16) 

および (2.17)を考慮すれば，

(2. 19) 立=仏(k)+字削-kfll(k)-ix}寸 ix
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となる。 (2.18)を考膚して， (2.19)を整理すれば，

(2.20) k=s.kf.(め+sw{f(k)-kf.(k) -ix} 

十sLix-(α+n)k 

をえる。

x=述。，めを導出しよう。 x=PL/Nの対数をとって微分l." (2.10)， 

(2.11)および N=Neat であることを考E草すれば，

(2.21)会=p+zー〈α+n)

をえる。 (2.21)に (2.2)， (2.4)， (2.14)および (2.17)を代入して整理す

れば，

(2. 22) 日 +zー〈山)}x-云τ{f(k)一抑制

をえる。 (2.20)と (2.22)が，体系を記述する基本方程式である。

2.3 均衡成畏経路の性質

本節においてわれわれは，まず，労働者が土地資産を購入すると考えたもと

での体系の均衡成長経路 (k*，x*)>(O， 0)の存在と一意性を証明する。次に，

均衡成長経路における土地価格の水準とその上昇率を明らかにする。最後に，

労働者が土地資産を購入する場合の均衡成長経路の特質を労働者が地主に地代

を支払って生活用の土地を借りる場合および土地を考膚しない場合の均衡成長

経路との対比で考察する。

(2.22)において x=Oとおくと

4r{f(h〉ー抑制
(2.23) x= ー

をえる。 (2.23)を (2.20)に代入すれば，

g(k)=k=1 
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(2.24) =s.kfk (k)一(α+n)k+sw{flくめ-kf.(k)}
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となる。今，十分小さな εに対Lて 0>主>eをみたず主を定義しよう。そう

すると

(2.25) g也)>0

かつ

(2.26) 民的〉くO

が成立する。 g(めは， kの連続関数であるから

(2. 27) g(k*) = 0，主くFく∞

をみたず均衡値貯の存在が証明された。

均衡値貯の一意性は，

めくめl くO(2.28) O k ¥"')Ig(め=0

がみたされれば，保証される。 (2.24)を hについて微分すれば，

(2.29) めくめ=Sπfk(k)一〈α十n)+kjいくの(Sπ-Sw)

KSL-sw〉dr
kfu(k) 

i十字一〈α十n)

となる。 (2.24)および (2.29)より

仰 0) gk叫

kfkk(め
f(め-kfk(k)

{sdlくめー〈α+n)k}

をえる。ここで，s.ミSL>SWを仮定しよう。すなわち，企業家の貯蓄性向は，

地主の貯蓄性向よりも小さくなしかっ地主の貯蓄性向は，労働者の貯蓄性向

より大きいと仮定するのである。以上のように仮定すると

Sπ{flくめ-kfk(k)}>sw{f(k)戸 kfk(k)ーか}+sdx

となるから，g(k)=Oの点においては，

sd(k)ー〈α十n)k>o

となる。また， (2.24)より，gくめ=0の点においては， S~fk(めは α+n よ

りも小さくなければならない。かくて (2.30)より
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gk(k)1 <0 
Ig(k) =0 

となる。以上によって，均衡点 (k*，日)>(0，0)の一意性が証明された。

均衡成長経路における地価の上昇率とその水準を考察しよう。 (2.21)より

容易にわかるように，x=oにおいては，

(2.31) T=α+n-z 

となる。すなわち，均衡成長経路においては，地価上昇率は，技術進歩率と労

働人口増加率の和から土地供給増加率を差し引いたものに等しい。ところで，

均衡成長経路では，技術進歩率と実質賃金率の増加率は等しくなるから， (2.31)

は，均衡成長経路における地価上昇率は，実質賃金率の増加率と労働人口の増

加率から土地供給増加率を差しヲ[¥，、たものに等しくなると言い換えることもで

きる。 (2.14)， (2.23)より，均衡成長経路における地価の水準 p*は，

(2.32) p*= ρ 
i+z一(α+n)

となる。 (2.32)より，均衡成長経路における地価の水準は， 地代の水準， 労

働者の借入利子率，土地供給増加率，実質賃金増加率および労働人口増加率に

規定されることがわかる。また，均衡成長経路における地価の上昇率は，地代

の上昇率に等しいことがわかる。

労働者が土地資産を購入すると考えた場合と労働者が地主に地代を支払って

生活用の土地を借りると考えた場合の均衡成長経路の相違について考察しよ

う。労働者が土地資産を購入すると考えた場合の均衡資本・労働比率伊は，

(2.24)より

(2.33) g(k*) =s.kfk (k)一(α+n)k+sw{f(k)-k，ん(k)}

dr{f(h〉一kfk(め}
+i(SL -sw) 一、 =0

で与えられる。これに対して，労働者が地主に地代を支払って土地を借りると

考えた場合の均衡資本・労働比率炉*は，次式で与えられる。

(2. 34)ψ(k**)=s.kfk(めー(α+n)k

20 
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+ {f(k)-kfi(k)}併設Q)=O

g(k)に ψ(k**)=0を代入すると

(s，.a+swb¥ 
(2.35) g(門 =_\"L~平'b

WV

){f(k) -kfk (k)} 

+sw{f(k) -kfk (k)} 

ポ7J{f(k)一肌(め}
+i(SL-SW) 一

をえる。上式を変形すると

(SL -sw) g(k**)=で手γ {f(k)-kfk(k)}; ， '~L I'~，w:， __， (α+n-z) a+b "V"/  i+z一(α十n)

となる。ここで現実的な想定として， α十n>z，すなわち，技術進歩率と労働

人口増加率の和は，土地供給増加率よりも大きいと想定すれば，

(2.36) g(k**)>O 

をえる。 (2.36)に (2.28)，(2.29)を考I草すれば，

(2. 37) k*>k** 

をえる。(第2.1図参照)

第 2.1図

k 

(2.37)の経済的合意を考えよう。 (2.2)， (2. 4)から明らかなように，労働

者が地価上昇を予想するかぎり，iPL>pL，すなわち，土地資産購入のために

毎期支払う額 iPLは，毎期の地代 ρLよりも大きい。そして，均衡成長経路

では，実質賃金率と労働人口の増加率が土地供給増加率を上回れば，予想地価

上昇率は正となる。他方，地主は，毎期の所得 iPLの一定割合を貯蓄するか
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ら，地主の貯蓄性向 SLが，労働者の貯蓄性向 Swを上回るかぎり，地主の所

得増大は，社会全体の貯蓄を高める。 また SL~ミSπ>Sw であれば，労働者が

土地資産を購入すると考えた場合の均衡成長経路の一意性は保証される。かく

て，q=P=α+n-z>O，かつれとSL>SWのもとでは， k*>k** となり，均

衡成長経路を比較するかぎり，労働者が土地資産を購入する場合の方が，労働

者が地主に地代を支払って土地を借りる場合よりも資本蓄積を促進するのであ

る。

最後に，労働者が地主に地代を支払って土地を借りる場合と土地を考慮せ

ず，したがって，地代を考慮しない場合の均衡成長経路の相違について考察し

よう。土地を考慮しない場合の均衡資本・労働比率炉紳は，次式で与えられ

る。

(2.38) r/J(k***)=s.kfk(k)+sw{f(k)-kfk(k)} 

一(α+n)k=O

ψ(k)にゆ(k***)=0を代入すると

_ a(sL -sw) 
(2. 39) ψ(k料*)一一一一一一一{f(k)-kfk (k)} 

α十b

をえる。 (2.39)は，SL>SWが正であるかぎり正である。また， (2.34)より

(2. 40)ψバk**)=S.fk (k)一〈α+n)k

a(s，-sL)+b(sπ-Sw) + kfkk(k) 
α十b

となる。 (2.40)は sπ三三SL>SWであるかぎり，負となる。 (2.39)とく2.40)

を考慮すれば，れとSL>SWであれば，

(2.41) k料 >k*料

が証明される。

2.4 比較静学

本節では，労働者の借入利子率 iおよび土地供給増加率 zの変化が，kお

よび xの均衡値に及ぼす効果を吟味しよう。

(2.20)および (2.22)において k=x=Oとおき，全微分すると，次の連立
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方程式をえる。

S.fk(め一〈α+n)
+kfu(k)(sπ-swL i(SL-sw〉

(2.42) 

dFhfJ〉，{作z一〈…)}

行列 (2.42)の行列式ムは，

第 2章経済成長と住宅地価

(dh -di 
1= 

dx* -
di 

一(SL-SW)X

-x 

(2.43) ム={i+zー〈α+n}Cs.fk(k)一〈α十n)

kfu (k) 
、 {s.f(k)ー〈α+n)k}J 

となり sπ;;;;;SL>SWを仮定するかぎり，ムは負となる。グラメルの公式より，

dk* 1 
(2.44) ー十一一一{(SL-Sw)x(α+n-z)}くO

di ム

をえる。同様に

，，~*ν 〆

(2. 45) ヱ之ー=ー士一|α+n-s.fk(k)
di ム L

+kんk(k) {ポF(SL-Sw)ー(Sπ-Sw)}J<o

をえる。ただし， (2: 44)， (2.45)においては，らとSL>SW を仮定している。

(2.44)と (2.45)の経済的合意を考察しよう。 (2.23)からわかるように，

労働者の借入利子率 iの引き下げは，げを上昇させ，したがって，均衡地価

を上昇させる。他方，地主の年々の所得 iPLは iの低下にもかかわらず，

Pが上昇するために増大することとなる。このことは，地主の貯蓄性向が労働

者の貯蓄性向より高いもとでは，k*を上昇させ Lたがって，資本蓄積を促

進する効果をもっ。

土地供給増加率zの変化がFおよびげに与える効果を分析しよう。 (2.20)

および (2.22)より，次式をえる。

(2.46) 

川 (k)一(α+n〉 i(SL-ω)
+(Sπ-Sw)kfu(k)， '¥."L-"WJ 

dwJ〉， {i+zー(日)}) 

(2.46)より，Sll'~三SL>SW のもとでは，

dk* 
すZ

dx* 
dz 

O 

-x 
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dk* 1 
(2.47) d~ =コγ{iX(SL-sw)}<O 

(α2.4紛8的〉 4穿子=つ去十ξ←{…一S.仏π

となる。 (2.47)と (2.48)より，土地供給増加率 zの増大は，地価を下落さ

せ，社会全体の貯蓄を低下させる効果をもっ。

(2.44)， (2.45)， (2.47)および (2.48)より興味深い結論が導き出される。

すなわち，労働者が土地を購入する場合の借入利子率 tを一律に引き下げるこ

とは，土地供給増加率zの増大を伴わないかぎり，地価を引き上げ，労働者が

土地のために年々支払わねばならない負担額 iPLを増大させる。地主の貯蓄

性向が労働者の貯蓄性向よりも高いならば，このことは，社会全体の貯蓄を高

める。そして，貯蓄がすべて投資されるならば，地価上昇にもとづく貯蓄の増

大は，資本蓄積を促進する。

2.5 均衡成長経路の安定性の吟味

前節では，均衡成長経路の存在と一意性を考察し，均衡成長経路の比較をお

こなった。本節では，均衡成長経路の安定性と (k，ゆが均衡成長経路から希

離した場合の動きについて考察しよう。

まず，x=Oの曲線を導出しよう。 (2.22)より，x=Oの曲線は，

dT{f(h〉ーkf.(め}
(2.49) X=~ 

となる。容易にわかるように， (2.49)は次の性質をもっている。

1 一五百万..(k)
(2.50) ん (k)1 : ':~V /~， ， ..~ >0 Ix=o i+z一(α十n)

(2.51) 民的)!x=よ

1dFf(∞〉
(2.52) limx(k)1 =~5 

h→∞ Ix=o i十Zー(α+n)
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zが x=Oの曲線より上方に位置するかぎり，xは増大し，下方に位置するか

ぎり，x は減少する。

次に品=0の曲線を導出しよう。 (2.20)より，五=0の曲線は，

一一[sム:fk(k) + sw{f(k) -kfkk)}一(α+n)kJ
(2. 53) x= 

i(SL -sw) 

となる。 (2.53)を hについて微分すると

(2.5の xk(k)l. =:7子LT{sJh(h〉ー〈α+n)+ (s.-sw)kfk k (k)} 
Ik=O tlh -Sw) 

をえるo k*の近傍では，S.fk (めは， α十n よりも小であるから，kが炉よ

り大きいかぎり， (2.54)は正となる。また， (2.53)より，

x(k)l. 一
(2.日) k→∞出=0

となる。 xが k=Oの曲線よりも上方に位置するならば，kは増大し，下方に

位置するならば，kは減少する。

(2. 49) ~ (2.55)より ，(k， x)の動きを考察しよう。 (k，x)空間におけ

る位相図は，第 2.2図に示されている。

x 

• z 

[争

第 2.2図

k車

.i=Oの曲線

d 

k 

2ラ



第 2.2図より明らかなように，均衡点〈炉，x*)は，鞍形点であり，したがっ

て，初期値 (kO
，X

O
) が AA曲線上に位置する場合にのみ均衡点 (k*，x*) 

に収束する。

今，興味あるケースとして，初期値 (k
O
，X

O
) が品=0の曲線よりも上方に

位置し，かつ，曲線 AAよりも上方に位置しているケースを考えよう。 この

場合には，時聞の経過にしたがって，xと hは増大し， やがては (k，x)は

(k*，げ〉よりも大きな値をとるにいたる。このケースは，次のように解釈で

きる。 x=.PLjNの定義からわかるように，品>0ということは，現実の地価上

昇率 iうが均衡地価上昇率 P*=α+n-zを上回っていることを意味する。何

らかの事情で現実の地価上昇率が均衡地価上昇率を上回るならば， P=q，すな

わち，予想地価上昇率は，現実の地価上昇率に等しいように調整されるという

仮定のもとでは，予想地価上昇率 qも均衡予想地価上昇率 q*を上回るように

なり，このことは， (2.2)から明らかなように， 地価 P を引き上げる。かく

て，地価上昇率は一層上昇し，予想地価上昇率は，一層上層した地価上昇率に

等しいように調整されるという正のフィードバックが生じる。

他方，地価 P の上昇は，労働者から地主への毎期の所得移転額 iPLを増

大させ，地主の貯蓄性向が，労働者の貯蓄性向よりも大きいという仮定のもと

では，社会全体の貯蓄を増大させる。このようにして，やがては，(k， x)は，

均衡値(伊，x*)を上回るにいたるのである。もちろん，均衡地価上昇率 P*

=α十n-zや均衡資本蓄積率 k.*=α+nを上回る地価上昇率や資本蓄積率が

永久に持続することはない。われわれのモデルで、は，地価の上昇の結果，労働

者の毎期の土地への支払い iPLが，労働者の実質賃金 RNのますます大きな

比重を占め，労働者の消費財への支出 Cwが，がまんし得る最低水準に達した

ときに，地価上昇の上方への事離過程は停止する。 ((2.7)を参照。〕

最後に，均衡解 (k*，日〉が，局所的に鞍形点であることを代数的に証明し

ておこう。 (2.20)，(2.22)を均衡点 (k*，日〉で評価した Jacobian行列戸

を求めると
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2.6結び

s.f.(k)一(α十n〉 i(SL-sw〉
十kfkk(k)(sπーSw)，

第 2章経済成長と住宅地価

本章においてわれわれは，労働者が土地を購入する場合に，一定の借入利子

率で無限期間にわたって借入可能であるという簡単化の想定のもとに，経済成

長と住宅地価との関連を考察した。本章で得られた主要な結論を要約すれば，

次の通りである。

付住宅地価を考慮した場合の新古典派成長モテ.ルは，企業家の貯蓄性向が

地主の貯蓄性向よりも小さくなく，かつ，地主の貯蓄性向が，労働者の貯蓄性

向よりも大きいという仮定のもとで，均衡成長経路の存在とその一意性を保証

する。

同 均衡成長経路における地価上昇率は，労働者の実質賃金増加率プラス労

働人口増加率マイナス土地供給増加率に等しい。また，均衡成長経路上の地代

の上昇率は，地価上昇率に等しい。均衡地価の水準は，地代，労働者の借入利

子率，土地供給増加率，実質賃金率の増加率および労働人口の増加率に規定さ

れ，地代，実質賃金率の増加率および労働人口増加率が高いほど均衡地価の水

準は高く，労働者の借入利子率および土地供給増加率が高いほど均衡地価水準

は低い。 (2.32)参照。〉

同労働者が土地資産を購入する場合の均衡成長経路における資本集約度

計と労働者が地主に地代を支払って生活用の土地を借りる場合の均衡資本集

約度炉本および土地を考慮しない場合の均衡資本集約度計料を比較すると，
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伊 >k**>k***である。すなわち，地主の貯蓄性向が労働者の貯蓄性向よりも

高しかっ地価が上昇しつつあるもとでは，労働者が土地資産を購入すること

は，均衡成長経路における社会全体の貯蓄を促進し，貯蓄がすべて投資される

ならば，このことは，資本蓄積を促進する効果をもっ。

伺 均衡成長経路において，労働者の借入利子率の引き下げは，地価を上昇

させ，社会全体としての貯蓄を増大させる。また，土地供給の増大は，地価を

引き下げ，社会全体としての貯蓄を減少させる。したがって，労働者の借入利

子率の引き下げ政策は，土地供給の増大策と併用されないかぎり，地価を引き

上げる。

同均衡成長経路は，不安定的である。(より正確には，均衡点は鞍形点で

ある。〉すなわち，何らかの事情で現実の地価上昇率が均衡地価上昇率を上回

るならば，現実の地価上昇率は一層上昇する。地主の貯蓄性向が労働者の貯蓄

性向よりも高いという想定のもとでは，このことは，社会全体の貯蓄を増大さ

せ，資本蓄積率を上昇させる。このような地価上昇率と資本蓄積率の上方への

累積過程は，労働者の消費財への支出が，がまんし得る最低水準に達するまで

持続する。
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第3章経済成長と住宅地課税

本章は，経済成長を明示的に考慮した場合に，住宅地課税，とくに土地保有

税と未実現キャピタル・ゲイン課税および地代課税が住宅地価格や資本蓄積に

どのような影響を与えるかを分析することを目的としている。

以下では，まず第l節において，土地保有税を考慮した場合の経済成長モデ

ルを構築する。第2節では，土地保有税が課せられたもとでの体系の均衡成長

経路の一意性を証明し，均衡成長経路における住宅地価格の水準とその上昇率

を明らかにする。第3節では，土地保有税の強化が，均衡資本・労働比率およ

び均衡地価水準にどのような影響を与えるか，また，それは，どのような経済

的含意をもつかについて考察を加える。第 4節では，未実現キャピタル・ゲイ

ン課税がおこなわれた場合の経済成長モテゃルを構築し，体系における均衡成長

経路の一意性を証明する。さらに，未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわ

れた場合の均衡成長経路における住宅地価格の水準とその上昇率を明らかにす

る。第 5節では，未実現キャピタル・ゲイン課税が，均衡資本・労働比率や均

衡地価水準にどのように影響を与えるかを考察する。第6節では，地代税が諜

せられた場合の経済成長モデルを構築L，第 5節と同様の方法で体系における

均衡成長経路の一意性を証明する。さらに，地代税が課せられた場合の均衡成

長経路における住宅地価格とその上昇率を明らかにする。第7節では，地代税

が，均衡資本・労働比率や均衡住宅地価格にどのような影響を与えるかを考察

する。

3.1 土地保有限税のモデル

本節では，土地保有税が課せられた場合の経済成長モデルを構築しよう。本

節におけるモデルと記号は，以下の通りである。
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一部門の封鎖経済を想定し，生産要素としての土地は無視する。すなわち，

生産物 Yは，資本 Kと労働 Nを投入することによって生産されると仮定す

る。生産関数は，一次同次かつ二回連続微分可能であり，資本と労働の限界生

産力は，正で逓減的であると仮定する。このことから，生産関数は，

(3.1) Y=F(K， Neal)=F(K， N)， 

FK>O， FN>O， FKKく0，FNN<O 

となる。ただし，ここで N=Nealである。

今，簡単化のために，労働者が生活に必要な土地を価格 P で購入する場合

には，一定の借入利子率 tで無限期間にわたって借入可能であるが，購入した

土地については，土地価格 Pに対して毎期 Uパーセントの土地保有税を支払

わねばならないものと想定しよう。他方，すべての企業家および地主は，土地

を所有し，生活に必要な土地を購入する必要はないものとする。

以上のように想定すれば，労働者が価格 P で土地を購入する場合の均衡条

件は，

(3.2) qP+ρ-uP=iP 

となる。ここで，qは，予想地価上昇率， ρは，地代をあらわすものとする。

ところで (3.2)は，労働者が土地を価格 P で購入する場合の均衡条件を示

す式であって， (3.2)だけでは，労働者が，どれだけの量の土地を購入するか

は確定しない。本節では，労働者によって購入された土地を問題としよう。労

働者に土地を売却した地主は，労働者が土地資産の購入に支払った額を元手に

して，土地以外の代替的資産からの収益で生活するものとする。すなわち，土

地を売却した地主は，実質的には，いわゆる「金利生活者」として生活するこ

ととなる。

分析を容易にするために，次の二つの仮定を加えよう。

(3.3) q=P 

(3.4) i= j 

(3.3)は，予想地価上昇率 qが，現実の地価上昇率Iうに等しいように調整

されることを示し， (3.4)は，労働者の借入利子率 iが，地主が土地以外の代
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替的資産から獲得する収益率jに等しいことを示している。

以上の仮定のもとで貯蓄関数を考えよう。実質賃金からの土地への支払いお

よび土地保有税への支払いを差し引いた部分，利潤所得，地主の所得および政

府の土地保有税からの収入の一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて技資されるも

のとすれば，

(3.5) K=s.rK+sw(RN-iPL-uPL)+SLiPL+sGuPL 

をえる。ただし，ここで，K:投資(=資本ストックの増加分)， r:利潤率，

R:実質賃金率，L:労働者が購入した土地， Str:利潤所得からの貯蓄性向(企

業家の貯蓄性向)， sw:労働者の貯蓄性向 SL 地主の貯蓄性向 sG:政府収

入からの貯蓄率である。

一次同次の生産関数を仮定しているから，利潤率極大を目標とする競争的な

企業家は，資本および労働の限界生産物が，利潤率および実質賃金率に等しく

なるように技術選択をおこなうであろう。かくて

(3.6) FK=r 

(3.7) FN=R 

が成立する。ただし，FKは，資本の限界生産物，FNは，労働の限界生産物で

ある。

土地と労働は，それぞれ Z，nの率で指数的に増大しているものと想定しよ

れそうすると

(3.8) L=L，e' t 

(3.9) N=N，ent 

をえる。ただし，L" N，は，土地および労働の初期値である。

労働者は，実質賃金から土地への支払いおよび土地保有税への支払いを差し

引いた残りの部分の一定割合を貯蓄すると仮定しているから，労働者の消費財

への支出を Cwとすれば，次式が成立する。

(3.10) Cw=(1-sw)(RN-iPL-uPL) 

地代関数を考えよう。簡単化のために，労働者は，すべて同ーの選好態度を

もち，次のような対数線型の効用関数 Uをもつものと仮定しよう。

31 



L I J.. l~_ Cw (3.11) U=a log N +b log~万円

= a log 1 + b log m 

ただし， 1 = LjN， m=CwjNであり，変数であるが，a， bは，労働者の土地

とそれ以外の消費財に対する選好の強さを示しており，定数と仮定されてい

る。

労働者が地代を支払って地主から生活に必要な土地を借りる場合には，土地

保有税の負担は地主がおこなうから， (3.10)に相当する式は，

(3.10)' Cw=(1-sw)(RNーρL)

となる。 (3.10)'を N で割れば，

(3.12) m=(l-sw)(R-pl) 

をえる。労働者は， (3.12)の制約のもとで効用関数 (3.11)を極大化するよう

に 1，m を選択するとすれば，地代関数は，

a R a RN 
(3. 13)ρ 一τττ-，-ーす平すL

となる。

3.2 均衡成長経路の性質

本節では，新たな変数として k=KjNおよび x=PLjNを導入して，体系

の動きを記述する基本方程式を導出し，体系の均衡成長経路の一意性を証明し

よう。さらに，均衡成長経路における住宅地価格の水準とその上昇率を明らか

にしよう。 (3.1)より，

(3ω y=F(長 ，l)=f(k) 

をえる。ただし，y=ηNeat である。 (3.14)を K および Neat について微

分すると，

(3.15) FK=f.(k) 

(3.16) FN= {f(k)-kf. (k)}eat 

をえる。 k=KjNeat の対数をとって徴分し，(3.9)を考慮すれば，
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(3. 17) 五=K-(α+n)

となる。ここで，k=五/k，k=K/Kである。 (3.5)に (3.6)，(3.7)， (3. 15) 

および (3.16)を考慮すれば，

(3. 18) 立=s.!k(k)+十 { 氏 ト 仰)-ix-ux} 

となる。 (3.17)を考慮して， (3.18)を整理すれば，

(3.19) k=s.kfk(k)+sw{f(k)-k!.(め-ix-ux}

+sLix+sGux一(α+n)k

をえる。

x=x(k， x)を導出しよう。 x==PL/Nの対数をとって微分し， (3.8)， (3.9) 

および N=Neat であることを考慮すれば，

(3. 20) ~=P+z一〈α+n)

をえる。 (3.20)に (3.2)，(3.3)， (3.7)， (3.13)および (3.16)を代入して

整理すれば，

(3.21川={同+zー(日)}x-a~b {f(k)-kfk(k)} 

をえる。 (3.19)と (3.21)が，uパーセントの土地保有税を考慮した場合の

体系を記述する微分方程式である。

次に，uバーセントの土地保有税が課せられたもとでの体系の均衡成長経路

(炉，げ〉の一意性を証明する。さらに，均衡成長経路における土地価格の水

準とその上昇率を明らかにする。

まず，均衡成長経路の一意、性を証明しよう。

(3.21)において x=Oとおくと

九
ゾ

'Y}

C
一

る

抗

一

す

「
一
'
入

れ

川

一

阿

α
一+一
-

L

一

α
一
ρru

p

をる〉えを
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(3.23) H(k)冨 kl
Ix=O， x>O 

=s.kfk (k)ー〈α+n)k+sw{f(k)-kfk (k)} 

τ手τ{f(k)-kfk(k)} 
+{i(SL-SW)+U(SG-SW)} ~，V 

i+u+z-(α+n、

をえる。 (3.23)を hについて微分すれば，

(3.24) Hバk)=S./k(k)一(α+n)+kfkk(k)(sπ-Sw)

{i(SL -Sw)+U(SG-Sw)}τ手τ
}uTUWh(め

となる。 (3.23)と ((3.24)より，

(3.25) Hk (k)1 =S./k (k)ー〈α+n)
IH(k)=0 

+-y;が仔11、{S./(め一(α+n)k}

をえる。ここで，Sπ は，sG， SLおよび Swよりも小さくないと仮定しよう。

s.{f(k) -kfk (k)}三三sw{f(k)-kfk (k)} 

+ (SL -sw)ix+(sG -sw)ux 

となるから，H(k)=Oの点においては，

s.f(k)ー(α+n)kと0

となる。また， (3.23)より ，H(k)=Oの点においては，S.fk (k)は α+nよ

り小さくなければならない。かくて (3.24)より

Hk(k)1 <0 
IH(k)=0 

となる。以上によって，均衡成長経路 (k*，げ〉の一意、性が証明された。

均衡成長経路(伊，日〉における地価上昇率とその水準について考察しよう 0

(3.20)より容易にわかるように，品=0の点においては，

(3.26) P=α+n-z 

となる。すなわち，均衡成長経路においては，地価上昇率は，技術進歩率と労

働人口増加率の和から土地供給増加率を差し引いたものに等しい。 (3.26)か

らわかるように，U パーセントの土地保有税が課せられた場合でも均衡成長経
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路における地価上昇率は，変化しない。

(3.21)において必=0とおき， (3.13)を考慮すれば，均衡成長経路におけ

る地価の水準 P.li， 

(3.27) P.=πdーミ

。
i十U一ρ

となる。 (3.27)より，均衡成長経路における地価の水準は，地代の水準，労

働者の借入利子率，土地保有税率，技術進歩率，労働人口増加率および土地供

給増加率に依存することがわかる。また，土地保有税が存在しない場合の資産

均衡の条件は i>lうであったが uバーセントの土地保有税が課せられた場合

の資産均衡の条件は，i+u>Pとなり，土地保有税が存在しない場合には，資

産均衡の条件が成立しない場合でも，uパーセントの土地保有税を課すことに

よって，資産均衡の条件を成立させることが可能となる。

3.3 比較静学一一土地保有税の効果

本節では，uパーセントの土地保有税が kおよび Z の均衡値にどのよう

な効果を与えるかを考察しよう。

(3. 19)および (3.21)において，k=x=Oとおき，全微分すると，次の連

立方程式をえる。

S.fk (k)ー(α+n) i(SL -sw) 

(3.28) 
+kfkk(k)(s.-sw)， +u(so-sw) 

託rkfkk(k)， {川+z一(…)}

=(fsぺ
-x 

行列 (3.28)の行列式 dは，

(3.29) A={i+u十Z一(α十n)}(sdk(k)ー(α+n)

dk* 
du 

dx* 
du 
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h~fkk (k)//..'¥ {s.f(k)ー〈α+n)k})
f(k) -kf. (k) 

<0 
である。クラメルの公式より，

dk* 
(3.30) すff{SL一仙(SG-Sw)U

十(SG-Sw)(α+n-z-i-u)}

= ~ {(SLー叫+(sG-sw)(α+n-z)} 

をえる。同様に

〈33045=7〔山一仏(k)

十払h(h〉{dy〈SGーら〉ー(S.-ω})

をえる。

(3.30)と (3.31)の符号について考えよう。 (3.30)の符号は，必ずしも確

定的でない。すなわち，SL~三SG で，かつ， sG>swならば，土地保有税の強化は，

均衡資本・労働比率 F を低下させる。しかし，均衡地価上昇率 α+n-zが

低く，かっ政府の貯蓄率 SGが，地主の貯蓄性向 SLを上回るならば，土地保

有税の強化は， 均衡資本・労働比率を上昇させる可能性がある。 (3.31)の符

号については，現実的な想定のもとで，確定的である。すなわち S，?SG二三Sw

であるかぎり，uパーセントの土地保有税の強化は，xの均衡値を引き下げる

のである。

(3.30)と (3.31)の経済的合意を考えよう。 (3.27)からわかるように，土

地保有税の強化は，さしあたり，地価水準を引き下げる効果をもっ。土地保有

税の地価水準引き下げ効果は，均衡予想地価上昇率 α+n-zが，高いほど大

きい。地価水準の下落は，労働者が，土地資産購入のために毎期地主に支払わ

なければならない額 iPLを減少させる。このことは，地主の貯蓄性向 SLが，

労働者の貯蓄性向 Swを上回るかぎり，社会全体の貯蓄を減少させる効果をも

っ。他方，土地保有税の強化は，それによって生じる短期的な地価水準の下落
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が大きくなければ，政府の貯蓄率 SGが，労働者の貯蓄性向 Swを上回るとい

う想定のもとでは，社会全体の貯蓄を増大させる可能性がある。以上より，地

主の貯蓄性向が，政府の貯蓄率を下回らず，かつ政府の貯蓄率が労働者の貯蓄

性向を上回っているならば，uバーセ γ トの土地保有税の強化は，社会全体の

貯蓄を減少させることを通じて，均衡資本・労働比率を低下させる。しかし，

土地保有税強化の短期的な地価水準引き下げ効果が小さく，すなわち，均衡地

価上昇率が低く，かつ，政府の貯蓄率が地主の貯蓄性向を上回るならば，uパ

ーセントの土地保有税の強化は，社会全体の貯蓄を増大させることを通じて，

均衡資本・労働比率を上昇させる可能性をもっ。

U パーセントの土地保有税の強化は，どのようなメカニズムを通じて均衡地

価水準を引き下げるだろうか。 (3.27)から明らかなように，uパーセントの

土地保有税の強化は，土地の持越費用を増大させ，他の事情にして等しけれ

ば，土地資産への需要を減少させることを通じて土地価格を下落させる効果を

もつ。

3.4 朱実現キャピタル・ゲイン保税のモデルと均衡成畏経路の性質

本節では， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場

合のモデルについて考察しよう。 τパーセントの未実現キャピタノレ・ゲイン課

税が課せられた場合には， 労働者は地価上昇分 qPに対して毎期 τパーセン

トの未実現キャピタル・ゲイン税を支払わなければならないわけであるから，

労働者が価格 Pで土地を購入する場合の均衡条件は，

(3.2)' (1ーのqP+ρ=iP

となる。

次に，貯蓄関数について考えよう。実質賃金から土地への支払いおよび未実

現キャピタル・ゲイン税への支払いを差し引いた残りの部分，利潤所得，地主

の所得および政府の未実現キャピタル・ゲイン税からの収入の一定割合が貯蓄

され，貯蓄はすべて投資されるものとすれば，

(3.5)' K=s.rK+sw(RN-iPLーτTPL)+SLiPL+sGτTPL

37 



をえる。

労働者は，実質賃金から土地への支払いおよび未実現キャピタル・ゲイン税

への支払いを差し引いた残りの部分からの一定割合を貯蓄すると仮定している

から，労働者の消費財への支出 Cwは，

(3.10)" Cw=(l-sw)(RN-iPLーτPPL)

となる。

以上を考E草すれば， rバーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこな

われた場合のモデルは，次のようになる。

(3.1) Y=F(K，Neaつ=F(K，N)，

FK>O， FN>O， FKK<O， FNNくO

(3.2)' (1ーのqP+ρ=iP

(3.3) q=P 

(3.5)' K=s.rK+sw(RN-iPL-τPPL) 

+sLiPL+sGτPPL 

(3.6) FK=r 

(3.7) FN=R 

(3.8) L=Loez t 

(3.9) N=Noe鍵 t

(3.10)" Cw=(1-sw)(RN-iPL-τρPL) 

RN 
(3.13) ρ=五芋百一-r

以上のモテ'ルにおいて，変数は，Y， K， N， L， q， P，ρ， r， Rおよび C"

の10個である。

変数 k==KjNおよび x==PLjNを導入し，第3節と同様の方法によって f

バーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の体系の動き

を記述する微分方程式を導出すれば，次の (3.32)と (3.33)がえられる。

(3.32) k=s.kf.(k)十sw{f(k)-kf.(k)} + (SL -sw)ix 
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+ -r(!_c-s!") rix-~{ f(k)-kf'(k)} i マF寸 lix-云O{f(k)-kfk(k)}J 
ー(α+n)k

(3.33) x=占(ix一五o{f(k) -kfk(k)} J 

+{z一(α+n)}x

τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の均衡成

長経路(k**，x**)の一意性を証明しておこう。 (3.33)において x=Oとおくと

ポτ{f(k)ー抑制
(3.34) x= 

(1-τ){zー(α+n)}+i

をえる。 (3.34)を (3.32)に代入すれば，

(3.35) g(k)==k I 
Ix=O， x>O 

=sπkfk(k)一(α+n)k+sw{f(k)-kf. (k)} 

+Æ~(SL-SW) 
17+(1ーτ){z-(α+n)}

+ i(Sc-Sw)-r 
(1ーのco 、 ミ-，-.-可

(Sc-Sw) l ーマF寸 }τ計{f(k)-kfk (k)} 

となる。 (3.35)をhについて微分し，g(k)=Oの点で評価すれば，

(3.36) gk (k) I =S./k (k)一(α+n)
I g(k) =0 

+-.!fkk (k) {s.fCk)ー(α+n)k}
f(k) -kfk (k) 

をえる。ここで，s.は，Sc， SLおよび swより小さくないと仮定すれば，

S.{f(め-kfk(め}二三sw{f(k)-kfk(k)} + (SL -sw)ix 

+ヱ告守斗(ix-a~b {f(k)-kfk(k)} J 

が成立するから， gCめ=0の点においては，

s.f(均一〈α+n)孟O
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が成立する。ところで， (3.35)より，g(k)=Oの点では，S.fk(k)はα+nよ

り小でなければならない。かくて， (3.36)より，

gk(k) I <0 
I g(k) =0 

となり，均衡成長経路 (k**，x**)の一意性が証明される。

次に'c'パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がなされた場合の均衡

成長経路における地価上昇率とその水準について考察を加えよう。 x=PL/N

の定義から容易にわかるように，通=0の点においては，

t=α+n-z 

である。すなわち，均衡成長経路上における地価上昇率は，技術進歩率と労働

人口増加率の和から土地供給増加率を差しヲ[¥，、た値に等しく，この値は， τパ

{セントの未実現キャピタル・ゲイン税が課せられることによって変化するこ

とはない。

(3. 33)においてx=Oとおき， (3.13)を考慮すれば， τバ{セトの未実現

キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の均衡成長経路における地価の水

準 Prは，

(3.37) pτ一 ρ
ー(1ーのlう

ρ 
i二(1二正:て亙千五二工z)

となる。

すでに述べたように，未実現キャピタル・ゲイン税が課せられでも均衡成長

経路上における地価上昇率は変化しないから，未実現キャピタル・ゲイン課税

をおこなうことによって，土地資産の持越費用を高くすることができる。すな

わち，土地課税がおこなわれない場合の資産均衡の条件は i>lうであったが，

τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の資産均衡

の条件は， i>ClーのPとなる。未実現キャピタル・ゲイン課税の税率 rは，

理論的には oから 1の間6任意の値に決めることができるから，土地課税が

存在しない場合には，i三三iうとなって資産均衡の条件が成立しない場合でも， 1:' 
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バーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税をおこなうことによって，必ず資

産均衡の条件を成立させることが可能となる。

ところで， (3.37)から明らかなように， rパーセントの未実現キャピタル・

ゲイン課税は，土地の持越費用を増大させ，その限りでは，均衡地価水準を引

き下げる効果をもっといえる。しかし他方，均衡地価水準は地代水準にも依存

しており，地代の水準は，均衡資本・労働比率に依存している。したがって，

T パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税によって均衡地価水準が低下す

るか否かは，未実現キャピタル・ゲイン課税によって均衡資本・労働比率がど

のような影響を受けるかを確定することなしには，知ることができない。未実

現キャピタル・ゲイン課税の均衡資本・労働比率への影響は，節を改めて論じ

ることとしよう。

3.5 比較静学一一未実現キャピタル・ゲイン税の効果

本節では， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン税が，kおよび xの均

衡値にどのような影響を与えるかを考察する。

(3. 32)および (3.33)において， k=x=Oとおき，全微分すれば，次の連

立方程式をえる。

S./k (k)ー(α十n)

+kfkk(k)(s.-sw) 、，E
》'・
J

R

押一っこ判、川一-

A
X
f
k
 

τ
一+

 
、1
ノW

 

O
O
 

L
 

eu 

/
f

、、
'
l
e〈
B
』，、(3.38) 

+kfkk(k)~~~笠C生L~
fa-平F寸Iコγf'

kfkk(k) ん α {占+川河)}

(日一(s一山 ) ~dr 1 r寸 FFLU-dF{f(h)-hfhくわ})1

与土(てI奇 (ix-a~b {f(k)-kf.(k)}) J 

行列 (3.38)の行列式 D は， (3.32)および (3.33)を考蔵すれば，

(3.39) D={ふんゆく日)}{古村一(α+的}
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xkf，，(k) 
{s.j(k)一(α+n)k}

(α+b)(lーの

<0 

である。クラメルの公式より，

dk**ー〔tz-dF{f(h〉-W〉}〕

dr D(lーτ)2
(3.40) 

(i(SL -SG) + (SG -Sw) {Zー(α+n)}J

dw 〔iz-dr{f(h〉-W〉}〕
(3.41) ーでzー= 一lτ D(lーの2

をえる。

〔以k(k){a~b (sG-sw)一(S.-Sw)}

-{仏(的ー(α+的}J

(3.40)の符号について考えよう。 (3.40)の符合は，地主の貯蓄性向 SL，労

働者の貯蓄性向 Swおよび政府の貯蓄率 SG の大きさによって異なってくる。

すなわち，SL=SG=SWならば，dk**jdτ=0となって， τパーセントの未実現

キャピタル・ゲイン課税は，均衡資本・労働比率炉*を変化させない。 SGミ

SLかつら>SWであるか SG>SLかつ SG2:sw ならば， dk**jdτ>0となっ

て，未実現キャピタル・ゲイン課税は，均衡資本・労働比率を上昇させる。 SL

>SGかつ SG三三Swであるか，SL>SGかつ SGとらであるならば，dk*ホjdτくO

の可能性があり，未実現キャピタル・ゲイン課税は，均衡資本・労働比率を低

下させる可能性をもっ。

(3.41)の符号については， 土地保有税の場合と同様に， 現実的な想定のも

とでt土，確定的である。すなわち， S.ミSG:;;三Swであるかぎり， τパーセントの

未実現キャピタル・ゲイン課税は，X の均衡値を引き下げる効果をもっ。

(3.40)および (3.41)の経済的意味を考えよう。 (3.37)からわかるよう

に， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税の強化は，さしあたり，地
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下水準を引き下げる効果をもっ。未実現キャピタル・ゲイン課税の地価水準引

き下げ効果は，均衡予想地価上昇率 α+n-zが高いほど大きい。地価水準の

下落は，労働者が，土地資産購入のために毎期地主に支払わなければならない

額 iPLを減少させるが，このことは，地主の貯蓄性向 SL が，労働者の貯蓄一

性向 Swを上回るかぎり， 社会全体の貯蓄を減少させる効果をもっ。他方， τ

パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税は，政府の貯蓄率 SGが，労働者

の貯蓄性向 Swを上回ると想定すれば，社会全体の貯蓄を増大させる効果をも

っ。したがって， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税によって，社

会全体の貯蓄が増大するか，減少するかあるいは不変にとどまるかは，地主の

貯蓄性向 SL. 労働者の貯蓄性向 Swおよび政府の貯蓄率 SG. さらに，労働者

の借入利子率 i.均衡地価上昇率 α+n-zの値に依存して決定される。

今まで述べたところからわかるように. rパーセントの未実現キャピタル・

ゲイン課税が，長期的に均衡地価水準を引き下げるか否かは，来実現キャピタ

ル・ゲイン課税からの税収を政府がどの程度貯蓄し，その結果，均衡資本・労

働比率がどの程度変化するかを考慮する必要がある。もし政府の貯蓄率が，労

働者の貯蓄性向にくらべて高しその結果，社会全体の貯蓄が増大することに

よって，資本蓄積が促進され，長期的な地代水準が高くなれば， τバーセント

の未実現キャピタル・ゲイン課税によって均衡地価水準は，高くなる可能性が

生じる。しかし，未実現キャピタノレ・ゲイン課税の税率および政府の貯蓄率

は，政府が政策的に決定できる性質のものである。したがって，もし政府が，

長期的な均衡地価水準を引き下げることを意図して政府の貯蓄率を低くし，未

実現キャピタル・ゲイン課税の税率τを高くするならば，長期的な均衡地価水

準を引き下げることが可能である。

土地保有税と未実現キャピタル・ゲイン税の均衡地価水準引き下げ効果は，

どちらが大きいであろうか。今，簡単化のために，土地保有税や未実現キャピタ

ル・ゲイン税を課すことによって，社会全体の貯蓄，したがって，均衡地代水準

の変化が生じることがないように政府の貯蓄率は，決定されるものと仮定しよ

れそうすると.(3.27)および (3.37)から明らかなように，次式が成立する。
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if u>τ〈α+n-z)

=今p.くp，

上式からわかるように，土地保有税の均衡地価引き下げ効果と朱実現キャピタ

ル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果のいずれが大きし、かは，土地保有税率

u，未実現キャピタル・ゲイン税率 τおよび均衡地価上昇率 α+n-zに依存

するが，なかんずし均衡地価上昇率に依存するところが大きい。たとえば，

均衡地価上昇率が10パーセントであるならば 2パーセントの土地保有税と同

ーの均衡地価引き下げ効果をもっ未実現キャピタル・ゲイン課税の税率は20パ

ーセントである。未実現キャピタノレ・ゲイン課税の税率が20パーセントを越え

れば，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果は 2パーセン

トの土地保有税の均衡地価引き下げ効果よりも大きい。未実現キャピタル・ゲ

イシ課税の税率が20パーセント未満であれば，その逆である。もし均衡地価上

昇率が 5パーセントであるならば 2パーセントの土地保有税と同ーの均衡地

価引き下げ効果をもっ未実現キャピタル・ゲイン課税の税率は， 40パーセント

でなければならない。極端な場合として，均衡地価上昇率がゼロならば，容易

にわかるように，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果はゼ

ロである。以上の例からわかるように，概していえば，均衡地価上昇率が高い

場合には，未実現キャピタノレ・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果が大きく，

均衡地価上昇率が低い場合には，土地保有税の均衡地価引き下げ効果が大きい

といえよう。

3.6 地代課税のモデルと均衡成畏経路の性質

本節では，地代に対して hパーセントの地代課税がおこなわれる場合のそデ

ルについて考察しよう。本章では，労働者によって購入された土地を問題にし

ているから，ここで地代課税というのは，労働者の帰属地代に対する課税を意

味している。 hパーセントの地代課税が課せられた場合に，労働者は，毎期の

帰属地代 ρに対して hρ の地代税を支払わねばならないから，労働者が価格 P

で土地を購入する場合の均衡条件は，
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(3.2)" qP+p-hρ=iP 

となる。

第 3牽経済成長と住宅地課税

次に，貯蓄関数について考えると，実質賃金から土地への支払いおよび地代

税への支払いを差し引いた残りの部分，利潤所得，地主の所得および政府の地

代税からの収入の一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものとすれ

ば，

(3.5)" K=srrrK+sw(RN-iPL-hρL) 

+sLiPL+schρL 

をえる。

労働者は，実質賃金から土地への支払いおよび地代税への支払いを差し引い

た残りの部分からの一定割合を貯蓄すると仮定しているから，労働者の消費財

への支出 Cwは，

(3.10)'" Cw=(1-sw)(RN-iPL-hρL) 

となる。

以上を考君、すれば，hパーセントの地代課税がおこなわれた場合のモデル

は，次のようになる。

(3.1) Y=F(K， Neol)=F(K， N)， 

FK>O， FN>O， FKKく0，F.四 <0
(3.2)" qP+ρ-hρ=iP 

(3.3) q=P 

(3.5)" K=s.rK+sw(RN-iPL-hρL) 

+sLiPL+sGhpL 

(3.6) FK=r 

(3.7) FN=R 

(3.8) L=Loe" 

(3.9) N=Noe.t 

(3.10)'" Cw=(l-sw)(RN-iPL-hρL) 

(3.13) p=五干F-RfN 
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変数 h主 KjNおよび x==PLjNを導入L，前節と同様の方法によって hパ

ーセントの地代課税がおこなわれた場合の体系の動きを記述する徴分方程式を

導出すれば，次の (3.42)と (3.43)がえられる。

(3.42) k=s，kfk (k) +sw{f(k) -kfk (k)} +(SL -sw)ix 

+dFh{/(h〉-hfh(hMOG-sw〉一(α+ゆ

(3必) x={i+zー(α+n)}一(1-h)昔-，;{f(k)-kfk (k)} 

hパーセントの地代課税がおこなわれた場合の均衡成長経路 (k，めの一意

性を証明しよう。 (3.43)において x=Oとおくと

(1-h〉tF{f(h〉ーkfk(k)}
(3.44) x= 白

i+zー(α+n)

をえる。は 44)を ((3.42)に代入すると

(3.45) J(k)室長!
Ix=O， x>O 

=S，kfk(k)一〈α+n)k十sw{f(k)-kfk (k)} 

+ a~b {f(k)-kfk(k)}{h(sGーsw)

+JSL -sw)i(1-h)l 
i+z一(α+n) J 

となる。 (3.45)を hについて微分し，J(k)=Oの点で評価すれば，

(3.46) Jk(k)1 =s.fk(k)ー〈α+n)
IJ(k)=0 

+~:fkk(k){sπf(k) ー (α +n)k}
f(k)-kfk(k) 

をえる。ここで，s，は，sG， SLおよび Swよりも小さくないと仮定すれば，

s.{f(k) -kfk (k)}とsw{f(k)-kfk (k)} + (SL -sw)ix 

+活恭与仰一航併ω似仰〉刀以川ル}(凶(白s

が成立するカかミら，](k)=Oの点においては，

s.f(k)一(α+n)ミ0

46 



第3章経済成長と住宅地課税

が成立する。ところで， (3.45)より ，](k)=Oの点では，S.fk (k)は α+nよ

り小でなければならない。かくて， (3.46)より

]k(k)1 <0 
[](k)=0 

となり，均衡成長経路 (k，のの一意性が証明される。

hパ{セントの地代課税がなされた場合の均衡成長経路における地価上昇率

と地価水準を考察しよう。 xoEPL/Nの両辺の対数をとって徴分すると，x=O 

の点においては，

P=α+n-z 

となる。すなわち，均衡成長経路上における地価上昇E容は，技術進歩率と労働

人口増加率の和から土地供給増加率を差し引いた値に等しく，この値は，hパ

ーセントの地代課税がなされても変化しない。

(3.44)に (3.13)を考慮すれば，hパーセントの地代課税がおこなわれた

場合の均衡成長経路における地価水準 Ph は，

C1-h)ρ 
(3.47) Ph=っ-P一

一(1-h)p
iー(α+n-z)

となる。

すでに述べたように，地代課税は，均衡成長経路における地価上昇率を変化

させないから，地代課税は，資産均課の条件を変化させない。すなわち，土地

課税がおこなわれない場合の資産均衡の条件は i>Pであり，これは，地代課

税がおこなわれた場合の資産均衡の条件にもなっている。土地保有税や未実現

キャピタル・ゲイン課税が，資産均衡の条件を変化させる効果をもつのに対し

て，地代課税は，資産均衡の条件を変化させない点で異なっているといえよ

う。

3.7 比較静学一一地代視の効果

本節においては，hバーセントの地代課税が，kおよび Z の均衡値にどの
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ような影響を与えるか，また，それはどのような経済的合意をもつかについて

考察しよう。

(3.42)および (3.43)において，k=x=Oとおき，全微分すれば，次の連

立方程式をえる。

(3.48) (s.fk(k)ー(α+n) (SL -sw)i 

+机k(k){S.-Sw-:~b }(Sc一 叫

(l-h) a:b kfkk(め， i+z一(α+n)

(:)=(土;:::::::;〈s-sw))

行列 (3.48)の行列式は，

(3.49) M=  {sπfk(k)一(α+n)}{i+z一(α+n)}

(1-h) 
+11Hfh h(h〉寸ー{s.f(k)一(α+ゆ}

<0 
である。グラメルの公式より，

dk (3.50) ~~ = u，~， b {f(k)-kfk(k)}・3万一万研F5

{(s L -sc)i + (sc-sw) (α+n-z)} 

(3504t=買ゐデf(k)-kfk (k)}・

〔一一仏(k)+kfu(的{a:b (sc-sw)ー(s.-州

をえる。

(3.50)と (3.51)の符号については， (3.30)と (3.31)および (3.40)と

(3.41)を (3.50)と (3.51)と比較すればわかるように，土地保有税および

未実現キャピタル・ゲイン課税の場合と同一である。すなわち，SL=SC=SWな
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らば，dkjdh=Oとなって，hパーセントの地代課税は，均衡資本・労働比率

hを変化させない。 SGとれかつ So>らであるか So>むかつれとらなら

ば，dkjdh>Oとなって，地代課税は，均衡資本・労働比率 hを上昇させる。

SL>SGかつんとらであるか，SL>SGかつれとSwであるならば，dkjdh<O 

の可能性があり，地代課税は，均衡資本・労働比率を低下させる可能性をも

っ。また， (3.51)の符号については，Slr~三Soミ::Sw であるかぎり ， h パーセン

トの地代課税は，xの均衡値を引き下げる効果をもっ。

(3. 50)および (3.51)の経済的意味を考えよう。 (3.4わからわかるよう

に，hパーセントの地代課税の強化は，さしあたり，地価水準を引き下げる効

果をもっ。地代課税の地価水準引き下げ効果は，均衡地価上昇率 α+n-zや

地代水準 pに依存しない。すなわち，均衡地価上昇率や地代水準の値に関係な

く，地代課税は，同一率の均衡地価水準の下落をもたらす。この点は，土地保

有税や未実現キャピタノレ・ゲイン課税の地価水準引き下げ効果が，均衡地価上

昇率が高いほど大きかったのと異なっている。

hパーセントの地代課税が，長期的な均衡地価水準を引き下げるか否かは，

土地保有税や未実現キャピタル・ゲイン課税の場合と同様に地代課税からの税

収を政府がどの程度貯蓄し，その結果，均衡資本・労働比率がどの程度変化す

るかを考慮する必要がある。現実的には，政府の貯蓄率 SGが，企業家の貯蓄

性向 S.や労働者の貯蓄性向 Swにくらべて著してく高くないかぎり，地代課

税は，長期的な均衡地価水準を引き下げる効果をもっと考えられる。

地代課税の長期的な均衡地価水準の引き下げ効果を土地保有税および未実現

キャピタル・ゲイン課税のそれと比較してみよう。簡単化のために，土地課税

がおこなわれることによって，社会全体の貯蓄，したがって，均衡地代水準の

変化が生じることがないように政府の貯蓄率は，決定されるものと仮定しよ

う。(この仮定は，SL=SG=SWならば，常に充たされる。)(3.27)， (3.37)お

よび (3.47)から明らかなように，次式が成立する。

if h<--:u・ゴ
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Z中ph>p.

if h< τ(α+nーの
i-(lーτ)(α+n-z)

司 Ph>P.

上式よりわかるように，地代課税の均衡地価引き下げ効果と土地保有税の均衡

地価引き下げ効果のいずれが大きいかは，地代税率 h，土地保有税率 U，労働

者の借入利子率 iおよび均衡地価上昇率 α+n-zに依存する。労働者の借入

利子率が低いほど，均衡地価上昇率が高いほど地代課税の均衡地価引き下げ効

果は土地保有税の均衡地価引き下げ効果を下回る可能性が強い。

地代課税の均衡地価引き下げ効果と未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地

価引き下げ効果のいずれが大きいかは，地代税率 h，未実現キャピタル・ゲイ

ン税率九労働者の借入利子率 iおよび均衡地価上昇率 α+n-zに依存す

る。労働者の借入利子率が低いほど，均衡地価上昇率が高いほど地代課税の均

衡地価引き下げ効果は，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効

果を下回る可能性が強い。

一例として，均衡地価上昇率8パーセント，労働者の借入利子率8パーセン

下，土地保有税率2パーセントのケースを考えてみよう。この場合 2バーセ

ントの土地保有税と同ーの均衡地価引き下げ効果をもっ地代課税の税率は， 100

バーセントとなる。地代課税の税率が 100パーセント未満であれば，地代課税

の均衡地価引き下げ効果は 2パーセントの土地保有税の均衡地価引き下げ効

果よりも小さい。 100パーセントの税率の地代課税というのは，実際にはあり

得ないから，この場合には，地代課税の均衡地価引き下げ効果は 2パーセン

トの土地保有税のそれを常に下回ることになる。未実現キャピタル・ゲイン課

税についていえば 2パーセントの土地保有税と同ーの均衡地価引き下げ効果

をもっ未実現キャピタル・ゲイン課税の税率は25パーセントである。税率が25

バ{セントを越えれば，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効

果は 2パーセントの土地保有税のそれを上回るか， 20パーセント未満であれ

ば，その逆である。
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次に，労働者の借入利子率8パーセント，土地保有税率2パーセントである

が，均衡地価上昇率が 2パーセントと低いケースを考えてみよう。この場

合 2パーセシトの土地保有税と同一の均衡地価引き下げ効果をもっ地代課税

の税率は， 25パーセントである。税率が25パーセント未満であれば，地代課税

の均衡地価引き下げ効果は 2パーセントの土地保有税のそれよりも小さく，

税率が25パーセントを越えれば，その逆である。未実現キャピタル・ゲイン課

税についていえば 2パーセントの土地保有税と同ーの均衡地価引き下げ効果

をもっ未実現キャピタル・ゲイン課税の税率は 100パーセントである。すなわ

ち，この場合には，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果

は 2パーセントの土地保有税のそれを常に下回ることとなる。

以上の例からもわかるように，概していえば，均衡地価上昇率が高い場合に

は，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果がもっとも大き

く，地代課税のそれがもっとも小さいといえよう。均衡地代上昇率が極めて低

い場合には，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果は，地代

課税や土地保有税のそれにくらべて低いといえよう。

3.8結び

本章においてわれわれは，経済成長を考慮した場合に土地課税が住宅地価格

や資本蓄積にどのような影響を与えるかをいくつかの簡単化の想定のもとで考

察した。本章で得られた主要な結論を要約すれば，次の通りである。

付土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税を考慮した新古典

派成長モデルは，いずれも，企業家の貯蓄性向が，政府の土地課税からの貯

蓄率，地主の貯蓄性向および労働者の貯蓄性向よりも小さくないという仮定

のもとでは，均衡成長経路の一意性を保証する。

ω 土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税の導入は，均衡成

長経路における住宅地価格の上昇率を変化させない。いずれの場合にも，均

衡成長経路における住宅地価格の上昇率は，実質賃金率の増加率プラス労働

人口増加率マイナス土地供給増加率に等しい。実質賃金率の増加率プラス労
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働人口の増加率は，経済成長率に等しいから，均衡成長経路における住宅地

価格の上昇率は経済成長率マイナス土地供給増加率に等しいといえる。

伺 土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税の強化が，均衡資

本・労働比率にどのような影響を与えるかは確定的でない。均衡資本・労働

比率が上昇するか下落するかは，労働者の貯蓄性向，地主の貯蓄性向，政府

の貯蓄率，労働者の借入利子率および均衡地価上昇率に依存する。均衡地価

上昇率が低く，かっ政府の貯蓄率が地主の貯蓄性向を上回るならば，これら

の土地課税の強化は，均衡資本・労働比率を上昇させることを通じて資本蓄

積を促進する可能性がある。

(四) 土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税の強化が，均衡資

本・労働比率を上昇させない場合には，これらの土地に対する課税の強化

は，長期的な均衡地価水準を引き下げる。これらの土地に対する課税の強化

が，均衡資本・労働比率を上昇させる場合には，均衡資本・労働比率の上昇

にもとづく実質賃金率水準の上昇は，地代水準の上昇をもたらし，地代水準

の上昇は，地価水準を上昇させる効果をもっ。地代水準の上昇による地価水

準上昇効果が，これらの土地課税の直接的な地価水準下落効果を上回るなら

ば，これらの土地に対する課税の強化は，均衡地価水準を上昇させる可能性

がある。しかし，企業家および労働者の貯蓄性向について現実的な想定を

し，また，政府の貯蓄率が，政策変数であることを考慮すれば，土地保有

税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税は，いずれも長期的な均衡地

価水準を下落させる可能性が強い。

伺 土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税の均衡地価引き下

げ効果を比較すると，概していえば，均衡地価上昇率が高い場合には，未実

現キャピタル・ゲイン税の均衡地価引き下げ効果がもっとも大きく，地代税

のそれがもっとも小さい。しかし，均衡地価上昇率が極めて低い場合には，

未実現キャピタル・ゲイン税の均衡地価引き下げ効果は，地代税や土地保有

税のそれにくらべて低い。

的土地課税が存在しない場合の資産均衡の条件は，労働者の借入利子率 i>
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予想地価上昇率qが成立することであり，この条件は，地代税が課せられて

も変化しない。これに対して，uパーセントの土地保有税が課せられた場合

の資産均衡の条件は，i+u>qであり， τパーセントの未実現キャピタノレ・

ゲイン税が課せられた場合の資産均衡の条件は， i>Cl-τ)qである。すなわ

ち，資産均衡の条件が成立していない場合に，地代税は，資産均衡の条件を

成立させる機能をもたないのに対して，土地保有税および未実現キャピタ

ル・ゲイン税は，税率を適当に定めることによって，資産均衡の条件を成立

させる機能をもつのである。そして，この機能は，土地保有税よりも未実現

キャピタル・ゲイン税の方が大きい。

最後に，本章で検討した土地課税と現実の土地課税との関連について述べて

おこう。現実の土地課税の主要なものは，土地に対する譲渡所得税と固定資産

税である。譲渡所得税というのは，土地が売却された時点、で過去の土地の値上

がり益に対して課税される実現キャピタル・ゲイン税である。これに対して，

未実現キャピタル・ゲイシ税は，土地の売却がおこなわれるか否かにかかわら

ず，土地の値上がりが生じた場合には，その値上がり益に課税される税であ

る。譲渡所得税は，土地を保有しておらず，新たに土地を保有しようとする人

に対しては，未実現キャピタル・ゲイン税と同様の効果をもつが，土地を保有

している地主に対しては，土地売却を延期させる効果をもっ可能性がある。未

実現キャピタル・ゲイン税は，譲渡所得税の土地売却延期効果をなくすことを

意図して提案された土地課税である。

土地に対する固定資産税は，一般に，土地保有税の一種と考えられている。

Lかし，固定資産税は，評価が3年毎におこなわれ，評価額が時価の30パーセ

ント程度と時価とくらべて著しく低い上に，地価上昇率の高い土地について

は，負担調整措置がとられている。このことを考慮すれば，現実の土地に対す

る固定資産税は，純粋な土地保有税とはいえず，部分的には，地代税の機能も

もっているといえよう。
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Meade (66Jは，土地供給が固定しているという仮定のもとで，資本，労働

および土地という三つの生産要素をもっ単一生産物モテゃルにおいて，恒常成長

が可能であるのは，次の二つの場合であることを示した。

( i) 生産要素聞の代替の弾力性が，すべて lに等しい数値をとる場合。

(ii) 資本効率増大的な技術進歩 (capital-expandingtechnical progress) 

が存在せず，同時に，土地効率増大的な技術進歩率 (therate of land-

expanding technical progress)が， 人口増加率と労働率増大的な技術

進歩率の和に等しい場合。

Meade (66Jは， (i)および (ii)の場合に，土地とし、う生産要素の導入

が，経済成長にどのような影響を与えるかについて十分な検討を加えていな

い。また，その後の経済成長モデルの展開過程においても，土地が経済成長に

及ぼす影響については，ほとんど明示的に取り扱われてこなかった。もし土地

の経済成長モデルに及ぼす影響が無視し得る程度のものであるならば，このよ

うな取り扱いも許されるであろう。しかし，本章において示されるように，生

産要素としての土地が，どのような形で経済成長モテールに導入されるかによっ

てモデルの安定性のみならず，恒常成長経路における諸変量の動きが大きく異

なってくるのである。本章は，生産要素としての土地を生産関数に導入した場

合，成長モデルの安定性および恒常成長経路における諸変量の動きがどのよう

な影響を受けるか，とくに，土地供給の増大が，成長モデルにどのような影響

を与えるかを明らかにすることを目的としている110

1) 学説史上では， Meadeに先立って，経済成長理論に生産要素としての土地
を導入したのは， Robinson (89Jである。 Robinsonは，土地中立的な技術進歩
のもとで「総産出高における地代の分け前が不変にとどまるかぎり(仮定された
中立性の諸条件のもとにおし、てそうであるように)，そして，土地所有者たちが，
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以上の問題意識にしたがい，まず第 1節では，一部門の新古典派成長モデル

に土地を含むコプ・ダグラス型生産関数を想定したモデルを構築する。第2節

では，第 l節で構築したモテゃルにおける均衡解の一意性と安定性について考察

し，さらに，均衡解によって規定される恒常成長経路の性質を考察する。第3

節においては，生産関数としては，コブ・ダグラス型よりは一般的な一次同次

の生産関数を想定するが，技術進歩については，特殊な型の技術進歩を想定し

たモテツレを構築する。すなわち，資本効率を増大させるような技術進歩は生じ

ないが，労働効率増大的な技術進歩と土地効率増大的な技術進歩が生じ，しか

も，労働人口の増加率と労働効率増大的な技術進歩率の和が，土地供給増加率

と土地効率増大的な技術進歩率の和に等しいような技術進歩の型を想定したモ

テ、ルを構築する。第4節では，第3節に示された体系における均衡解の一意性

と安定性および均衡解によって規定される恒常成長経路の性質について考察す

る。

4.1 モデル一一ーコブ・ダグラス型生産関数の場合

本節におけるモテ、ルと記号は，以下の通りである。

一部門の封鎖経済を想定し，生産物 Yは，資本 K，労働 N および土地L

を投入することによって生産され，生産物は，生産財にも消費財にも転用可能

であると仮定する。生産関数は，コプ・ダグラス型であると仮定し，毎期Aの

率で技術進歩が生じているものとする。以上より，生産関数は，

(4.1) Y=eHNaKsLr， α十3十r=1，

YN>O， YK>O， YL>O， 

YNNく0，YKKく0，YLL<O 

となる。ここで，民βおよびTは定数であり ，tは時聞をあらわすものとする2)。
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受取る地代に対して不変の比率をもって，支出をつづけるかぎり，稀少な土地の
存在は，われわれがすでにおこなった黄金時代の分析に，如何なる修正をも要求
しない。J(邦訳347頁〉と結論している。
2) コプ・ダグラス型の生産関数に生産要素として石油等の澗渇性の天然資源を
導入して分析した文献としては.Stig1itz【105)(06)があげられる。
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貯蓄関数を考えよう。企業家の所得，労働者の所得および地主の所得の一定

割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものとすれば，

(4.2) Kニ s.rK+swRN+sLPL

が成立する。ただし，ここで K:投資(=資本の増加分)， r:利潤率，R:実

質賃金率， ρ:地代， s. 企業家の貯蓄性向， sw:労働者の貯蓄性向，SL 地主

の貯蓄性向である。

(4. 1)のようなコプ・ダグラス型の生産関数の仮定のもとで，利潤率極大を

目標とする競争的な企業家は，資本，労働および土地の限界生産物が，利潤

率，実質賃金および地代に等しくなるように技術選択をおこなうであろう。か

くて，

sY 
(4.3) FK=rーでK一

(4.4) 九=RZ45
rY 

(4.5) FL=ρニ -L-

をえる。ただし，FKは資本の限界生産物，FNは労働の限界生産物，FL は土

地の限界生産物である。

労働と土地の供給は，それぞれn，Zの率で増大しているものと想定しよう。

そうすると，

(4.6) N=Noen t 

(4.7) L=Loez 
t 

をえる。ただし，NoおよびLoは，労働および土地供給量の初期値である。土

地供給量が固定的でなく，一定率zで増大すると想定したのは，生産用，とく

に工業用の土地は，土地造成や他用途からの転用によって増大可能であるから

である。事実，いわゆる「高度成長期」以降，土地造成や農業用地等からの転

用による工業用地の増大は，著しかったのである。さらに，土地供給量の増大

を考慮することによって，土地供給の増大が，経済成長率や資本蓄積率，地代

および地価の上昇率に及ぼす影響を考察することが可能となるからである。
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以上において，変数は，Y， N， K， L， r， Rおよび ρの7個であり，独

立した方程式の数は， (4. 1) ~ (4. 7)の7個であるから，体系は完結してい

る。

4.2 均衡成長経路の性質

本節では，まず，体系 (4.1)~ (4.7)の動きを記述する基本方程式を導出

し，均衡解の一意性とその安定性について考察する。つぎに，均衡解によって

規定される恒常成長経路の性質を考察する。

分析を容易にするために，新たな変数として x==YjKを導入しよう。 zの

定義より，

(4.8) :?=Y'"-K 

をえる。ところで， (4.1)より，

(4.9) Y'" =α~+ßK +rf+A 

令 'r，u dY / 
である。ここで、，Y=YjY=す /Yである。また， (4. 2) ~ (4.5)より，

(4ω 比=sπsi +ω長+SLTj子

をえる。 (4.9)および (4.10)を (4.8)に代入し， (4.6)および (4.7)を考

慮すれば，

(4.11) x=x{nα+zr十Aー(1-s)(s，s十Swα+SLr)X}

をえる。 (4.11)が，体系を記述する基本方程式である。

均衡解げの一意性と安定性を吟味しよう。 (4.11)を xについて微分し，

x=げの近傍で評価すると

41 =一(1ーの(s.s+Swα+山 * くO(4.12) dx I 
I x=x* 

をえる。 (4.12)より，均衡解計>0が存在すれば，げは一意的であり，かっ

安定的であることが証明された。

正値解げ>0の一意性と安定性の条件がみたされるならば，そのようなげ
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によって規定される成長経路は，恒常成長経路である。コプ・ダグラス型の生

産関数の場合，分配率は常に一定となるから，恒常成長経路になることを示す

ためには，xがげのとき，利潤率 rが一定値 r*となることを示せばよい。

(4.3)より明らかなように zが x*のときには，

(4.13) r=sx* 

となって，rは一定値をとる。

恒常成長経路における諸変数の動きを考察しよう。 (4.1)， (4.8)および(4.

9) より，

ぜT_nα+zr+A
(4.14) Y一一一石平7一，

司

A

一+
一'平
d

，
Z
一十

+一
α

α
一

n一
一一t

 
-ノ
戸同
U

句

aa
a
4
 

f
‘、

をえる。 (4.4)"-' (4.7)に (4.14)を考居草すれば，

(4.16) f?=-P--n 

(4.17) (J=-P--z 

をえる。

土地供給の増大が，成長率，資本蓄積率および地代上昇率に及ぼす影響を考

察しよう。 (4.14)および (4.15)より，

d-P- dK 
(4.18〉 IE-=17=五平T

をえる。 (4.18)よりわかるように，土地供給増加率 zの増大は，成長率?お

よび資本蓄積率止を増大させる。土地供給の増大によって，成長率および資

本蓄積率がどの程度増大するかは， αおよび Tの値に依存する。 ところで，

(4.1)より，

α= aX / a!!. r = aX /θL --yjてN" 一一了j-r

が成立する。したがって， αは，労働以外の生産要素の供給と技術水準が不変

のとき，労働投下量の一定率の増加 θNjNが，生産量にどの程度の率の増加

。YjYを生じさせるかを示しており，同様に Tは，土地以外の生産要素の供
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給と技術水準が不変のとき，土地投下量の一定率の増加。LjLが，生産量にど

の程度の率の増加 θYjYを生じさせるかを示している。かくて (4.18)より，

労働投入量の増加率が， 生産量の成長率に与える貢献度 αが小さければ小さ

いほど，土地投入量の増加率が，生産量の成長率に与える貢献度Tが大きけれ

ば大きいほど，土地供給の増大が，生産量の成長率および資本蓄積率を増大さ

せる効果は大きいといえる。

土地供給の増大が，均衡地代上昇率に及ぼす影響は， (4.14)， (4.17)より，

dp 
(4.19) 一一=一一一一一1<0dz α十T

となる。 (4.19)の経済的含意は，次の通りである。土地供給増加率の増大は，

それ自体としては，均衡地代上昇率を引き下げる効果をもっ。しかしまた，土

地供給増加率の増大は，均衡成長率を増大させ，均衡成長率の増大は，均衡地

代上昇率を引き上げる効果をもっ。 (4.19)のマイナス 1は，引き下げる効果

をあらわし，rjα+rは，引き上げ効果をあらわず。 rjα+rは， αがゼロでな

いかぎり 1より小さいから， (4.19)は負となる。結局，土地供給の増大が，

均衡地代上昇率を引き下げる効果は，土地供給の増大にもとづく均衡成長率の

増大による均衡地代引き上げ効果によって，部分的に相殺されるとはし、え，全

体としては，作用するのである。

土地供給の増大が，均衡利潤率刊に及ぼす効果を求めよう。 (4.11)をzで

微分し，均衡点計の近傍で評価すると

dx* 
(4.20) dz =九臥ん D ， _ー， -れ >0

をえる。ところが， (4.13)より，

dr* ，.， dx* 
(4.21) 一一一=s一一dz ~ dz 

である。 (4.20)を考蔵すれば明らかなように， (4.21)は正となる。すなわ

ち，土地供給の増大は，均衡産出・資本比率を上昇させ，そのことによって，

均衡利潤率を引き上げる効果をもっ。
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4.3 モデル一一特殊な型の技術進歩をもっ生産関数の場合

本節では，資本効率を増大させるような技術進歩は生じないが，労働効率増

大的な技術進歩と土地効率増大的な技術進歩が生じしかも，労働人口の増加

率と労働効率増大的な技術進歩率の和が，土地供給増加率と土地効率増大的な

技術進歩率の和に等しい場合のそテヂルを考えよう。

生産関数は，一次同次かつ二回連続微分可能であり，資本，労働および土地

の限界生産力は，全て正で逓滅的であると仮定しよう。すなわち，

(4.1)' Y=FCK，N，L)， 

FK>O， FN>O， Fr>O， 

FKK<O， FNN<O， Fu<O 

となる。ここで，N=Neat であり，L=Leht である。 αおよび hは，それ

ぞれ，労働効率増大的技術進歩率，土地効率増大的技術進歩率をあらわず。

貯蓄関数，企業家の技術選択態度，労働および土地供給増加率の想定につい

ては，第2節と同一である。すなわち，

(4.2) K=sπrK+swRN+sLpL 

(4.3)' FK=r 

(4.4)' FN=R 

(4.5)' FL=ρ 

(4.6) N=Noe.t 

(4.7) L=Loe' t 

である。ただし，本節における技術進歩の型についての仮定より

(4.22)α+n=h十z

が成立していなければならない。

以上のそデルを記述する微分方程式を導出しよう。分析を容易にするため

に，k五 KjNおよび I=LjNを定義しよう。 (4.1)'より

(4.23) y=F(KjN， 1， LjN) =f(k， l) 

をえる。ただし，y=YjNである。上式を K，N および L について微分すれ

ば，
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(4.24) FK=fk(k，/)， 

(4.25) FN=f(k， 1) -kfk (k， l) -If， (k， 1)， 

(4.26) FL=f， (k， 1) 

をえる。

k==.K/ N = K/ Nea 
t の対数をとって微分し， (4.6)を考E草すれば，

(4.27) 五=k-(α+n)

をえる。ここで，k=五/k，k=K/Kである。 (4.2)に (4.3)'，(4.4)'および

(4.5)'を代入し，N=Neat， L=Leh ，であることを考雇草すれば，

。 F痔 1FT
(4.28) K =s.FK+s吋 +SL"kι 

をえる。 (4.27)に (4.24)~ (4.26)および (4.28)を代入すれば，

(4.29) k=sπkfk (k， 1) +sw{f(k， I)-k)九(k，1) -If， (k， I)} 

+sLlf， (k， 1)一(α+n)k

となる。 (4.29)が，体系を記述する微分方程式である。 (4.22)からわかるよ

うに，Iは時聞を通じて一定となるから， (4.29)は，kについての徴分方程式

である。

4.4 均衡成長経路の性質

本節では，微分方程式 (4.29)で示される体系における均衡解の一意性とそ

の安定性および均衡解によって規定される恒常成長経路の性質を考察しよう。

まず，均衡解の一意性とその安定性を吟味しよう。 (4.29)を hについて微

分すると，

dk 
(4.30) dk =S.fk一(α+n)k

+ (s.-sw)kfkk + (SL -sw)lf， k 

となる。限界生産力逓減および各生産要素は協同的(cooperative)であるとい

う仮定のもとで、は，fkkは負となり，f， kは正となる。今，簡単化のために，

利潤所得からの貯蓄性向 S. と地代所得からの貯蓄性向 SLは等しいという仮

定を追加すれば， (4.30)は，

62 



第 4章経済成長と生産地代

dk 
(4.31) dk =s.f.一〈α+n)+(sπ-sw)(kfH +lfl.) 

=s.f.一(α+n)一(s.-sw)NFNK，

O<sw亘SL=Sπ<1

となる。 FNK は正であり，かっ (4.29)より，均衡点伊の近傍では，51ff. 
は， α+nよりも小さい。したがって，均衡点炉>0の近傍で評価したく4.31)

の値は負となる。すなわち，

dk 
(4.32) すIl<O

I k=k* 

となる。かくて，正なる均衡解炉>0が存在すれば，そのような均衡解は一意

的であり，かつ局所的に安定的であることが証明された。

われわれは，簡単化のために，利潤所得からの貯蓄性向 s.と地代所得から

の貯蓄性向 SLは等しいと仮定したが， (4.32)の導出過程からも明らかなよう

に，均衡解の一意性と安定性は，らがれを下回らなければ (s.ミSL)' 保証

される。

均衡解によって規定される均衡経路の特質について考察しよう。均衡経路に

おいては，利潤率，資本分配率，土地分配率および労働分配率は，次のように

あらわせる。

(4.33) r=f.(kへの，

rK _k*f.(kへの(4.34) ヲr-，事て0'

(4.お〉ヱι=4必見L，
Y f(kペ1) ， 

(4. 36) 竿=f(k*，1)一問符や-lfl仰〉

技術進歩の型についての想定より，1は時聞を通じて一定であるから，kが，

均衡値炉をとる場合には，利潤率，資本分配率，土地分配率および労働分配

率は，時聞を通じて一定にとどまる。すなわち，均衡値炉によって規定され

る経路は，恒常成長経路となる。

63 



恒常成長経路における諸変数の動きをみよう。恒常成長経路では，

k=k-l令=0

であるから，

(4.37) k=1令=α+n

をえる。 (4.34)より，

ヂ+k-t=o，かつ， 1'=0 

であるから，

(4.38) t口 k=α+n

をえる。さらに， (4.4)'および N=Neαt であることを考慮すれば，

(4. 39) ~=α 

をえる。また， (4.5)'， (4.22)および L=Leht であることを考慮すれば，

(4.40) p=h=α+n-z 
をえる。

(4.5)'および (4.26)より明らかなように，均衡資本・労働比率炉が ρに

及ぼす効果は，

(4.41)表=flk仰 )eh'>0 

となる。すなわち，均衡資本・労働比率が高ければ高いほど，均衡地代水準は

高くなるのである。

土地供給の増大が，成長率，資本蓄積率，地代上昇率に与える効果は，どう

なるであろうか。 (4.40)からわかるように z三三α+nという制約条件がみた

されたもとでは，労働効率増大的技術進歩率 αと労働人口の増加率 nが与え

られるならば，土地供給増加率 zが高ければ高いほど，地代上昇率は低くな

る。土地供給が成長率および資本蓄積率に与える効果については， (4.38)か

らわかるように，成長率および資本蓄積率は，恒常成長経路においては， α十n

であり，直接には，土地供給増加率には依存しない。本節の結論は，三要素の

コプ・ダグヲス型生産関数を仮定した場合とこの点において大きく異なってい

る。
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土地供給の増加が，直接には，均衡成長率および資本蓄積率に影響を及ぼさ

ないという結論は，明らかに本節における技術進歩の型に関する想定に依存し

ている。すなわち，われわれは，労働効率増大的技術進歩率 αと労働人口増

加率 nの和が土地効率増大的技術進歩率 hと土地供給増加率 zの和に等しい

という想定のもとで均衡成長経路の一意性とその安定性を証明した。したがっ

て，本節におけるような均衡成長経路では，土地供給増加率の増大は，労働効

率増大的技術進歩率あるいは労働人口増加率の増大を伴わないかぎり，均衡成

長率および資本蓄積率を増大させることはできないのである。逆に，労働効率

増大的技術進歩率あるいは労働人口増加率の増大は，土地効率増大的技術進歩

率あるいは土地供給増加率の増大を伴わなし、かぎり，均衡成長率および資本蓄

積率を増大させることはできないともいえるのである。

土地供給の増大が，労働供給の増大も Lくは労働効率増大的な技術進歩を伴

い， α+n=h+zが成立する場合に，土地供給の増大の，成長率，資本蓄積率，

利潤率，地代水準，地代上昇率に及ぼす効果を考えよう。土地供給増加率zの

増大は，労働効率増大的技術進歩 α と土地供給増加率 n の増大と同ーの効果

を均衡成長率?と資本蓄積率 Kに及ぼすから， (4.38)より明らかなように

dP" dK 
(4.42) 一一一=←ー=1

dz dz 

となり，土地供給の増加率だけ，均衡成長率および資本蓄積率を増大させる。

土地供給増大の地代上昇率に及ぼす効果は， (4.30)より，

(4.43) 会=0

となる。土地供給増加率の増大は，それ自体としては，均衡地代上昇率を引き

下げるが，技術進歩の型についての本節の想定より，土地供給増加率の増大

は， α+n=h+zを成立させるように，労働効率増大的な技術進歩率ないしは

労働供給増加率の増大を伴わなければ，均衡成長は不可能となる。ところが，

労働効率増大的技術進歩率ないしは労働供給増加率の増大は，均衡成長率を増

大させ，均衡成長率の増大は均衡地代上昇率を引き上げる効果をもっ。かく
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て，両者が相殺される結果，土地供給の増大は，均衡地代上昇率を変化させな

いのである。この点においても，本節の結論は，主要素のコプ・ダグラス型生

産関数を想定した場合と大きく異なっている。

均衡資本・労働比率炉の増大が，利潤率，地代水準に及ぼす効果は， (4. 33) 

および (4.41)よりわかっている。したがって，土地供給の増大が，労働供給

の増大も Lくは労働効率増大的な技術進歩を伴い， α+n=h+zが成立する場

合に，土地供給の増大の利潤率および地代水準に及ぼす効果は，土地供給増犬

の均衡資本・労働比率に及ぼす効果を知ればよい。 α+n=h+zが成立するも

とで， (4.29)を zで微分し，均衡値炉の近傍で評価すれば，

dk* 島*

(4.44) 司王 S.fk一〈α+n)こ(S.-ωlVFFK〈O

をえる。(ただし，S，=SLを仮定している。 (4.33)および (4.41)に (4.44)

を考慮すれば，

dk* 
(4.45) dz =fk k (炉， J〉3Z>O

dρ d.ρ dk* (4.46〉 3y-7FYZぐO

をえる。すなわち，土地供給の増犬が，労働供給の増大もしくは労働効率増大

的な技術進歩を伴い， α+n=h+zが成立する場合には，土地供給の増大は，

利潤率を引き上げ，地代水準を引き下げる効果をもっ。

4.5 結び

本章においてわれわれは，一部門の新古典派成長モデルに土地という生産要

素を導入した場合に，モデルがどのような修正を受けるかについて考察した。

本章において得られた主要な結論を要約すれば，次の通りである。

付 コプ・ダグラス型の生産関数を想定した場合に，正なる均衡解が存在すれ

ば，一意的かっ安定的であり，正なる均衡解によって規定される経路は，恒

常成長経路である。
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伺 コプ・ダグラス型の生産関数を想定した場合には，地代の上昇率は，産出

高成長率マイナス土地供給増加率に等しい。

同 コプ・ダグラス型の生産関数を想定した場合には，土地供給増加率の増大

11，産出高成長率および資本蓄積率を増大させる。土地供給の増大が，産出

高成長率および資本蓄積率を増大させる効果は，労働投入量の増加率が，産

出高成長率に与える貢献度が小さければ小さいほど，土地投入量の増加率

が，産出高成長率に与える貢献度が大きれば大きいほど，大きくなる。

伊) コプ・ダグラス型の生産関数を想定した場合，土地供給の増大は，均衡地

代上昇率を引き下げる効果をもっ。この点についてややくわしく述べれば，

土地供給増加率の増大は，それ自体としては，均衡地代上昇率を引き下げる

効果をもっ。しかしまた，土地供給増加率の増大は，均衡産出高成長率を増

大させ，均衡産出高成長率の増大は，均衡地代上昇率を引き上げる効果をも

っ。したがって，土地供給増加率それ自体が，均衡地代上昇率を引き下げる

という直接的効果は，土地供給増加率の増大にもとづく均衡産出高成長率の

増大による均衡地代引き上げ効果によって，部分的に相殺される。

伺 コプ・ダグラス型の生産関数を想定した場合，土地供給の増大は，均衡産

出・資本比率を上昇させ，そのことによって，均衡利潤率を引き上げる効果

をもっ。

杓 コプ・ダグラス型の生産関数を想定した場合，土地供給の増大は，均衡利

潤率を引き上げ，均衡地代水準を引き下げる。

生産関数は，一次同次であるが，技術進歩の型が特殊なものである場合，

すなわち，資本効率を増大させるような技術進歩は生じないが，労働効率増

大的な技術進歩と土地効率増大的な技術進歩が生じしかも，労働人口の増

加率と労働効率増大的な技術進歩率の和が，土地供給増加率と土地効率増大

的な技術進歩率の和に等しい場合には，次のことがし、える。

何利潤所得からの貯蓄性向が，地代所得からの貯蓄性向よりも小さくないと

いう仮定のもとで，正なる均衡解が存在すれば，一意的かつ安定的であり，

正なる均衡解によって規定される経路は，恒常成長経路である。
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的恒常成長経路における産出成長率および資本蓄積率は，労働人口の増加率

と労働効率増大的な技術進歩率の和に等ししそれはまた，土地供給増加率

と土地効率増大的な技術進歩率の和に等しい。

。~ 恒常成長経路における地代の上昇率は，産出高成長率マイナス土地供給増

加率に等しい。

伺 労働供給の増大もしくは労働効率増大的な技術進歩を伴わないかぎり，土

地供給の増大は，均衡産出高成長率および資本蓄積率を増大させなし、。土地

供給の増大が，労働供給の増大もしくは労働効率増大的な技術進歩を伴う場

合には，土地供給の増加率だけ，均衡産出高成長率および資本蓄積率を増大

させる。

出 土地供給の増大が，労働供給の増大も Lくは労働効率増大的な技術進歩を

伴う場合には，土地供給の増大は，均衡地代上昇率を変化させない。この点

についてややくわしく述べれば，土地供給増加率の増大は，それ自体として

は，均衡地代上昇率を引き下げる効果をもっ。しかしまた，土地供給増加率

の増大が労働供給増加率の増大もしくは労働効率増大的な技術進歩率の増大

を伴う場合には，それによって均衡産出高成長率は増大し均衡産出高成長率

の増大は，均衡地代上昇率を引き上げる効果をもっ。かくて，両者が相殺さ

れる効果，土地供給の増大は，均衡地代上昇率を変化させないのである。

白 土地供給の増大が，労働供給の増大もしくは労働効率増大的な技術進歩を

伴う場合は，土地供給の増大は，均衡利潤率を引き上げ，均衡地代水準を引

き下げる効果をもっ。

以上述べたように，一部門の新古典派成長モテボルに土地という生産要素を導

入した場合に，コプ・ダグラス型の生産関数を想定するのか，あるいは一次同

次の生産関数で労働効率増大的かつ土地効率増大的な技術進歩という特殊な技

術進歩の型を想定するのかによって，土地供給の増大が，産出高成長率，資本

蓄積率，利潤率，地代水準，および地代上昇率に与える影響は異なってくる。

しかしいずれにしても，土地供給の増大が均衡産出高成長率，資本蓄積率およ

び利潤率を増大させ，均衡地代水準を引き下げる効果をもつことにはかわりな
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し、。

通常の成長モデルにおいては，生産要素としては，資本と労働のこ要素のみ

が考えられている。資本と労働という二つの生産要素のみから構成される一次

同次の生産関数を想定した新古典派成長モデルにおいて技術進歩の型が労働効

率増大的(ハロッド中立的〉であるならば，恒常成長経路は安定的であり，恒

常成長経路における産出高および資本ストックの成長率は，労働人口増加率と

労働効率増大的な技術進歩率の和に等しいことはよく知られている。経済成長

モデルの重要な役割の一つは，現実の経済成長過程に洞察を与えることにある

とするならば，土地を考慮しない通常の成長モテールの結論は，誤解を与えやす

い。なぜならば，上述の結論は，すでtこ本章で、述べたように，土地効率増大的

な技術進歩というような技術進歩の型や土地供給増加率について一定の条件を

暗黙のうちに想定しなければ，導き出せなし、からである。したがって，経済成

長モデルに生産要素としての土地を導入するということは，モテ、ルの現実妥当

性を高める上で重要な役割を果たすと思われる。
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第5章経済成長と生産用土地価格

本章においてわれわれは，簡単な経済成長モデルを用いて，経済成長と生産

用土地価格との量的関係を明示的に取り扱うことを目的としている。以下で

は，まず第1節において生産用土地価格の決定式を含むような一部門の新古典

派成長モテツレを構築する。第2節では，体系の均衡成長経路の一一意性を証明

し，均衡成長経路における生産用土地価格の水準とその上昇率を明らかにす

る。第3節では，企業家の借入利子率および土地供給増加率の変化が，均衡資

本・労働比率や均衡土地価格にどのような影響を与えるかを考察した後に，均

衡成長経路の安定性について考察する。

5.1 モデル

本節におけるモデルと記号は，以下の通りである。

一部門の封鎖経済を想定L，生産物 Yは，資本 K，労働 N および土地L

を投入することによって生産される。生産関数は，一次同次かつ二国連続微分

可能であり，資本，労働および土地の限界生産力は，全て正で逓減的であると

仮定する。さらに，技術進歩については，資本効率を増大させるような技術進

歩は生じないが，労働効率増大的な技術進歩と土地効率増大的な技術進歩が生

じ，しかも，労働人口の増加率と労働効率増大的な技術進歩率の和が，土地供

給増加率と土地効率増大的な技術進歩率の和に等しいと仮定する。生産関数に

ついての仮定より

(5.1) Y=F(K， N， L) 

FK>O， FN>O， Fr.>O， 

FKK<O， FNN<O， Fl.l.<O 

となる。ここで N=Noeat であり，L=Loeht である。 αおよび hは，それ
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ぞれ，労働効率増大的な技術進歩率，土地効率増大的な技術進歩率をあらわ

ず。

今，簡単化のために，企業家が，生産に必要な土地を価格 P で購入する場

合は，一定の利子率 tで、無限期間にわたって借入可能であると想定しよう。他

方，生活に必要な土地については，これを無視して議論を進めよう。以上の想

定のもとでは，企業家が価格 P で生産用の土地を購入する場合の資産均衡の

条件は，

(5.2) qP+ρ=iP 

となる1)。ここで，qは，予想地価上昇率，pは，地代をあらわすものとする。

(5.2)は，企業家が，価格 Pで生産用の土地を購入する場合の資産均衡の

条件を示す式であって， (5.2)だけでは，企業家がどれだけの量の土地を購入

するかは確定しない。以下では，企業家によって購入された土地を問題にしよ

う。企業家に土地を売却した地主は，企業家が土地資産の購入に支払った額を

元手として，収益率 m を生む土地以外の代替的資産からの収益で生活するも

のと仮定しよう。

分析を容易にするために，次の二つの仮定を加えよう。

(5.3) q=lう

(5.4) i=m 

(5.3)は，予想地価上昇率 qが，現実の地価上昇率に等しいように調整され

ることを示し， (5.4)は，企業家の借入利子率 iが，地主が土地以外の代替的

資産から獲得する収益率 m に等しいことを示している。
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1) 経済成長モデノレに生産用土地価格を導入した文献としては， Nichols (79J. 

Scheper and Reichenbach (44Jおよび Vosgerau (113Jがある。これらの文

献では，土地供給は一定と想定されており，害Ij引率は，借入利子率の代わりに資
本収益率が用いられている。また，貯蓄関数では，土地からのキャピタノレ・ゲイ
ンの一定割合が貯蓄されるもの想定されている。その結果，例えば， Nicholsの
そデルでは，資産均衡の条件は，黄金律経路 (GoldenRule Path)の達成を不可

能にしている。本章のモデルでは，土地供給が一定率で増大すると想定し，借入
利子率を外生的に与えることにより，土地供給および借入利子率が均衡資本・労
働比率や均衡土地価格に与える影響を考察することが可能となっている。なお，
Nicholsモデルの拡張については.Aono (3Jを参照のこと。



第 5華経済成長と生産用土地価格

以上の仮定のもとで，貯蓄関数を考えよう。生産物 Y から労働者への支払

いRNおよび土地への支払い iPLを差し引いた残りの部分，賃金所得 RNお

よび地主の所得 iPLの一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものと

すれば，

(5.5) K=sπ(Y-RN-iPL)十swRN十sLiPL

をえる。ただし，ここで，K:投資(=資本ストックの増加分)， R:実質賃金

率，L:企業家が購入した土地 sπ:企業家の貯蓄性向 sw:労働者の貯蓄性

向，SL 地主の貯蓄性向である。

利潤率を考えよう。帳簿上はともかくとして，実際に頭の中で利潤計算をす

る場合には，企業家は，土地の値上がりより生じるキャピタル・ゲインを利潤

の一部に計上するであろう。したがって，土地を考慮した場合の利潤率 rは，

L
一

P
一

q一+一L一
P

「

i

・1
5
E

N
一

R
一

Y
一

v' 

と定義される。上式を考慮すれば， (5.5)は，

(5.5)' K=sπ(rK-qPL) + swRN+sLiPL 

と書ける。

一次同次の生産関数を仮定しているから，利潤率極大を目標とする競争的な

企業家は，資本，労働および土地の限界生産物が，利潤率，実質賃金率および

地代に等しくなるような技術選択をおこなうであろう。かくて

(5.6) FK=r 

(5.7) FN=R 

(5.8) FL=p 

が成立する。ただし，FK は，資本の限界生産物，FNは，労働の限界生産物，

FL は，土地の限界生産物である。

労働と土地は，それぞれ，nおよび zの率で指数的に増大しているものと想

定すれば，

(5.9) N=Noen t 

(5.10) L=Loez 
t 
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をえる。ここで，Noおよび L。は，労働および土地の初期値である。ただし，

技術進歩の型についての仮定より，

(5.11)α+n=h+z 

が，成立していなければならない。

5.2 基本方程式の導出と均衡成長経路の性質

本節では，新たな変数として k-==K/Nおよび x-==PL/Nを導入して，体系

の動きを記述する基本方程式を導出し，体系の均衡成長経路の一意性を証明し

よう。さらに，均衡成長経路における生産用地価格の水準とその上昇率および

それらを規定する諸要因を明らかにしよう。最後に，企業が生産用土地を購入

する場合の均衡成長経路の特質を企業が地主に地代を支払って生産用の土地を

借りる場合の均衡成長経路との対比で考察しよう。

(5.1)より，

(5.12) y=F(K/N， 1， L/N) 

=/(k，l) 

をえる。ただし，y=y，パV，I=L/Nである。上式を K，Nおよび Lについ

て微分すれば，

(5.13) FK=lk(k，l) 

(5.14) FN=/(k，l)-klk(k，I)-II，(k，l) 

(5. 15) Fr = 1， (k， 1) 

をえるo

k-==K/ N = K/ Ne"'の対数をとって徴分し， (5.9)を考R草すれば，

(5. 16) 五=k-(α+n)

をえる。ここで，k=五/k，k=K/Kである。 (5.5)および (5.5)'に (5.6)，

(5.7)， (5.8)， (5.11)， (5. 12) ~ (5.15)および x-==PL/Nを考I草すれば，

(5.17) K =s今2ー(s.-sw)I(k，I)-klk(k， 1)-11， (k， 1) 

一〈sz-SL〉if
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(5.17)' k =作品1)+ Ift~， l)} 

+子{欣l)-kfk(k，ト 1ft(k， l)}ー(s.-sL)i去

をえる。 (5.16)を考慮して， (5.17)および (5.17)'を整理すれば，

(5.18) k=s.f(k， l)一(sπ一Sw){f(k， 1) -kfk (k， 1)ーぴ，(k，l)} 

一(s.-sL)ixー(α+n)k

(5.18)' k=sπ{kfk (k， 1) +If， (k， l)} +sw{f(k， I)-kfk (k， l)-lf， (k， I)} 

一(sπ-sw)ix-(α+n)k

をえる。 (5.11)からわかるように，lは時聞を通じて一定となる。

x=x(k， x)を導出しよう。 x，=，PLjNの対数をとって微分し， (5.9)， (5.10) 

および N=Neat であることを考膚すれば，

(5. 19) 会=1う+z一〈α+n)

をえる。 (5.19)に (5.2)，(5.3)， (5.8)， (5.9)， (5.10)および (5.15)を

代入して整理すれば，

(5.20) x={i+z一(α+n)}x-lf，(k， l) 

をえる。 (5.18)あるいは (5.18)'と (5.20)が， 体系の動きを記述する徴分

方程式である。

企業が生産用土地を購入すると想定したもとでの体系の均衡成長経路(炉，

x勺の一意性を証明Lょう。 (5.20)において，公=0とおくと

1ft (k， 1) 
(5.21) x= 

i+z一(α+n)

をえる。 (5.21)を (5.18)に代入すれば，

(5.22) G(k)芸品=1
Ix=O， x>O 

=s.f(k，/)ー(s.-sw){f(k， l)-kfk(k， l)-If， (k.l)} 

1ft (k， 1) 一(α+n)k-(sπ-:;L)ii+2'-Cα+r、

となる。 (5.22)を hについて微分すると

(5.23) Gk(k)=s.ん(k，l)+(s.-sw){k.んk(k，l)+ぴ/k(k，/)}
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となる。ここで

kfkk(k， l)+lfl k(k， 1)= -NFNK  

となることを考慮して，(5.23)を書き直せば，

(5.24) Gk(k)=sπfk (k， 1)一(α+n)一(sπ-sw)NFNK

IflkCk，l) 
一(s.-sL)i

i+z一(α+n)

となる。ここで簡単化のために，企業家の貯蓄性向んは，地主の貯蓄性向 SL

に等ししかっ，それは，労働者の貯蓄性向 Swを下回らないと仮定しよう。

このように仮定すると， (5.18)より ，G(k)=Oの点においては，S.fk (k， 1) 

は， α+nよりも小さくなければならないから， (5.24)より，

(5.25) Gk(k)1 <0 
IG(k)=O 

が成立する。以上によって，企業家の貯蓄性向れは，地主の貯蓄性向 SLに等

しく，かつ，労働者の貯蓄性向 Swよりも小さくないという仮定のもとで，均

衡成長経路(炉，計〉の一意、性が証明された。

均衡成長経路 (k*，げ〉における地価上昇率とその水準について考察Lょう。

(5.19)より容易にわかるように，x=Oの点においては，

(5.26) p=α十n-z

である。すなわち，均衡成長経路においては，地価上昇率は，労働効率増大的

な技術進歩率と労働人口増加率の和から土地供給増加率を差し引し、たものに等

しい。労働効率増大的な技術進歩率と労働人口増加率の和は，経済成長率に等

しいから，均衡地価上昇率は，経済成長率から土地供給増加率を差し引し、たも

のに等しいといえる。

(5.21)に (5.8)，(5.15) および x~PL/N であることを考慮すれば，

(5・27〉 P*=i+q

ρ 

i-P* 
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をえる。 (5.27)よりわかるように，均衡地価水準は，地代の水準 p，企業家

の借入利子率 i， 経済成長率 α+nおよび土地供給増加率 zに依存する。ま

た，均衡成長経路における地価上昇率は，地代上昇率に等しい。

企業家が生産用の土地を購入すると考えた場合と企業家が地主に地代を支払

って生産用の土地を借りると考えた場合の均衡成長経路の相違について考察し

よう。企業家が生産用の土地を購入すると考えた場合の均衡資本・労働比率炉

は， (5.18)'および (5.21)より，

(5. 28) G (k*) = sπ{k*lk(kへの+111(k*，/)}ー(α+n)k*

+sw{f(kへの-k*lk(kへの-111(kへの}

Il，Ckへの
ー(sπーsL)i

.十z一(α+n)

で与えられる。これに対して，企業家が，地主に地代を支払って土地を借りる

と考えた場合の均衡資本・労働比率炉*は，

(5.29) ゆ(k**)ニ Sπk**lk(k*への+sw{f(k*への-k**lk(k**，/)

-111 (k**，l)} +sLlfl (k*への一(α+n)k**

で与えられる。 G(k)にゆ(炉竹=0を代入すると，

(5.30) G (k**) =iSπ-SL){Zー(α+n)}
ー+Z一(α+n)

をえる。ここで，現実的な想定として， α+n>z，すなわち，労働効率増大的

な技術進歩率と労働人口増加率の和は，土地供給増加率よりも大きいと想定す

れば，

(5.31) sπ言SLにl-tこがって，G(k**)言。

となる。したがって，企業家の貯蓄性向れが，地主の貯蓄性向 SLに等しいと

いう想定のもとでは，

(5.32) k*=k** 

が成立する。

(5.32)の経済的含意を考えよう。 (5.2)および (5.3)から明らかなよう

に，企業家が地価上昇を予想するかぎり ，iPL>ρL，すなわち，土地資産購入

のために毎期支払う額 iPLは，土地を借り入れた場合に毎期支払う地代の額
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ρLよりも大きい。 Lたがって，地価上昇が予想されるもとで，企業家が生産

用の土地を購入すると考えた場合と地主に地代を支払って生産用の土地を借り

入れると考えた場合とを比較して，社会全体の貯蓄が変化し，均衡資本・労働

比率が変化するか否かは，企業家の貯蓄性向 S.と地主の貯蓄性向 SLとの大小

関係に依存する。ところが，われわれは，簡単化のために，企業家の貯蓄性向

S.と地主の貯蓄性向 SLは等しいと仮定しているから，企業家が土地を購入す

る場合の均衡資本・労働比率炉と地代を支払って土地を借りる場合の均衡資

本・労働比率炉*は，等しくなる。もし企業の貯蓄性向らが，地主の貯蓄性

向 SLを上回るならば，k*が k**を下回り，企業家の貯蓄性向 S.が，地主

の貯蓄性向 SLを下回るならば，k*が k**を上回る可能性も生じる。

5.3 比較静学

本節では，企業家の借入利子率 iおよび土地供給増加率 zの変化が，kお

よびxの均衡値に及ぼす効果を分析した後に，均衡成長経路の安定性について

吟味しよう。

(5. 18)および (5.20)において， k=x=Oとおき，全微分すると，次の連

立方程式をえる。

(5.33) 

SπIk (k， 1)一(α+n) 一(Sπー sL)i

+(Sπ- Sw) {klk k (k， 1) +111 k (k， l)}， 

-lllk(k，l)， {i+zー〈α+n)}) 

仰

す

が

す

(S，-sL)xi 

-x 

行列 (5.33)の行列式 dは，

(5.34) ..:1= {i+z一(α+n)}[sπIk(k，l)一(α+n)

+CSπ-Sw) {klk k (k， 1) +111 k (k， l)} J 

一(SπーsL)illlk(k， 1) 

となる。 kfkk(k，1) +111 k(k， 1)= -NFNKとなることを考膚すれば，S.がSLに
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等ししかっ，それは，Swよりは小さくないという仮定のもとでは，すなわ

ち，均衡値(炉，x*)>(O，O)の一意性が保証されたもとでは，行列 (5.33)の

行列式 dは，負となる。クラメルの公式より，

dk* x* (5.35) 一一=一一(SπーSL){Zー(α+n)}di A 

をえる。同様に，

d~* ν* 

(5.36) す=十〔α+…
+1*1/ k (k*， l*)} + (s.-sL)I*11 k (k*， 1*)J 

をえる。 (5.35)と (5.36)の符号および経済的合意について考えてみよう。

まず，企業家の借入利子率 iの上昇は，どのようなメカニズムを通じて計，

したがって，長期的な均衡地価水準 p*に影響を与えるかを考察しよう。(5.29)

から明らかなように，企業家の借入利子率 iの上昇は，さしあたり，土地借入

費用を増大させ，土地資産への需要を減少させることを通じて均衡土地価格を

下落させる効果をもっ。もし企業家の借入利子率iの上昇が，均衡資本・労働

比率炉を大きく上昇させるならば，均衡資本・労働比率炉の上昇にもとづ

く地代 ρの上昇によって，長期的な均衡土地価格 p*が上昇する可能性が存在

する。しかし，企業家の貯蓄性向れが，地主の貯蓄性向 SLに等ししかっ，

労働者の貯蓄性向 Swを下回らないとL、う仮定のもとでは，均衡資本・労働比

率伊は変化しない。したがって，S，=SLとSwという仮定のもとでは，dx*jdi 

は負，すなわち，企業家の借入利子率 iの上昇は，長期的な均衡土地価格 p*

を下落させるのである。

企業家の借入利子率iの上昇が，均衡資本・労働比率に及ぼす効果を考察し

よう。企業家の借入利子率tの上昇は，企業家が土地資産購入のために毎期支

払わなければならない額 iPLを変化させる。それでは，iの変化は，iP*Lを

どのように変化させるであろうか。 x=PLjNを考慮すれば，iP*Lとix*の

変化の方向は同一であるから ix*を iで微分し， (5.36)を考E草すれば，次

式をえる。
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長(ix*)=山手

=子{zー (α+n)}CS.[k(炉，1*)

ー(α+n)+(sπ-Sw){k*fkk (kk' 1*) +I*fl k (k*， I*)}) 

ここで，企業家の貯蓄性向れと地主の貯蓄性向 SLは等しいと仮定すれば，上

式の符号は負となる。すなわち，企業家の借入利子率iの上昇は，長期均衡地

価 p*を下落させることによって iの上昇にもかかわらず，企業家が毎期支

払わなければならない額 iP*Lを減少させるのである。ところで， iP*Lは，

地主の所得でもあるから，もし企業家と地主の貯蓄性向が異なっていれば，社

会全体の貯蓄額を変化させ，したがって，均衡資本・労働比率炉を変化させ

る可能性がある。しかし，われわれは，企業家の貯蓄性向 Sπ と地主の貯蓄性

向 SLは，等しいと仮定しているから， iP*Lの変化は，社会全体の貯蓄を変

化させず，したがって，均衡資本・労働比率炉を変化させない。以上より，

dk*jdiはゼロ，すなわち，企業家の借入利子率の上昇は，均衡資本・労働比率

炉を変化させないが，この結論は，企業家の貯蓄性向 Sπ と地主の貯蓄性向 SL

は等しいと L、う仮定に大きく依存しているということがわかった。

土地供給増加率 zの変化が，kおよび xの均衡値に及ぼす効果を分析Lょ

う。 (5.18)および (5.20)より，次式をえる。

(5.37) (SAM-M-
+(Sπ- sw) {k*fk k (k*， 1*) +I*fl k (k*， I*)}， 

-1*flk(k*，/*)， {i十z一(α+n)}

(:~，HJ 
(5.37)より，企業家の貯蓄性向 Sπ が，地主の貯蓄性向 SLに等しく，かつ，

労働者の貯蓄性向よりは小さくない，すなわち， Sπ =SL~三Sw という仮定のもと

8。



では，

dk* -1 
(5.38) 一一ー=一一(Sπー sL)ix*=Odz - .:1 

第 5主主 経済成長と生産用土地価格

(5紛筈=ヲ土(S，lk(り〉ー(α+n)+(sπーω{k*lkk(り)

十戸11k(k*，I*)}J

<0 
となるo (5.38)および (5.39)より，企業家の貯蓄性向んが地主の貯蓄性向

に等ししかっ，労働者の貯蓄性向 Sw よりは小さくないという仮定のもとで

は，土地供給増加率 zの増大は，均衡資本・労働比率炉を変化させることは

ないが，げを下落させ，したがって，長期的な均衡地価 p*を下落させるこ

とがわかる。

(5.38)および (5.39)の経済的合意を考えてみよう。 (5.27)から明らかな

ように，土地供給増加率zの増大は，他の事情にして等しければ，均衡地価上

昇率α+n-zを低下させるが，均衡地価 k昇率の低下は，地代水準ρが上昇しな

L 、かぎり，均衡地価 p*を下落させる効果をもっ。ところで，地代水準は，均

衡資本・労働比率炉に依存するが，企業家の貯蓄性向と地主の貯蓄性向が等

しいもとでは，均衡資本・労働比率は変化せず，したがって，地代水準も変化

しない。かくて，土地供給増加率 zの増大は，長期的な均衡地価 p*を下落

させるのである。

最後に，均衡成長経路(炉，1*)の安定性を吟味しておこう。 (5.18)および

(5.20)を均衡点(炉，1*)で評価した Jacobian行列 Fを求めると

(5.40) 

S，πIk(k*へ，1戸*)一(α+n) 一(sπ一SLρ)i

1*=1 +仏一匂ω〉附hパ(伏伊似仰h炉杭*ヘ*， 1州 Jぴ)lk仰

一l戸*11k (k*ヘ，1戸*)λ ぴi+z一(α+n)}

をえる。 (5.40)の行列式 detj*は， (5.34)と同一であるから，企業家の貯蓄

性向 S.は地主の貯蓄性向 SL に等しく，かつ，労働者の貯蓄性向 Sw よりは

小さくないと仮定したもとでは，
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(5.41) detf*くO

となる。かくて，S，=SL>SW という仮定のもとでは， 均衡点(伊，1*)は，鞍

形点となることが証明された2)。

均衡成長経路 (k*，1*)が不安定的である(より正確には，鞍形点である〉と

いう本章の結論は，予想について (5.4)，すなわち，予想地価上昇率は，現実

の地価上昇率に等しいように調整されるという仮定に大きく依存している。し

かし，これは，分析を容易にするための簡単化の仮定であって，地価について

の予想が，均衡成長経路の安定性にどのような影響を与えるかを吟味する場合

には，変更されなければならない仮定である。

5.4 結び

本章においてわれわれは，企業家が生産用の土地を購入する場合に，一定の

借入利子率で無限期聞にわたって借入可能であるという簡単化の想定のもと

で，経済成長と生産用土地価格との関連を考察した。本章で得られた主要な結

論を要約すれば，次の通りである。

付 生産用土地価格を考慮した場合の新古典派成長モデルは，企業家の貯蓄性

向が地主の貯蓄性向に等しく，かつ，労働者の貯蓄性向よりは小さくないと

いう仮定のもとで，均衡成長経路の一意性を保証する。

ω 均衡成長経路における地価上昇率は，実質賃金率の増加率プラス労働人口

の増加率マイナス土地供給増加率に等しい。実質賃金率の増加率プラス労働

人口の増加率は，経済成長率に等しL、から，均衡成長経路における地価上昇

率は，経済成長率マイナス土地供給増加率に等しいともいえる。また，均衡

成長経路上の地価上昇率は，地代上昇率に等しい。

伺 均衡地価の水準は，地代，企業家の借入利子率，土地供給増加率および経

済成長率に規定され，地代および経済成長率が高いほど均衡地価水準が高

く，企業家の借入利子率および土地供給増加率が高いほど均衡地価水準は低

8~ 

2) 本章とはやや異なる仮定のもとではあるが，不均衡化の過程を位相図で示
し，その経済的合意を考察したものとして Aono(3)を参照。
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し、。

加)企業家が土地資産を購入する場合の均衡成長経路における資本・労働比率

k*と企業家が地主に地代を支払って生産用の土地を借りる場合の均衡資本・

労働比率 h料を比較すると，企業家の貯蓄性向 Sπ と地主の貯蓄性向 SLと

が等しいならば，k*と炉*は等しい。すなわち，企業家が生産用の土地を

購入することは，社会全体の貯蓄を変化させず，したがって，均衡資本・労

働比率を変化させない。もし，企業家の貯蓄性向が，地主の貯蓄性向を上回

るならば，k*が k**を下回り，企業家の貯蓄性向が，地主の貯蓄性向を下

回るならば，k*が k**を上回る可能性も生じる。

同企業家の貯蓄性向が，地主の貯蓄性向に等しいという仮定のもとで、は，企

業家の借入利子率の引き下げは，長期均衡地価を引き上げる効果をもつが，

均衡資本・労働比率は変化させない。また，土地供給の増大は，長期均衡地

価を引き下げる効果をもつが，均衡資本・労働比率は変化させない。
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本章は，経済成長を明示的に考居ました場合に，生産用土地に対する課税，と

くに，土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税が，生産用土地

価格や資本蓄積にどのような影響を与えるかを分析することを目的としてい

る。以下では，まず第 1節において，生産用土地に対する土地保有税を考慮し

た場合の経済成長モデルを構築する。第2節では，土地保有税が課せられたも

とでの体系の均衡成長経路の一意性を証明し，均衡成長経路における生産用土

地価格の水準とその上昇率を明らかにする。第3節では，土地保有税の強化

が，均衡資本・労働比率および均衡地価水準にどのような影響を与えるか，ま

た，それは，どのような経済的合意をもつかについて考察を加える。第 4節で

は，未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の経済成長モデルを構

築し，体系における均衡成長経路の一意性を証明する。さらに，未実現キャピ

タル・ゲイン課税がおこなわれた場合の均衡成長経路における生産用土地価格

の水準とその上昇率を明らかにする。第 5節では，未実現キャピタル・ゲイン

課税が，均衡資本・労働比率や均衡地価水準にどのような影響を与えるかを考

察する。第 6節では，地代税が課せられた場合の経済成長モテゃルを構築し，第

4節と同様の方法で体系における均衡成長経路の一意性を証明する。さらに，

地代税が課せられた場合の均衡成長経路における生産用土地価格とその上昇率

を明らかにする。第7節では，地代税が，均衡資本・労働比率や均衡土地価格

にどのような影響を与えるかを考察する。

6.1 土地保有楳税のモデル

本節では，生産用の土地に土地保有税が課せられた場合の経済成長モデルを

構築しよう。本節におけるモデルと記号は，以下の通りである。
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一部門の封鎖経済を想定し，生産物 Yは，資本 K，労働 Nおよび土地 L

を投入することによって生産される。生産関数は，一次同次かっニ団連続微分

可能であり，資本，労働および土地の限界生産力は，全て正で逓滅的であると

仮定する。さらに，技術進歩については，資本効率を増大させるような技術進

歩は生じないが，労働効率増大的な技術進歩と土地効率増大的な技術進歩が生

じしかも，労働人口の増加率と労働効率増大的な技術進歩率の和が，土地供

給増加率と土地効率増大的な技術進歩率の和に等しいと仮定する。生産関数に

ついての仮定より，

(6.1) Y=F(K， N， L)， 

FK>O， Ffi>O， FL>O， 

FKK<O， Ffifi<O， FuくO

となる。ここで，N=Neat であり，L=Lehtである。 αおよび hは，それ

ぞれ，労働効率増大的技術進歩率，土地効率増大的技術進歩率をあらわず。

今，簡単化のために，企業家は， 生産に必要な土地を価格 Pで購入する場

合は，一定の利子率 iで無限期聞にわたって借入可能であるが，購入した土地

については，土地価格 Pに対して毎期 U パ{セントの土地保有税を支払わな

ければならないものと想定しよう。他方，生活に必要な土地については，これ

を無視して議論を進めよう。

以上の想定のもとでは，企業家が価格 Pで生産用の土地を購入する場合の

資産均衡の条件は，

(6.2) qP+p-uP=iP 

となる。ここで，qは，予想地価上昇率， ρは，地代をあらわすものとする。

(6.2)は，企業家が， 価格 Pで生産用の土地を購入する場合の資産均衡の

条件を示す式であって， (6.2)だけでは，企業家がどれだけの量の土地を購入

するかは確定しない。以下では，企業家によって購入された土地を問題にしよ

う。企業家に土地を売却した地主は，企業家が，土地資産の購入に支払った額

を元手にして，収益率jを生む土地以外の代替的資産からの収益で生活するも

のと仮定しよう。

86 



第6章経済成長と生産用地課税

分析を容易にするために，次の二つの仮定を加えよう。

(6.3) q=T 

(6.4) i=j 

(6.3)は，予想地価上昇率 qが，現実の地価上昇率 lうに等しいように調整

されることを示し， (6.4)は，企業家の借入利子率 iが，地主が土地以外の代

替的資産から獲得する収益率 jに等しいことを示している。

以上の仮定のもとで貯蓄関数を考えよう。生産物 Y から労働者への支払い

RN，土地への支払い iPLおよび土地保有税 uPLを差し引し、た残りの部分，

賃金所得 RN，地主の所得 iPLおよび政府の土地保有税からの収入 uPLの

一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものとすれば，

(6.5) K=sπ(Y-RN-iPL-uPL) 

+swRN+SLiPL+sGuPL 

をえる。ただし，ここで，K:投資(=資本ストッグの増加分)， R:実質賃金

率， L:企業家が購入した土地 S;r :企業家の貯蓄性向 sw:労働者の貯蓄性

向，SL 地主の貯蓄性向，SG 政府収入からの貯蓄率である。

利潤率を考えよう。帳簿上はともかくとして，実際に頭の中で、利潤計算をす

る場合には，企業家は，土地の値上がりより生じるキャピタル・ゲインを利潤

の一部に計上するであろう。したがって，土地を考慮した場合の利潤率rは，

r=X-RN-iPL-uPL+qPL 
K 

と定義される。上式を考慮すれば， (6.5)は，

(6.5)' K=sπ(rK-qPL)十SwRN十sLiPL

+sGuPL 

と書ける。

一次同次の生産関数を仮定しているから，利潤率極大を目標とする競争的な

企業家は，資本，労働および土地の限界生産物が，利潤率，実質賃金率および

地代に等しくなるような技術選択をおこなうであろう。かくて

(6.6) FK=r 
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(6.7) FN=R 

(6.8) FL=ρ 

が成立する。ただし，FKは，資本の限界生産物，FNは，労働の限界生産物，

FL は，土地の限界生産物である。

労働と土地は，それぞれ n，Z の率で指数的に増大しているものと予想す

れば，

(6.9) N=Noe"I 

(6.10) L=Loez 
I 

をえる。ここで，Noおよび Loは，労働および土地の初期値である。ただし，

技術進歩の型についての仮定より，

(6.11)α+n=h+z 

が，成立していなければならない。

6.2 均衡成長経路の性質

本節では，新たな変数として k~KjN および x=PLjN を導入して，体系

の動きを記述する基本方程式を導出し，体系の均衡成長経路の一意性を証明し

よう。さらに，均衡成長経路における生産用地価格の水準とその上昇率および

それらを規定する諸要因を明らかにしよう。 (6.1)より，

(6.12) y=F(KjN， 1， LjN) 

=/(k，/) 

をえる。ただし，y= YjN， I=LjNである。上式を K，Nおよび Lについ

て微分すれば

(6.13) FK=lk(k，/) 

(6.14) FR=/(k， 1) -klk(k， 1)-111 (k， l) 

(6. 15) Fr. = I1 (k， l) 

をえる。

k~Kj N = Kj Nea
' の対数をとって微分し， (6.7)を考慮すれば，

(6.16) 五=k.-(α+n) 
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となる。ここで，k=五，/k，k./Kである。 (6.5)および (6.5)'に (6.6)，(6. 

7)， (6.8)， (6.12)， (6.13)， (6.14)および Z呈 PL/Nを考E草すれば，

(6.17) k =s今 1)_(い w)仰〉-m，f)-MJ〉

一(s.-s〆f-(Sπー SGMf

(6町立=S.{lk(k， l) + 抗 (h， f〉 J(i+u~}

+Sw 
I(k， 1) -klk (k， 1)ーII1(k， 1) 

k 

十sLi:+scu~ 7i'''C''''ii 

をえる。 (6.16)を考慮して， (6.17)および (6.17)'を整理すれぽ，

(6.18) k=s./(k，/)ー(sπ-sw){f(k， l)-klk (k， 1) -111 (k， l)} 

一(s.-sL)ixー (sπー sc)uxー (α+n)k

(6.18)' k=sπ{klk (k， l) +111 (k， 1) -ux} +sw{/(k， 1) -klk (k， 1) 

-111 (k， l)}一(sπー sL)ix+scuxー (α+n)k

となる。 (6.11)からわかるように，1は時聞を通じて一定となる。

x=x(k， x)を導出しよう。 x="，PL/Nの対数をとって微分し， (6.9)， (6. 10) 

および N=Neat であることを考慮すれば，

(6. 19) ~=P+z一〈α+n)

をえる。 (6.19)に (6.2)，(6.3)， (6.8)， (6.9)， (6.10)および (6.15)を

代入して整理すれば，

(6.20) x= {i+u+z-(α+n)}x-lll (k， 1) 

をえる。 (6.18)あるいは (6.18)' と (6.20)が，生産用の土地に土地保有税

が課せられた場合の体系の動きを記述する微分方程式である。

次に，uパ{セントの土地保有税が課せられたもとでの体系の均衡成長経路

(炉，x*)の一意性を証明し，さらに，均衡成長経路における土地価格の水準

とその上昇率を明らかにしよう。

まず，均衡成長経路の一意性を証明しよう。 (6.20)において x=Oとおくと
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H(k)e=1 

Ix=O， x>O 

=s.j(k，/)一(s.-Sw){f(k， 1) -k/k (k， 1) 

-1/， (k， I)}ー(α+n)k

1/， (k， 1) 
一{(sπ-SL)i+ (s.-sG)u}ー

i+u十z-(α+n、

となる。 (6.22)を hについて微分すると

(6.23) Hk (k) =S'/k (k， 1) + (S.-Sw) {k/kk (k， 1) +ぴ1k(k，/)}

一(α+n)

l'/， k (k， 1) 
ー{(sπ-SL)i+(Sπ-Sc)u}

i+u+z一(α+n)

となる。ここで，

k/k k (k， l) +1/， k (k， 1) =ーNFNK

となることを考慮して (6.23)を書き直せば，

(6.24) Hk (k) =S.jk (k， 1)一(α+n)一(Sπ-sw)NFNK

1/， k(k，の
一{(sπ-sL)i+(sπ-sG)u}

i+u+z一(α+め

をえる。ここで簡単化のために，企業家の貯蓄性向れは，地主の貯蓄性向 SL

に等しく，かつ，それは，労働者の貯蓄性向 Swや政府の貯蓄率 sGを下回ら

ないと仮定しよう。また，土地保有税額 uPLは，インカム・ゲイン ρLを上

回らないと仮定しよう。このように仮定すると， (6.18)'より ，H(k)=Oの点

においては，sπ/k (k， 1)は， α+nよりも小さくなければならないから， (6.24) 

より，

(6.25) Hk (k)1 <0 
IHCk)=O 

が成立する。以上によって，企業家の貯蓄性向れは，地主の貯蓄性向 SLに等

しく，かつ，それは，労働者の貯蓄性向 Swや政府の貯蓄率 SGよりも小さく

ないという仮定のもとで，均衡成長経路(炉，x*)の一意、性が証明された。
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均衡成長経路(炉，x*)における地価上昇率とその水準について考察しよう。

(6.19)より容易にわかるように，品=0の点においては，

(6.26) t=α+n-z 

である。 すなわち， 均衡成長経路における地価上昇率は， 労働効率増大的な

技術進歩率と労働人口増加率の和から土地供給増加率を差しヲ1"、たものに等し

い。労働効率増大的な技術進歩率と労働人口増加率の和は，経済成長率に等し

L 、から，均衡地価上昇率は，経済成長率から土地供給増加率を差し引し、たもの

に等しいともいえる。 (6.26)からわかるように，生産用土地に U パーセント

の土地保有税が課せられた場合でも均衡成長経路における地価上昇率は，変化

しない。

(6.21)に (6.8)，(6.15) および x~PL/N であることを考慮すれば，均衡

地価として

(6.27) P.=マー~

ρ 

i+u-T 
をえる。 (6.27)よりわかるように， uパーセントの土地保有税を考慮した場

合の均衡地価水準 P.は，地代の水準 ρ，企業家の借入利子率 i，土 地 保 有

税率 u，経済成長率 α十nおよび土地供給増加率zに依存する。したがって，

生産用土地に対する土地保有税は，明らかに均衡地価水準に影響を与えるので

ある。また，土地保有税が存在しない場合の資産均衡の条件は i>lうであった

が，uバーセントの土地保有税が課せられた場合の資産均衡の条件は，i+u> 

lうとなり，土地保有税が存在しない場合には，資産均衡の条件が成立したい場

合でも，uパーセントの土地保有税を課すことによって，資産均衡の条件を成

立させることが可能となる。

6.3 比較静学一一土地保有税の効果

本節では，生産用土地に対する U パーセントの土地保有税が，kおよび z

の均衡値にどのような影響を与えるかを考察しよう。
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(6. 18)および (6.20)において k=品=0とおき，全微分すると，次の連

立方程式をえる。

(6.28) 
目。-M〉 l-{(s，-sL)i+(sπーSG)u}1 

+ (s.-Sw) {klu (k，l) +111， (k，/)}， 
{i+u+zー(α+n)}

-111k(k，/)， 

(31 
=ドS.一ぺ

-x 

行列 (6.28)の行列式 dは，

(6.29) J={i+u+z一(α+n)}(s./. (k， l)一〈α+n)

+ (S.-Sw) {klkk Ck， 1) +f了lk(k，/)}J

一{(SπーsL)i+(sπーsG)u}lll.(k， l) 

となる。 kf..(k， 1)十111.(k，1)= -NFNK となることを考慮すればれは SL，

に等しく，かつ，それは，SGおよびSwよりも小さくないという仮定のもとでは，

すなわち，均衡値(炉，x*)>(O，O)の一意性が保証されたもとでは，行列 (6.

28)の行列式 dは，負となる。グラメルの公式より，

dk* 
(6.30) すit=:1 ((s.ーSG){i+z一(α+n)}一(s.-sL)iJ

= ~ {(SLーsG)i一(S.ーSG)(α+n-z)}

をえる。同様に
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をえる。

(6.30)と (6.31)の符号について考えよう。 (6.30)の符号について考える

と，企業家の貯蓄性向 S.が，地主の貯蓄性向 SL に等しいと仮定すれば，土

地課税以前から資産均衡の条件，すなわち，i+zー(α+n)>Oが成立している

もとでは，企業家の貯蓄性向 S.が，政府の貯蓄率 So を上回るならば，土地

保有税の強化は，均衡資本・労働比率炉を下落させ，らがらに等しければ，

土地保有税の強化は，k*を変化させない。 (6.31)の符号については，企業家

の貯蓄性向 S.が地主の貯蓄性向 SL に等しく，かつ，それが，政府の貯蓄率

先および労働者の貯蓄性向 Swよりも小さくないという仮定のもとでは，確定

的である。すなわち，この仮定のもとでは，土地保有税の強化は，xの均衡値

を引き下げるのである。

(6.30)と (6.31)の経済的合意について考えよう。 (6.30)からわかるよう

に，企業家の貯蓄性向 S.が，地主の貯蓄性向 SL に等しいという仮定のもと

では，生産用土地に対する土地保有税の強化は，企業家が毎期政府に支払わな

ければならない土地保有税額 uPLの変化を通じて社会全体の貯蓄を変化さ

せ，かくて，均衡資本・労働比率炉に影響を与える。この点についてやや詳

しく述べると，土地保有税率 U の増大は，資産均衡の条件，すなわち tー〈α

+n-z)>Oが成立しているかぎり，全体としては，土地保有税額uPLを増大

させる効果をもつが，その効果は，土地保有税率Uの増大が，均衡土地価格 P.

を下落させる効果によって部分的に相殺される。したがって，土地保有税率 U

の増大がどの程度土地保有税額 uPLを増大させるかは，土地保有税率 Uが増

大した場合に， どの程度均衡土地価格 P.が下落するかに依存する。 ところ

で， (6.27)からわかるように，土地保有税強化の均衡地価引き下げ効果は，

資産均衡の条件，すなわち，i一(α+n-z)>Oが成立しているもとでは，企業

家の借入利子率 iと均衡予想地価上昇率 α+n-zの差，すなわち，iー(α+

nーのが小さいほど大きいから，企業家の借入利子率が高く，予想地価上昇率

が低い場合には，土地保有税の強化によって，土地保有税額は大きく増加する。

このことは，企業家の貯蓄性向 S.が，政府の貯蓄率むを上回るかぎり，社
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会全体の貯蓄を大きく減少させ，均衡資本・労働比率炉を大きく低下させる

効果をもっ。企業の借入利子率が低く，均衡予想地価上昇率が高い場合には，

社会全体の貯蓄への影響は小さく，したがって，均衡資本・労働比率炉への

影響も小さい。企業家の貯蓄性向れと政府の貯蓄率 SG が等しい場合には，

土地保有税額の変化は，社会全体の貯蓄に変化を与えず，したがって，土地保

有税率 U の変化は，均衡資本・労働比率炉には影響を与えない。

ところで，生産用土地に対する土地保有税の強化は，企業家が毎期政府に支

払わなければならない土地保有税額の変化を通じてのみ社会全体の貯蓄を変化

させると L、う上述の結論は，企業家の貯蓄性向れが，地主の貯蓄性向に等し

いという単純化の仮定に依存している。も L企業家の貯蓄性向 S. が地主の貯

蓄性向 SLを上回るならば，土地保有税強化によって均衡資本・労働比率炉は

上昇する可能性もある。すなわち，土地保有税強化による均衡地価水準 P.の

下落は，企業家が毎期支払わなければならない額 iPLを減少させるが，この

ことは，企業家の貯蓄性向れが，地主の貯蓄性向 SL を上回るかぎり，社会

全体の貯蓄を増大させる効果をもち，したがって，均衡資本・労働比率炉を

上昇させる可能性をもっ。土地保有税の強化によって生じる企業家が毎期地主

に支払わなければならない額 iPLの減少にもとづく貯蓄の増加額が，土地保

有税額 uPLの増大にもとづく貯蓄の減少額を上回り，社会全体の貯蓄額が増

大するならば，土地保有税の強化によって，均衡資本・労働比率炉は上昇す

る可能性も生じるのである。

生産用土地に対する土地保有税の強化は，どのようなメカニズムを通じて均

衡地価水準に影響を与えるであろうか。 (6.26)から明らかなように，土地保

有税率の強化は，さしあたり， 土地の持越費用を増大させ， 均衡土地価格P.

を下落させる効果をもっ。もし土地保有税の強化が，土地保有税額 uPLを大

きく増加させ，それが，社会全体の貯蓄を大きく増大させることによって均衡

資本・労働比率炉を大きく上昇させるならば，均衡資本・労働比率炉の上

昇にもとづく地代 ρの上昇によって，長期的には均衡土地価格 P.は上昇す

る可能性も考えられる。しかし， (6.31)からわかるように，企業家の貯蓄性
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向れが政府の貯蓄率 SGを下回らないかぎり，土地保有税強化による土地保

有税額 uPLの増加が，均衡土地価格 P.を上昇させる可能性はない。かくて，

S，=SLとらという仮定のもとでは， 土地保有税の強化は， 均衡土地価格 P.

を下落させるのである。

6.4 朱実現キャピタル・ゲイン課税のモデルと均衡成長経路の性質

本節では，生産用の土地に rパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税が

おこなわれた場合の経済成長モデルについて考察しよう。 τパーセントの未実

現キャピタル・ゲイン課税が課せられた場合には，企業家は地価上昇分 qPに

対して毎期τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税を支払わなければな

らないから，企業家が価格 Pで生産用の土地を購入する場合の資産均衡の条

件は，

(6.2)* (1ーのqP+p=iP

となる。

次に，貯蓄関数について考えよう。生産物 Yから労働者への支払い RN，

土地への支払い iPLおよび未実現キャピタル・ゲイシ税 rPPLを差し引いた

残りの部分，賃金所得 RN，地主の所得iPLおよび政府の未実現キャピタル・

ゲイン税からの収入 τPPLの一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資される

ものとすれば，

(6.5)* 1と=s.(Y-RN-iPLー τPPL)

+SwRN+sLiPL+sGτPPL 

をえる。利潤率を

r=-'x-RN-iPL-rPPL+qPL 
K 

と定義すれば， (6.5)*は，

(6.5)'* K=s.(rK-qPL)+swRN+SLiPL 

+SGτPPL 

と書ける。
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以上を考慮すれば，生産用の土地に Tパーセ γトの未実現キャピタル・ゲイ

ン課税がおこなわれた場合の経済成長モデルは，次のようになる。

(6.1) Y=F(K，N，L)， 

FK>O， FN>O， Fz>O， 

FKKく0，F，町 <0，Fn<O 

(6.2)* (1ーのqP+ρ=iP

(6.3) q=P 

(6.4) i=m 

(6.5)* K=s.(Y -RN-iPL-rPPL) 

+swRN+sLiPL+sGτPPL 

(6.町、 K=s.(rK-qPL) + swRN+sLiPL 

+SGrPPL 

(6.6) FK=r 

(6.7) FN=R 

(6.8) FL=p 

(6.9) N=Noe.t 

(6.1的 L=Loezt

(6.11)α+n=h+z 

変数 k.sK/Nおよび x=PL/Nを導入し，uパーセントの土地保有税が課

せられた場合の分析方法と同様の方法によって τパーセントの未実現キャピタ

ル・ゲイン課税がおこなわれた場合の体系の動きを記述する徴分方程式を導出

すれば，次の (6.32)，(6.32)'および (6.33)がえられる。

(6.32) k=s.f(k，/)一(s.-Sw){f(k， l) -kfk (k， l)-lfl (k， l)} 

一(れーω 」皆同一切(k，I)} 

一(α+n)k

(6.32)' k=s.kfk (k， 1) +sw{f(k， 1) -kfk (k， 1) -Ifl (k， l)} 

+sax-占{ix-Ifl(k，似 s.ーSGr)

ifJ 
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一(α+n)k

(6.33) ベI4E十ト(…)}X-rさ川，1)

τパ{セントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合における

均衡成長経路 (k**，x**)の一意、性を証明しよう。 (6.33)において，x=Oとお

くと，

lf， (k， 1) 
(6.34) 

i+(l-τ){z-(α+n)} 

をえる。 (6.34)を (6.32)に代入すると

(6.35) g(k)==kl 
Ix=O， X>O 

=s.f(k，l)一(s.-Sw){f(k， l) -kj凡(k，1) -lf， (k， l)} 

ー(α+n)k

+(~己ユL (Sπ-sL)i 
i+C1-τ){z一(α+ii)}

(Sπ-SG)ri /_.， ..，，~ ilf，Ck，l)k 
(1ーの(i+(1一τ){zー(α+n)}J ) 

となる。 (6.35)を hについて微分し，g(k)=Oの点で評価すれば，

(6.36) gk (k)1 =s./. (k， 1)一(α+n)
Ig(k)=0 

+ (s.-Sw) {kfkk (k， 1) +lf，. (k， l)} 

+1(sπーsG)τ{z一(α+n)}-i(s.ーsL) Jlfik (k，l) 
Ci+C1一τ){z-(α+n)}J

をえる。ここで簡単化のために，企業家の貯蓄性向 Sπ は，地主の貯蓄性向 SL

に等しく，かつ，それは，労働者の貯蓄性向 Swや政府の貯蓄率 sGを下回ら

ないと仮定しよう。このように仮定すると， (6.36)から明らかなように，g(k) 

=0の点において s./.(k， l)が， α+nよりも小であれば，g(k)=Oの点にお

けるあ(わの値は負となって均衡成長経路 (k**，l**)の一意性は証明される。

ところで， (6.32)'からわかるように，g(k)=Oの点においてらん(k，l)が，

α+nよりも小であるためには，
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SLix-zbiz-MMz-SGのと0

でなければならない。 (6.34)を考慮すれば，上式は S.=SL という仮定のも

とでは，

(6.37) {s.(i-q) +sGτq}ミo

と書き替えることができる。われわれは， (6.37)が成立していると仮定しよ

う。 (6.37)は，未実現キャピタル・ゲイン課税がかけられる以前から資産均

衡の条件が成立している場合，すなわち， i>qであるか， 政府の貯蓄率が企

業家および地主の貯蓄性向に等しい場合，すなわち， Sπ=SL=SGならば，必ず

成立する。

以上によって，企業家の貯蓄性向らは，地主の貯蓄性向 SL に等ししか

っ，労働者の貯蓄性向 Swや政府の貯蓄率 SG よりも小さくないという仮定と

(6.37)が成立しているという仮定のもとで， τパーセントの米実現キャピタ

ル・ゲイン課税がなされた場合の均衡成長経路 (k**，x*勺の一意性が証明され

た。

次に， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がなされた場合の均衡

成長経路における地価上昇率とその水準について考察しよう。 x-==PL/Nであ

ることから容易にわかるように，x=oの点においては，

t=α+n-z 

である。すなわち，均衡成長経路における地価上昇率は，労働効率増大的な技

術進歩率 αと労働人口増加率 nの和から土地供給増加率 zを差し引いたもの

に等しし、。この値は， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税が課せら

れるか杏かには依存しなL、。

(6.33)において x=oとおき， (6.8)および (6.15)を考慮すれば， τパー

セントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の均衡成長経路に

おける地価の水準 Prは，

(6.38) Pー ρ
r-iー(1ーのρ
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となる。

生産用土地に未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれでも均衡成長経路

上における地価上昇率は変化しないから，未実現キャピタノレ・ゲイン課税をお

こなうことによって土地資産の持越費用を高くし，必ず資産均衡の条件を成立

させることが可能となる。すなわち，土地課税がおこなわれない場合の資産均

衡の条件は，i>lうであったが， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイシ課

税がおこなわれた場合の資産均衡の条件は， i>(lーのPとなる。未実現キャ

ピタル・ゲイン課税の税率τは，理論的には oから 1の聞の任意の値に決め

ることができるから，土地課税が存在しない場合には i三三Jうとなって資産均

衡の条件が成立しない場合でも τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税

をおこなうことによって，必ず資産均衡の条件を成立させることが可能となる。

6.5 比較静学一一朱実現キャピタル・ゲイン税の効果

本節では， τバーセントの未実現キャピタル・ゲイン税の変化が，kおよび

xの均衡値にどのような影響を与えるかを考察しよう。

(6.32)および (6.33)において， k=x=Oとおき，全微分すれば，次の連

立方程式をえる。

s，τIk(k，l)一(α+n)

+(sπ- sw) {klk k (k， 1) +111 k (k， l)} 

(6.39) 

十立主江111k (k， 1)， 

己111k (k， 1)， 

、.E
，、，
a'E

，，
，i

・一、1

ノ一訂
正

一「

F
l
j

仏

一

同

』

十
+

E

 

1

j

f

H

V

 

S

一

一

z

π

+

 

C

A

W

E

 

/
'
ー
、
、
一
4
t

・

J
パ
，
、
・
1

一一

一

L
U

与土I(宇~)~ {ix-lll (k， l)} i 

与土Jl (1=与一{川1(k， l)} J 

行列 (6.39)の行列式 Dは，
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(6.4の D={占+日+的}c仏〈ム1)ー(α+n)

+ (S.-Sw) {kfkk (k， 1) +lf/ k (k， 1)}] 

十 郎-SG)τ{z一糾n)}-i(s.-SL)]今年L

である。ここで企業家の貯蓄性向 S.は，地主の貯蓄性向 SLに等しく，かつ，

政府の貯蓄率 SGや労働者の貯蓄性向 Swよりも小さくないことおよび (6.37)

が成立することを仮定すれば，S.[k (k， 1)はα+nよりも小となり，Dは負と

なる。グラメルの公式より，

dk** (6.41) udr 
{ix-lff(hhf〉LC(S.-SG) {i+ zー(α+n)}-i(sπーSL)]

D(lーの

{ix-lfl Ck， l)} 
C(SL -sG)i + (S.-SG) {Z一(α+n)}JD(1ーの2

(6.42) 
dx*土=Jix-lf10;l〉LCCSπー SG)lflk(k， 1) dτ D(lーの

一{S.[kCk， 1)一(α+n)}一Csπ-Sw){kfkk Ck， 1) 

+lf/k(k，I))}J 

をえる。

(6.41)の符号について考えよう。 (6.41)の符号は，企業家の貯蓄性向S町

政府の貯蓄率 SGおよび地主の貯蓄性向 SLの大きさによって異なってくる。

企業家の貯蓄性向九政府の貯蓄率 SGおよび地主の貯蓄性向 SLがすべて等

しいならば，すなわち，Sπ=SG=SLならば， rパーセントの未実現キャピタル・

ゲイン課税の強化は，均衡資本・労働比率炉*を変化させない。しかし，企業

家の貯蓄性向れと地主の貯蓄性向 SLが等しし それらが労働者の貯蓄性向

Swを下回らないとう仮定のもとで， 企業家の貯蓄性向れが政府の貯蓄率 SG

を上回り，かつ，未実現キャピタノレ・ゲイン課税がなされる以前から資産均衡

の条件が成立しているならば，すなわち，i>α+n-zならば， τパーセント

の未実現キャピタル・ゲイン課税は，均衡資本・労働比率炉*を低下させる。

(6.42)の符号については，企業家の貯蓄性向 Sπ が地主の貯蓄性向 SLに等

しく，かつ，それが，政府の貯蓄率 SGおよび労働者の貯蓄性向 Swよりも小
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さくないという仮定および (6.37)が成立するという仮定のもとでは確定的で

ある。この仮定のもとでは， τパーセントの未実現キャピタノレ・ゲイン課税

は，xの均衡値を引き下げるのである。

(6.41)と (6.42)の経済的含意について考えよう。 (6.41)からわかるよう

に，企業家の貯蓄性向 S%が地主の貯蓄性向 SL に等しいと L、う仮定のもとで

は，生産用土地に対する τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税の強化

は，企業家が毎期政府に支払わなければならない未実現キャピタル・ゲイン税

額 rTPLの変化を通じて社会全体の貯蓄を変化させ，かくて，均衡資本・労

働比率炉*に影響を与える。この点についてやや詳しく述べると，未実現キャ

ピタル・ゲイン税率 rの増大は，課税以前から資産均衡の条件，すなわち，i 

-(α+n-z)>Oが成立しているかぎり，全体としては，未実現キャピタル・

ゲイン税額 τTPLを増大させる効果をもつが，その効果は，未実現キャピタ

ル・ゲイン税率 τの増大が， 均衡土地価格 P.を下落させる効果によって部

分的に相殺される。企業家の貯蓄性向 S% が，政府の貯蓄率 SG を上回るなら

ば，未実現キャピタル・ゲイン税額 τTPLの増大は，社会全体の貯蓄額を減

少させ，均衡資本・労働比率炉*を低下させる効果をもっ。企業家の貯蓄性向

Sπ と政府の貯蓄率 SGが等しい場合には，未実現キャピタル・ゲイン税額の変

化は，社会全体の貯蓄額に変化を与えず，したがって，未実現キャピタル・ゲ

イン税率 τの変化は，均衡資本・労働比率炉*には影響を与えない。

ところで，生産用土地に対ずる未実現キャピタル・ゲインの強化は，企業家

が毎期政府に支払わなければならない未実現キャピタル・ゲイン税額の変化を

通じてのみ社会全体の貯蓄を変化させるという上述の結論は，企業家の貯蓄性

向 S. と地主の貯蓄性向 SL が等しいという単純化の仮定に依存している。も

し企業家の貯蓄性向れが，地主の貯蓄性向 SL を上回るならば，未実現キャ

ピタル・ゲイン課税の強化によって均衡資本・労働比率炉*は上昇する可能性

もある。すなわち，未実現キャピタル・ゲイン課税の強化による均衡地価水準

P.の下落は，企業家が毎期支払わなければならない額iPLを減少させるが，

このことは，企業家の貯蓄性向 S. が，地主の貯蓄性向むを上回るかぎり，
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社会全体の貯蓄を増大させる効果をもち，したがって，均衡資本・労働比率伊*

を上昇させる可能性をもっ。未実現キャピタル・ゲイン課税の強化によって生

じる企業家が毎期地主に支払わなければならない額 iPLの減少にもとづく貯

蓄の増加額が，未実現キャピタル・ゲイン税額 τPPLの増大にもとづく貯蓄

の減少額を上回り，その結果として，社会全体の貯蓄が増大するならば，未実

現キャピタル・ゲイン課税の強化によって，均衡資本・労働比率炉*は上昇す

る可能性が生じるのである。

生産用土地に対する未実現キャピタル・ゲイン課税の強化は，どのようなメ

カニズムを通じて均衡地価水準Pτ に影響を与えるであろうか。 (6.38)から明

らかなように，未実現キャピタル・ゲイン税率 τの増大は，さしあたり土地の

持越費用を増大させ， 均衡土地価格 P.を下落させる効果をもっ。 この効果

は， 均衡地価上昇率 α+n-zが大きいほど大きい。 もし未実現キャピタル・

ゲイン税率 τの上昇が，均衡資本・労働比率炉*を大きく上昇させるならば，

均衡資本・労働比率炉*の上昇にもとづく地代 ρの上昇によって，長期的

な均衡土地価格 P.は上昇する可能性も考えられる。しかし，すでに明らかに

したように，企業家の貯蓄性向んが地主の貯蓄性向 SL に等しいとし、う仮定

のもとで、は，企業家の貯蓄性向 S. が政府の貯蓄率 Sc を下回らなし、かぎり，

均衡資本・労働比率炉*が上昇することはない。かくて Sπ=SL二三Sc という

仮定のもとでは，未実現キャピタル・ゲイン税率 T の上昇は，均衡土地価格

P.を下落させるのである。

以上からわかるように，未実現キャピタル・ゲイン課税や土地保有税の強化

は均衡地価水準を下落させる効果をもっ。それでは，土地保有税と未実現キャ

ピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果は，どちらが大きいであろうか。

今，簡単化のために，土地保有税や未実現キャピタル・ゲイン税を課すことに

よって，均衡地代水準の変化が生じることのないように政府の貯蓄率は決定さ

れるものと仮定しよう。そうすると， (6.27)および (6.38)から明らかなよ

うに，次式が成立する。

if u>τ(α十n-z)=vP.<P.
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上式からわかるように，土地保有税の均衡地価引き下げ効果と未実現キャピタ

ル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果のいずれが大きいかは，土地保有税率

U，未実現キャピタノレ・ゲイン税率 τおよび均衡地価上昇率 α+n-zに依存

するが，なかんずし均衡地価上昇率に依存するところが大きい。概していえ

ば，均衡地価上昇率が高い場合には，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地

価引き下げ効果が大きく，均衡地価上昇率が低い場合には，土地保有税の均衡

地価引き下げ効果が大きいといえよう。

6.6 地代課税のモデルと均衡成長経路の性質

本節では，地代に対して hパーセントの地代課税がおこなわれる場合のモデ

ルについて考察しよう。本章では，企業家によって購入される土地を問題にし

ているから，ここで地代課税というのは，生産用土地の帰属地代に対する課税

を意味している。 hパーセントの地代課税が課せられた場合に，企業家は，毎

期の帰属地代 ρに対して hρ の地代税を支払わねばならないから，企業家が

価格 Pで土地を購入する場合の均衡条件は，

(6.2)** qP+ρ-hρ=iP 

となる。

次に貯蓄関数について考えると，生産物 Yから労働者への支払い RN，土

地への支払い iPLおよび地代税への支払い hρLを差し引いた残りの部分，

賃金所得 RN，地主の所得 iPLおよび政府の地代税からの収入 hpLの一定

割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものとすれば，

(6.5)料 K=sπ(Y-RN-iPL-hρL)

十swRN+sLiPL+sGhρL 

をえる。利潤率 rを

r=~-RN-iPL-hpL+qPL - K 

と定義すれば， (6.5)料は，

(6.5)'料 K=sπ(rK-qPL)十swRN+saPL+sGhρL
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と書ける。

以上を考慮すれば，生産用の土地にhパーセントの地代課税がおこなわれた

場合の経済成長モテゃルは，次のようになる。

(6.1) Y=F(K，N，L) 

FK>O， FN>O， FL>O， 

FKKく0，FNN<O， FLl<O 

(6.2)** qP+(l-h)ρ=iP 

(6.3) q=lう

(6.4) i=m 

(6.5)料 K=sπ(Y-RN-iPL-hρL)

+ swRN+sLiPL+sGhpL 

(6.5)'** K =s.(rK-qPL) + swRN+sLiPL 

+sGhρL 

(6.6) FK=r 

(6.7) FN=R 

(6.8) FL=ρ 

(6.9) N=Noe" t 

(6.10) L=Loe' t 

(6.11)α+n=h+z 

変数 k=KjNおよび x=PLjNを導入し，uパーセントの土地保有税が課

せられた場合の分析方法と同様の方法によってhパーセントの未実現キャピタ

ル・ゲイン課税がおこなわれた場合の体系の動きを記述する微分方程式を導出

すれば，次の (6.43)，(6.43)'と (6.44)がえられる。
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(6.43) k=sπI(k， l)ー(s.-Sw){f(k， l) -klk (k， l) -lfl (k， l)} 

一(sπ-sL)ix一(s.-sG)hlll(k， l)一(α+n)k

(6.43)' k=s.{klk (k， l) + (l-h)111 (k， l)} 

+sw{f(k， 1) -klk (k， 1) -111 (k， l)} 

ー(s.-sL)ix十sGhll1(k， l)一(α+n)k
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(6.44) x={i+z一〈α+n)}x一(1-h)lfz (k， l) 

さて，hパーセントの地代課税がおこなわれた場合における均衡成長経路

(k，のの一意性を証明しよう。 (6.44)において，ゑ=0とおくと，

(6.45〉 pikE弘金J2
+{z-(α+n)} 

をえる。 (6.45)を (6.43)に代入すると，

(6. 46) J(k)~kl 
Ix=O， x>O 

=s.f(k，/)一(S.-Sw){f(k， l)-kfk (k， l) -Ifz (k， l)} 

ー(α+n)kー(S.ーsG)hlfz(k， 1) 

、、』ノL
 

co 
ed 

f
t

、

をえる。 (6.46)を hについて微分し，J(k) =0の点で評価すれば，

(6.47) Jk (k)1 =S./k (k， 1) + (s.-sw) {kfkk (k， 1) +lflk (k， I)} 
IJCk)=0 

-(α+n)一(SπーsG)hlfzk (k， 1) 

ハ
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で
げ

h
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となる。ここで簡単化のために，企業家の貯蓄性向 S.は，地主の貯蓄性向 SL

に等しく，かつ，それは，労働者の貯蓄性向 Swや政府の貯蓄率 SGを下回ら

ないと仮定しよう。そうすると，上式より ，J(め=0において

S./k (k， 1)一(α+n)三o

が成立するならば， (6.47)は負となって均衡成長経路の一意性が証明される。

ところで， (6.43)'より ，J(め=0の点においては Sπfk(k，/)は， α+nより

も小さくなければならない。かくて，企業家の貯蓄性向れは，地主の貯蓄性

向 SLに等しく，かつ，労働者の貯蓄性向 Swや政府の貯蓄率 SG よりも小さ

くないという仮定のもとで，

J.(k)1 <0 
IJCk)=0 
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となり，hパーセントの地代課税がおこなわれた場合における均衡成長経路

(k，のの一意性が証明された。

hパーセントの地代課税がおこなわれた場合の均衡成長経路における地価上

昇率と地価水準を考察しよう。 x==PLjNの両辺の対数をとって微分すると，

必=0の点においては，

t=α+n-z 

となる。すなわち，均衡成長経路における地価上昇率は，技術進歩率と労働人

口増加率の和から土地供給増加率を差し引し、た値に等しく，この値は，hパー

セントの地代課税が課せられるか杏かには依存しない。

(6.44)において x=oとおき， (6.8)および (6.15)を考慮すれば，hパー

セントの地代課税がおこなわれた場合の均衡成長経路における地価水準は，

(l-h)p 
(6.48) Ph=工子

C1-h)ρ 
tー (α+n-z)

となる。

生産用土地に地代課税がおこなわれでも均衡成長経路上における地価上昇率

は変化しないから，地代課税は，資産均衡の条件を変化させない。すなわち，

土地課税がおこなわれない場合の資産均衡の条件は，i>lうであるが，これは，

地代課税がおこなわれた場合の資産均衡の条件にもなっている。土地保有税や

未実現キャピタル・ゲイン課税が，資産均衡の条件を変化させる効果をもって

いるのに対して，地代課税は，資産均衡の条件を変化させない点で異なってい

るといえよう。

6. 7 比較静学一一地代税の効果

本節においては，hパ{セントの地代課税が kおよび Z の均衡値にどの

ような影響を与えるか，また，それはどのような経済的含意をもつかについて

考察しよう。
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(6.43)および (6.44)において，k=x=Oとおき， 全微分すれば，次の連

立方程式をえる。

s./. (k， 1)ー(α+n) 一(SπーSL)i i (dk i 
Ild万|

+(Sπ-Sw){kfkk(k，l)+ぴ/k(k，l)} I I 
(6.49) 

一(Sπ-sc)hl/k(k，/)， I I 
I I dx I 

一(1-h)lflk(k，l)， i+z一(α+n)) l dh) 

=[… 
一lぴ了I(k， 1) 

行列 (6.49)の行列式 M は，

(6.50) M=  (S.fk (k， 1)一(α+n)+ (s.-sw) {kfkk (k， 1) +If， k (k， I)} 

一(s.-sc)hlflk (k， I)J {i +z一(α+n)}

一(1-h)ぴ'k(k， 1) (s.ー sL)i

である。 (6.50)は，企業家の貯蓄性向んは，地主の貯蓄性向 SLに等しく，

かつ，それは，労働者の貯蓄性向 Swおよび政府の貯蓄率 Scよりも小さくな

い，すなわち，S，=SL二三Sw，Scという簡単化の仮定のもとでは，負の値をとる。

クラメルの公式より，

dk 1 
(6.51) 百万=ゴI1({i+z一〈α+n)}(s.ー sc)lf，(k， 1) 

-i(s，-sL)lf， (k， I)J 

dx _ lf， (k ハ
(6.52) ヲ1万一一-E」〔α+n-S./k (k， 1)一(S.-Sw){kfkk (k， 1) 

+ lfl • (k， I)} + (s.ーsc)lf，.(k， I)J 

をえる。

(6.51)と (6.52)の符号については， (6.30)と (6.31)および (6.41)と

(6.42)を (6.51)と (6.52)と比較すればわかるように，土地保有税および

未実現キャピタル・ゲイン課税の場合と同ーとなる。すなわち，S，=SL=むな

らば，dkjdh=Oとなって，hパ{セントの地代課税は，均衡資本・労働比率 h

を変化させなし、。しかし，Sπ=SL>SCならば，hパーセントの地代課税は，均
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衡資本・労働比率 hを低下させる。 (6.52)の符号については， Sπ=SL>SG， Sw 

が成立するかぎり，hパーセントの地代課税は，xを引き下げる効果をもっ。

(6.51)と (6.52)の経済的含意について考えよう。 (6.51)からわかるよう

に，企業家の貯蓄性向らが地主の貯蓄性向 SLに等しいという仮定のもとで

は，生産用土地に対する hパーセントの地代課税の強化は，企業家が毎期政府

に支払わなければならない地代税額 hρLの変化を通じて社会全体の貯蓄を変

化させ，かくて，均衡資本・労働比率 h に影響を与える。企業家の貯蓄性向 S~

と地主の貯蓄性向 SLが等しいと L、う仮定のもとで，企業家の貯蓄性向れが，

政府の貯蓄率 SG を上回るならば，地代税額 hρLの増大は，社会全体の貯蓄

額を減少させ，均衡資本・労働比率hを低下させる効果をもっ。企業家の貯蓄

性向 S.，地主の貯蓄性向 SLおよび政府の貯蓄率 SG がすべて等しい場合に

は，地代税額の変化は，社会全体の貯蓄額に変化を与えず，したがって，地代

税率 hの変化は，均衡資本・労働比率 hに影響を与えない。

以上述べたように，地代税率の強化が，均衡資本・労働比率の符号に与える

効果は，土地保有税率や未実現キャピタル・ゲイン税率の強化の場合と同一で

ある。ただ違う点をいえば，土地保有税率Uや未実現キャピタル・ゲイン税率

T の強化は，課税以前から資産均衡の条件が成立しているかぎり，全体として

は，土地保有税額 uPLや未実現キャピタル・ゲイン税額 rTPLを増大させ

る効果をもつが，その効果は，土地保有税率Uや未実現キャピタル・ゲイン税

率τの増大が均衡土地価格を下落させる効果によって部分的に相殺される。こ

れに対して，地代税率 hの増大は，地代税額 hρLを増大させる効果をもち，

この効果は，均衡土地価格の下落効果によって相殺されることはない。

生産用土地に対する地代課税の強化は，どのようなメカニズムを通じて均衡

地価水準に影響を与えるであろうか。 (6.48)から明らかなように，地代税率 h

の増大は，さしあたり，土地価格を下落させる効果をもっ。(帰属〉地代は，

土地の限界生産力に依存するから，地代税率hが土地価格を下落させる効果

は，土地の限界生産力が大きいほど大きい。ところで，長期的な均衡土地価格

は，均衡資本・労働比率hにも依存するが，すでに明らかにしたように，企業
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家の貯蓄性向れが地主の貯蓄性向 SL に等しいという仮定のもとでは，企業

家の貯蓄性向 S. が政府の貯蓄率 SGを下回らないかぎり，均衡資本・労働比

率 hが上昇することはない。したがって，Sπ=SL~三らという仮定のもとでは，

地代税率hの上昇は，長期的な均衡土地価格を下落させるといえる。

生産用地に対する地代課税の均衡地価水準の引き下げ効果を土地保有税およ

び未実現キャピタル・ゲイン課税のそれと比較してみよう。簡単化のために，

土地課税がなされることによって，社会全体の貯蓄，したがって，均衡地代水

準の変化が生じることがないように政府の貯蓄率は決定されるものと仮定しよ

う。(この仮定は，Sπ=SL=SG=SWならば，常に充たされる。)(6. 27)， (6. 38) 

および (6.48)から明らかなように，次式が成立する。

一、
u
一
一，，

同

M

-・1
3

〈

¥

メ

j

h

 
p
 

が

司

if hく r(α+n-z)
i-(1一τ)(α+n-z)

司 Ph>P，

上式からわかるように，地代課税の均街地価引き下げ効果と土地保有税の均

衡地価引き下げ効果のいずれが大きいかは，地代税率 h，土地保有税率 U，企

業の借入利子率 iおよび均衡地価上昇率 α+n-zに依存する。企業の借入利

子率が低いほど，均衡地価上昇率が高いほど，地代課税の均衡地価引き下げ効

果が，土地保有税の均衡地価引き下げ効果を下回る可能性が強い。

地代課税の均衡地価引き下げ効果と未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地

価引き下げ効果のいずれが大きいかは，地代税率 h，未実現キャピタル・ゲイ

ン税率 τ，企業の借入利子率 iおよび均衡地価上昇率 α+n-zに依存する。

企業の借入利子率が低いほど，均衡地価上昇率が高いほど，地代課税の均衡地

価引き下げ効果が，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果を

下回る可能性が強い。

概していえば，均衡地価上昇率が高い場合には，未実現キャピタル・ゲイン
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課税の均衡地価引き下げ効果がもっとも犬きく，地代課税のそれがもっとも小

さいといえよう。均衡地価上昇率が極めて低い場合には，未実現キャピタル・

ゲイン課税の均衡地価引き下げ効果は，地代課税や土地保有税のそれにくらべ

て低いといえよう。

6.8結び

本章においてわれわれは，経済成長を考慮した場合に生産用土地に対する土

地課税が，生産用土地価格や資本蓄積にどのような影響を与えるかをいくつか

の簡単化の想定のもとで考察した。本章で得られた主要な結論を要約すれば，

次の通りである。

付 生産用土地に対する土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代

税を考慮した新古典派成長モテツレは，いずれも，企業家の貯蓄性向が地主の

貯蓄性向に等しく，かつ，それらが，政府の土地課税からの貯蓄率および労

働者の貯蓄性向よりも小さくないという仮定のもとで、は，均衡成長経路の一

意、性を保証する。(未実現キャピタル・ゲイン税は， (6.37)が必要。〉

伺 生産用土地に対する土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代

税の導入は，均衡成長経路における生産用土地価格の上昇率を変化させな

い。いずれの場合にも，均衡成長経路における生産用土地価格の上昇率は，

実質賃金率の増加率プラス労働人口増加率マイナス土地供給増加率に等し

い。実質賃金率の増加率プラス労働人口の増加率は，経済成長率に等しいか

ら均衡成長経路における生産用土地価格の上昇率は，経済成長率マイナス

土地供給増加率に等しいといえる。

伺 生産用土地に対する土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代

税の強化が，均衡資本・労働比率にどのような影響を与えるかは，企業家の

貯蓄性向，地主の貯蓄性向および政府の土地課税からの貯蓄率に大きく依存

している。すなわち，土地課税以前から資産均衡の条件が成立しているもと

では，企業家の貯蓄性向が地主の貯蓄性向に等しく，かつ，それらが，労働

者の貯蓄性向および政府からの土地課税の貯蓄率を上回るならば，これらの

110 
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土地課税の強化は，均衡資本・労働比率を低下させる。企業家の貯蓄性向，

地主の貯蓄性向および政府の土地課税からの貯蓄率がすべて等しいならば，

これらの土地課税は，均衡資本・労働比率を変化させなL、。

伺 企業家の貯蓄性向と地主の貯蓄性向が等しく，かつ，それらが，労働者の

貯蓄性向および政府の土地課税からの貯蓄率を下回らないという仮定のもと

では，土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代税の強化は，長

期的な均衡地価水準を引き下げる効果をもっ。

伸生産用土地に対する土地保有税，未実現キャピタル・ゲイン税および地代

税の均衡地価引き下げ効果を比較すると，概していえば，均衡地価上昇率が

高い場合には，未実現キャピタル・ゲイン税の均衡地価引き下げ効果がもっ

とも大きく，地代税のそれがもっとも小さい。均衡地価上昇率が極めて低い

場合には，未実現キャピタル・ゲイン税の均衡地価引き下げ効果は，地代税

や土地保有税のそれにくらべて小さい。

約土地課税が存在しない場合の資産均衡の条件は，企業の借入利子率 i>予

想地価上昇率qが成立することであり，この条件は，地代税が謀せられても

変化しない。これに対して，uパーセントの土地保有税が課せられた場合の

資産均衡の条件は，i+u>qであり rバ{セントの未実現キャピタル・ゲ

イン税が課せられた場合の資産均衡の条件は，i>(lーのqである。すなわ

ち，資産均衡の条件が成立していない場合には，地代税は，資産均衡の条件

を成立させる機能をもたないのに対して，土地保有税および未実現キャピタ

ノレ・ゲイン税は，税率を適当に定めることによって，資産均衡の条件を成立

させる機能をもつのである。そしてこの機能は，土地保有税よりも未実現キ

ャピタル・ゲイン税の方が大きい。
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第 2-第 6章の補論 I

経済成長と住宅地価格

地価予想、と安定性一一

第2章，第 3章，第 5章および第 6章の住宅地価および生産用土地価格の決

定を内生化した経済成長モテ、ルにおいては，分析を容易にするために，予想地

価上昇率は，現実の地価上昇率に等しいように調整されるとし、う仮定を設けた。

その結果，均衡成長経路は，不安定的となっている(正確には，均衡成長経路

は，鞍形点となっている〉。形式的にいえば，均衡成長経路が不安定的なもとで，

労働者や企業家の借入利子率の変化や土地供給増加率の変化，あるいは，各種

の土地税制が均衡資本・労働比率や均衡地価水準に及ぼす影響を考察すること

は，限定された意義しかもたないといえよう。小論は，住宅地価の決定を含む

経済成長モデルを例にとって，均衡成長経路が安定的となるような予想地価の

決定式を導入し，このような想定のもとでも，第 2章の対応する箇所で得られ

た主要な結論は妥当するということを示したL、。

以上の問題意識にしたがい，まず第 1節では，予想地価上昇率の変化を含む

ようなー部門の新凸典派成長モデルを構築する。この場合，正常地価上昇率と

いう概念が導入される。第 2節では，モデルの体系を記述する二つの基本方程

式を導tl¥し，体系の安定性を吟味する O 第 3節では，恒常地価上昇率という概

念を考人し，これと第 l節で導入した正常地価上昇率との関連とを論じた tで，

恒常地価上昇率の安定性を吟味する。第 4節では，労働者の借入手Iff率と士地

供給mJJl1本の変化が.均衡成長経路 Lの資本・労働比率，地価 l二昇率および地

価水年に及ほ寸効果を分析する O
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1.モ ア jレ

本節におげるモテールと記号は，以 Fの通りである。

一部門の封鎖経済を想定し，生産要素としての上地は無視する。すなわち.

生産物 Yは，資本 K と労働 Nを投入することによって生産され.生産物(土.

生産財にも消費財にも転用可能であると仮定する。生産関数は， ・次同次かっ

二回連続微分可能であり，資本と労働の限界生産力は，正で逓減的であるとす

る。さらに，毎期 αの率でハロッド中立的な技術進歩が生じているものとする。

このことから.生産関数は，

(1) Y二 F(K，Ncat
) = F(K， N J， 

l公>0， F，;; > 0， FKK < 0， Fjiiv < 0 

となる。ただし，ここで N 二 Ncatである。

今，簡単化のために，すべての労働者は土地を所有しておらず.企業家から

受け取る賃金で地主から生活に必要な土地を価格 Pで購入するものとしよう f
、

労働者が上地を購入する場合には， 一定の借入利子率 iで無限期間にわたって

借入可能と想定しよう。このように想定すれば，労働者が賃金から毎期支払わ

なければならないー単位、月たりの土地購入費は，iPとなる O 他方，すべての企

業家・地主は，土地を所有し，生活lこ必要な上地を購入する必要はないものと

する。

以上の想定のもとで労働者が価格 Pのり白を購入する場合の均衡条件は，

(2) qP十ρ二 iP

となる O ここで qは， 予想、地価上昇率， ρは，地代をあらわすものとする。

労働者に土地を売却した地主は，労働者が七地購入に支払った額を厄子にし

て，収益率 jの七地以外の代替的資産からの収益で生活するものとする。すな

わち， U白を売却した地主は，実質的には，いわゆる I金利性市計」として生

活することとなる。分析を特易にするために，次の仮定を設けよう。

(3) i = } 
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労働告の11'[へ平IJi三本 i7J;，地主の卜j也以外の代得的賛同fーからの収能不上式;工

jに等しいという{反'どをIFしている O

けくU)ょう;こiUiメζしよ白)0 111E!地1u!ilj'十本 υの動きにつし、ては，

d二 ε(ii-q)，ε> O. (4) 

ここで， ij:工， JI:常地価上'11本であり ，q i土，qを時間で微分した値，dq/ dtを

上地価上昇率は，人勺(士.過去の地価上昇についての経験から，ポしている勺

長期平均的にほ正常と考えられるような一定の地価上界ゃ卜/:喜を繰り jMすが，

人々が長界ヰ ijをもつものと考えるであろう C すなわち，正常地価上昇率は，

パラメーさしあたり，期的にJ!.常と考えるような t観的な地価上昇率であり，

ターであると想定している O 例えば，経済が長期的に均衡成長経路をめぐって

正常地価1::昇ー率は均衡地価上昇率に等しくなる循環的に変動しているならば，

正常地価上昇か，経済が長期的に均衡成長経路よりも上方に位置するならば.

各時点で形成ギ :t，上~J 街地1iHi 卜.舛ギも tijl 、であろう。 (4)の意味するところは，

さわろ子 1~IJ1!!Mi 1'11千;{fが， lE?布地価ヒ昇率 i.jをと回るならば (ij< q)，予想、

予想地価}昇ド回るならば (ij> q)， ti!!.{[lti )-:舛;f:q iiドJj修lEされ (Ij< 0)， 

*q:主上)j修11こされる (Ii> 0)ということである C

以上の仮定のもとで貯蓄関数を考えよう。実質賃金から土地への支払いを差

しづい、た部分，平IJi問所得および地主の所得の a 定割合が貯蓄され，貯蓄はすべ

て投資されるものとすれば.

K == sπrK十五 ，， (R入!-iPL)十saPL(ユ)

R 実質itr 干1)潤本，ここで K 投資(二資本の増加分ただしをえるら

労働r;が購人した L地，S n .利潤所得からの貯蓄性|白~(企業家の貯菩金ヰ:， 1， 

51 j:也1:の貯蓄性向である O出M ・労働針の貯菩1"U(，1.
'
 

j
 

f
l
 

i
 

p
 

-

ーうζ書I){，))1動向 lt. 実質託金から 1:地ヘの立払いを々しつIl、た残りの部分の

労働者の消費財への支出を Cω と thば，をIftR!すると {h'，じして L、るから，

111 -3 

(j --s" )(RN -il)I，) 

ょがIJ!(¥'，する ι

(、“)
 

-
}
 

{
 

(
 



一・次同次の生産関数を仮定しているから.平lJi間率維大を日標とする競争的な

企業家は，資本および労働の限界生産物が利潤本および実質賃金本に等しくな

るように技術選択をおこなうであろう。かくて

(7) FK
二 y

(8) F下= R

が成立する。ただし，FKは，資本の限界生産物である。

土地と労働は，それぞれ Z，nの率で指数的に増大しているものと想定しよ

う。そうすると

(9) L = Loezt 

(jO) N = Noe"t 

をえる。ただし.Lo. Noは，土地および労働の初期値である。

地代関数を考えよう。簡単化のために，労働者はすべて|寸ーの選好態度をも

ち，次のような対数線型の効用関数 U をもつものと似定する。

L ， ，. Cl. 
(11) U = a log万+blOg-~v 

= a log 1 + b log m 

ただし，1 = L/N (労働者一人当たりの土地消費量)， m 二 C，，/N(労働者会

人当たりの消費財への支出〕であり，変数であるが a，bは，労働者の土地と

それ以外の消費財に対する選好の強さを示しており，定数と仮定されている。

労働者が地代を支払って地主から生活に必要な土地を借りる場合には. ((i)に

相当する式は，

((i)' Cu= (l ~su)(RN ρL) 

となる。((i)'を N て、割れば，

(]2) m ニ (l ~Sw)(R~ ρ!)

をえる。労働者は.(j2)の制約のもとで効用関数(]I)を版大化するように 1，mを選

択するとすれば，地代関数は，
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第 2 第 6章の補論 I 経済成長と住宅地価格

J
 

J
 

J
 

α R ([ R入'
(!ィ b 1 (J' b J> 

士f正る〆

Uf'.に.to，、て，変数(土，Y. K， S可 L，r， R，ρ，αおよび Pの 9個であり，

j虫)~!~した }j程式の数;土 11 ん 121 ， 1-4)， I;)J， (，!， (8)， (9)， (IO)および(]3)の 9(問であ

り，体系は.完結している。

2. 基本方程式の導出と体系の安定性

本節では，新たな変数 k三 K/人および qにより，体系の動きを記述する微

分jl科式を導出した後に，体系の安定性を吟味しよう。(1)より，

/ f( ，¥ 
(]1) y = F(;可，リエ /(kJ

をえる。ただ L，y = Y/Nである。 (].1)を K，N で微分すると，

(]5) Fh工ん(ん)

(16) F，二 {f(kJム(，，(k)}cot 

をえる o k=K/Neotの対数をとって微分し，(IO)を考慮すれば，

(]7) k = K ~(α 十 J/)

をえる。ここで，k = k/k， K ニ K/Kである。 (5)に(2).(7)， (8)， (13)， (I5)および

(I6)を考慮すれば，

側 2二五 πん(k)十 71f(k) 払 (k))

+ i (SIて-Sl¥') a {f (k)~kJA I?)l 
k υ+b) (i ~q) 

となる。(]7)を考慮して(I却を整即すれば，

(]日) k 二五 πk/k( 企)十 sll {f (k)~kfk(!<l)

(f(ん )~kfk(k))
十 i(SI-S~)-1 (~ 1J_\n'/:-__~!1'-~'J__(α 十 n)k

(α十b) (i--q) 

をえる。(]!))と qにつL、て微分JH¥"式(4)，すなわち，

111 う



dニ dii -q)， e > 0 

体系を記述する基本方程式である。

(4) 

1う"

体系の均衡点 (k*，q) > (0， 0)の安定性を吟味しよう。(i紛と(4)を均衡/i，(k*， 

q)で評価した Jacobian行列 j*を求めると，

仙
川
一FE 

f
r
F
ヘ

'hk-け

y

一一一

q

k

一

(・
1

h
u
u
ハ

α
1
n
 

)
十

n
N
l
M
 

I
 

c
d
一

t
R
 

(
 

ム
H

J
j
 

'hκ uw 
c
、Uπ

 

P

、U+
 

n
 

+
 

α
 

，R
 

ム
un

f
j
 

π
 

cu 

i( SL -S w )ak!kk(k) 

(α 十b)(i-ii) 
ノネ士A

u
v
 

h
H
W
 

ε 
ハリ

したカ;って，をえる。

州 ε(川(ん)-(α 十 η)十 (Srr-S，， )k!"k(ん)

i(SL -SII )ak!kk(k) 1 
(σ+ b)(i -(/) 

tracej* = srr!k(k)-(α十 l1)+(SπS1¥ )k!ku(k) 

i( S L - 5 l¥ )akjい(α)

(a + b)(i -(/ ) 

それぞれLi:¥: は.ここで， (2)および(]6)を考慮すれば，をえる O

detj*工 5π!k(k)-(σ十 n)

( ， ， i!'!， I 
十 kUk(企)j(Srr-5w)ー(S 1 - S 11 )-'/):; f l' V"  V ."  ''''  V '"  R!v' J 

traceJ* - 5π!k(k)一(α 十n)

+k!kk l¥，)rr ，)111 ¥，)1 ，)W'RNJ 

となる。 (]9)より明らかなように，体系の均衡点 (k*，ij) > (0， ())にJ;¥， 、ては，

5π ーされ註 5"である泊、rり.Sπ!k(k)は (α+n)よりも 4、である泊、ら，
(21) det]* > 0 

traceJ* < 0 (22) 

となるo(2])および(幼より ，sπ主主 5r~ Sw という仮定のもとで.均衡点 (k*，ij) 

ところて、われわれは.問中化のため> (0， 0)の局所的な安定viが証明される。
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第 2 第 6章の補論 I 経済成長と住宅地価格

に S7r ミ SI主 SI¥と(ば〉ζしたが.労働者が年七十地に士、tLてを;夜、う部分 iPI，

;土.実質賃金 R/¥'のー部分で、あるから，地主の貯蓄ti一I('JS Lが.企業家の貯蓄性

1~1J S rr を)~~品にL:lIJJ らないかぎり， (2])およひ、、(22)(主!JX;ιし.したがって，均衡点の

fwJ所的な安定1生は証明できる η

3. 正常地価上昇率と恒常地価上昇率

qについての微分方程式(4)において，q 二 Oとおけぽ明らかなように，均衡点

(fC*， ij)にお1可、て(士，qτ(/ ，ナなわち， 予想地fct5 L界~(;t，正常地価上昇率に

干しくなる。ところで，すでに述べたようにj1常地価上昇率とは，人そが過玄去. 

の粁験治か、らi.l観到的に l庁正l王:γ1，17市，

寸なわ宇ちJ，体系内在1;ヵ通らそれを変更する愛国を合壬なしという;昔、味lこ;おL、て長

期的に持続可能な地価 L昇率であるという保証はなL、。正常地価上ー昇率が.恒

市地11thJ'.討ヰ:と異なる場fTには， 人そ(土正常地価 k昇率を修正するであろう。

それで:t.'11i常j也lofi". '11本:土. とのようにして決?とされるであろうか。 (2)，

(札 11出および(161より，均衡点 (k*，ij)に;tjいて(土，地価/片;工，

ρ _ aU(k*)-k*ノーた(k*)}lv'c酎
(23) 1'*ニ「

(i-(n ρ十 h)( i -ij )/~ 

となる。f-.式に(9)および(10)を考慮すれば.均衡地価卜ー昇率 1'*(土，

cw P'二 j戸ニ α十 1/-rn 

となる o(24)よりわかるように，均衡地価上昇率 P本;土.地代上昇率 f に等しく，

それは，技術進歩率 α ブ3ラス労働人 IJ増加本 11"イ「ス u也供給土台加ネ m に

芋しい。もしrI常地価1:対ヰ、 dが， (J *に手しいならば.そこで'V見さiLている

地価 L列ヰ;(1，長期的にn続11f能な地価上何本である。そこで、われわれは， (23) 

によって決まる地価上昇率 P*をh帆I一常地f価出 l上-持=ヰ率宇存iと日

l正iE;:常常地1価価曲面i1上:界2率キ卒 ijと↑恒Il常地f悩曲ト今J争界界11一Lネ率干容ミ l'同$は. どのような関係にあるだろう

か。 f想地価 Ur.本 qがJE常地価トー汗ヰ ijに収束する速度にくらべて，正常地

価上昇率 dが，↑II常地価 L~I 本 JÎ* に適応する J主「支は，はるかに遅いと想定し

1 II 7 



ょう O その場合には，正常地価上昇率の修正(土，実現された恒常地価上村ヰくに

もとづいて行われるものと想定できる。したがって，

(25) ij = I(P本 ij)，1 > 0 

が成立する 1)

(25)のように想定したもとで ijは.恒常地価上昇率 Pキに収束するであろう

か。あるいは， σとP'との議離はますます拡大するであろうか。それを知るた

めに， (25)を dで微分して， (24)を考慮すると，

万 IdP' ¥ 
側一日一 II-~J了一 1)=-1<0

dij '¥dij '/ 

をえる。聞から明らかなように.ij ，土.恒常地価1:持率 P*に収束するのて、ある Q

正常地価上昇率 qが. (24)で決定される恒常地価上昇率 f片に以来するなら

ば，自ij節の議論から容易にわかるように，予想、地価 k持率 qi土，恒常地{iIfi卜.'11

率 P'に収束し P* ij*ニ♂は安定的な均衡点となる。

4. 比較静学

今までの議論から明らかなように，均衡点 (k*，♂)は安定的な均衡点、であ

る。ただし，ここで♂ =P' = ij本である。本節では，労働長のm入手IJr* iお
よび土地供給増加率 zの変化が，kおよび qの均衡値にどのような影響を及ぼ

し，その結果，資本蓄積や均衡地価水*にどのような影響を与えるかを考察し

よう。まず，労働者の借入利子率 iの変化の及ぼす効果を分析しよう。

(J的および(25)におし、て，k=ij=OとおL、て令:微分すると，次のj主iUH'r"式を

える。

1) 本節のJt常地価上昇ヰiとわ1常地価 IJ.レネにつL、ては ι¥'J:IfC/..I経済変動のf早

ロ命 ( 11 本経済新聞社， 1982午)が参与になった。
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経済成長と住宅地価格第 2ー第 6章の補論 I

月 π/;，， (k) ー (α 十 n) → (S 作 ~Sll )k/ki<(k 
i(SL~:)" )a υ'(k)~k/た (k

(α+ b )(i --ij f i( :)，-SI¥ )(lk/hk(k 
(η 斗 h)( i -' (! ) 12i) 

y 

0， 

dk* 
di 

q(S/.--SI¥)ρ(f(k)← hん(k)}

( a + b )(i ~ ij )2 

。dq* 
di 

ここで σ本土 q*= P*である。ただし，

1/(ι，-S 1¥ )α(f(k)-!，:fk(k)} 
({/十 b)(i~ 1712 

クラメノLの土:式より，

Y 

J 
d/(* 

---r ーレだたをえるむ

J 二 γ(山 (k)ー (α十 11)十 (sπS1¥ )!，:f kk( k ) 

i( s， -， s" )akjkk(k) i 
(α+b)(i-q) 

である o S rr ミ~ SI. > 51¥であるかぎり ，.1の符号;土正であるから，S，， ;;;;SL>Sfl

という想定のもとでは，

dk傘

‘ぃ.;0 
(1/ 

(2時

[，村長にしてとなる C

dq* _ " 
di 

労働者の借入利子本 1の引きトーげは，均衡資本・労

働比率 Fを 1"月させるが，均衡地価 L界不♂ =P*は.変化させないことがわ

(29) 

となる。 (2ゆおよび(29)より，

かる。

ところで.労働街の借入利了本 jの引き下げは，均衡地価水準 P'にどのよう

な影響を及ぼすであろうか。/，.と P'UNはい]方向に動くことを考慮すれば，

111-9 
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d (P*L¥ a[k*!kk(k*)ダ(i-q*)十{f(k*)-k* !k(k* ))] 

di ¥ fj J一 (a+b)(i-q*)2 一¥り
13ゆ

をえる。

均次のように解釈できる。労働者の借入干1J1率 iの引きドげは.(2日と(30)1主，

衡地価上昇率♂ =P*を変化させないから，均衡地価;j(i$P本を j-.対させる。

P*が上昇するた他h¥地主の年奇の所得 iP*Lは iの低下にもかかわらず，

労働者の貯蓄1'1二向$>>を上めに増大する。このことは，地主の貯菩性向わが.

したがって，資本蓄積を促進する効果をもっO回るもとでは.k*を上昇させ.

F および♂に及ぼす影響を考察しよう。(]削土地供給増加率 zの変化が，

次の連立方程式をえる Oよび聞に(24)を考慮、すれば，

5π!k(kJー (α+η )+(Sπ Sw Jk!kk(k J 
i(SL --s" )a{f(k )-kj，，{k J) 

(α十 b)(i-q)2 i(SL-SW)ak!kk(k 
(o+ b)(i -q) 

)
 

-qベυ(
 

Y 

-
p
'
1
1
8
1
1
1
J
 

K
 

n
h
 

'R-一円

y
一一一
Q

)一，R
一一

(一

i
/
一
(

l
L
k
y
 

d
一
b

)
↑
十

川一

d

《
U

一

0， 

γ
'
 

r
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L
 

一一

dk* 
dz 

dq* 
dz 

Sπ 主主 SL> S>>のもとでは.(3])より，

2y i(SL-S外 )rz{f(k)-k!，，(k)} 
ヮ <0 

L1 σ十 h)(i-ITl" 
dk* 
dぷ

(;l2) 

町二 ~Lrr!k( 企 )-(α+η )+(Srr-S" Jk!H(kJ 
}z L11 

)
 

3
 

q
4
J
 

(
 

l~J徐rft t-:・労働比ネ F

i (可l.-S防)rzk!kk ( k) 1 /ハ

(α+ b)(i -rj) ¥り

t地供給1衿加率 zの増大(土，

を低下させ，均衡地価上昇率♂ニ P*を低ドさせることがわかる。

となる。 (32)および削)より.

均衡地価水準 lリにどのような民間;をうえるで

同 JjI;，nこ動くことを 15llI:;:-.j A L (f. (2:1)より.

|地供給明IJI]本 zの明大は，

あろうか。 P*とPりNは.
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第2 第 6章の補論 I 経済成長と住宅地価格

dk* 
/ ¥ ηak*へ勺eん/d/P戸*¥ "'".''(~\''' '(1.必

(34) ~ I '，~ I = 一ー 一 <0
dz ¥八r/ (a十h)(i -q*)2 L 

をえる。 (34)より. L地iJU(μt削日率 zのi曽太:1.均衡地価水準 P*をド落させるこ

とがjコかる O

ところで.(28) -(30)および(32)-(31)より，興味深い結論が導き出せる。すなわち，

労働者ーの借入利子率 jの引きドげは，土地供給増加率 zの増大を伴わないかぎ

り，均衡地価水準 P*を引き上げ，労働者が賃金のうちから地主に年々支払わな

ければならない負担額 iPホLを増大させる。地主の貯蓄性向れが労働者の貯蓄

性向 SH をI: [~)J るならば，このことは，社会全体の貯蓄を高める。そして，貯蓄

がすべて投資されるならば，均衡地価水筆の上昇にもとづく貯蓄の増大は，資

本蓄積を促進する効果をもっO
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第 2 -第 6章の補論II

経済成長と住宅地への保有税

未利用地を与慮した場合一一一

第 1章~第 6章においては，土地はすべて生活用あるいは生産用に使用され，

しかも 1~地供給は一定率で、増大するものと想定した。小論は住宅(予定)地へ

の土地保有税を含む経済成長モデルを例にとって，未利用地が存在する場合の

新古典派成長モデルを構築し，土地保有税が住宅地価，資本・労働比率および

土地供給(売却)比率にどのような影響を与えるかを考察することを目的とし

ている O

以下では，まず第 l節において，未利用地が存在する場合の土地保有税を含

む新古典派成長モテ、ルを構築する。第 2節では，体系を記述する三つの基本方

程式を導出し体系の安定性を吟味した後に，均衡地価および均衡地価上昇率

を規定する要閃について述べる。第 3節では，労働者が購入した土地への土地

保有税率と土地供給者(地主)が保有する未利用地への土地保有税率が等しい

場合に土地保有税率の変化が，資本・労働比率，予想地価上昇率および土地供

給(売却j比率にどのような影響を与えるか，その結果，均衡地価や労働者の

毎期の支払い負担額にどのような影響を与えるかを考察する。第 4節は，労働

者が購入した土地に対する土地保有税率の変化が諸変数にどのような影響を及

ぼすかを考察する。第 5節では，地主が保有する未利用地への土地保有税率の

変化が，諸変数に及ぼす効果を分析する O

1. モデ ル

本節におけるモデルと記けは，以卜の通りである。

一部門の封鎖経済を想定し，生産要素としての土地は無視する。すなわち，

生産物Yは，資本Kと労働Nを投入することによって生産され，生産物は， 1:. 
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産財にも消費財にも転用可能であると仮定する。生産関数は次同次かっ二

回連続微分可能であり，資本と労働の限界生産力は，正で逓滅的であるとする。

さらに，毎期 αの率でハロッド中立的な技術進歩が生じているものとする O こ

のことから，生産関数は，

(1) Y = F(K，Neα')ニ F(K，N)，

FK > O，Ff.i > O，FKK < O，Ff.if.i < 0 

となる。

今，簡単化のために，すべての労働者は土地を所有しておらず，企業家から

受け取る賃金で地主から生活に必要な土地を価格Pで購入するものとしよう。

労働者が土地を購入する場合には，一定の借入利子率 iで無限期間にわたって

借入可能であるが，購入した土地については，地価 Pに対して毎期的ノ4一セン

トの土地保有税を支払わねばならないものと想定しよう。このように想定すれ

ば，労働者が賃金から毎期支払わなければならない一単位当たりの土地購入費

は，iPであり，土地保有税は U，Pである。他方，すべての企業家・地主は，土

地を所有し，生活に必要な土地を購入する必要はないものとする。

以上の想定のもとで労働者が価格 Pの七地を購入寸る場合の均衡条約二は，

(2) qP +ρ- u，Pニ iP

となる O ここで qは，予想地価上昇率， ρは，地代をあらわすものとする。

次に， 七地供給量(売却量〕の動きについて考察しよう。今， 11を!:地供給(ヶピ

却)比率，すなわち，土地の存在量Lに対する労働者の住宅用に供給(売却)さ

れた七地Lの比率 (v主 L!L)，Zを土地供給者(地主)の割引率，めを未利用

地に対する七地保有税率とすれば v は，次のような動きをすると~えられる。

(3) 1;ニ z(u)一(q-U2). 

Z(u) > (q-U2)ならl工， 1" > (). 

z(u)三 (q--U2)ならば 11 二 O

ZII < (). 

ここで，れに vを時間て、微分した伯，du/dtをぶしている o h:¥:u川2、味-J-ると
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第 2ー第 6章の補論II 経済成長と住宅地への保有税

ころは，土地供給者(地主〉の割引率 Zが，予想地価上昇率マイナス未利用地

への土地保有税率(q~ Uz)であらわされる未利用地の予想収益率を上回ってい

るならば(Z(v)> q~ U2)，地主は土地供給(売却〉を増大させ(ジ>0)，等しい

か下回っているならば(Z(v) 壬 q~ U2)，土地供給(売去のをやめる(ジ =Ojと

いうことである。

ところで， (3)において，土地供給者(地主〕の割引率 Zと土地供給(売却)

比率uとの聞には逆行関係が想定されているが，これは，次の理由にもとづいて

いる。土地は保有するだけでは収益は実現できず，売却することによってはじ

めて収益を実現できるから，土地を未利用の状態で保有し続けている地主も毎

期的ノ4一セントの土地保有税が課せられた場合や大幅な消費の増大を望む場

合には，保有している土地の一部，または全部を売却して収益を実現せざるを

得ないであろう。このような場合には，地主の割引率は主観的な時間選好率を

あらわすことになり，時間選好率の大きい地主から土地を売却していくことに

なる。以 l二によって，土地供給者(地主〉の割引率 Zと土地供給(売却〕比率

uとの聞には逆行関係が存在することがわかった。簡単化のために Zは Uの変

化にしたがって連続的に変化するものと仮定すれば，Zv < 0が成立する O

労働者に土地を売却した土地供給者(地主)は，労働者が土地購入に支払っ

た額を元手にして，収益率 jの土地以外の代替的資産からの収益で生活するも

のと想定しよう。簡単化のために労働者の借入利子率 jと土地供給者の他の代

替的資産からの収益率 jの聞には次の関係が成立するものとする。

(4) ニ j+g

ここで， gl工，労働者への土地購入資金の提供と地主の土地以外の代替的資産

の購入を仲介する機関の手数料，あるいは収益率であり定と仮定されてい

る。

労働~は， このイ中介機関から他人利子本 1で、無限期間にわたって住宅地購入

資令を的り人れ，労働ftに i地を売却した地 tは，収益率 jの償還期限なしの

債券をこの仲介機関から購入すると想定するわけて、ある O
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予想地価上昇率 Qの動きについては，次のように想定しよう。

(5) q = y( ij -q )， γ>0 

dは，正常地価上昇率，すなわち，人々が過去の経験から長期的に正常と考え

るような地価上昇率であり，簡単化のために，均衡成長経路に対応する均衡地

価上昇率(恒常地価上昇率〉に等しいと仮定している。正常地価上昇率が均衡

地価上昇率に等しい必然性はない。しかし，予想地価上昇率が正常地価上昇率

に適応する速度にくらべて，正常地価上昇率が均衡地価上昇率に適応する速度

の方が，はるかに遅いならば，長期的には正常地価上昇率は均衡地価上昇率に

収束するから，長期的な経路を問題とする場合には，正常地価上昇率と均衡地

価上昇率が等しいとし、う簡単化の仮定は，許容される仮定であろう。 (5)の意味

するところは，各時点で形成される予想地価上昇率 qが，正常地価上昇率(均

衡地価上昇率)ijを上回るならば (ij< q)，予想地価仁昇率 qは下方修正され

は<0)，下回るならば (σ>q)，予想地価上昇率 qは上方修正される (q> 0) 

ということである。

以上の仮定のもとで貯蓄関数を考えよう。実質賃金から労働者が購入した土

地への支払いおよび労働者が保有する土地への土地保有税の支払L、を差しfJIl、

た部分，地主の所得から地主の保有する未利用地への土地保有税の支払いを差

しヲIl、た部分，利潤所得，仲介機関の所得および政府の土地保有税からの収入

の一定割合が貯蓄され，貯蓄はすべて投資されるものとすれば，

(6) K = 5，rrK+sw(RN-iPL-u，PL) 

十sdjPL-UzP(L-L)}十spgPL

十 sc{u，PL十 UzP(L-L)}

が成立する O ただし，ここで，K:投資(=資本ストックの増加分)， r:利潤

率，R:実質賃金率， L:労働者が購入した土地，Sπ:干Ij潤所得からの貯蓄性向

(企業家の貯蓄性向)， Sw 労働者の貯蓄性向， S 1 地二主の貯蓄11:r(，]， S p イ'11介

機関の貯蓄性向， SG: 政府収入からの貯蓄率である。

ー次I寸次の生岸関数を似定しているから，平IJ潤率極大を ll1票とする競ノJr的な
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第 2 第 6章の補論II 経済成長と住宅地への保有税

企業家は，資本および労働の限界生産物が，利潤率および実質賃金率に等しく

なるように技術選択をおこなうであろう。かくて

(7) f';.二 y

(8) FN二 R

が成立する。ただし FKは，資本の限界生産物，FNは，労働の限界生産物であ

るO

労働は nの率で指数的に増大しているものと想定すれば

(9) N = Nocnt 

をえる。ただし，Noは，労働の初期値である。

労働省は，実質賃金から土地への支払いおよひ、土地保有税への支払いを差し

01l、た残りの部分の一定割合を貯蓄すると仮定しているから，労働者の消費財

への支出を Cw とすれば，次式が成立する。

(10) Cw二 (1-Sw)(RN-iPL-u1PL) 

地代関数を考えよう O 簡単化のために，労働者は，すべて同 e の選好態度を

もち，次のような対数線型の効用関数 Uをもつものと仮定しよう。

L ." Cw (]l) U 二 αlog て+blogN ' '~H'" N 

二 αlogl十blogm

ただし，1二 L/N，m = Cw/Nであり，変数であるが a，bは，労働者の上

地とそれ以外の消費財に対する選好の強さを示しており，定数と仮定されてい

る。

労働イ号が地代を支払って地主から生活に必要な七地を借りる場合には，土地

保布税の負担は地ヒがおこなうから， (10)に相当する式は，

(IO)' Cw二 (1-sw)(RN ρL) 

となる。 (]O)'をN で害IJれほ，

(]2) m二(]-s町 )(R ρL)

をえる o 'Jjj動計は， (]2)の制約のもとで効用関数(]1)を極大化するように 1，mを
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選択するとすれば，地代関数は，

a R a RN (I3)ρ 一 二一三L 一一一
ド G十 b 1 α十 b L 

となる。

2. 均衡成長経路の性質

本節では，新たな変数 k== K/N， qおよび viこより，体系の動きを記述する

微分方程式を導出した後に，休系の安定性を吟味しよう。さらに，均衡成長経

路における住宅地価格の水準とその上昇率を明らかにしよう。(1)より，

(I4) y 二 F(す1)二 !(k)

をえる O ただし，y = Y/Nである。(I4)を K，Nで微分すると，

(]5) FK ニ !k(k)

(]6) h九三 {f(k)-k!k(k) }cat 

をえる o k三 K/Ncatの対数をとって微分し，(9)を考慮すれば，

(]7) k = K-(α+n) 

をえる。ここでk ニ k/k，K 二 K/lてである o (6)に， (2)， (4)， (7)， (8)， (J3)， (J5) 

および(J6)を考慮すれば，

同正二 5πfh(k)+71f(h) 払 (k)}

(工(左)二左ù(~)L
{SI} + spg 

(α十 b) (i十 u，-q)k l 

s "u，十 S/U2-S/U" +Sr;U，十月ιぬ S (， u21 
U U 

となる。(I7)を考慮して(Iめを整理すれば，

(]9) k 二 Srrkfん(k)十h、(f(止)-kf，，(k)}

(f(ん)-kf，，(k)}
(い、5、1;+五pf{--S uμul 

(α十b) υi+ 1仏{， υ)
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経済成長と住宅地への保有税第2ー第6章の補論II

め(71)(SL k))(α十 n)k

をえる o (]9)とuについての微分方程式(3)および qについての微分方程式(5)が，

体系を記述する基本方程式である。

v*) > (0， 0， 0)の安定性を吟味しよう。(]幼， (5)およq*， 体系の均衡点 (k*，

v* )で評価した lacobian行列 J*を求めると，

1
1
1
1
E
1
4
t
i
l
l
-」

c
o
z
 

β 

Y 

* q， び(3)を均衡点 (k*，

)
 

ハ
引

U2
 
(
 

'
I
A
 

ここて、ーレだたをえる。

A ニ s，，!k(k)-(α十 11)+(Sπ-SW)k!kk(企)

k!kk(k) 
{sa+ spg-swi -Ul(Sμ、れ;)

(α十 b) (i十 Ul-q)

i
 

ru 
cu 

L
 

円、υ(
 

l
 

l
一
U

2
 u

 

。U(k)一川))isIJ・十 spg -S wi -llJ (S w -S d-ι-1 )(ーι)}
β 工

(α十b)(i十 u，-q)2 

c = aU~k)~kjk(k)}Ji~S~-SG 
一一一一一一一

一 (α+h)(i十 U，-q)v2

である。ル ス二ハーヴイッツの条件より，微分方程式(]9)，(5)および(3)の線型

次の(i ) -(iv)が化された動学体系が安定て、あるための必要かつ十分条件は，

成立することである。

(A-r+Zv) > 0， ( i ) 

ZvA -rZv-rA > 0， ( ii ) 

rZvA > 0， )
 

-
・
11
 

/
J
L
 

一(A十Zv)(ZvA-rZv-rA+r2
)> 0 (iv) 

A 

( i ) -(iv ) f土成立する O

ぺかれとなるための条利をJまえてみよう。 5π 主三 s"という赴17ζのもとで，

II 1-19 

Aがれて、あれば，ZZ!はれであるから，



が負であるためには，

(a) 5πfk(k) <α十 n

(b) PL{5U十5pg -5 wi -U 1 ( 5 w -5 G ) 

-Uz(士一1)(5C5G)}壬。

が成立することが十分条件である O 均衡成長経路上では，資本蓄積率 K/Kは，

(α+n)の率で増大しているから， (a)は，社会全体の貯蓄が，企業家の貯蓄を上

回らなければならないことを意味している。 (b)は，労働者が賃金から毎期支払

わなければならない土地購入費と土地保有税への支払いが社会全体の貯蓄を増

大させないということを意味している(たとえば，Sw二 51 三 Spと SGならば，

(b)は，必ず充たされる〉。

均衡成長経路 Ck*，g*， v*)における地価上昇率とその水準について考察し

よう。

(2)， (5)， (9)， (JO)， (14)および(J7)より，均衡地価P勺土，

(21) P* = ρ 
(i十 Ul-q*)

。{f(k*)-k* fk(k*)Noc(α+ n)t 

(a+b) (i+Ul-q*)ム

となる。上式より，均衡地価上昇率 P*は，

(22) P* = p* = α+n 

となる。凶よりわかるように，均衡地価上昇率 Pホは，均衡地代土昇率 f に等

しく，それは，技術進歩率 αプラス労働人 lJ増加率 nに等しい。われわれは，

正常地価上昇率が均衡地価上昇率(恒常地価上昇率)に等しいと仮定している

から， (5)より，均衡成長経路では，予想地価上昇率♂は，均衡地価 k昇ネ P*

に等しくなる。したがって，均衡予想地価上昇率 rもまた肢体J進歩ネプラス労

働人 rl増加率に等しくなる。

以上を考慮、すれば，凶より，均衡成長経路における地価水準 f門主，地代の JJ~

キミ ρ，労働者?の借入れ利子率 1，労働あが購人した L地への|地保イJ税率 Ul，
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第 2 第 6章の補論II 経済成長と住宅地への保有税

技術進歩率 α，および労働人口増加率 η に依存することがわかる。

3. 土地全体への土地保有税の効果

本節では，労働者が購入した土地への土地保有税率 Ulと土地供給者(地主〉

が保有する未利用地への士地保有税率的が等しい場合，すなわち，Ul U2 

uのときの土地保有税率 Mの変化が，資本・労働比率丸予想地価上昇率 qお

よび土地供給〔売却)比率むの均衡値にどのような影響を与えるか，その結果，

均衡地価 P~ や労働者の毎期の支払い額 (ip~+U)にどのような影響を与える

かを考察しよう。

(]9)， (5)および(3)において，kニ q v二 Oとおき，全微分すると，次の連立

方程式をえる O

dk~ 

s， 
du 

(23) l~' r， 
dqキ:

du 

dv' 
du 

G 

(α十h)
(f (k)-kfk(k)}r/~ ¥， /1 1\/~ ~\， X 11 HSW-SG)+(-'=~- l)(SL-scl+ /， ，"' ¥ f I U+u-q) l¥JW 0(./' ¥ V '=1¥0L  0!J" (i+U-q)J I 

o 

ここで、，

X二小 Spf-[-Swi - Ul(SW-SC)-U2(士一小一)
である。行列(23)の行列式 dctJ*は，

(21) dct J*二 rZか4

である o Zvはれであるから，前節の議論より線型化された動中休系の安定11.が

充たされたもとでは (11< 0)， dcl J勺土，負となるoUトーでは，安定性が充た
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されたもとでの比較静学分析をおこなう。

dk~ 1 a {f(k)-kfた(k)}u_ _ Jl ，¥ 
(25) 一一一 一一一一一一一一 {(Sw-sG)(~-1 )(SC5c)・

du A (α十b) (i+U-q)2 ¥v ~ ) 

(i-q)-sa十spg-5 wi) 

十」 一一色一 一一笠一一τ(SL-sd， 
AZv (α+b) (i十 U-q)v

dq* 
(26) ~ = 0， 

au 

dv* -1 
(間一一=ー >0

du LV 

をえる。

(26)-間より Ul二 U2二 Uのときの土地保有税率 Mの増大は，均衡地価上昇

率ピ三 P*は変化させないが，未利用地の持越費用を増大させることによって

土地供給(売却〉を増大させ，その結果，均衡土地供給(売却)比率 fを増大

させることがわかる。

仰の符号は，必ずしも確定的ではなL、。これは， J地保1f税率 Uの増大が社

会全体の貯蓄， したがって，資本・労働比率に対して次のような相異なる効果

をもつためである。まず，土地保有税率 Mの増大は，地価水年を引きドげる効

果をもっ。地価水準の下落は，労働者が士地購入のために俗文11支払わなければ

ならない額 iPLを減少させる効呆をもっ。地主の貯蓄性["]S 1 と仲介機関の貯

蓄性向 SPが労働者の貯蓄性向 Swを上[口]るならば (SL，5/' >sw)，このことは社

会全体の貯蓄を減少させる効果をもち，ド|口|るならば (5L，5/， < 5w)，社会全体

の貯蓄を増大させる効果をもっO

他方， t地保有税率 Uの増大は資産均衡条件 (i-q>Oが成山しているかぎ

り，全体としては，上地保有税額 uPLを増大させる効果をもつが，その効果は，

.J地保有税率 μ の増大が，地価を下泌させる効*によって部分的にヰIJ殺され

るcしたがって， +J也保有税ネ uの増大がどの科!主|地保布告t!u!JLを用);させ

るかは， 卜地保有税が強化された場介， とのれ!主，地価が卜/会する均、に依イヂす
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第2ー第 6章の補論11 経済成長と住宅地への保有税

る。ところが， (2J)からわかるように土地保有税強化の地価引き下げ効果は，

資産均衡の条件 (i-q>u)が成立しているもとでは，労働者の借入利子率 jと

予想地価上昇率 qとの差 (i-q)が小さいほど大きい。たとえば，労働者の借入

利子率 iが高く，予想地価上昇率 qが低い場合には，土地保有税の強化によっ

て，土地保有税額 uPLは大きく増大する。増大した土地保有税額 uPLが，社

会全体の貯蓄を増大させるか減少させるかは，労働者の貯蓄性向 Sw，地主の貯

蓄性向 S1，政府の貯蓄率 sι に依存する。もし労働者の貯蓄性向 Swと地主の貯

蓄性向れが共に政府の貯蓄率 SGを上回るならば (Sw，れ>Sι)，土地保有税

強化による土地保有税額 uPLの増大は，社会全体の貯蓄を減少させる効果を

もっ。ところで，土地保有税率 M の増大は，未利用地の土地持越費用を増大さ

ぜ，士地供給(売却)を促進することによって土地供給(売却)比率 Uを増大

させる。土地供給(売却)比率の増大は，未利用地を保講ずる地主が支払わな

ければならない土地保有税額 uP(L-LJを減少させることによって社会全体

の貯蓄を変化させる効果をもっ。土地保有税率 Mの増大による未利用地の土地

保布税額 uP(L-LJの減少効果が，社会全体の貯蓄を増大させるか減少させる

かは，地主の貯蓄性向 51と政府の貯蓄率五G との大小関係に依存する。もし地

1:の貯蓄性I白J51が政府の貯蓄率 S(;を上[口]るならl工(SI>5ιJ，土地保有税の強

化による米利用地の土地保有税額 uP(L-LJの減少効果は，社会全体の貯蓄を

増大させ， ドl口lるならば (SI< Sr;)， 社会全体の貯蓄を減少させる O

υ、Lより， L地保有税の強化が，社会全体の貯蓄を増大させ，均衡資本・労

働比率抗をl:昇さぜるか否かは，土地保有税の強化が，労働者が毎期支払われ

なければならない額 iPLを減少させる効宋， 七地保布税額 uPLを増大させる

効果および未利fIJ地の上地保有税額を減少させる効果に依存することがわかっ

た。

Ul =-U2 二 μのとき， 1-地保有税の強化11，均衡地価/}C準!)~ にどのような影

響を及ぼすであろうかの IJZとI吃L/N とは[liJ}JI!!Jに動くことを与慮すれは， (2]) 

より，
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d ( P~L ¥ _ -
側 l一一一)=一一一一

du ¥N ; -(α+b) 

[k!kk(k)(i + U-q)V ~~ + {f(k)-k!k(k)}{ (i + U-q) ~~ +V}] k!kk(k)(i+u q)ud十{f(k)山 )H(i十 U-q)du +vfJ 

( i十 u-q )2V2 

をえる。上式において，間より dv'/duは正であるが，dk~/du の符号は確定的

ではない。今，土地保有税の強化が，社会全体の貯蓄を変化させず，したがっ

て，均衡資本・労働比率 Fを変化させないように，すなわち，d，れ/du二 Oにな

るように政府の貯蓄率 SLが調整されるものと仮定しよう。この場合には，側よ

り，

/、。{f(h)kfdk)}{(i+M Q4+A  
d (P~L\l" '-f' du U J 

側' トー一)二 一土←一一一 ノ

du¥N ;-α十b)(i十 u-q )2V2 

が成立する。 (28)'より明らかなように，土地保有税の強化によって社会全体の貯

蓄が増大しないならば Ulニ U2ニ Uのときの土地保有税率 Uの増大は，均衡

地価水準 P~ を下落させる。

側Fの経済的合意、は，次の通りである。 Ul 三 U2= Uのときの上地保有税率 M

の増大は，さしあたり，労働者が購入した土地の持越費用を増大させ，地価を

下落させる効果をもっ。さらに，uの増大は，未利用地を保有する地主の持越費

用を増大させ，土地供給(売却〉を増大する効果をもっ。士地供給(売却jの

増大は，地代を下落させる効果をもち，地代の下落は地価をー)宵ト落させる効

果をもっO

Ul二約三 Mの場合の土地保有税の強化は，十地保有税も合めて労働者が毎

期支払わなければならなL、 I 単位当たり土地への支払い額 (iJ吃十 uP~)にどの

ような影響を与えるであろうか。ここでも明確な結論を得るために， 1:地保有

税の強化が，社会全体の貯蓄に影響を与えないように政府の貯蓄率れが調整

されると仮定しよう。

仰を考慮すれば，
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f 1' ， ¥ P~L)) 
側 7 一i(i十 U) τ 一}

aUl N J 

a {f(k) 払(k)}{qv+(i十 u)(i+川 )37}
トー <0 

(α+b) (i十 U-q )2V2 

となる O 側よりわかるように，土地保有税の強化によって社会全体の貯蓄が増

大することがないならば，土地保有税の強化は 労働者が支払わなければなら

ない I 単位汁たりの土地への支払い額 (ip~ 十 UP~) を減少させる O

4. 利用地への土地保有税の効果

本節では，労働者が購入した土地に対する上地保有税率 Ulの変化が諸変数

に及ぼす効果を分析しよう。

(]9)， (5)および(3)におし、て k= q二 uニ Oとおき，全微分すると，次の連立

徴分万程式をえる O

dk~1 

β dZ11 

" 
dq* 

dUl 

dv* 

dUl 

{f(ん)-k!k(k))ff.. ~\I X 11 て ~/J~j(SW-SC)+ て f I 
(α十b) (i十 UI-Q) l¥"" ."'1' U+u-Q)J I 

クラメルの公式より

dk~1 α {f (k))-kfk(k)} 
(3]) 一~ ~ 11!J ~~ ，'--1-+::-?1:.k\ rr. I，~\2- {( s砂 -Sc)(i-q)

dUl II(α十b)(i十 ul-q)

+SIJ十五pg-'swi め (:-l)(われ)}，
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。2) 血-=0
dUl 

(33) dv'一
dUl = 0 

をえる。 (32)および仰)より，労働者が購入した土地に対してのみ土地保有者税が

強化された場合には，均衡地価上昇率 P*=♂や均衡土地供給(売却)比率 f

は，変化はしないことがわかる。

(31)の符号が，正負いずれをとるかは Sw，51.， Spおよびれの大きさに依存

するが，その経済的含意は次の通りである。労働者が購入した土地に対する卜

地保有税率 Ulの増大は，地価を下落させる O 地価の下落は々では労働者が

土地資産購入のために毎期支払わねばならない額 iPLを減少させる。 iPLの減

少が，社会全体の貯蓄を増大させるか否かは，地主の貯蓄作r，，]s 1.， 仲介機関の

貯蓄性向 Spおよび労働者の貯蓄性向 SItに依存する。他}j¥地価の下落は，地

主が保有する未利用地の土地保有税額 UzP(L-L)も減少させる o UzP(L-L) 

の減少が，社会全体の貯蓄に及ぼす影響は，地主の貯蓄性向 S1.と政府の貯蓄率

Sr;に依存する。さらに，十ー地保有税率 Ulの増大l土，地価のドぷによって部分的

に相殺されるとはし、え，労働者が支払わなければならな~， j..地保有税額 u1PL

を増大させる o u1PLの増大が社会全体の貯蓄に及ぼす影響は，労働ti.の貯議性

向 M と政府の貯蓄率 sι に依存する。

労働者が購入した土地に対する士地保有税の強化が均衡地価水本に及ぼす効

果を考察しよう。 P~l と P~l L!N とは|円]万戸]に動くことを考慮すれ~U: ， (2])より，

dk~ 
/、 -a{kJkk(k)(i+u，-q) よ +{f(k)-kfk(k)}d ( P~lL \ U~\'''J f<F{ \'''I\'' dUl 

(34) --，"(一一一l
dZlJ ¥ N !-α+ h )(i + Ul -q )2/! 

をえる。 (34)において. dk~l/du，' 主 S lI. S1.. Spおよび Sr;の大きさに依イがする。

今，.-Ulの増大が，社会全体;の貯蓄を変化主せないように，すなわち，dk~ ， /du = 

Oになるように貯蓄の貯蓄率 5(，が調杉されるものと{N:，1' Lょう。このように似

定すると，労働者が購人した u也に対する卜地似イj 税の強化は.均衡地価 P~l
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を下落させる O

労働者が購入した土地に対する土地保有税の強化は，土地保有税も含めて労

働者が毎期支払わなければならない l 単位当たり土地への支払い (iP~l+ uP~2) 

にどのような影響を与えるであろうか。ここでも d日l/dul二 Oを仮定する

と，

r 1: ， ¥ p~lL i _ -a{j(k)-k!k(k )}q 
畑一一i (i十 Ul) 一二一~== I UllJl~ ~7:' I 旦止弓':L< 0 

Ml l N )一 (a+b)(i + Ul-q )2V 

となる。倒よりわかるように，労働者が購入した土地に対する土地保有税率仏

のみが増大された場合でも，それによって社会全体の貯蓄が増大することがな

ければ， 十二地保有税の強化は，労働者が支払わなければならない 1単位当たり

の上地への支払い額(iP~l+ U1Ptl)を減少させる。そしてその効果は，予想地価

上昇率がI奇いほと. +~地供給(売却)比率が低いほど大きい。

5. 未利用地への土地保有税の効果

本節では，地主が保有する未利用地への上地保有税率的の変化が，諸変数に

及ぼす効果を考察しよう。

(J9). (5)および(3)にオパ、て.k二 a v二 Oとおき，全微分すると，次の連立

万程式をえる。

dk~2 

B dZ42 

-r. 
dq* 

duz 

dl!* 

dU2 

{/ {j(ん)三ij，，(k)}一 (]-l)(5I 56) 
(α十h)(i十 Ul-q)'11 

。
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クラメルの公式より，

dk~2 a{f(k)-kfk(k)} I 1 
間一一一一 (~-1)(5L - 5c) 

dU2 A(α+b)(i+ Uj-q) 

dq* 
側~ 0 

aU2 

aU2一一一万(5L- 5ι)， 
AZv(α+b)(i十 Uj-q)

dv* -1 
(39) 一一一三 >0 

dU2 Zv 

をえる。倒および側より，地主の保有する未利用地への土地保有税率的の増大

は，均衡地価上昇率♂ニP本を変化させることはないが，未利用地の持越費用

を増大させることによって土地供給 L売却〕を増大させ，その結果，均衡土地

供給(売却)比率fを増大させることがわかる。

。7)の符号は，めの増大が社会全体の貯蓄に及ぼす相反する効果のいずれが大

きいかによって決まる。すなわち，地主が保有する未利用地の士地保有税率的

の増大は，未利用地の土地保有税額 u2P(L-L)の増減を通じて社会全体の貯

蓄に相反する影響を及ぼす。めの増大は， 一万では，未利用地 1単位当たりの

土地保有税額 U2Pの増大をもたらす。この点からいえば，地主の貯菩性向山が

政府の貯蓄率れを上回る(下回る)ことは，社会全体の貯蓄を減少(増大)さ

せる効果をもっO しかしめの増大は，他方では， t~地供給(先却)の土台大を

通じて未利用地を減少さぜ，u2P(L-L)を減少させる効果をもっ。この点から

いえば 51が Scを k回る(下凶る〉ことは，社会全体の貯蓄を増大(減少 j さ

ぜる効果をもっ。したがって，U2がめP(L-L)を増大させるかがかは，めが

U2Pを増大させる効果と (L-L)を減少させる効果のいずれが大きし、かに依

存ーする。

地主が保有する未利用地に対する上地保千J税の強化が，均街地Mijj(.~に及ぼ

す影響を考察しよう。

(21)より，
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r" 1" dk本 1/一、 α1k!kk(k)v U':.U2 +{f(k)-k!k(k)} ~U 1 d (P~2L \ L"'Jkk\ f1， JU dU2 I lJ¥"'1 tf.Jk¥ftJJdUzJ 
(40) -f!:-(一一一 )=~L U2 J 

dU2¥N ;-α十b)(i十 Ul-q)V2 

をえる。上式において，dv'/du2は正であるから， aι2/du2=0を仮定すれば，

酬の等号は負なる O すなわち，地主が保有する未利用地への土地保有税の強化

は，それによって社会全体の貯蓄が増大することがないかぎり，土地供給(売

却)の増大による地代の下落を通じて均衡地価水準を下落させる。

めの増大が，土地保有税も含めて労働者が毎期支払わなければならない 1単

位九たり上地への支払い額 (iPU2 十 U1P~2) に及ぼす影響は，

(1. ¥ P~2L i 
(41) ゴ十 {(i+ Ul)一三一}

UU2 ¥ 凡

r" 1， ¥ d此 1a(i + ul)1 kj.k(k)v寸士三十 {f(k)-k!k(k)}~二|
L Uι<2<ι<2  ~ 

(。十 b)(i+ Ul-q )V2 

となる O は1)より，地主が保有する未利用地への土地保有税率めの増大は，それ

によって社会全体の貯蓄が増大しないかぎり ，(iP~2+ U1P~2) を減少させるこ

とがわかる。

以土より， 1-.地保有税の強化によって社会全体の貯蓄に変化が生じないよう

に政府の貯蓄率 Sr， が調整されるならば，労働者が購入した上地への土地保有

税率と地主が保有する未利用地への上地保有税率が等しい場合 (Ul士約三 U)

の L地保布税率 M の増大，労働者が購入した土地への土地保有税率 Ulの増大，

地主が保有する米利用地への土地保有税率的の増大のいずれも均衡地価水準

P'をトー洛させ，1-.地保有税も含めて労働者が毎期支払わなければならない 1

単位の上地当たりの五払い負担額 (iP'十 U1P*)を引きドげることがわかった。

Ul U2 = U， Ulおよびぬの増大が (iP*+U1Pつを低下させる効果の大き

さを比較してみよう。簡単化のために，土地保有税の強化によって社会全体の

貯蓄，したがって均衡資本・労働比率が変化しないように政府の貯蓄率 Sc;が調

称されると仮定すれば，
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ぷ ('00 ，p本Li 
慨すむHi十叶'R~J = 

一川)一山)}{qv十(i+v)(什 u Q)7fj 
(α十 b)(i十 u-q )2V2 

f/: ， o.  ¥ Pホ，L)一-a{f(k)-k!k(k )}q 。5) ~~(i 十 u，)-' ~~ ~ l" '<-<1/ fJ J - (a+b)(i十 u，-q)V2， 

r 、 -o{f(k)-kfAK)idf
f 10 ， P~2L i 

(41)' 一一Hi十u，).!-，ι} 一一一
dU2l'l'<-<'/ fJ J-α十b)(i十 Ul-q)v2 

であるから Ul三 Uであるかぎり，

は2)
1 ~Æ {(i +U)P~L} 1 > 1 ぷ (ヤ 1，(i+ U)ー"'-~ I > I ~Hi十 Ul) -~ ~LJ 

N J I I aUll N 

!山氏L l l ddi 月2L~ (i + U)一一~ I > I -+-~ (什 U2)~ _~LJ 
N J I I aU2 l N 

が成立する o (42)より明らかなように，労働者が購入した土地への土地保布税率

と地主の保有する利用地への土地保有税率が等しい場合同l 三 U2二 μ)の土

地保有税率 Mの増大が，土地保有税が含めて労働者が毎期支払わなければなら

ない l単位の土地当たりの支払い負担額 (iP本十 UP*)を引きトーげる効果は，労

働者が購入した仁地への土地保有税率似のみが増大した場介や地 tが保布す

る未利用地の士地保有税率めのみが増大した場合の引きドげ効宋:を J'.凶って

いる。

Ulの増大が (iP*十U1P本)を引き下げる効果とめの増大が (ip*+u1Pつを

引きドげる効果を比較すると， (35)と(41)'より，次式をえる。

f 1'， ， P~2L i d f l' ， P~IL i 
(43) ;"'--~ ( i + U 1 )一τ一~-~Hi+Ul) 一τ7一}

dU2l" fJ duJl'. N 

a{f(k)-k!k(k)} 
'" ~~:-i {l'q-(i + Ul )(i十 Mlil)fj(b十b)(i十 UI_Q)2V2I

l
'LJ ¥l l/Ll/¥{IMl  I./'du2 

(43)の符号は， jーとして，均衡 1.地供給(先却)比率 lJ*，均衡予想地価卜/1ヰ:r，

来利fjJ地へ i地保有税不増大が i二i也供給付己去[J)を促進する皮(i"dl'*/du2に依
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存する。もし均衡予想地価上昇率が低く，未利用地の比率が高いならば， (43) 

の符号は負となって，地主が保有する未利用地への土地保有税率的のみの増

大が，土地保有税を含めて労働者が毎期支払わなければならな~， 1単位の土地

当たりへの支払い負担額 (iP*+u1P*)を引き下げる効果の方が，労働者が購入

した土地への土地保有税率 Ulのみが増大した場合の引き下げ効果を上回る。

これは，予想地価上昇率が低いときには Ulの増大の地価水準引き下げ効果は

低く，したがって，Ulの増大が (iP*+u1P*)を引き下げる効果も小さくなるか

らである O
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第7章宅地開発過程と地価

一一二期間モデル分析一一

本章は，土地供給関数および土地需要関数について多期間分析(二期間分析〉

をおこない，各期の地価や土地供給量(需要量〉がどのようにして決定される

かを明らかにすることを目的としているペ多期間分析をおこなうことにより，

日本の地価上昇過程とそれへの政策的対応を考える上で重要と思われるいくつ

かの結果を導き出すことができると考えるからである。本章のモテゃルは，基本的

には， Markusen & Sche妊man(63)によって提示されたものであるが，日本

の土地問題への適用可能性を考意して，以下の諸点に留意して拡張している。

1. 二期間の土地供給関数および土地需要関数について各期に土地が供給およ

び需要される条件を明らかにし，その経済的合意を考察すること。

2. 市場均衡の性質とその経済的合意，とくに，今期あるいは来期にしか土地

が供給(需要〉されない場合に生じる均衡の性質とその経済的含意を明らか

にすること。

3. 土地転用費用〈開発負担金〉の増大が各期の地価や土地開発速度にどのよ

うな影響を与えるか，また，増大した土地転用費用(開発負担金〉は，究極

的には誰によって負担されるかを考蔵すること。

以上の問題意識にしたがい，まず第1節では，競争的な土地供給者が，二期

聞から生じる純収益を極大にするような土地供給態度を取ると想定したもと

で，土地供給関数を導出し，各期において土地が供給される条件およびその経

済的含意を明らかにする。第2節では，二期聞における土地およびそれ以外の

財から生じる効用の極大を目ざす土地購入者を想定したもとで，土地需要関数

を導出L.，各期において土地が購入される条件およびその経済的含意を明らか

1) 本章とは異なる仮定のもとで多期間分析をおこなった文献としては，野口
(82)および金本 (51)がある。
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にする。第3節では，土地に対する各期の需要と供給が一致する点で決定され

る市場均衡の性質とその経済的含意について考察する。第 4節では，土地転用

費用(開発負担金〉の増大が各期の地価および土地開発速度にどのような影響

を与えるか，また，増大した土地転用費用は究極的に誰によって負担されるか

を考察する。

7.1 土地供給関数

まず，土地供給者の土地供給態度を考えよう。ここで土地供給者というの

は，土地の売却を考えている民聞のディベロッパーおよび都市近郊の農家等を

念頭に置いている。今，九，Pl'を今期の地価と来期の予想地価，Lo， Llを

今期と来期の土地供給量とし，Lを土地の存在量としよう。また，Po， Plを土

地を生産的に使用することから生じる今期と来期の〈帰属〉地代としよう。た

だし， ρ。および ρ1は，期末に生じるものとする。さらに， So， SIを今期と

来期の土地転用費用 rを土地供給者の割引率としよう。

完全競争を仮定すれば，九， PIeは土地供給者にとっては与えられたもので

あり，土地供給者は，今期と来期の土地供給(売却〉から生じる純収益が極大

になるように今期と来期の土地供給量を決定すると想定するのが合理的であろ

う。したがって，次式が成立する。

P，'L max f(Lo， Ll) = PoLo十一よ-'-'1-SoLo
l+r 

SILl ρ。(L-Lo! ρl(L-Lo-Ll)(7.1) ーニ巴L十一一一一一一+l+r' l+r (1十r)2

subject to Lo+LI-L亘0

Lo， Ll~三0

ここで，Lo， Llと0は，開発した土地は，元の状態に戻すことはできないとい

う想定をあらわしている。 (7.1)よりラグランジュ関数を定義すれば，

Pl' Ll ~ T SILl F(Lo， Ll> A) =九Lけ ー 上<.Jl-SoLo-一一一一
l+r 1十r

+血旦ニ必十ρμ-L07L12+A([-Lo-L
l
) l+r (1十r)2 . ..，.... ......u ......J. 
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となる。したがって，キューン・タ γ カーの定理より，極大の必要条件は，

8F =Po-So-~ー ρ1-13，。Lo-~ 0-"'0-l+r て五万7

θF 
L03Z。=o，

(7・2) 笠=五二-jL-4万一区0，。Ll- l+r l+r (長丙7

θF 
Ll万五=0，

θF T ， T T 
←一一=Lo+Lt-L:;;'O，θA ~U'~) 

θF 2 V^~; =0 
82 

となる。ここで， 2はラグランジュ乗数であり， 2;;;三Oである。 (7.2)より，次

式が成立する。

(P1'-SI)ー(九-So)+Poくr(Po-So)

ならば，Lo>O， Ll = 0， 

(7， 3) (P1' - SI)一(Po-So)+po=r(Po-So) 

ならば，Lo>O， Ll>O， 

(P1'-SI)一(Po-So)+ρ。>r(Po-So)
ならば，Lo=O， L1>0. 

(7.3)は，次のように解釈することができる。土地供給者にとって，来期に

土地を売却することから得られると予想される純収益 (P1'-SI)ー(Po-So)+

ρ。，すなわち，今期における地価上昇より得られると予想される純収益 (P1'

-51)一(九-50)と今期土地を生産的に利用することから得られる(帰属〉地

代 ρ。の和が今期に土地を売却して収益率 rの他の代替的資産を購入した場合

に来期得られると予想される純収益 r(九-So)を下回るならば，土地の供給

(売却)は，今期にのみおこなわれる (Lo>O，Ll = 0)。逆に，上回るならば，

土地の供給は，来期にのみおこなわれる (Lo=O， L1>0)。来期に土地を売却

することから得られると予想される純収益が今期に土地を売却して収益率rの
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他の代替的資産を購入した場合に来期得られると予想される純収益に等しい場

合にのみ，土地は各期間にわたって供給されるのである (Lo>O， L1>O)。こ

こで注目すべきことは，土地供給者が多期聞から生じる純収益を極大にするよ

うな土地供給態度を取るならば，来期に土地を売却することより得られる純収

益が今期に土地を売却して他の代替的資産を購入したときに来期得られる純収

益に等しい場合においても，今期中にすべての土地が売却されるということは

なく，したがって，スプロールが生じるということである。

(7.3)において，各期間にわたって土地が売却されるケース (Lo>O，L1>O) 

に成立する式を変形すれば，

(7.4) 旦p可 ー い で い }

となる。上式より，来期の土地転用費用が著しく増大しないかぎり，すなわ

ち， SIくρ。+(1+r)品が成立するかぎり，予想地価上昇率は，土地供給者の割

引率，たとえば，他の代替的資産の収益率よりも低くなることがわかる。した

がって，土地供給者が，多期聞から得られる純収益を極大にするような土地供

給態度をとるならば，予想地価上昇率が他の代替的資産の収益率を下回る場合

にもスプロールは生じる可能性が存在するのである。さらに， (7.4)より，今

期に開発される土地の価格九が高ければ高いほど，予想地価上昇率は，他の

代替的資産の収益率に近づくことがわかる。

ところで， (7.2)より，土地が各期にわたって売却され，かつ，売却され尽

くすためには，すなわち， Lo>O， L1>O，かつ，Lo+L1=Lが成り立つために

は，次式が成立しなければならない。

+
 

合+
 

向
一
山

n
匂九

(7.5) P1'-Sl= .P，I~ー+(1十 r)À，
l十r

A>O. 

(7.5)より，次のことがし、える。土地供給者が，土地を各期にわたって売却

し，かっ，売却し尽くすためには，今期の土地の純価値九一Soは，土地を生
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産的に使用することから得られる(帰属〉地代の現在価値ρ。/(1+r) +ρr!(1+ 

r)2をAだけ上回らなければならず，来期の土地の予想純価値 Pl'-SIは，土

地を生産的に使用することから得られる地代の来期における価値 ρ1/(1+め

を (1+r)Aだけ上回らなければならない。すなわち， Aは rの率で上昇しな

ければならない。今期および来期における土地の純価値が，それぞれ，土地を

生産的に使用することから得られる地代の現在価値および来期における価値に

等しいならば，すなわち，A=Oならば，土地供給者は，今期および来期にお

いて土地売却はおこなうが，保有している土地を売却し尽くすことはない。

Aは経済的に何を意味するであろうか。そのことを知るために， (7.1)の

f(Lo， L1) を Loおよび L1 で偏徴分L，(7.5)を考慮すると

(7.6) -~t =Po-So-(~+ /1 ~1__". いθLo -~ 0-......0¥l+r T C1+r)2 J 

8f _ P1' _ SI ρ_1  
万五 1平r 1-干戸--c汗万-r.

をえる。 (7.6)より，次のことがし、える。土地供給者が各期にわたって土地を

売却し，かつ，売却し尽くすためには，今期および来期における土地売却を増

大させることによって，今期と来期における土地売却から生じる純収益が増大

するように今期の地価水準 Poおよび来期の予想地価の水準 P1' は，高くな

ければならない。 Aは，土地売却量の増大より生じる純収益の増大を示してい

る。もし今期の地価および来期の予想地価や今期の土地転用費用品および来

期の土地転用費用 SIの水準が，今期および来期の土地売却量を増大しても純

収益が増大しない水準であるならば，土地供給者は，各期にわたって土地売却

をおこなうが，土地を売却し尽くさず，一部を保有し続けると L、う行動をと

る。

7.2 土地需要関数

本節では，住宅用の土地を購入する人々の土地需要態度について考察 Lょ

う。今期および来期における土地購入量をそれぞれんおよび L1 とし，今期

および来期における土地以外の財の購入量をそれぞれ Coおよび C1としよう。
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土地購入者の二期間の効用関数は，次式で与えられる。

(7.7) U= Uo(Co， Lo) + U1(Cl> Lo+Ll) 

ここで，Uoおよび U1 は，それぞれ今期および来期における効用の現在価値

であり，加算可能であると仮定している。 U1のカッコの中がL1ではなく ，Lo 

+Llとなっているのは，土地購入者の土地に対する来期の効用は，来期に購

入した土地の量 L1だけに依存するのではなく，土地購入者によって購入され

た土地の総量 Lo+Llに依存しているからである。

今期および来期の所得をそれぞれ YO および Y1 とし，今期の地価を九，

来期の予想地価を P1'とすれば，土地購入者は，次のような予算制約のもとで

二期間の効用関数の極大を計るのが合理的であろう。

max Uo(Co，Lo)+ U1(Cl> Lo+Ll) 

I'CT， Y. C. P. ' L¥ 
(7.8) subject to (九十一一L--C一一一:..-PoL 一一一 ~11と0;¥ l+m ~o -l+m ~ o~o 1十m/

Co， Lo， Cl> Ll~三o.

ただし，m は土地購入者の割引率(例えば，借入利子率〉を意味している。

(7.8)より，ラグランジュ関数を定義すれば，

G(Co， Lo， Cl> L1)= Uo(Co， Lo) + U1(Cl> Lo+Ll) 

(V  I Y1 r C1 D T P〆L1¥+M(Y.。十一一」一一Cn一一一」一一PnLn一一一一一}¥U'l+m l+m l+m/ 

となる。したがって，キューン・タッカーの定理より，極大の必要条件は，

。G
否む;=E101-M三三0，
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θG C1否E;=o，

8G TT  MP，' =u 一一一~三0，万五 12 1十m-

θG L1 ~'"; =0， 18L1 

。G "'[T， Y， 円 C1 D T P1'L =yo+ー←ム一一CO- 1 
';'1... -PoLo一一一一」と0，8M -'<0'1十m

V τ字夜 l+m 

θG 
AdEIr=0 

U12=θU1/ となる。ここで，U01=θUO/θCo， U02=θUO/θLo， U11=aU1/aC1， 

i'JLO=aU1/aL1である。 (7.9)より，次のことがいえる。

Co>o， Lo=O. 4ih 
p
り工

φ
J
 

R
 

くい一
UM

Co>O， Lo>O. Un.+U 」
E戸

112=凡ならば，(7. 10) 

Uo2+U 」
Eご:J.g>凡ならば， CO=O， Lo>O. 

C1>0， L1=0. 長十<P1' ならば，

C1>0， L1>0. 会=P1' ならば，

会>P1' ならば，

(7.11) 

C1=0， L1>0. 

(7. 10)より，今期において土地および土地以外の財が共に購入されるために

は，土地と土地以外の財から得られる限界効用の比率(仏2+Uρ/U，叫が，今期

の土地と今期の土地以外の財の価格比率 P。に等しくなければならない。限界

効用の比率が価格比を下回るならば，今期においては土地は購入されず，逆

に，限界効用の比率が価格比を上回るならば，今期においては土地だけが購入

される。ただし，土地は耐久財であるから，今期の土地購入から生じる限界効

土地以外の財は基準財としているか

1I9 

用は，U02ではなく ，U02+U12であり，



ら，その価格は 1に等しい。ところで， (7.10)において限界効用の比率が，

価格比に等しくなければならないという条件，すなわち，(U02+Uρ/U01=P，。

とL、う条件は，

U02+U'2一打
-1て一-'-'01

と書き改めることができる。上式は，土地の購入に 1円だけ余分に支出したと

きの満足の増大が，土地以外の財の購入に 1円だけ余分に支出したときの満足

の増大に等しくなければならないことを示している。同様に， (7.11)より，

来期において土地および土地以外の財が共に購入されるためには，土地と土地

以外の財から得られる限界効用の比率 UI2/UlIが，来期の土地と土地以外の財

の価格比率 P，'に等しくなければならない。

(7.9)に (7.10)および (7.11)を考慮すれば，次の関係を導出することが

できる。

P，'-P01 (1+m) 打
(7.ω 一百一+一百一試!.>mならば，

Co>O， Lo>O， L， =0. 

P，'-Po， (l+m) Uo 宮=mならtま，~一一一~Uo，

Co>O， Lo>O， L1>0. 

Z乙二PO+斗±竺L旦!.<mならば，Po Po U01 "". '~'/.~， 

Co>O， Lo=O， L1>0. 

(7. 12)より，次のことがいえる。 Lo>O，L，>O，すなわち，各期にわたって

土地が購入されるためには，予想、地価上昇率 (P1'-PO)/P，。は，土地購入者の

割引率 m(例えば，借入利子率〉を下回らなければならない。もし予想地価上

昇率が土地購入者の割引率を下回らなければ，L1=0，すなわち，来期におい

て土地が購入されることはない。なぜならば，予想地価上昇率が土地購入者の

割引率(例えば，借入利子率〉を下回らないのであれば，土地購入者は，借金

してでも来期に使用する土地を今期のうちに購入し，一期間遊休させておく方
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が有利だからである。さらに (7.12)より，今期の地価 P。が高ければ高いほ

ど，土地と土地以外の財との限界代替率 U02/U引が小さければ小さいほど，

各期にわたって土地が購入されている状況のもとにおいては，予想、地価上昇率

は，土地購入者の割引率に近づくことがわかる。

さて，土地需要関数の性質について考察しよう。周知の需要についての定理

より，その財自体の価格に関する代替効果と他の財の価格から受ける代替効果

の全体は相殺し合うように作用し，他の財との聞に強力な負の代替効果があっ

てはならない(ヒックスの第三法則〉。したがって，次式が成立する。

I a Lo ¥ ， p， e I a 1ー ¥ (aC。¥
(7. 13) Po¥ 8P~)…J百討対)一

+1/2El¥ τ平石¥aPo}u=constー

その財白体に対する代替効果は必ずマイナスであるから(ヒ vクスの第二法

則)，上式において，Po(θLo/θPo)U=constはマイナスの値をとる。さらに，各

期の土地および土地以外の財が狭義の粗代替財であると仮定すれば， (7.13) 

において，左辺の第二項，第三項および第四項はし、ずれもプラスの値をとる。

したがって， (7.13)を移項すれば，

P(OLo)P1e(θL1) 
03R/u=const+τ平可否P:)U=const

I1θCへ 1θC，¥ 1

=-1¥ 81訪日J百計百式)U=constf<O

となる。われわれは，以下の分析において，a(Lo+Lj)/θP。く0，すなわち，今

期の地価の上昇は，他の事情にして等しければ，今期および来期の土地に対す

る総需要を減少させると仮定しよう。容易にわかるように，この仮定は，上式

からただちに導き出せるわけではなく，追加的な条件を必要とする。すなわ

ち，今期の地価 P。に比して，来期の予想地価の現在価値Pj'/(l+m)が十分

小さいならば，上式が成立したもとで， θ(Lo+Lj)/aP，。ミ0 となる可能性も存

在する。しかし，予想地価上昇率 (Pj'-Po)/P，。が大きくなるにしたがって，

a(Lo+Lj)/aPo<Oが成立する可能性は強くなる。というのは，すでに述べた
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ように，土地が各期にわたって購入されるという条件のもとで，予想地価上昇

率は大きくなるにしたがって，土地購入者の割引率 tに近づくからである。

以上を考慮するならば，土地需要関数は，次のようにあらわすことができ

る。

(7.14) Lo=Do(PO，Pl"YO'Yhm) 

Ll=Dl(PO，Pl'，YO，YI，m) 

Y。および Yl は，今期および来期の所得が一定値をとるという仮定を示して

いる。土地需要関数 (7.14)は，次の三つの性質をもっている。

fJDn /~ fJD 
(i) 8P:<0，可頁七<0，

θ(Lo+Ll) /n.  fJ(LムL1)(ii) 斗哉と!L.<O，寸汗ム<0，

fJD，~ ~ fJD 
(iii)ー~l>O， ~十>0.。Po/v， fJPl 

7.3 市場均衡の性質

本節では，土地に対する需要と供給が一致する点で決定される市場均衡の性

質とその経済的合意について考察しよう。まず，土地は各期にわたって供給

〈需要〉され，かつ，供給され尽くす場合に成立する均衡の性質について考察

しよう。この場合には，次の関係が成立する。

(7.15) Do=Zo， Dl=Zh 

Do+Dl=ZO+ZI =L 

ここで Z。および ZIは，今期および来期に供給(売却〉される土地の量をあ

らわしている。ところで， (7.めから明らかなように，各期にわたって土地が

供給されるためには，次式が成立しなければならない。

(7.16) Pl'=(l+r)P，。一{ρ。+(l+r)So-SI}
上式は，r，ρ。， SOおよび SIが所与のもとでは，Pl'は，P，。の一次増加関数

となることを示している。 (7.14)および (7.16)を使うと，所与の Yo，Yl 

および m に対して (7.15)は，次のように書くことができる。
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(7. 17) D o(Po， P，つ+D，(Po，P，つ
=Do{Po， (1 +r)P.。ーρ。一(l+r)So+S，}

+DdPo， (l+r)Po-ρ。一(1+r)So+S，} =L 

上式を P。および P;'について微分し，o(Lo+L，)/θPo<O， o(Lo+L，)/θp，' 

<0という仮定を考癒すれば，

d(Do+D，)ー(~r:.o+θDo dP，' ¥ (oD θD， θP，' ¥ 
(7.18) 一研一一¥E;p:+ ô~~ ud方)+bzt+7Fすが

= {Doo+Do， (1 +r)} + {D，o+Dl1 (1 +r)} 

= (Doo+D，o) + (Do， +DI1) (1 +r) 

一
θ(Lo+L，)， o(Lo+L，) 
ーっ耳一+斗校，~LI(l+ω，

d(Do+D，)_d(Do+D，) dp， 
(7.19〉 -E;ァ一己ヲ子う片

=ty{五詰壬J.+勾卓立(l+r)}

く0

をえる。 (7.18)および (7.19)より，土地に対する総超過需要は，今期の地

価および来期の予想、地価が上昇すれば，減小することがわかる。しかし， (7.18)

より，dDo/dP，。および dD，/dP，。が共にマイナスになるとL、う保証はなく，同

じく (7.19)より，dDo/dP，'および dD，/dP，'が共にマイナスになるという

保証はない。

以上を考膚して， (7.17)を図示すれば， DoとD，が交点をもっケースとし

て，次の三つのケースが考えられる。

第7-1図，第7-2図および第7-3図において，Qは，土地を生産的に使用する

ことから得られると予想される(帰属〉地代の現在価値と今期の土地転用費用

の和，すなわち，Q=ρ。/(l+r)+ム/(1+r)2+S，。を示している。 Q=Ql，すな

わち，Qが Po*を下回っているならば，第 1節の (7.5)より明らかなよう

に，A>Oとなり，土地は供給(需要〉し尽くされる。 この場合には，今期の

均衡地価は OPo*の高さで決まり，今期の均衡土地需要(供給〉量 (Lo)は
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OA.来期の均衡土地需要(供給〕量 (L，)は MAであって.Lo+L，=Lが

成立している。
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Q=Q2，すなわち， Q が Po*を上回っているならば，土地供給者は Q2の

水準までしか土地を供給しないであろう。したがって，その場合の今期におけ

る均衡地価は OQ2の高さになる。今期および来期の均衡土地需要(供給〉量

は，三つのケースで異なっている。第7-1図，すなわち，今期の土地需要曲線

Doおよび来期の土地需要曲線 Dlの勾配が共にマイナスの場合には，今期の

均衡土地需要(供給)量は OB，来期の均衡土地需要(供給)量は MCとな

り，Lo+Ll<Lとなって BCの量の土地が供給されない。第7-2図，すなわ

ち， Dlの勾配がプラスのときは，OBの量の土地が今期において供給される

が，BMの土地は来期においても供給されない。第7-3図，すなわち， Doの

勾配がプラスのときは，今期には土地が供給されず，来期において MCの量

の土地だけが供給される。

第7-1図，第7-2図および第7-3図における D。曲線および Dl曲線の勾配

の経済的合意について考えてみよう。 (7.18)より明らかなように，次の関係

が成立する。
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dD、
肝 1図;宮古=Doo+D山 r)<O，

dD 万式=D10+Dll(1+r)く0・

dD 
第7-2図;百;=Doo+Du(1+r〉く0，

dD 
(7.20) ー :-;"1=D10+Dll(1 +r)>O， 

dP，。

IDoo + D01 (1 + r)I>IDlO + Dll (1 + r)l. 

dD 
第7-3図 ;3d=Doo+DA+r〉>o，

dD 万式=D10+Dll(1+r)<0，

IDoo+Dol (1 +r)I<ID10+Dll (1 +r)l. 

上式からわかるように，第7-2図のようになるためには，今期の土地のそれ自

体に対するマイナスの代替効果の絶対値 IDoolは大きいが， 来期の土地のそれ

自体に対するマイナスの代替効果の絶対値 IDlllは小さいか， あるいは，来期

の土地の今期の土地に対するプラスの代替効果D10は大きいが，今期の土地の

来期の土地に対するプラスの代替効果 D01が小さい場合である。同様に，第7-3

図のようになるのは，今期の土地のそれ自体に対するマイナスの代替効果の絶

対値 IDoolは小さいが， 来期の土地のそれ自体に対するマイナスの代替効果の

絶対値 IDulは，大きいか，あるいは， 今期の土地の来期の土地に対するプラ

スの代替効果D01は大きいが，来期の土地の今期の土地に対するプラスの代替

効果 D10が小さい場合である。したがって，IDoolと Dlllの差，および D01 と

D10 との差が，大きくないならば， 第7-1図で示されたように Do，D1 が共

に P。の減少関数になる可能性が強い。

ところで，(7.3)および (7.12)からわかるように，土地が各期にわたって

供給され，かつ，その需給が一致するためには，すなわち，Lo=Zo>O， L1= 

Zl>Oが成立するためには，

(7.21) P1' -Po 
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=mPo一位討笠l=rpoー附山)SO~SI}

とならなければならない。ここで，土地購入者の割引率m を借入利子率，土地

供給者の割引率rを他の代替的資産の収益率と解釈しよれそうすると， (7. 

21)の mPo-rJ，ω(1+i)/UOlは，土地購入者が 1単位当たりの土地に対して

来期首に支払わなければならない借入利子支払い額 mP.。マイナス土地以外の

財の消費を断念して今期に土地を使用することから得られる満足度の来期首に

おける価値 Uo2(1+m)/UOlを示し，右辺は，土地を売却して他の代替的資産を

購入した土地所有者が 1単位当たりの土地より来期首に獲得できる収益額 rP.。

マイナス土地を売却することによって断念しなければならない今期の〈帰属〉

地代 Poマイナス土地の売却によって生じる今期の土地転用費用の来期首にお

ける価値 (l+r)S。プラス今期における土地売却によって節約できる来期の土

地転用費用 SIを示している。土地購入者にとって地価上昇が予想される場合

(Pl'-PO>O)には，mP，。は，U02(1+m)/U引を上回る。今期も来期も地価が

一定と予想される場合 (P，'=Po)には，mP，。は，U02(1 +m)/UOlに等しい。

同様に，土地供給者にとって地価上昇が予想されるならば，rP，。は， {ρ。+(1+

r)SO-SI}より大きく，地価が変わらないと予想されるならば，rP，。は， {ρ。+

(1+r)So-S，}に等しい。

次に，今期あるいは来期にしか土地が供給(需要〉されない場合に生じる均

衡の性質とその経済的合意について考察しよう。第1節の (7.めから明らかな

ように，土地供給者が今期には，土地を供給せず，来期にしか土地を供給しな

い条件 (Lo=O，L1>O)は，

P，'-Pn，.. {ρ。+(1+r)SO-Sl}(7・22) -=-.l耳~>r lt-'O I ¥.-'- I~ 

である。他方， (7.12)から明らかなように，土地購入者が来期にしか土地を

需要せず，今期には土地を需要しない条件は

p，' -Pn /... (1 +m) Un2 (7.23) 二上すよ~<mーム土云2ム長は

である。 (7.22)および (7.23)より，今期には土地は供給されず，来期にし
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か土地が供給されない場合に生じる均衡においては，次の関係が成り立たねば

ならない。

同〉ト{山古 川 。-S1KEP〈m」子会

上式の関係は，どのような経済的諸条件のもとで生じるだろうか。まず第一

は，予想地価上昇率 (P，e -Po)/P，。が高いことである。第二は，土地供給者にと

っての割引率 r，たとえば，他の代替的資産から獲得できると期待される収益

率が低いことである。概していえば，土地供給者が都市近郊の農家である場合

には，土地供給者が企業家である場合にくらべて，他の代替的資産からの予想

収益率 rは低いであろう。 第三に， 土地購入者にとっての割引率 m が高い

ことである。土地購入者が土地購入資金を無制限に借り入れ可能な場合には，

m は， 借入利子率と解釈することができる。 土地が他の資産とくらべて確実

性， 流動性等で劣った財であるならば m は借入利子率プラス危険プレミア

ムとなろう。土地購入者にとって，土地購入資金の借り入れが不可能な場合に

は，m は，今期と来期の時間選好率をあらわすこととなる。 したがって， 発

展しつつある日本の都市近郊の住宅地にみられるように，予想地価上昇率が高

く，土地が主として農家によって保有され，今期の地価水準がすでに高くて土

地購入者には，借入制約が存在するような場合には，理論的には，すべての土

地が今期には供給(需要)されず，来期に供給(需要〉されるとL、う状況のも

とで均衡が生じる可能性が存在するのである。

ところで，地価上昇が著しかった時期における日本の都市近郊の住宅(予定〉

地では，広範な遊休地を残しながらのスプロール化が生じたとはいえ，土地の

売買がおこなわれなかったわけではなかった。これは，上述の理論的帰結とど

のように対応するであろうか。このことを， (7.22)， (7.23)および (7.24)

との関連で考えてみよう。

まず土地供給者について考えると，土地は売却しなければ現金を手に入れる

ことができない。したがって，地価水準が高く，しかも予想地価上昇率が高く

て資産選択上は今期に土地を売却しない方が有利な場合でも，相続，結婚およ
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びその他の消費願望等の増大によって保有している土地のー部を今期に売却

し現金を保有する必要性が生じるであろう。われわれのモデルではこの場合

には，土地供給者の割引率rは，他の代替的資産の予想収益率ではなし土地

供給者の時間選好率をあらわすとととなり，一部の土地については，

生 PO<r一組旦2pdE， わ f

となる。ととで Fは，土地供給者の時間選好率であり，r は，他の代替的資産

の予想収益率である。今，考察している状況のもとでは，上式の関係はあくま

で土地供給量全体の一部において成立するにすぎず，今期の土地供給〈売却〉

量の土地供給量全体に占める割合が増大するにしたがい，上式の関係が成立す

る可能性は小きくなる。

つぎに，土地購入者について考えると，一般的には地価水準が高しまた借

入制約のために割引率 m が高くて今期に土地を購入できない場合でも，一部

の土地についtは，政府の「持ち家政策」による政府お主ぴ金触機関の住宅用

土地への融資，企業の従業員に対する融資制度等によって資金を得るととが可

能である。この場合には，一部の土地については，

EF誠一与子会， 綴く仰

が成立する。 ここでmは，一般的には借入制約が大きいもとで，ー部の土地

についてのみ資金調達が可能の場合の借入利子率であり m は，借入制約が

存在するもとでの土地購入者の時間選好率である。今期の土地需要量の土地供

給量全体に占める割合が増大するにしたカ:ぃ，上式の関係が成立する可能性は

小さくなる。

との場合に成立する今期の均衡土地価格九*は，

(1+伊〉与三
(7.25) PO*=~ぬ VoI ，筋*くm

mゃ -q

となる。ただ1.."ここでqは (P1'一九)/Po，i:なわち，予想地価上昇率であ

り，初*は，借り入れを考慮した場合の土地購入者の割引率である。
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1.4比較静学一一土地転用費用の変化の効果

本節では，土地が今期および来期に売却され，かっ，売却し尽されるという

想定，ナなわも， Lo>O，. L1>O，かっ Lo+L1=Lという想定のもとで，今期

の土地転用費用 aおよび来期の土地転用費用 aの変化が，今期の土地価格

Po・および来期の予想地価 1ヤにどのような影響を与えるか，また，それは，

土地開発速度にどの工うな影響を与えるか，あるいは，土地転用費用は，究極

的には誰が負担するかといった問題について考察しよう。土地転用費用は，物

理的に劣等地を開発するにしたがって主り多くなると共に，最近は，地方自治

体が開発負担金という名目で・ディベロッバ{から徴収することも多い。 Lたが

って，土地転用費用増大の効果は，劣等地が開発される場合の効果，あるい

は，地方自治体の開発負担金が増大した場合の効果と解釈するとともでき工う。

(7.3)より，

(7.26) (1十のPO-P1' =Po+ (1 +のSO-SI

(7.14)および (7.15)より

(7.27) Do(Po， P1'， Yo， Yh m)+D1(PO' P1'， Yo， Yh in) =L 

をえる。

まず，今期の土地転用費用 aおよび来期の土地転用費用品が変わらない

という想定，すなわち，SO=SI=Sという想定のもとで，土地転用費用が増大

Lた場合の効果を考察じよう。 (7.26)および (7.27)を SO=SI=Sで微分し

て整理すると，

dPo dP1'ー
(7.28) (1十のすま一 -dS-=r.

dP. θ dP1' 
(7: 29) oPo (Do十D勺許可P1'(Do十D1) udS一==0

となる。

(7.28)および (7.29)よれ

dPo_l J θ1  
(7.3のすま-7ir司ア(Do+Dl)J>O

J3。



をえる。ここで，

村山〉ユア(Do+Dl)+長(Do+Dl)aPl' ，~O ' ~l/ ' aPo 

第 7章宅地開発過程と地価

である。われわれは，a(Do+Dl)/θPo<Oおよび θ(Do+Dl)/aPl'<oを仮定

しているから， (7.30)の符号は，正である。同様に，

dPl' 一一1r.s(Do+Dl)l (7.31) 一つ「一一一一~r己ヰ古三件<0d5 J l' aPo 

をえる。 (7.30)および (7.31)より， 50=51=5 と想定した場合における土

地転用費用の増大は，今期の地価 P。を引き上げ，来期の予想地価 Pl'を引き

下げることがわかる。

土地転用費用の増大が，今期の地価 P。および来期の予想地価 Pl'に与える

効果は，次のように説明されよう。今期の土地転用費用品と来期の土地転用

費用 51が変わらないという想定のもとでの土地転用費用の増大は，土地供給

者の割引率 rが正であるかぎり，来期の土地転用費用の現在価値 5/(1+めに

比して今期の土地転用費用の現在価値Sを増大させる。このことは，今期の土

地供給を減少させる効果をもち，今期の土地需要が変わらないかぎり，今期の

地価 Poを上昇させる効果をもっ。他方，今期の土地供給の減少は，土地が，

今期および来期にそれぞれ売却され，かつ，売却され尽くされる，すなわち，

Lo+Ll=Lという想定のもとでは，来期の土地供給の増大を意味する。したが

って，来期の土地需要が不変にとどまるかぎり，そのことは，来期の予想地価

Pl' を下落させる効果をもつのである。

さて， 50=5=15という想定のもとでの土地転用費用の増大は，土地開発速

度にどのような影響を与えるであろうか。 (7.27)，(7.30)および (7.31)よ

り容易にわかるように，

dD。θDodP，。 θDo dPl' 
(7・32) 万3f3R137+ヲ烹7ヲ吉一<0，

dD1-aD1 dPo， aD1 dP' 
(7.33)757=万五す許可片ヮγ>0

となる。 (7.32)および (7.33)より明らかなように，今期および来期の土地
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転用費用が等しいという想定のもとでの土地転用費用の増大は，今期の地価 P。

を上昇させ，来期の予想、地価P1'を下落させることによって今期の土地開発量

Doを減少させ，したがって，来期の土地開発量 D1を増大させる効果をもつ

のである。

SO=S1=Sと想定したときに，土地転用費用を究極的に誰が負担するかとい

う問題を考えよう。土地購入者が支払う額の現在価値は，

ιJ ， 
PoLn+一二-L一一L，
U~U' c1 +m) ~1 

である。したがって，土地転用費用Sが増大した場合に，土地購入者の支払い

額の現在価値が増加するか否かは，上式の値が増大するか否かに依存する。

(7.30) ~ (7.33)から明らかなように，土地転用費用Sが増大したとき，今

期の地価 P。は上昇し，今期の土地購入量 L。は減少するが，来期の予想地価

P1' は下落し，来期の土地購入量 L1は増大する。したがって，土地購入者の

支払額の現在価値 POLO+P1'L1/(1 +m)が増大するか否かは確立的ではない。

次に，土地転用費用が，xバーセントの率で上昇すると想定した場合，すな

わち， S1=C1+x)S。と想定した場合における S。の増大の効果を考察しよう。

この場合には (7.26)は，

(7.26)' C1+r)Po-P，'=ρ。+(l+r)S，。一(l+x)S。

となる。 (7.26)'と (7.27)を S。で微分して整理すると，

dPo_1 L..~_~" a ，n ， n ，，1 
(7.34) 万 ;-zi(r-z〉7買ア(Do+D1)f'

dP1' _ -11θl  
(7.35) dS

o 
= JJ.1(r-x)戒 (Do+D')f

をえる。 (7.34)および (7.35)の符号は，xが rより大であるか，小である

か，あるいは等しし、かによって異なってくる。すなわち，S1=(1+X)S。と想定

したとき，

dPo:s:. (7.36) x雲r にしたがって，与もJ!~O.

dP，' 
z菱川こしたがって， yt一言O.
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例えば，土地転用費用の増加率 Z が，土地供給者の割引率 rを上回るなら

ば，土地転用費用の増大は，今期の地価 P。を引き下げ，来期の予想地価 P1'

を引き上げる。

土地転用費用の増大が，今期の地価 P。および来期の予想地価 P1'に及ぼすT

効果は，次のように説明される。今期の土地転用費用が 50'来期の土地転用費

用が 5j=(1+x)50 (ただし，xvi，増加率〉という想定のもとでの土地転用費

用の増大は，土地転用費用の増加率xが，土地供給者の割引率rを上回る(下

回る〉かぎり，来期の土地転用費用の現在価値 (1+x)50/(1十めに比して今期

の土地転用費用の現在価値 50を減少(増大〉させる。このことは今期の土地

供給を増大させる効果をもち，今期の土地需要が不変にとどまるかぎり，今期

の地価P。を下落(上昇〉させる効果をもっ。他方，今期の土地供給の増大(減

少〉は，土地が今期および来期にそれぞれ売却され，かつ，売却し尽くされる

という想定のもとでは，来期の土地供給の減少(増大〉を意味する。したがっ

て，来期の土地需要が不変にとどまるかぎり，そのことは，来期の予想地価

Pj'を上昇(下落)させる効果をもっ。

5j=(1+x)5。という想定のもとでの土地転用費用の増大は，土地開発速度

にどのような影響を与えるであろうか。 (7.27)および (7.36)より，

(7.37) x這r~;こしたがって，

dDo_ aDo dPOL  aDo dPj • ョピ=RBf+万;ケヲ式一言0・

(7.38) x言rにしたがって，

dDj
ー

θDjdPo，θDj dPj'亘 A

~- âPo。ヨ豆-'a頁，~5'V

となる。 (7.37)および (7.38)より明らかなように， 5j=(1+x)5。という想

定のもとでの土地転用費用の増大が土地開発速度にどのような影響を与えるか

は，土地転用費用の増加率 xが，土地供給者の割引率 rを上回るか否かに依

存する。土地転用費用の増加率が，土地供給者の割引率を上回る(下回る)な
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らば，土地転用費用の増大は，今期の地価を下落〈上昇〉させ，来期の予想地

価 P1'を上昇〈下落〉させることによって，今期の土地開発量 D。を増大〈減

少〉させ，したがって，来期の土地開発量 Dlを減少(増大〉させる効果をも

つのである。土地転用費用の増加率と土地供給者の割引率が等しい (x=のな

らば，土地転用費用の増大は，今期の地価 P。および来期の予想地価 P1・に影

響を与えず，したがって，土地開発速度を変化させることはない。

最後に，Sl=(1+X)S。と想定した場合に，土地転用費用を究極的に誰が負

担するかという問題を考えよう。 (7.36)，(7.37)および (7.38)から容易に

わかるように，土地転用費用の増加率xが土地供給者の割引率rを上回る(下

回る〉ならば，土地転用費用が増大したとき，今期の地価 Poは下落〈上昇〉

し，今期の土地購入量L。は増大(減少〉するが，来期の予想地価 P1' は上昇

〈下落〉し，来期の土地購入量 Llは減少(増大〉する。したがって，土地転

用費用の増大によって，土地購入者の支払額の現在価値 POLO+Pl'L1/(1 +m) 

が増大するか否かは確定的ではない。

ここで興味あるケースは，x=r，すなわち，土地転用費用の増加率が土地

供給者の割引率に等しい場合である。この場合には， (7.36)， (7.37)および

(7.38)からわかるように，土地転用費用の増大は，今期の地価 P。および来

期の予想、地価P1'を変化させず，したがって，土地購入者の今期の土地購入量

L。および来期の土地購入量ムを変化させない。すなわち，土地転用費用の

増大は， 土地購入者の支払い額の現在価値 POLO+Pl'L1/(1 +m)を変化させ

ない。このことは，増大した土地転用費用は全て土地供給者によって負担され

ることを意味している。

7.5結び

本章における主要な結論を要約すれば，次の通りである。

付 完全競争の仮定のもとで，土地供給者が多期間(二期間〉から生じる純収

益を極大にするような土地供給態度を取るならば，資産均衡の条件が成立す

る場合一一来期に土地を売却することから得られる純収益が今期に土地を売
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第 7章宅地開発過程と地価

却して他の代替的資産を購入したときに来期得られる純収益に等しい場合

一ーにおいても，今期中にすべての土地が売却されるということはなく，ス

プロールが生じる。したがって，土地資産からの予想収益率が他の代替的資

産からの予想収益率を上回る場合にのみスプロールが生じるという考え方は

誤っている。

付土地供給者が土地を各期にわたって売却し，かっ，売却し尽くすために

は，今期の土地の純価値(今期の地価マイナス今期の土地転用費用〉は，土

地を生産的に使用することから得られる(帰属〉地代の現在価値を Aだけ上

回らなければならない。しかも，J..は，毎期他の代替的資産の収益率(土地

供給者の割引率〉と同率で上昇しなければならない。ここで λは，土地売却

量の増大より生じる純収益の増大を示している。したがって，土地の現在価

値は，その土地を生産的に使用することより得られる〈帰属〉地代の現在価

値に等しいという伝統的な考え方は，土地供給者が多期聞から生じる純収益

を極大にするような土地供給態度を取るかぎり，誤りである。

伺 予想地価上昇率が高く，土地供給者にとって土地以外の他の代替的資産の

収益率が低く，さらに，今期の地価水準がすでに高くて土地購入者には借入

制約が存在するような場合には，理論的には，すべての土地が今期には供給

(需要)されず，来期に供給(需要〉されると L寸状況のもとで均衡が生じ

る可能性が存在する。このような状況のもとで一部の土地について土地取引

が生じるのは，土地購入者に資金調達が可能な範囲で，かつ，相続，結婚お

よびその他の消費願望といった事情によって土地供給者が他の代替的資産の

収益率ではなく，時間選好率を考麗して土地を供給する場合である。

伺 土地が今期および来期に売却され，かっ，売却し尽くされるとL、う想定の

もとで，今期および来期の土地転用費用(開発負担金〉の増大が，今期の地

価と来期の予想、地価および今期と来期の土地開発速度にどのような影響を与

えるか，あるいは，土地転用費用(開発負担金〉が，究極的に誰によって負

担されるかは，土地転用費用の増加率と土地供給者の割引率に依存する。土

地転用費用の増加率が土地供給者の割引率を上回るく下回る〉ならば，土地
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転用費用の増大は，今期の地価を下落(上昇〉させ，来期の予想地価を上昇

(下落〉させることによって，今期の土地開発量(土地供給量〉を増大(減

少)させ，したがって，来期の土地開発量(土地供給量〉を減少〈増大〉さ

せる効果をもっ。土地転用費用の増加率と土地供給者の割引率が等しいなら

ば，土地転用費用の増大は，今期の地価および来期の予想地価に影響を与え

ず，したがって，土地開発速度を変化させることはない。さらに，土地転用

費用の増加率が土地供給者の割引率を上回るか，あるいは，下回る場合に

は，増大した土地転用費用(開発負担金)のどの程度を土地購入者が負担す

るかは確定的でない。しかし，土地転用費用の増加率が土地供給者の割引率

に等しい場合には，増大した土地転用費用(開発負担金)は，究極的には，

土地供給者によって，負担される。したがって，政策的に土地転用費用を操

作することによって土地の開発速度を早ゐたり，土地転用費用を土地供給者

に負担させることは可能である。
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第 8章土地保有税の経済的効果

一一二期間モデル分析一一

本章は，土地保有税が課せられた場合の二期間モテツレを構築し，土地保有税

が今期の地価および来期の予想、地価にどのような影響を与えるか，また，それ

は，土地開発速度にどのような影響を与えるか，あるいは，土地保有税は，究

極的に誰によって負担されるかという問題について考察する。

ところで，土地保有税には，いくつかの種類が考えられ，どのような土地保

有税が導入されるかによって，その経済的効果は異なってくる。そこで，第 1

節においては，土地供給者に対しても土地購入者に対してもその時点における

時価を基準として土地保有税が課せられた場合の二期間モデルを構築し，この

ような土地保有税が，土地売却促進効果をもつことができるか否かを検討す

る。第2節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすと

いう想定のもとで，上述の土地保有税の変化が，今期の地価および来期の予想

地価，土地開発速度にどのような影響を与えるか，あるいは，土地保有税は，

究極的に誰によって負担されるかという問題について考察する。

第3節では，土地購入者に対しては，その時点における時価を基準として土

地保有税が課せられるが，土地供給者の保有する土地については，土地購入者

によって購入された土地に対する土地保有税よりも低い評価額を基準として土

地保有税が課せられる場合の二期間モデルを構築し，第1節および第2節と同

様の方法によって土地保有税の経済的効果を検討する1)。 第 4節では，土地供

給者と土地購入者に異なる税率で土地保有税が課せられた場合の経済的効果を

1) Markusen， J. R. and D. T. Sche百man(63J は，本章とやや異なる仮定
のもとではあるが，基本的には，第4節において想定したような土地保有税が課
せられ，しかも，土地供給者と土地購入者の割引率が等しいという想定のもとで
土地保有税の経済的効果を分析している。しかし，本章の分析からもわかるよう
に，このような土地保有税は，土地保有税の一つにすぎず，したがって，その経
済的効果を土地保有税の経済的効果として一般化するのは誤解を招き易い。
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分析する。

8.1 時価評価された場合の土地保有限税モデル

本節では，土地供給者に対しても土地購入者に対してもその時点における時

価を基準として土地保有税が課せられた場合の二期間モテツレを構築し，このよ

うな土地保有税が，土地売却促進効果をもつことができるか否かを考察しよ

う。今，Po， P1'を今期の地価と来期の予想地価，Lo， L，を今期と来期の土地

供給量とし，L を土地存在量としよう。さらに，So， S，を今期と来期の土地

転用費用 rを土地供給者の割引率としよう。また， ρ。，p，を土地を生産的に

使用することから生じる今期と来期の(帰属〉地代としよう。ただし， ρ。およ

び ρ1は，期末に生じるものとする。

今期的，来期的=(1十g)xoの税率の土地保有税が課せられたもとで，土地

供給者は，今期と来期の土地供給〈売却〉から生じる純収益が極大になるよう

に今期と来期の土地供給量を決定すると想定すれば，次式が成立する。

P， e L，_ C' T __ SjL， 
x/CLo，L，)=PoLo+ :'， '::'-Sム一一一一

l+r 1十r

(8. 1) -xoPoL -~，Pj'(L-L。L+M主三Lo) 十 ρ， (L-Lo-L，)
1十r l+r (1+r)2 

subject to Lo+L，-L豆0;

Lo，L，ミO.

ただし，上式において，土地供給者に対する土地保有税は各期首に課せられ，

その評価額は，時価に等しいものと想定している。

(8.1)より，ラグランジュ関数 F(Lo，L"A)を定義すると，極大の必要条件

は，

θF n C'， x，p， e ρ。 ρ
一一一=Po-So +ムム一一一一←一一一一巳~~2-À 壬 0 ，aLo -U' l+r 1十r Cl+r) 

aF 
(8・2) Lo 8Lo =0， 

θF ~. ~ p 
=一一一一一一一一一一一一主L一一-A三0，

aL， l+r l+r (1+r)2 
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θF 
L守Z;=o，

θF . T :;:-一一一=Lo+L，-L;;;:;O，aJ. ~O' ~l 

θF J. "，..，L; =0 
aJ. 

となる。 ここで Aはラグランジュ乗数であり，えと0である。 (8.2)より，次

式が成立する。

P，'-Po， Po x，P，' S，-So(l+r) 
-y」+7f--r一 九 三rにしたがって

(8.3) Lo=O， L，>O 

Lo>O， L，>O 

Lo>O， L，=O. 
土地保有税は，土地売却促進効果をもつことができるであろうか。結論的に

いえば，土地保有税を課すことによって，今期の土地売却が生じないケース

(Lo=O， L，>O)を今期の土地売却が生じるケース (Lo>O，

Lo>O， L，=O)に変えることができる。

L，>Oあるいは，

このことを示すために，土地保有税が存在しない場合の土地供給者の土地供

給態度を考えると，次式が成立する。

(8.4) 

f op  er cr (Lo， L，) =PoLo+ームL'-SoLo-一一~
υ，""'1/ -L  0""'0' 1 +r ~O""'o 1 +r 

+皇笠二Lo)十一1L7(Z-Lo-LJ
l+r い+r)

subject to Lo+L，-L三0;

Lo， L，~三O.

キューン・タッカーの定理を使って上式を解けば，次式が成立する。

P， e - PO..L Po _ S，-So(1+r) 
R +オ一 九 きにしたがって

(8.5) Lo=O， L，>O 

Lo>O， L，>O 
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Lo>O， L，=O. 
(8.3)と (8.5)を比較すれば明らかなように，土地保有税が課せられること

によって予想地価上昇率 (P，'-Po)jP，。が上昇することがなし、かぎり，土地保

有税を課すことによって今期の土地売却が生じないケース (Lo=O，ム>0)を

今期の土地売却が生じるケース (Lo>O，L，>Oあるいは Lo>O，L，=O)に変

えることができるのである。土地保有税が予想、地価上昇率に及ぼす影響につい

ていえば，今期の土地売却が生じないケースというのは，予想地価上昇率が高

く，土地が投機的に保有されている状況において多い。その場合には，土地保

有税は，予想、地価上昇率を引き下げる可能性が強L、2)。

今期の土地供給がどの程度増大するかは，x，P，'jP，。の大きさに依存する。す

なわち，来期の土地保有税率 x，が高いほど，今期にくらべて来期の予想地価

P，'jP，。が高いほど，土地保有税の土地売却促進効果は大きい。

8.2 時価評価された場合の土地保有税の効果

本節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという

想定，すなわち，Lo>O， L，>O，かつ Lo+L，=Lという想定のもとで，土地

保有税の変化が，今期の地価 P。および来期の予想、地価 P，'にどのような影響

を与えるか，また，それは，土地開発速度にどのような影響を与えるか，ある

いは，土地保有税は，究極的には誰によって負担されるかとL、う問題について

考察しよう。

ここでは，土地保有税率が，gパーセントの率で変化すると想定した場合，

すなわち，x，=(1+g)xo(gミ0)と想定した場合における土地保有税率九の変

化の効果を考察しよう。 (8.3)より，土地供給関数は，

(8.6) (l+r)P，。一{1一(1+g)xo}P，'
=ρ。-S，+(1 +r)S，。

となる。
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第8章土地保有税の経済的効果

次に，土地需要関数について考えよう。土地購入者が今期に購入した土地に

対して，来期においてその時点、の時価と税率で土地保有税が課せられるものと

想定しよう。このように想定すると，土地購入者にとって今期の地価との関連

で問題となるのは，P，。ではなくて， Po+x，P，' /(1 +m)となる。したがって，

土地需要関数は，D;=D;{Po+x，P，'/(1+m)， P，'}(i=O， 1)となる。供給可

能な土地が，今期と来期にわたってすべて購入されるためには，

(8.7) D.{ Po+ -.il+g)xoP，~， P，' )+D，( Po+-.il+g)xoP:L，P，')=L 
¥ l+m '-'J ¥ l+m ，-. J 

が成立しなければならない。ここで Doおよび D，は，今期および来期の土地

需要量である。

(8.6)および (8.7)を x。で微分して整理すると，

dPn /. ， _，..) dP，' 
(8.8) (1+r)可一{1一(1+g)xo}百十=一(l+g)P，'，

dPo ， L.. n ，n ，¥， (Doo+D，ρ(l+g)xo L dP，' 
(8. 9) (Doo + D，o)づす旦+~(Do ， +Dll) + トヲマーdxo ' l ，-"， ' -U/  • 1十m ) dx。

=一 (Doo+D，o)P，'~土屋一
υ f.t-m 

となる。ただし D;o=θD;/θ{Po+(1 +g)xoP，' /l+m}， D;，=8D;/8P， '(i= 

0，1)である。 (8.8)および (8.9)より，

(8.10) 祭=-(1乎立({(Do，+Dll)+ CDoo叫 加 が9}
1+m 

+iDoo+D，o){l一(1+g)xoLi.
l+m )' 

(8.11) 袋二=位ヂ乙(Doo+川ーユ土ι
¥ l+m 

をえる。ここで、，

I，"'n ，n '¥ ， (Doo+D，o)(l +g)xoL .:1= (1 +r) ~(Do ， +Dll) + I..LJOOT~'~J_':.J. '5J"'O~ l ，-Ul I - ll/ • 1 +m 

+ (Doo+D，o){1ー(1+g)xo} 

である。
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(8.10)および (8.11)の符号について考えよう。今，Dij+Dji<O(i=O，l) 

を仮定すると，.dは負となるから，dPo/dxo<Oとなる。 dP，'/dx。の符号は，

(8. 11)からわかるように rと m の大小関係に依存する。 r=mならば，

dP，'/dxo=Oである。 rくmならば， dP，' /dxo>Oである。 r>mならば，dP，' 

/dxo<Oである。すなわち，x，=(1+g)x。と想定した場合における今期および

来期の土地保有税率の引き上げは，今期の地価 P。を引き下げるが，来期の予

想地価 P，'に対する効果については，土地供給者の割引率 rと土地購入者の

割引率 m との大小関係で異なってくる。土地供給者と土地購入者の割引率が

等しいならぽ，土地保有税の引き上げは，来期の予想地価に影響を与えない。

土地供給者の割引率が土地購入者の割引率を下回るならば，来期の予想、地価を

引き上げ，逆に，土地供給者の割引率が，土地購入者の割引率を上回るなら

ば，来期の予想地価を引き下げる。

x，=(1+g)x。という想定のもとでの土地保有税の引き上げは，土地開発速度

にどのような影響を与えるであろうか。 (8.7)より，

~Do=DnJ ~Po+皇土亘P，' +皇土豆五五E乙!
万石川dxo' l+m 'l+m dxo 1 

dP，' 
+Do，一読了

となる。上式に (8.10)および (8.11)を代入して整理すると，

(8.12) 豆Do=皇土並旦二DoJ1-~ {(Doo+D，o) 
dxo l+m ~uul. 

+(l+m)(Dけ DI1)})

をえる。ただし，

f 0+め 1.d= (1 +g)xo(Doo+Dρ{ム土エ工ムー}
(l+m -J 

+(1 +r)(Do， +DI1) + (Doo+D，o) 
である。 (8.12)の符号は，rとmの大小関係によって異なってくる。すなわ

ち，
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第8章土地保有税の経済的効果

dD、...，.. dD1 (8.ω ーならば，宏=0，したかつて， EE7=0

dDn /~ ， ，，' ~ dD r>mならば，五fく0，したがって，五:1>0.

dDn~ ~ ， ， •. ~ dD rくm ならば，百~>O，したかって，百戸0・

(8.13)からわかるように，土地供給者の割引率 rと土地購入者の割引率 m

が等しいならば，土地保有税率の引き上げは，土地が今期および来期に売却さ

れ，かつ，売却し尽くされると想定するかぎり，土地開発速度に影響を及ぼさ

ない。しかし，土地供給者の割引率が土地購入者の割引率を上回るならば，土

地保有税率の引き上げは土地の開発速度を遅らせ，土地供給者の割引率が土地

購入者の割引率を下回るならば，土地の開発速度を早めるのである。

最後に，土地保有税率の引き上げによって増大した土地保有税額は，究極的

には誰によって負担されるかという問題を考えよう。本節におけるような土地

保有税の想定のもとで土地購入者が今期および来期に支払う額の現在価値は，

(8.14) PoLo+ーユーー{(1+g)XOP1' LO+Pl' Ll} l+m 

である。したがって，土地保有税率が増大した場合に，土地購入者の負担が増

大するか否かは，上式の値が増大するか否かをみればよい。今，明確な結果が

導き出せるケースとして，r=m，すなわち，土地供給者と土地購入者の割引率

が等しいケースを考えてみよう。

r=mという想定のもとで， (8.14)を x。で微分し， (8.10)， (8. 11)およ

び (8.13)を考慮すれば，

d (n T ， 1 可(8.ω 戎lP，ム+ τ耳 {(1+g)xoPl'Lo+Pl'Ll}J 

= ~PoLo+~土並戸P， 'Lodxo 
-U'  

1 +m -1 -U  

=0 

をえる。 (8.15)から明らかなように，土地供給者と土地購入者の割引率が等

しいならば，土地保有税率の引き上げによって増大した土地保有税額は，すぺ

143 



て土地供給者によって負担される。すなわち，土地保有税率の引き上げによっ

て土地購入者が支払わなければならない土地保有税額の現在価値(1+g)xoP， ， 

Lo/C1+m)は増大するが，土地保有税率の引き上げは今期の地価P。を引き下

げる効果をもつから，今期の土地購入費用 PoLoは減少し，両者は相殺し合う

のである。

土地供給者と土地購入者の割引率が等しくない場合には，土地保有税率の引

き上げは，今期の地価 P。と来期の予想地価 P，'を変化させるだけでなく，今

期の土地需要量 D。と来期の土地需要量 D，も変化させる効果をもち，その結

果，増大した土地保有税額が必ずしも土地供給者によって負担されるとはL、え

なくなる。

8.3 土地保有者への評価が低い場合の土地保有税の効果

前節までの議論においては，土地供給者に対しても土地購入者に対してもそ

の時点における時価を基準として土地保有税が課せられるものと想定した。し

かし，現実の税制のもとでは，土地供給者と土地購入者に対して同ーの基準で

は土地保有税が課せられないことが多い。例えば，市街地近郊の農地に対する

土地固定資産税の税率は極めて低いが，それが住宅地として購入された場合に

は，住宅地として評価され，住宅地並みの土地固定資産税が課せられる。ま

た，ディベロッパーによって大量に開発された住宅予定地もそれがディベロッ

バーに保有されているかぎり，宅地購入者が実際にその土地を購入したときに

課せられる土地固定資産税よりも安いことが多い。本節では，土地供給者の保

有する土地に対する土地保有税が，宅地購入者によって購入された土地に対す

る土地保有税よりも低い評価額を基準として課せられた場合に，それが今期の

地価および来期の予想、地価あるいは土地開発速度にどのような影響を与えるか

を考察しよう。

本節の想定のもとでは，土地供給者の土地供給態度は，
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第8宣言 土地保有税の経済的効果

←xo(P，。ー Zo)[-~I(Pl e -ZI)(L-LoL+ Po(L二壬立
l+r 1十r

+ρI(LーL。ーLl)
(1+r)2 

subject to Lo+Ll一L亘0;

Lo，LlミO.

ただし，z，。および ZIは，土地供給者に対する土地保有税の今期および来期の

控除額である。 (8.16)より，第l節と同様の方法により，次式をえるo

E瓦Po+辛子_xl(P古Z1〕-S1-y+匂にしたがって

(8.17) Lo=O， Ll>O， 

Lo>O， Ll>O， 

Lo>O， Ll=O. 

(8. 17)と第1節の (8.3)を比較すれば明らかなように，土地供給者に対す

る土地保有税の控除がなされた場合にも，来期の予想地価P1eが，来期の控除

額 ZIを上回っており，また，土地保有税を課すことによって，予想地価上昇

率 (Ple_PO)/p，。が上昇しなし、かぎり，今期の土地売却が生じないケース (Lo

=O，Ll>O)を今期の土地売却が生じるケース (Lo>O，ム>0あるいは，Lo> 

0， Ll=O)に変えることができる。しかし，来期の予想地価 Pleに比して来期

の控除額が大きれば大きいほど土地保有税の土地売却促進効果は小さくなる。

土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くされるという想定の

もとで，土地保有税の変化が今期の地価 Poおよび来期の予想地価 P1eにどの

ような影響を与えるかを考察しよう。は 17)より，土地供給関数は，

(8.18) (1+r)Po-{l一(1+ g)xo} Pl e 

=ρ。+(1+ g)XOZ1-Sl +(1+r)S。
となる。土地需要関数には変化がなし、から，

(8.7) Dlpo十 (1 十 g)xoP~， Ple)十DJpo+ i，l+g)xoP~， Ple)=[
¥ 1十m ，"'1 J j .L.'l¥ 0' l+m ，Ll} 

となる。
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(8. 18)および (8.7)を%で微分して整理すると，

dPn r. . _~..) dP， e 
(8・19) (1+r)五f-{1-UWo}ヲオ=一(l+g)(P，'一Z，)，

dPo， lrn ，n '1 ， (Doo+D，o)(1+g)xol dP，' (8.9) (Doo+D，o)づチ+~ (Do， + DlI) + ~L/ oo T ，"，:，~).:.J. T õ)"o~寸アdox . ! ，-v， • -..， • 1十m ) dx。

=ー(Doo+D，o)P，'Sl土亙L
l+m 

となる。 (8.19)および (8.9)より，

dPo_ -1 ( 1'1'  ~V D ，_ 7'11 (8・20) 高 =-~t l (l+g)(P，'-Z')l(丸 +DlI)

、aE
》'・
3

x
一

ヘ
}
ノ
一

pb-+一
噌
1

目-k
m
 

I
-

D

一l
+一E
 

E
 

D

一

f

，‘、白

+
 (Doo+D，o)(1+g)P，' 11 1'1' ~'I ~l~ {1ー(1+g)xo}1， l+m ，-• O"'V') 

dP，' _ -1 
(8.21) d王~= jJ. {(l+g)(Doo+D心ZJ

をえる。ここで，

lrn ，n 'l，'(Doo+D，o)(1+g)xo l 
.J=(l+r)l(Do，+Dρ+001Lm i 

+ (Doo+D，o) {1-(1 + g)xo} 

である。

(8.20)および (8.21)の符号について考えよう。 D;;+Diiぐo(i=O， 1)を

恨定すると， .Jは負となるから，P，'ミZ，であるかぎり ，dPo/dxo<O，かつ，

dP，'/dxo<Oとなる。すなわち，土地供給者に対して土地保有税の控除がなさ

れている場合の土地保有税率の引き上げは，来期の予想、地価P，'が来期の控除

額 Zlを下回らなし、かぎり，今期の地価 P。および来期の予想地価 P，'を引き

下げるのである。

土地供給者に対して土地保有税の控除がなされている場合の土地保有税率の

引き上げは，土地開発速度にどのような影響を与えるであろうか。 (8.7)よ

り，

EE=DoJdE+皇土豆旦二十皇土自Q dP，二l+DodP1e 
ool  dxol十m 1 十m~fTL/O'~
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をえる。上式に (8.20)および (8.21)を代入し，r=mと仮定して整理する

と，

dDo_1 (7) 1'1 I ~....r 7) 1 7) ....71 ，7) dp，e (8.22) 'd';.o= J{Doo(1+g)(Do，+DII)Z，}+Do， uci王「

をえる。同様の方法により，

dD， 1， n / 1  • _， / n • n ''7' • n dP， e 
臼.23) 五fコ{D，o(l十g)(Do，+DII)Z，}+DIId式一

をえる。 (8.22)および (8.23)において，Dij<O， Dij>O (iキj)であり，か

つ， Dij +Dj ;<0 (i=O，l)を仮定しているから， (8.20)および (8.21)を

考慮すれば明らからように，dDo/dx。く0，dD，/dxo>Oをえる。すなわち，土

地供給者の割引率 rと土地購入者の割引率 mが等しい状況のもとでも，土地

供給者に対して土地保有税の控除がなされている場合には，土地保有税率の引

き上げは，今期の土地供給(需要〉を減少させ，来期の土地供給〈需要)を増

加させることによって，土地の開発速度を遅らせるのである。

8.4 税率が異な~場合の土地保有税の効果

本節では，土地は今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという

想定のもとで，土地供給者と土地購入者に異なる税率で土地保有税が課せられ

た場合に，それぞれの土地保有税率の変化が今期の地価 Poおよび来期の予想

地価p，eにどのような影響を与えるか，また，土地開発速度にどのような影響

を与えるかを考察しよう。

土地供給者に対しては，今期的，来期的=(1+g)x。の土地保有税率が課せ

られるものとすれば，土地供給関数は前節のそれと同一であり，

(8.18) (1+r)P.。一{1一(1+ g)xo} p，e 

=ρ。+(I + g)xoZ， -S，十(1+ r)S.。
が成立する。

土地購入者に対しては，今期 Yo，来期 y，=(l+h)y。の土地保有税率が課せ
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られるものとすれば， (8.7)より明らかなように，土地需要関数として，

(8.24) D.( PO+~1+h)yoP，~， p， ')+Dlpo+~1+h)yoP， e P1e)=Z 
¥ l十m ノヘ。 1+m ，4 1  I 

が成立する。

土地供給者に対する土地保有税率だけが変化した場合に，今期の地価および

来期の予想地価，土地の開発速度がどのような影響を受けるかを考察しよう。

(8. 18)および (8.24)を%で微分して整理すると，

dPn ..， dP，' 
(8.19) (1 +r) :;~ 0ー{1ーc1+ g)xo}一一」ー=一c1十回CP，'-Z，)，

dx。

(8.25) CDoo+D心者+{(Do，十DII)+旦d サ並ム}d?
1へ

=0 

をえる。 (8.19)および (8.25)より，

dPo_ -1(r， I ~， rD. '7，[ (8.26) 五~= -./ L (1+g)(P，'-Z')l(DoaDII) 

十_{!2oo+Dρ(1+h)yLn
1十m J)' 

dP，' 1 (8.27)訪「つ(Doo+D10)(1+ g) CP1'ーZl)

をえる。ここで，

.4=C1 +r)~CDけD11〉 +(Doo+D ， o) (1 +h)y9~l ，-u， • -../ • 1 +m 

+CDoo+D，o){1ー(1+g)xo}

である。

Djj+Dji<O (i=0，1)を仮定すれば， .4は負となるから，dPo/dxo<O， dP，' 

Jdxo>Oとなる。すなわち，土地供給者に対する土地保有税率だけが引き上げ

られた場合には，今期の地価 P。は下落するが，来期の予想地価 P1' は上昇す

る。

土地供給者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，土地開発

速度はどのような影響を受けるであろうか。 (8.24)より，
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~~o=Doo~ ~!，o+皇士~2Yo d!，e ~+Do， d!，e 
;;--""'001 dxo '1十m ゴixoJ ，LJO'd正「

をえる。上式に (8.26)および (8.27)を代入して整理すると，

(8.28) 安=11+刊 e-Z，L{Do，(Doo + D，o)ーDoo(Do，+

をえる。同様の方法により，

(8m〉ZJM午 -Z，L{DII(Doo+D，o)-D，o(Do， +DII)} 

をえる。 (8.28)および (8.29)において，Du<O，Dij>O (iキj)であるか

ら，dDo/dxo>O， dDJdxo<Oである。 すなわち，土地供給者に対してだけお

こなわれる土地保有税率の引き上げは，今期の土地供給(需要)を増加させ，

来期の土地供給(需要〉を減少させることによって，土地の開発速度を早める

のである。

次に，土地購入者に対する土地保有税率だけが変化した場合に，今期の地価

および来期の予想地価，土地開発速度がどのような影響を受けるかを考察しよ

う。 (8.18)および (8.24)を y。で微分して整理すると，

dPn /. ， _， __， dP， e 
(8.30) (1 +r)ヮJ一{l-(1+g)xoド壬-'-=0，

U .，YO ~JO 

dPo r f，..n r n "¥ r (Doo+D，o)(1+h)Yol dp，e (8.31) (Doo+Dρ~~ o+~(Do， +DII)+''''''oo I LJ'O/，... r "/.J' o~ーづ一-
uv ' - lV/ dyo . l ，-Ul I - J.1/  • 1十m ) dy。

=ー(Doo十九)P，.-C立主υo/~ ， l+m 

となる。 (8.30)および (8.31)より，

(8.32) 五PO =二1L{1ー (1 +g)xo}(Doo +DρPre~日包dyo ----::;-¥.1.-'...'6.1""'OJ '......00 I ...，. 'o/~ ， 1十m

dP〆 ー1"'1r_"¥rn _l.n '10. (1+h) 
(8.33) 可プ J.L(1+め(Doo+D10)Pl芋議ム

となる。

D;; +Dj ;<0 (i=0， 1)を仮定すれば， Jは負となるから，dPo/dy。くO，dp，e

/dyo<Oとなる。すなわち，土地購入者に対する土地保有税率だけが引き上げ
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られた場合には，今期の地価 PO，来期の予想地価 p，e は，共に下落する。

土地購入者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，土地開発

速度はどのような影響を受けるであろうか。 (8.24)より，

品 =Doo{~!，o+ (1土並立十位h)yodP斗
可701可-;' l+m 'l+m ---ay;-f 

dP，' +Dnl~一一-- ay。

をえる。上式に (8.32)および (8.33)を代入して整理すると，

dD (8.34) づご』
~JO 

(1??11ザL{Doo(Dけ DII)-Do， (Doo+D，o)} 

をえる。同様の方法により

五旦一 (1+r)(1+h)(8.35) ~~'= ¥1. ~/い一、 {DlO (Do， + DII) -DII (Doo + D，o)} 
肺 'JO

をえる。 (8.34)および (8.35)において，D; ;<0， D; ;>0 (iキj)であるか

ら，dDo/dyo<O， dD，/Dyo>Oである。 すなわち，土地購入者に対してだけお

こなわれる土地保有税の引き上げは，今期の土地供給(需要〉を減少させ，来

期の土地供給〈需要〉を増大させることによって，土地の開発速度を遅らせる

のである。

8.5 結び

本章においてわれわれは，土地保有税が課せられた場合の二期間モデルを構

築し，土地保有税の及ぼす経済的効果について検討を加えた。本章で得られた

主要な結論を要約すれば，次の通りである。

付 土地供給者に対しても土地購入者に対してもその時点における時価を基準

として土地保有税が課せられる場合には，土地保有税を課すことによって予

想地価上昇率が上昇することがないかぎり，土地保有税は，今期の土地売却

が生じないケースを今期の土地売却が生じるケ{スに変えることができる。

土地保有税の土地売却促進効果は，来期の土地保有税率が高いほど，今期に

比しての来期の予想地価が高いほど大きい。

Zラ。



第8章土地保有税の経済的効果

同土地が今期および来期に売却され，かっ，売却され尽くすと想定し，さら

に，今期から来期にかけて土地保有税率が，一定の率で上昇すると想定した

場合における土地保有税率の変化の効果は，次のようになる。

( i) 今期の地価および来期の予想地価への効果についていえば，今期およ

び来期の土地保有税率の引き上げは，必ず，今期の地価を引き下げるが，

来期の予想地価への効果については，土地供給者の割引率と土地購入者の

割引率との大小関係によって異なってくる。すなわち，土地供給者と土地

購入者の割引率が等しいならば，土地保有税の引き上げは，来期の予想地

価に影響を与えない。土地供給者の割引率が土地購入者の割引率を下回る

ならば，来期の予想、地価を引き上げ，逆に，土地供給者の割引率が土地購

入者の割引率を上回るならば，来期の予想、地価を引き下げる。

(ii) 土地開発速度に対する効果についても土地供給者と土地購入者の割引

率との大小関係によって異なってくる。すなわち，土地供給者の割引率と

土地購入者の割引率が等しいならば，土地保有税率の引き上げは，土地開

発速度に影響を及ぼさない。しかし，土地供給者の割引率が土地購入者の

割引率を上回るならば，土地保有税率の引き上げは，土地開発速度を遅ら

せ，土地供給者の割引率が土地購入者の割引率を下回るならば，土地開発

速度を早める。

(iii) 土地保有税の帰着の問題についていえば，土地供給者と土地購入者の

割引率が等しいならば，土地保有税率の引き上げによって増大した土地保

有税額は，すべて土地供給者によって負担される。すなわち，土地保有税

率の引き上げによって土地購入者が支払わなければならない土地保有税額

の現在価値は増大するが，土地保有税率の引き上げは，今期の地価を引き

下げる効果をもつから，今期の土地購入費用は減少し，両者は相殺し合う

結果，土地購入者が今期および来期に支払わねばならない額の現在価値は

不変にとどまる。土地供給者と土地購入者の割引率が等しくない場合に

は，土地保有税率の引き上げは，今期の地価と来期の予想、地価を変化させ

るだけでなく，今期の土地需要量と来期の土地需要量をも変化させる効果
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をもち，その結果，土地購入者が支払わなければならない額の現在価値が

不変にとどまるとはいえなくなる。以上より，土地保有税の帰着の問題と

してよく主張される「土地保有税は，すべて土地供給者によって負担され

る。」という主張は，多期間モデルを考膚した場合には，特定の条件が充

たされる場合にのみ成立するものであり，一般的妥当性をもたないことが

わかった。

白土地購入者に対しては，その時点における時価を基準として土地保有税が

課せられるが，土地供給者の保有する土地については，土地購入者によって

購入された土地に対する土地保有税よりも低い評価額を基準として土地保有

税が課せられる場合には，来期の予想地価が，来期の控除額を上回ってお

り，また，土地保有税を課すことによって予想地価上昇率が上昇しないかぎ

り，土地保有税は，今期の土地売却が生じないケースを今期の土地売却が生

じるケースに変えることができる。しかし，来期の予想地価に比して来期の

控除額が大きければ大きいほど土地保有税の土地売却促進効果は小さくな

る。

但) 土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすと想定し，さら

に，今期から来期にかけて土地保有税率が一定の率で上昇すると想定した場

合における土地保有税率の変化の効果は，次のようになる。

( i ) 土地供給者に対して土地保有税の控除がなされている場合の土地保有

税率の引き上げは，土地供給者の割引率と土地購入者の割引率との大小関

係にかかわりなく，来期の予想地価が来期の控除額を下回らなし、かぎり，

今期の地価および来期の予想地価を引き下げる。

(ii) 土地供給者に対して土地保有税の控除がなされている場合の土地保有

税率の引き上げは，土地供給者の割引率と土地購入者の割引率が等しい状

況のもとでも，今期の土地供給(需要〉を減少させ，来期の土地供給(需

要〉を増加させることによって，土地の開発速度を遅らせる。

伺 土地は今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすと想定し，さら

に，今期から来期にかけて土地保有税率が一定の率で上昇すると想定したも
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第8章土地保有税の経済的効果

とで，土地供給者と土地購入者に異なる税率で土地保有税が課せられた場合

における土地保有税率の変化の効果は，次のようになる。

( i ) 土地供給者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，今

期の地価は下落するが，来期の予想地価は上昇する。そして，その場合に

は，今期の土地供給(需要〉を増加させ，来期の土地供給(需要〉を減少

させることによって，土地の開発速度を早める。

( ii) 土地購入者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，今

期の地価および来期の予想地価は共に下落する。そして，その場合には，

今期の土地供給(需要)を減少させ，来期の土地供給(需要〉を増大させ

ることによって，土地の開発速度を遅らせる。

以上述べたように，二期間モデルを考慮した場合における土地保有税の経済

的効果は，どのような土地保有税を想定しているのか，あるいは，土地供給者

と土地購入者の割引率についてどのような想定をしているか等によって異なっ

てくる。したがって，政策的に何を意図するのか，たとえば，地価の下落を意

図するのか，土地の開発速度を早めることを意図するのかによって土地保有税

改善の方向は呉なるのである。
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第 8章の補論

宅地開発過程と土地保有税

二期間モデル分析

第8章においてわれわれは，土地購入者が今期に購入した土地に対して，来

期においてその時点の時価と税率で土地保有税が課せられるものと想定し，そ

のような想定のもとで土地保有税が課せられた場合の二期間モデルを構築し，

土地保有税の経済的効果を分析した。小論においては，土地購入者が各期に購

入した土地に対して，それぞれの時点においてその時点の時価と税率で土地保

有税が課せられると想定したものでの土地保有税の経済的効果を分析する。小

論の分析は，土地が今期および来期に売却され，かっ，売却され尽くすという

想定のもとでおこなわれる。

まず第 1節においては，土地供給者に対しても土地購入者に対してもその時

点における時価を基準として土地保有税が課せられた場合に，そのような土地

保有税の変化が，今期の地価および来期の予想地価，土地の開発速度にどのよ

うな影響を与えるかを考察する。第 2節では，土地購入者に対してはその時点

における時価を基準として土地保有税が課せられるが，土地供給者の保有する

土地については， ー定の控除がおこなわれる結果，土地購入者によって購入さ

れた土地に対する土地保有税よりも低い評価額を基準として土地保有税が課せ

られる場合に，そのような土地保有税がどのような経済的効果をもつかを第 1

節と同様の方法で分析する。第 3節では，土地供給者と土地購入者に異なる税

率で土地保有税が課せられた場合の経済的効果を分析する。
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1. 時価評価された場合の土地保有税の効果

本節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという

想定のもとで，土地供給者に対しても土地購入者に対してもその時点における

時価を基準として土地保有税が課せられた場合に，土地保有税の変化が，今期

の地価九および来期の予想地価 p，eにどのような影響を与えるか，また，それ

は，土地開発速度にどのような影響を与えるかを考察しよう。

まず，土地供給関数について考察しよう。今期 Xo 来期 x，二(1十g)Xoの税率

の土地保有税が課せられたもとで，土地供給者は，今期と来期の土地供給(売

却〕から生じる純収益が極大になるように今期と来期の土地供給量を決定する

ものと想定すれば，次式が成立する。

p，eL， にL，
maxf(Lo， L】)= PoLo+ーム~l ← 50Lo- ';'1，ー土

l十rol+r

X，p，e(L-L。)， Po(L-Lo) 
xoPoL 十工ー

1十 r 十 y

+ρ，(L-Lo-L，) 
(1十 r)2 

)
 

1
1企(
 

subject to L。十L，-L豆 0;Lo， L， 詮 O.

ここで，Lo， L，は今期と来期の土地供給量，Lは土地存在量， 50， 5，は今期

と来期の土地転用費用 rは土地供給者の割引率， ρ0，ρlは土地を生産的に使

用することから生じる今期と来期の(帰属)地代である。ただし， ρ。および ρ1

は，期末に生じるものとする。また，土地供給者に対する土地保有税は各期首

に課せられ，その評価額は，時価に等しいものと想定している。

(1)より，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという想

定，すなわち，Lo > 0， L， > 0，かっ Lo+L，=LとL、う想定のもとでは，土

地供給関数民

(2) (1十 r)Po-{1一(l+g)xo}p，e=ρ。5，+(1+r)5。

となる')

1) (2)の導出については， 138-139兵を参照のこと〉
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第 8章の補論宅地開発過程と土地保有税

次に，土地需要関数について考えよう。土地購入者が各期に購入した土地に

対しては，それぞれの時点においてその時点の時価と税率で土地保有税が課せ

られるものと想定すれば，土地需要関数は Di二 Di(九十XoPo，p，e+X，p，e) 

(i = 0， 1)となる。したがって，供給可能な土地が今期と来期にわたってすべて

購入されるためには，

(3) Do(Po十XoPo，p，e+x，p，e)十D，(Po+xoPo， p，e十x，p，e)= L 

が成立しなければならない。ここで D。および D，は，今期および来期の土地需

要量である。

(2)および(3)をXoで微分して整理すると，

dPo (， 1 dp，e 
(4) (1+ r)コ'--"--{l一(l+g)xo}ーL 二一(1十g)p，e，

Uん O 叫ん O

dPo ， I ~ ¥ (， 1" 1 dP， e 
(5) (Doo十D，o)(1+xo)一一一+(Do， + Dll){l + (1 + g )xo} dxo T¥Uo，TUll!(L T ¥.l '，lSMOI dxo 

ニ (Doo十D，o)l元 (Do，十Dll)(1十g)p，e

となる。ただし，DiO = oD;/o(Po+xoPo)， Di1 = oD;/o(p，e+x，p，e)(i = 0，1) 

である o (4)および(5)より，

(l+g)p，e {l-(1十g)xo}

-(Do。十D，o)Po
E ー (Do，+Dll)(l+g)p，e，(Do，+Dll){l十(l+g)xo}

dPo 

I ~十 T
(Doo十DlO)(1十Xo)，

dxo 

をえる。上式を整理すれば，

{l-(1 + g)xo} 

(Do， + Dll){l + (1 + g )xo} I 

dPo -1 
(6) 二 [(Do，十Dll)(1 + g )p，e{l + (1 + g )xo} 

dxo L1 

+ {1-(1 + g )xo}{(Doo十D，o)Po十(Do，+ Dll)(1十g)p，e}]

をえる o 同様にして
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dp，e -1 
(7) 一一L 二一一[(Doo十Dlo)(l+r)P，。

dxo L1 

+(1 +g)Ple{(Dol十Dll)(1十r)-(Doo+ D10)(1 + xo)}l 

をえる。ただし，ここで

L1=(1十r)(DOl + Dll){l + (1 + g )xo) 

+ (Doo+ Dl0)(1 + xo){1一(1+g)xo) 

である。

(6)および(7)の符号について考えよう。今，Dij十Dj;< 0 (iキ j，i二 0，1)を

仮定すると，L1は負となるから，容易にわかるように，dPo/dxoは負となる。す

なわち，土地保有税の引き上げは，今期の地価 Poを引き下げる。 dPle/dxoの符

号は確定的ではない。しかし，通常，土地供給者の割引率 rは，今期の土地保

有税率 x。を下回らないと考えられるから，来期の予想地価と土地保有税額の和

p1e + (1 + g )XOPl
eの上昇が土地への総需要を減少させる効果 ID01 十DllIが，

今期の地価と土地保有税額の和 Po+xop，。の上昇が土地への総需要を減少させ

る効果 IDoo+ D10 Iを下回らないかぎり ，dPle/dxoは負となる。すなわち，土地

保有税の引き上げは rミXo，かっ， I D01十DlllミIDoo十D10Iが成立するか

ぎり，来期の予想地価 p1
eも引き下げる。

Xl = (l+g)xoとL、う想定のもとでの土地保有税の引き上げは，土地開発速

度にどのような影響を与えるであろうか。 (3)より

dDo ~ (/" ，dPo ~ 1 -7iニ Doo{(1 + xo) U: U + Po f 
axo axo 

r (， 1 dPl e ， /，' ， ~ v 1 
+D011 {1+(1十g)Xo}っ デ+(1+g)P1e I 

L 叫ん J

をえる。上式に(6)および(7)を代入して整理すると

dDo _ 1 (o)/1 ，_¥/1， ¥ne (8) 二 [2(1+ g)(1 + XO)P1e -{1 + (1 + g )XO}(1十r)Pol・
dxo L1 

{D01(Doo+ D10)-D川D01+Dll)}

をえる。 Du< 0， Dij > 0， Dij十Dj;< O(iキ j，i二 0，1)を考慮すれば，地
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第8章の補論宅地開発過程と土地保有税

価上昇過程 (Ple主主 Po)においては，土地供給者の割引率 rが著しく大きくな

L 、かぎり .dDo/dxo > 0となる。すなわち，土地が今期および来期に売却され，

かつ，売却され尽くすと L、う想定のもとでは，来期の予想地価 p1
eが今期の地

価 P。を下回らないかぎり，土地保有税の引き上げは，土地の開発速度を早める

可能性が強い。

2. 土地保有者への評価が低い場合の土地保有税の効果

本節では，土地供給者の保有する土地に対する土地保有税が，土地購入者に

よって購入される土地に対する土地保有税よりも低い評価額を基準として課せ

られる場合に，それが今期の地価および来期の予想地価あるいは土地開発速度

にどのような影響を与えるかを考察しよう。

本節の想定のもとでは，土地供給者の土地供給態度は，次のようになる。

(9) 

P1eL1 51Ll 
maxg(Lo. L 1 ) ニ PoLo十~-SoLo-~llLJl 1 + r ...JOLO 1十 r

x1(P1e-Zl)(L-L。)ρ。(L-Lo) 
Xo(Po-Zo)L-

l+r 1十r

+ρl(L-Lo-Ll) 
(1+r)2 

subject to Lo十L1-L壬 O;Lo.Ll~O

ただし Zoおよび Zlは，土地供給者に対する土地保有税の今期および来期の

控除額である。 (9)より，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され

尽くされるという想定のもとでの土地供給関数は，

(10) (1十r)P，。一{l-(1+g)xo}P1e二 ρo十(1+g)xoZl-51 +(1十r)50 

となる。土地需要関数には変化がないから，

(3) Do(Po十XoPo.Ple+X1Ple)十Dl(PO十XoPo.Ple+X1Ple) = L 

となる。

(10)および(3)を微分して整理すると，
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dPo (， 1" 1 dp，e 
(11) (1十 r)U.J~. 0 - {1一(1十g)xo)ーァーニ (1+g)(p，e-z，)， 

axo aXO 

dPo ， 1 ~ ¥ (， ， 1， 1 dP， e 
(12) (Doo+DlO)(1+xo)ー/"+ (Do， + Dll){l十 (1十g)xo) U~ 一

axo axo 

=一(Doo十D，o)Po-(Do， + Dll)(1 + g)p，e 

となる。 (11)および(12)より，

(l+g)(P〆-Z)， 一{1-(1十g)xo)

一(Doo+D，o)P，。

dPo 
dx。

(Do，十Dll)(l十g)p，e，(Do，十Dll){l+ (1 + g )}xo 

1+ r 

(Doo+ D，o)(1十Xo)，

をえる。上式を整理すれば，

一{1-(1+g)xo} 

(Do，十Dll){1十(1十g)Xo)I 

dPo -1 
(13) ー」ニ [(Do，+ Dll )(1十g)(p，e -Z， ){1 + (1 + g )xo) 

dxo L1 

十 {1-(1 + g )xo}{(Doo+ D，o)Po+ (Do，十Dll)(l+g)p，e})

をえる。同様にして

dPle -1 
(1引一一'-= --+[(Doo十 D，o)(l+ r )P，。

dxo L1 

+(1十g){(Do， + Dll)(1 + r )p，e -(Doo十D，o)(1十xo)(p，e-Z，)} 

をえる。

(13)および(14)の符号について考えよう。 d は負であるから， (]3)より ，p，e ミZ，

であるかぎり ，dPo/dxoは負となる。すなわち，土地供給者に対して土地保有税

の控除がなされている場合の土地保有税率の引き上げは，来期の予想地価 p，e

が来期の控除額 Z，を下回らないかぎり，今期の地価 P。を引き下げるのであ

る。(J4)より ，r孟 Xo，かつ， I Do， + Dll I孟 IDoo+ D，o Iが成立するかぎり ，dPle/ 

dxoは負となる Oすなわち，土地保有税率の引き tげは，r~ Xo，かつ，1Do，十Dlll

~IDoo+D ， ol が成立するかぎり，来期の予想地価 p， e を引き下げる。また， (]4) 
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第 8章の補論宅地開発過程と土地保有税

より，土地供給者に対する来期の控除額 Zlは，来期の予想地価 p1
eを引き下げ

る効果をもつことがわかる。たとえば.p1
e = Zlとなるまで来期の控除がなさ

れるならば，土地保有税率の引き上げは，必ず，来期の予想、地価 p1
eを引き下

げる。

土地供給者に対して土地保有税の控除がなされている場合の土地保有税率の

引き上げは，土地開発速度にどのような影響を与えるであろうか。前節と同様

の方法によって dDo/dxoを求めると，

dDo 
(15) ニ [2(1+ g)(1十XO)(Ple

- Zl)一{l十(1十g)Xo}(l + r )PoJ・dxo Ll l ，"\~ I l5 J\~ I -'0 

{D01(Doo十DlO)-Doo(Dol + Dll)} 

をえる。 dDo/dxoの符号は確定的ではないが. (15)よりわかるように，土地供給

者に対する控除 Zlは，土地の開発速度を遅らせる作用をする。たとえば，土地

供給者に対して p1e= Zlとなるまで控除がなされている場合には.dDo/dxo 

は負となり，土地保有税率の引き上げは，今期の土地供給(需要〉を減少させ

ることによって， 土地の開発速度を遅らせるのである。

3. 税率が異なる場合の土地保有税の効果

本節では，土地は今期および来期に売却され，かっ，売却され尽くすという

想定のもとで，土地供給者と土地購入者に異なる税率で土地保有税が課せられ

た場合に，それぞれの土地保有税率の変化が今期の地価 P。および来期の予想、

地価 p1
eにどのような影響を与えるか，また，土地開発速度にどのような影響

を与えるかを考察しよう。

土地供給者に対しては，今期 Xo.来期 Xl= (1 +g)X。の税率の土地保有税が

課せられるものとすれば，土地供給関数は前節のそれと同一であり，

)
 

A
H
U
 

l
 
(
 

(1十 r)PO-{l-(1 + g )XO}Ple 

二向十 (1十g)XOZ1-Sl十(1+ r)S。

が成立する。
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土地購入者に対しては，今期 Yo，来期 Yl= (1 + h)yoの税率の土地保有税が

課せられるものとすれば， (3)より，明らかなように，土地需要関数として，

(I6) Do(Po十yoPo，P1
e+YIPle)+ Dl(PO+YOPo， Ple+y1P1

e)二 L

が成立する。

まず，土地供給者に対する土地保有税率だけが変化した場合に，今期の地価

および来期の予想地価，土地の関発速度がどのような影響を受けるかを考察し

よう O

(10)および(I6)をねで微分して整理すると，

dPo f， 1 dP1
e 

(I7) (1+ r) ~10 - {l-(l十g)xO} U~.一二 (1 + g)(Ple
- ZI) 

axo aXO 

dPo ， / ~ ¥f， ， /， ， ，¥ 1 dP1e 

同 (Doo十DlO)(l+ YO)一一十(DOl+ D11 ){1十(l+h)yj-L二Odxo T ¥1JOl I 1 Jll/¥1 I ¥1 I ftJYOJ dXo 

をえる。日のおよび(IS)より，

(1 +g)(P/-ZI)， -{1-(1叫

dPo 0 (D01+D11 ){1十(1十h)Yol
dxo l+r， -{1一(1+g)xol 

(Doo叫 (1十日)， (Dベ11){1刊 1+川
をえる。上式を整理すれば，

dPo -1 
(I9) 一"0 二 (1十g)(Pl e - ZI )(D01十Dl1){l+(l十h)Yoldxo A ¥.L I [51¥1 1 Ld  

をえる。同様にして

dp，e 1 
側一一L 二 (1十g)(P1 e - ZI )(Doo十D10)(1十Yo)dxo A¥11[51¥11 

をえる。ここで

A=(1十r)(DOl + Dll){l + (1 + h)Yol 

+ (1 + YO )(Doo+ DlO){l-(1十g)xol

である。

(Iゆおよび酬の符号について考えよう。 Dij十Dji< O(iキj)の仮定のもとで
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第8章の補論 宅地開発過程と土地保有税

はAは負となるから，p1
e > Zlであるかぎり ，dPo/dxo < 0， dPle/dXo > 0と

なる。すなわち，土地供給者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合

には，来期の予想地価 p1
eが来期控除額 Zlを上回るかぎり，今期の地価 P。は

下落するが，来期の予想地価 p1
eは上昇する。

土地供給者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，土地開発

速度はどのような影響を受けるであろうか。 (I6)より，

d ハ ，dPo 1 dp，e 
τ -"--D川l十yo)つlU十 Dod1+(1+h)yo}っ存
叫ん O 叫んO 叫んO

をえる o L式に(]9)および(仰を代入して整理すると，

dDo 1 
(21) 一一一三 (1十g)(1+ Yo){l + (1 + h )YO}{DOl (DOl (Doo+ D10) dxo A ¥ ~ I 5 1¥ ~ I yo 

D川DOl十Dll)} 

をえる。 (21)において，Dii < 0， Dij > O(iキj)， Dij十Dji< O(iキj)である

から，dDo/dxoは正となる。すなわち，土地供給者に対してだけおこなわれる

土地保有税率の引き上げは，今期の土地供給(需要)を増加させることによっ

て，土地の開発速度を早めるのである。

次に，土地購入者に対する土地保有税率だけが変化した場合に，今期の地価

および来期の予想、地価，土地開発速度がどのような影響を受けるかを考察しよ

う。(10)および(]6)をYOで微分して整理すると，

dPo f， 1 dp，e 
(22) (1 + r) 工~- {1-(1十g)Xo}づ子二 0，

UYO U YO 

dPo I ~ ¥ f， 1， ，¥ 1 dP1 e 
(23) (Doo+ D10)(1十日)っ一十(DOl十Dll){l十(1十h)yo}ーァーayo -. ay。

ニ (Doo+D10)九 (D01+ Dll)(1 + h)Ple 

となる o (22)および(23)より，
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0， {1一(l+g)xo)

(Doo+ D10)P，。 (DOl十D"){1十(1+ h)yo) 

dPo 一(D01+D，，)(l+h)Ple

dyo 1十 r， -{l-(l+g)xo} 

(D刊 o)(l+yo)， (D川，，)わ(1叫o)I 
をえる。上式を整理すれば，

dPo -1 
(2心 =~{1一(1十g )xo}{(Doo 十 D10)PO 十 (D01 十 D")(1十h)Ple)

dyo B 

をえる。同様にして

dp，e -1 
(25) ーで」二 (1十 r){(Doo+ D10 )Po+ (DOl十D")(1十h)Ple)dvo B ¥l ， ， I¥¥L/OO ， L/10ll 0 

をえる o ここで、

B 二 (1十 r)(DOl + D，， ){l + (1 + h )yo) 

+(Doo+ D10 )(1 +Yo ){1-(1 +g lxo) 

である。

(24)および闘の符号について考えよう。 Dij十 Dji< O(iキ j)を仮定すれば，B

は負となるから，dPo/dyo < 0， dPle/dyo < 0となる。すなわち，土地購入者に

対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，今期の地価 Po，来期の予

想地価 p1
eは，共に下落する。

土地購入者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，土地の開

発速度はどのような影響を受けるであろうか。 (jめより，

dDo ~ (1" ¥ dPo ， ~ 1 コタニ D川(1+ Yo)τ 一+Pof
UYO UYO 

r f.， 11 I r ¥ 1 dυ1  ¥ rl o? 1 
十Dod{1十(1十h)yo)っ:子-+(1+h)P1e I 

L UYO ~ 

をえる。上式に凶および闘を代入して整理すると
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第8章の補論 宅地開発過程と土地保有税

dDー 1(mzf二百{Doo(Do，十Dll)-Do，(Doo十D刈[[(1+ h)y山 +r)Po

{1-(1十g)xo}p，eJ+(1 + r)九

(1十h){1-(1 + g )xo} Pt"J] 

をえる。

(26)の符号について考えよう。(10)より，通常の場合には， (1 + r )Po > {l一(1

+g)xo}p，eが成立するであろう。したがって，土地購入者に対する土地保有税

の今期から来期にかけての上昇率 hが小であれば，dDo/dyo < 0となる。しか

し，hが大で、あれば，dDo/dyo > 0となる可能性も存在する。すなわち，土地

購入者に対してだけおこなわれる土地保有税率 yoの引き上げは，土地保有税の

今期から来期にかけての上昇率 hが小さければ，今期の土地供給(需要)を減

少させることによって土地の開発速度を遅らせるが，hが大きい場合には，逆

に，今期の土地供給〔需要)を増大させることによって土地の開発速度を早め

る可能性も存在する O

4. 結び

われわれは，土地購入者が各期に購入した土地に対してそれぞれの時点にお

いてその時点の時価と税率で土地保有税が課せられると想定したもとでの二期

間モデルを構築した。そして，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却

され尽くすと想定しさらに，今期から来期にかけて土地保有税率が一定の率

で上昇すると想定した場合に，土地保有税がどのような経済的効果を及ぼすか

を検討した。小論で得られた主要な結論を要約すれば，次の通りである。

(→ 土地供給者に対しでも土地購入者に対してもその時点における時価を基

準として土地保有税が課せられた場合の効果についていえば，土地保有税の引

き上げは，今期の地価を引き下げる。来期の予想地価への効果は確定的で、はな

いが，土地供給者の割引率が今期の土地保有税率を下回らず，かっ，来期の予

想地価と土地保有税額の上昇が土地への総需要を減少させる効果 IDo， + Dll I 
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が，今期の地価と土地保有税額の和の上昇が土地への総需要を減少させる効果

IDoo十D10Iを下回らないならば，土地保有税の引き上げは，来期の予想地価も

引き下げる。土地の開発速度についていえば，土地供給者の割引率が著しく大

きくないかぎり，地価上昇過程における土地保有税の引き上げは，土地の開発

速度を早める。

(二) 土地供給者の保有する土地に対して控除がなされている結果，土地供給

者に対する土地保有税が，土地購入者によって購入される土地に対する土地保

有税よりも低い評価額を基準として課せられる場合の効果についていえば，土

地保有税の引き上げは，来期の予想地価が来期の控除額を下回らないかぎり，

今期の地価を引き下げる。来期の予想地価への効果については確定的ではない

が，土地供給者の割引率が今期の土地保有税率を下回らず，かつ.I DOl十Dlll

孟 IDoo十D10Iが成立するならば，土地保有税の引き上げは，来期の予想地価を

引き下げる。土地供給者に対する来期の控除額の増大は，来期の予想地価を引

き下げる作用をする。たとえば，来期の予想地価に等しい額まで来期の控除額

が増大されるならば，土地保有税の引き上げは，必ず，来期の予想地価を引き

下げる。土地保有税の引き上げが，土地の開発速度に与える効果は不確定であ

るが，土地供給者に対する来期の控除額の増大は，土地の開発速度を遅らせる

作用をする。たとえば，来期の予想地価に等しい額まで来期の控除額が増大さ

れるならば，土地保有税の増大は，必ず，土地の開発速度を遅らせる。

(三) 土地供給者と土地購入者に異なる税率で土地保有税が課せられた場合の

効果は，次のようになる。

(i) 土地供給者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，来期

の予想地価が来期の控除額を上回るかぎり，今期の地価は下落するが，来期の

予想地価は上昇する。そして，その場合には，今期の士地供給(需要)を増加

させることによって土地の開発速度を早める。

(ii) 土地購入者に対する土地保有税率だけが引き上げられた場合には，今期

の地価および来期の予想地価は共に下落する。土地の開発速度への効果につい
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第 8章の補論 宅地開発過程と土地保有税

ていえば，土地購入者に対する土地保有税の今期から来期にかけての上昇率が

小さければ，土地購入者に対してのみおこなわれる土地保有税率の引き上げは，

今期の土地供給(需要)を減少させることによって土地の開発速度を遅らせる。

しかし，土地保有税の今期から来期にかけての上昇率が大きい場合には，土地

供給(需要)を増大させることによって土地の開発速度を早める可能性も存在

する o
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第 9章 未実現キャピタル・ゲイン課税

および実現キャピタノレ・ゲイン課

税の経済的効果

一一二期間モデル分析一一

前章においてわれわれは，土地保有税が謀せられた場合の二期間モデルを構

築し，土地保有税の経済的効果を検討した。本章は，未実現キャピタル・ゲイ

ン課税，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税および短期土地保

有に対する実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場合の二期間モデルを

構築し，これらの土地課税が，今期の地価および来期の予想地価にどのような

影響を与えるか，また，それは，土地の開発速度にどのような影響を与える

か，あるいは，土地課税は，究極的に誰によって負担されているかと L、ぅ問題

について考察しよう。

第l節においては，土地供給者にも土地購入者にも今期から来期にかけての

土地の値上がり部分に対して未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれる場

合の二期間モデルを構築し，このような未実現キャピタル・ゲイン課税が，土

地売却促進効果をもつことができるか否かを検討する。第2節では，土地が今

期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという想定のもとで，未実現

キャピタル・ゲイン税率の変化が，今期の地価および来期の予想地価，土地開

発速度にどのような影響を与えるか，あるいは，未実現キャピタル・ゲイン課

税は，究極的に誰によって負担されるかと L、う問題について考察する。

第3節では，長期土地保有者に対して実現キャピタル・ゲイン課税一一土地

供給者が長期にわたって保有する土地が売却されたときに，その売却された土

地の値上がり部分に対してなされる土地課税一ーがなされた場合の二期間モデ

ルを構築し，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税が，土地売却

促進効果をもつか杏かを検討する。第 4節では，土地が今期および来期に売却
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され，かつ，売却され尽くすという想定のもとで，長期土地保有に対する実現

キャピタル・ゲイン税率の変化が，どのような経済的効果をもつかを第 2節と

同様の方法で考察する。

第 5節では，短期土地保有者に対する実現キャピタル・ゲイン課税一一来期

に土地が売却されたとき，今期から来期にかけての土地の値上がり部分に対し

てのみなされる土地課税一ーがなされた場合の二期間モデルを構築し，短期土

地保有に対する実現キャピタノレ・ゲイン課税が，土地売却促進効果をもつか否

かを検討する。第6節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却さ

れ尽くすという想定のもとで，短期土地保有に対するキャピタル・ゲイン税率

の変化が，どのような経済的効果をもつかを第3節と同様の方法で考察する。

9.1 未実現キャピタル・ゲイン課税モデル

本節では， τパ{セントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれた場

合の二期間モデルを構築しよう。ここで τパーセントの未実現キャピタル・ゲ

イン課税というのは，土地が売却されるか否かにかかわらず，保有する土地の

値上がり部分に τパ{セントの課税がなされることをいう。今，PO， P，'を今

期の地価と来期の予想地価，Lo， L，を今期と来期の土地供給量とし，Lを土

地存在量としよう。さらに， 50' 5，を今期と来期の土地転用費用 PO，P，を

土地を生産的に使用することから生じる今期と来期の(帰属〉地代としよう。

ただし， ρ。および ρ1は，期末に生じるものとする。

τバーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がなされたもとで，土地供給

者は，今期と来期の土地供給(売却〉から生じる純収益が極大になるように今

期と来期の土地供給量を決定するものと想定すれば，次式が成立する。
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第9章 未実現キャピタノレ・ゲイン課税および実現キャピタノレ・ゲイン課税の経済的効果

Lo， L1とo.
ただし，上式において，rは，土地供給者の割引率である。

(9.1)より，

件は，

(9.2) 

ラグランジュ関数 F(Lo，Lh A)を定義すると，極大の必要条

fE=P-s。+T(P¥ e -PO) -fL--fLT-A三三0，
âLo-~O "'0

1 l+r l+r い+1ノ

θF 
Lo--ー=0，。θL。

θF 五二一三1......___P_1_ー -A;S;O，
万五 1十r 1十r (1+r)2 

θF 
L¥万五=0，

aF ;-一一一=L。十L¥-L;S;O， θA -~U ' ~l 

。F
177=O 

となる。ここで Aはラグランジュ乗数であり， À~三O である。 (9.2) より，次

式が成立する。

p，e_p ρ。 S¥-So(1+r)
(1ーの」瓦~+子t一一 九 三rにしたがって

(9.3) Lo=O， L1>0， 

Lo>O， L¥>O， 

Lo>O， L¥=O. 

(9.3)よりわかるように，未実現キャピタル・ゲイン課税によって予想地価

上昇率 (P¥e -Po)/P，。が上昇することがないかぎり， τパーセントの未実現キ

ャピタノレ・ゲイン課税は，今期の土地売却が生じないケース (Lo=O，ム>0)

を今期の土地売却が生じるケース (Lo>O，L¥>Oあるいは Lo>O，L1=0)に

変えることができる。未実現キャピタル・ゲイン課税が予想地価上昇率に与え

る影響についていえば，今期の土地売却が生じないケースというのは，予想地

価上昇率が高く，土地が投機的に保有されている状況に多い。その場合には，
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未実現キャピタル・ゲイン課税は，予想地価上昇率を引き下げる可能性が強

い1)。 したがって，理論的には，予想地価上昇率が著しく高く，今期の土地売

却が生じないケースでも，未実現キャピタル・ゲイン課税の税率を引き上げる

ことによって，必ず今期の土地売却が生じるケースに変えることができるとい

えよう。

9.2 朱実現キャピタル・ゲイン課税の効果

本節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという

想定，すなわち，Lo>O， L，>O，かっ Lo+L，=LとL、う想定のもとで，未実

現キャピタル・ゲイン課税の変化が，今期の地価P。および来期の予想地価p，.

にどのような影響を与えるか，また，それは，土地開発速度にどのような影響

を与えるか，あるいは，未実現キャピタル・ゲイン課税は，究極的に誰によっ

て負担されるかという問題について考察しよう。

(9.3)より，土地供給関数は

(9.4) (l-r+r)P，。一(1ーのp，'=ρ。-S，+(1+r)S。

となる。

次に，土地需要関数について考察しよう。土地購入者が今期購入した土地に

対して，来期において地価上昇部分 (P，'-Po)に τパーセントの未実現キャ

ピタル・ゲイン課税がなされるものと想定しよう。このように想定すると，土

地購入者にとって今期の地価との関連で問題となるのは，P，。ではなくて，p
o 

+τ(P，' -Po)/(1 +m)となる。したがって，土地需要関数は，Dj=Dj(Po+τ 

(P，' -Po) /(1 +m)， P，つ(i=O，1)となる。供給可能な土地が，今期と来期にわ

たってすべて購入されるためには，

Zラ8

(9.5) Dlpo+τ(P，'-PoL，P，')+DlPo+τ(P，'-PoL， p，.)=L 
¥ l+m ，~， J ¥ l+m '~'J 

1) 予想、地価上昇率が著しく高く，土地供給者が今期には土地売却しようとしな
いような場合に未実現キャピタル・ゲイン課税が，予想地価上昇率を引き下げる
か否かは，予想地価上昇率がどのように形成されるかにも依存する。本章は，こ
の問題には立入っていない。この点についての議論は，第10章を参照。
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が成立しなければならない。ここで Doおよび D1は，今期および来期の土地

需要量であり ，mは，土地購入者の割引率である。

(9.4)および (9.5)を rで微分して整理すると，

dP̂ /. _， dP，' 
(9.6) (1-r+のすf一(1ーのyt--me-m，

(1-l~m )(Doo+Dl0) ~~' ト五夜)(Doo+Dl0)ず

1τ l  dP1' 
(9.7) + 1一一(Doo+ D10) + (D01 + Du) f Ud; l 1 +m ，-vv • - >V/  . ，-"' . -." J 

(Pl'-PO) 
一一一一一一~ー(Doo+Dl0)

l+m 

となる。ただし，DiO=θD;/a{Po+r(P1' -P，ρ/(1 +r)}， D i 1 =aD ;/aP1' (i= 

0，1)である。 (9.6)および (9.7)より，

dPo_一(P1'-PO) (9.8) d~o= ¥.' l.i1 '0./ [{τ(Doo+Dl0) + (D01 +Dl1)(l+m)} 

+ (Doo+Dl0) (1ーτ)].

dP1'一 (Pl'-PO)(9.9) -EF一一一一て正一一{(1ーτ+m)(Doo+Dρ

一(1ーτ+r)(Doo+D10)}

をえる。ここで

.iI=(1ーτ+r){τ(Doo+Dl0)+ (D01十Dl1)(l+m)}

+(1-τ+m)(Doo+D10)(1-r) 

である0

(9.8)および (9.9)の符号について考えよう。今，Dij 十D;;くo(i=O，1) 

を仮定すると， .iIは負となるから， P1'>P，。であるかぎり ，dPo/dr<Oとな

る。 dP1'/dτの符号については， (9.9)からわかるように，m=rであるか，

mキrであるかによって異なってくる。 r=mであるならば，dP1'/dτ=0であ

る。 r<mであるならば，dP1'/dτ>0である。 r>mであるならば，dP1'/dτ 

<0である。すなわち， τバ戸セントの未実現キャピタル・ゲイン税率の引き

上げは，地価上昇が予想されるかぎり，今期の地価 P。を引き下げるが，来期

Zう9



の予想地価 Pj'に対する効果については，土地供給者の割引率 rと土地購入

者の割引率 m との大小関係で異なってくる。土地供給者の割引率と土地購入

者の割引率が等しいならば， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税

は，来期の予想地価Pj'には影響を与えない。土地供給者の割引率が土地購入

者の割引率を下回るならば，来期の予想地価を引き上げ，逆に，土地供給者の

割引率が，土地購入者の割引率を上回るならば，来期の予想地価を引き下げ

る。

τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，土地開発速度

にどのような影響を与えるであろうか。 (9.5)より

dDo_ n S dPo I (p¥' -Po) τ (dP¥' dPo¥l 
ず =Doolず+寸平石一十耳石¥ucI; -d'/)f 

dP，' +Dnlよ与L-
ー aτ

をえる。上式に (9.8)および (9.9)を代入して整理すると，

dDn_ (P¥ e -Po) ( すー止す比IDoo(r-m){(l+m)(Doj+Dll) 

(9.10) +皇土笠ニ!l(Doo十DIO)}
l+m υ 

-Do¥ (r-m) (Doo十Dj斗
をえる。 (9.10)の符号は rとm との大小関係によって異なってくる。すな

わち，

dDo 事 dD¥
向 nならば，五吋，したかつて，万戸o.

dDo ~~ ， "，_  dD 
(9.11) r>mならば，ご去且<0，したかって，っ三>0.

aτar  

dDo~ ~ ， ， ，，_  dD <mならば，すf>o，したがって，万戸くo.

(9.11)からわかるように，土地供給者の割引率 rと土地購入者の割引率 m

が等しいならば， τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税の税率の引き

上げは，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却し尽くされると想定す

，60 
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るかぎり，土地開発速度に影響を及ぼさない。しかし，土地供給者の割引率が

土地購入者の割引率を上回るならば，未実現キャピタル・ゲイン税率の引き上

げは，土地の開発速度を遅らぜ，土地供給者の割引率が土地購入者の割引率を

下回るならば，土地の開発速度を早めるのである。

未実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げによって増大した税額は，究極的

には誰によって負担されるかという問題，すなわち，未実現キャピタル・ゲイ

ン税の帰着の問題を考えよう。 τパーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税

がなされたもとで土地購入者が今期および来期に支払う額の現在価値は，

(9. 12) PoLo+--.-+一 {τ(P1'-PO)LO+P1'L1} l+m ' ，-. 

である。したがって，未実現キャピタル・ゲイン税が増大した場合に，土地購

入者の負担が増大するか否かは，上式の値が増大するか否かをみればよい。

今，明確な結果が得られるケースとして，r=m，すなわち，土地供給者と土地

購入者の割引率が等しいケースを考えてみよう。

r=mという想定のもとで， (9.12)を τで微分し， (9.8)， (9.9)および

(9.11)を考慮すれば，

手IP，ム+~{τ(P1 '-P，品+P1 'L1 }l dr ¥. -v-v.  1十m' ，-. -. -.， ) 

dPo T ， 1 r / n. n " T _ dPo T 1 (9.13) ← ; oL。十一一一:-~(Pl'-Po)Lo-r "，;_oLo~ dτ l+m ('-1 - U/~U • dr ~UJ 

=0 

をえる。 (9.1めから明らかなように，土地供給者と土地購入者の割引率が等

しいならば，未実現キャピタノレ・ゲイン税率の引き上げによって増大した土地

税績は，すべて土地供給者によって負担されることとなる。すなわち，未実現

キャピタル・ゲイン税率の引き上げによって土地購入者が支払わなければなら

ない税額の現在価値 τ(P1e - PO) Lo/ (1十m)は増大する。しかし，未実現キャ

ピタル・ゲイン税率の引き上げは，今期の地価 P。を引き下げる効果をもつか

ら，今期の土地購入費用 PoLoは減少し，両者は相殺し合うのである。
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9.3 畏期実現キャピタル・ゲイン課説のモデル

本節では，長期土地保有に対して実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれ

た場合のモテ'ルを構築しよう。実現キャピタル・ゲイン課税というのは，土地

が売却されたときに，売却された土地の値上がり部分に対してなされる土地課

税のことである。日本において土地に対する実現キャピタル・ゲイン課税に相

当するものとしては，土地譲渡所得税がある。本節では，とくに，長期的に保

有された土地に対する実現キャピタノレ・ゲイン課税〈長期土地譲渡所得税)に

ついて考察しよう。

今期の実現キャピタル・ゲイン税率を (}o，来期のそれを (}1とし，今期に売

却される土地の取得価格を Ro，来期のそれを R1としよう。土地供給者は，今

期と来期の土地供給(売却〉から生じる純収益が極大になるように今期と来期

の土地供給量を決定するものと想定すれば，次式が成立する。

Pl'Ll_" T _ SILl x/(Lo，Ll)=PoLo+ L，I，-'-:'.I-SoLo-~一一
l+r l+r 

(9.14) -(}o(Po-Ro)Lo-(}1 (P乙二主よLl
l+r 

+生旦二壬~十 ρI(L-Lo-L1 )
l+r Cl+r)2 

subject to Lo+Ll =L三0;

Lo， Llとo.
(9.14)より，ラグランジュ関数 F(Lo，Ll> A)を定義すると，極大の必要

条件は，

162 

θF 
万五=九-(}o(Po-Ro)-So一品一万おτ一信0，

aF 
Lo百五=0，

(9.15〉 fE=E乙-(}l旦と旦L一三L ーゥ」示す-A;S;O， 
θLl l+r -， 1十r l+r Cl+r)2 

θF 
L，一一一=0，

1 aL
1 
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θF 一
一一=Lo+L，-L三三0，OA ~U' ~l 

。F
A V~..; =0 
oA 

となる。ここで， Aはラグランジュ乗数であり， A三三Oである。 (9.15)より，

次式が成立する。

p，e-PO ' ρ。 Sl-So(l+r)
一?~T Po ----p-，。

-(})-(1 +/)(P， e-R氾(1+め(Po一九)}

(9.16) 言rにしたがって

Lo=O， L，>O 

Lo>O，ム>0
Lo>O， L，=o. 

ただし，(}，=(l+/)(}o，すなわち，実現キャピタル・ゲインの税率は，1パーセ

ントの率で変化すると想定している。

長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税は，今期の土地売却が生

じないケース (Lo=O，L，>O)を今期の土地売却が生じるケース (Lo>O，L， 

>0あるいは，Lo>O， L，=o)に変えることによって土地売却促進効果をもつ

ことが可能であろうか。今期の土地売却が生じないケ{スにおいて，長期土地

保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税が導入されることによって予想地価

上昇率 (P，e -Po)/ P，。が上昇することはないと仮定すれば， (9. 16)からわか

るように，実現キャピタル・ゲイン課税が今期の土地売却を生じさせるか否か

は，(}o(l+/)(p，e-R，)/(1十r)と (}o(Po-Ro)の大小関係に依存する。すなわ

ち，土地供給者にとって今期の土地売却から支払わなければならないと予想さ

れる実現キャピタル・ゲイン税額九(Po-Ro)が，今期の土地売却を延期し，

来期に土地売却をおこなった場合に支払わなければならないと予想される実現

キャピタル・ゲイン税額の現在価値 (}o(1+/) (P1 e一旦)/(1+めを下回るなら

ば ((}o(Po-Ro)<(}o(1 +/) (P1 e -R1)/(1 +r))，土地供給者にとっては，土地を
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今期に売却した方が有利となり，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイ

ン課税が，今期の土地売却を生じさせる可能性がある。しかし，80(Po-Ro)が

00(1十1)(P，. - R，)/(1 +めを上回るならば，今期の土地売却を遅らせる可能

性も生じる。長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の土地売却促

進効果は，今期から来期にかけての実現キャピタノレ・ゲイン税率の引き上げ率

lが高いほど，今期の地価 P。に比して来期の予想地価 p，.が高いほど，土地

供給者の割引率 rが小さいほど大きい。

9.4 畏期実現キャピタル・ゲイン課税の効果

本節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという

想定のもとで，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の変化が，

今期の地価P。および来期の予想地価p，.にどのような影響を与えるか，また，

それは，土地の開発速度にどのような影響を与えるか，あるいは，長期土地保

有に対する実現キャピタル・ゲイン課税は，究極的に誰によって負担されるか

とLづ問題を考えよう。

(9. 16)より，土地供給関数は，

(9.17) (1十r)(1-80)P，。一{1ー (1+1)80}P，.

=ρ。-S，+ (1 + r)So + (1 +1)80R，一(1十r)80R，。

となる。

土地需要関数について考えると，実現キャピタル・ゲイン税というのは，土

地が売却されたときにのみ課せられる税であるから，土地需要関数は，実現キ

ャピタル・ゲイン課税によって影響を受けず，

(9.18) Do(Po， P， e) + D， (Po， p，.) = L 

が成立する。

(9.17)および (9.18)を 0。で微分して整理すると，
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dPO_f1_f1 11"¥11 ¥ dP，. (9.19) (1+r)(1-80)ー」 ー{1一(1+1)80}ーヲn--d8
0 

，. ，.， "/VOJ d8。

= (1 +r)(Po-Ro)一(1十l)(P，.-R，)，
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dPn . / r. • r. ~ dP， e 
(9.20) (Doo+D，o)而 f+(D01+Dρヲ寸=0

をえる。 (9.19)および (9.20)より，

(9.21) 五呂=~Do， +DllL{(1+r)(Po-Ro)一(1+1)(P， e -R，)}， 
dfJ。

(9.22) 袋二=一吋Dρ{川

となる。ここで

4= (Do， +Dll) (1 +r) (1-fJo) + (Doo+D，o) {1一(1+1)fJo} 

である。

(9.21)および (9.22)の符号について考えよう。今，Dij+Dj;くO(i=O，l)

を仮定すると， 4は負であるから， (9.21)と (9.22)の符号は，(1+r)(Po-

Ro)と(1+1)(P， e -R，)の大小関係に依存する。容易にわかるように，次の関

係が成立する。

(1 +1)fJo(Pj e -Rj) .J-~ ~，$ dPo'-.. A dPj' 。o(Po-Ro)> ん必λ ならば，而f>o，7寸<0.

一 (1+1)fJoCPje-Rj).J-~ ~，$ dPO-A dPje一(9.23) fJoCPo-Ro) \.J. T.J:~\~.~， -~'j ならば←;~ 0==0. '-4<_;，/ =0. 
内， ..¥ dfJ

o 
-V， dfJ。

(1 +1)fJo(Pj e -R，) .J-~ ~ ，$  dPO./A dPj e 
0仇o(仇P九0一Rむoρ)<

fJj=(α1+1)川fJoという想定のもとでの長期土地保有に対する実現キャピタル・

ゲイン税の引き上げは，土地開発速度にどのような影響を与えるであろうか。

(9. 18)より。

dDn r. dPn. r. dP， e 
U，~O=Dnn ":~ o+Dn1一~dfJ。山dfJo'~UJ dfJ。

をえる。上式に (9.21)および (9.22)を代入して整理すると，

dDo_1 
(9・24) ヨ可=~ {(1+r) (Po-Ro)ー(1+l)(Pj e -Rj)}  

• {Doo(Doj + Dll)ーDo!(Doo+D，o)}

となる。容易にわかるように， (9.24)の符号は， (1+r)(Po-Ro)と (1+1)
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(P1e-R1)との大小関係に依存して決まる。すなわち，

Oo〈P。-Ro〉>(1+1)Oo(P1e-R1〕ならば豆'!o<o豆旦>0.
(1 + r) '.......... .....， dOo ......v， dO。

(9.25) 叩。-Ro)=i1+1)Oo(Pl eーむならば，苧=0，穿司
(1 +r) '.......... .....， dOo v， dOo 

(1+1)Oo(Pl"-Rl) ~~ ~ ，->， dDo'-.f¥ dD 。o(Po-Ro)<\.I.'-'/~ ¥ ならば， ~::o>o ー~1<0.dOo ./ v， dOo 

(9.23)および (9.25)は，次のように解釈することができる。土地供給者

にとって今期に土地を売却した場合に支払わなければならないと予想される実

現キャピタル・ゲイン税額 Oo(Po-Ro)が，今期の土地売却を延期し，来期に

土地売却をおこなった場合に支払わなければならないと予想される実現キャピ

タル・ゲイン税額の現在価値 (1+1)Oo(Pl e -R1)/(1 +めを下回るならば，土

地供給者にとっては，実現キャピタル・ゲインの税率 0。が引き上げられた場

合に土地を今期に売却した方が税負担が軽くなり，今期の土地供給を増大しよ

うというインセンティプが働く。このことは，土地は各期に売却され，かつ，

売却され尽くすという想定のもとでは，来期の土地供給が減少することを意味

する。かくて，Oo(Po-Ro)が (1+わOo(P1"-R1)/(1 +めを下回るならば，長

期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，土地の開発速

度を早める。逆に，Oo(Po-Ro)が (1+1)Oo(P1 e - R1)/(1 +めを上回るなら

ば，実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，土地の開発速度を遅らせる。

ところで，今期の土地供給の増大と来期の土地供給の減少は，他の事情にし

て等しければ，今期の地価 P。を引き下げ，来期の予想地価 P1eを引き上げる

効果をもっ。かくて，f}o(Po-Ro)が(1+乃f}O(Ple -R1)/(1 +めを下回るなら

ば，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率 0。の引き上げは，今

期の地価 P。を引き下げ，来期の予想、地価 P1eを引き上げる効果をもっ。逆

に，f}o(Po-Ro)が(1十l)f}o(P1e - R1)/(1 +めを上回るならば，実現キャピタ

ル・ゲイン税率の引き上げは，今期の地価 P。を引き上げ，来期の予想地価

P1eを引き下げる効果をもっ。

土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすと L、う想定のもと
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でも，予想地価上昇率 (P1e_po)IP，。が低い場合には，今期と来期の実現キャ

ピタノレ・ゲインの税率が同一 (()I=()O)であるかぎり，()(PO-RO)>()o(P10-RJ 

1(1+めが成立し，実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，土地開発速度

を遅らせ，今期の地価を引き上げる。このような場合に，土地の開発速度を早

め，今期の地価 Poを引き下げるためには，実現キャピタ Jレ・ゲイン税率の段

階的引き上げ，すなわち，()1=(1+1)()o，I>Oが必要である。

長期土地保有に対する実現キャピタノレ・ゲイン課税の帰着の問題を考えよ

う。 0。パーセントの実現キャピタル・ゲイン税が課せられたもとにおいても，

土地購入者が今期および来期に支払う額の現在価値は，

p，eL 
PoLo+ーム」

V-V'  1十m

である。上式を 0。で微分し， (9.21)， (9.22)および (9.24)を考慮すれば，

In T ， p，eL¥ 
一一一(PoLo+ー与'-'1) 
d()。 \O~O' 1十m/

(9.25) を{(1+め(Po一九〉一〈川(P1e-R1)}CLo(Do1+D心

+Po{Doo(Dol十Dll)-Do1(Do。十D10)}

，長j e 

一言均(Doo+Dρ-t五{Dll(Doo+Dlトム。(DOl+Du)})

をえる。容易にわかるように， (1 +r)(Po-Ro)= (1+1) (P10 -R1) ならぽ，

(9.25)はゼロとなり，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率0。

の引き上げによって増大した土地税額は，すべて土地供給者によって負担され

る。

以上の経済的含意を考えてみよう。 (9.23)および (9.25)から明らかなよ

うに，土地供給者にとって今期に土地を売却した場合に支払わなければならな

いと予想される実現キャピタル・ゲイン税額 ()o(P，。一九〉が，今期の土地売却

を延期し，来期に土地売却をおこなった場合に支払わなければならないと予想

される実現キャピタル・ゲイン税額の現在価値 (1十1)()O(P1 e -R1)/(1 +r)に

等しいならば，実現キャピタノレ・ゲイン税率九が引き上げられても土地供給
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者にとっては，今期の土地供給量を変更しようというインセンティプは働かな

い。このことは，土地は各期に売却され，かつ，売却され尽くすという想定の

もとでは，来期の土地供給量も変化しないことを意味し，今期の地価 P。およ

び来期の予想地価P1eも変化しないことを意味する。かくて，(}o(Po-Ro)=(l 

+l)(}o(P1 e -R1)/(1 +r)，すなわち，(l+r)(Po-Ro)=(l十1)(P1e-R1)が成

立するならば，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げ

によって増大した土地税額は，すべて土地供給者によって負担されることとな

る。ここで注目すべきことは，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン

課税の場合に，土地が各期に売却され，かつ，売却され尽くすと想定するかぎ

り，今期および来期の土地供給量や地価に影響を与えるのは，今期の実現キャ

ピタル・ゲイン税率の高さ 0。ではなく，今期から来期にかけての実現キャピ

タル・ゲイン税率の変化率 lだということである。

9.5 短期実現キャピタル・ゲイン課税モデル

前節では，長期土地保有に対して実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわれ

た場合のモテゃルを考察した。本節では，短期土地保有に対して実現キャピタ

ル・ゲイン課税がなされた場合のモテツレを考察しよう。ここで短期土地保有に

対する実現キャピタノレ・ゲイン課税というのは，来期に売却される土地の値上

り部分 (P1e_po)L1に対してのみ，tパーセントの税率の実現キャピタル・ゲ

イン税が課せられることをいう。

土地供給者は，今期と来期の土地供給(売却〉から生じる純収益が極大にな

るように今期と来期の土地供給量を決定するものと想定すれば，次式が成立す

る。
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を定義すると，極大の必要条ラグランジュ関数 F(Lo，Lh A) 

第9章

(9.26)より，

件は，

θF ハ O~.L; =Po-SO--i ~O .._ /..~ιてす -À三0，aLo-' 0 ~O l+r (1+r)2 

町
一
仏L

 

θF=P1'_~一区旦とPo) ー←~-Â三0，
万五-l+r-i十r l+r (1+r)2 ー

(9.27) 

げ
す
叫

L
 
θF 一

一←ー=Ln+L，-L三O.
aA 

θF 
À~一一=0

aA 

とこで，Aはラグランジュ乗数であり ，À~三O である。 (9.27) より，となる。

次式が成立する。

(1 -t)~乙二Po十 ρ。 SI-S0(1+めき r にしたがってP;-'-jミ----p。

Lo=O， L1>0 (9.28) 

Lo>O， L1>0 

Lo>O， L1=0. 

(9.28)よりわかるように，短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン

課税によって予想地価上昇率 (P1e -PO)/P，。が上昇することがなし、かぎり，

パーセントの短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税は，今期の土

t 

地売却が生じないケース (Lo=O，L1>0)を今期の土地売却が生じるケース

これは，短(Lo>O， L1>0あるいは Lo>O，L1=0)に変えることができる。

期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイ γ課税というのが，来期に売却され

る土地の値上り部分 (P1e -PO)ムに対してのみ，tバ{セントの税率の実現キ

ャピタル・ゲイン税が課せられることを意味しているから，来期の土地売却を

予定していた土地供給者は，今期に土地を売却した方が実現キャピタル・ゲイ
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ン税を支払わなくてすみ，有利となるケースが生じるためである。

本節で述べた短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税と既述の長

期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の土地供給促進効果を比較す

ると，二つの実現キャピタル・ゲイン課税の予想地価上昇率に対する影響が変

わらないと想定するかぎり. (9.16)と (9.28)を比較すれば明らかなように，

短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の土地供給促進効果は，長

期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税のそれにくらべて，優ってい

るとL、えよう。

9.6 短期実現キャピタル・ゲイン課説の効果

本節では，土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすという

想定のもとで，短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の変化が，

今期の地価 po.来期の予想地価 P1' および土地の開発速度にどのような影響

を与えるかを考察しよう針。

(9.28)より，土地供給関数は，

(9.29) (l-t+r)Po-(lーのP1'=PO-S1 + (1 +r)S。
となる。

土地需要関数について考えると，実現キャピタル・ゲイン税というのは，土

地が売却されたときのみ課せられる税であるから，土地需要関数の形は，実現

キャピタノレ・ゲイン課税によって影響を受けず，短期土地保有に対する実現キ

ャピタル・ゲイン課税の場合も長期土地保有の場合と同様に

(9.18) Do(Po. P1.) + Dl (Po， P1つ=L

が成立する。

(9.29)および (9.18)を tで微分して整理すると，

dP、 dP.'
(9.30) (1-t+r)宅担一(1-t)一一一1--一 (P1'-PO)，

I70 

dt V "/ dt 

2) Markusen， J. R. and D. T. Sche妊man(63)は，本章と同様のモデルで，
かっ，土地供給者と土地購入者との割引率が等しいという仮定のもとで短期土地
保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の効果を分析している。
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dPn ， / n ，n ， dP， e 
(9.31) (Do。十D10)ーー~O+(D01+Dl1)ーっ士一=0dt ，，-U1 ' - ll/ dt 

をえる。 (9.30)および (9.31)より。

dPo一一1(9. 32) 一一一ー(P1e-Po) (D01 +Dl1)， dt .d 

dP1e 1 
(9.33) 一一一=4(P1e -Po) (Doo+Dl0) dt -.d 

となる。ここで

.d= (l-t+r) (D01 +Dll) + (1-t) (Doo+Dl0) 

である。

(9.32)および (9.33)の符号について考えよう。今，Dij+Dj;<O (i=O， 

1)を仮定すると，.dは負であるから，P1e>p，。であるかぎり， (9.32)は負，

(9.33)は，正となる。すなわち，短期土地保有に対する tパーセントの実現

キャピタル・ゲイン課税は，地価上昇が予想されるかぎり，今期の地価 Poを

引き下げるが，来期の予想地価P1eを引き上げる。

短期土地保有に対する tパーセントの実現キャピタル・ゲイン課税の引き上

げは，土地開発速度にどのような影響を与えるであろうか。 (9.18)より，

dDo_ n dPo..L n dP1e ヱ与旦=Doou:.o十Dn1一一-dt -uu dt ，-UJ dt 

をえる。上式に (9.32)および (9.33)を代入して整理すると，

dD。一(Pl'-PO)(9.34) 一一一 主土i一二三4ム{D01(D十D10)-Doo(Dol +Dll)} dt 一一一瓦ー← 01 ¥'''''''''00 

となる。 (9.34)から容易にわかるように，地価上昇が予想されるもとでは，

短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の引き上げは，土地が今期

および来期に売却され，かっ，売却し尽くされると想定するかぎり，今期の土

地供給(需要〉を促進し，したがって，土地の開発速度を早めるのである。

9. 7結び

本章においてわれわれは，未実現キャピタル・ゲイン課税や実現キャピタル・

ゲイン課税がなされた場合の二期間モデルを構築し，これらの土地課税の及ぼ
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す経済的効果について検討した。本章でえられた主要な結論を要約すれば，次

の通りである。

付 土地供給者にも土地購入者にも今期から来期にかけての土地の値上がり部

分に対して未実現キャピタル・ゲイン課税がなされる場合には，未実現キャ

ピタル・ゲイン課税によって予想地価上昇率が上昇することがないかぎり，

今期の土地売却が生じないケースを今期の土地売却が生じるケ{スに変える

ことができる。未実現キャピタル・ゲイン課税の土地売却促進効果は，未実

現キャピタル・ゲイン税の税率が高いほど，予想地価上昇率が高いほど大き

し、。

同 土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすと想定した場合

における未実現キャピタノレ・ゲイン税率の変化の経済的効果は，次のように

なる。

( i ) 今期の地価および来期の予想地価への効果についていえば，未実現キ

ャピタル・ゲイン税率の引き上げは，地価上昇が予想されるかぎり，必

ず，今期の地価を引き下げるが，来期の予想地価に対する効果について

は，土地供給者の割引率と土地購入者の割引率との大小関係によって異な

ってくる。すなわち，土地供給者と土地購入者の割引率が等しいならば，

未実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，来期の予想地価に影響を与

えない。土地供給者の割引率が土地購入者の割引率を下回るならば，来期

の予想地価を引き上げ，逆に，土地供給者の割引率が土地購入者の割引率

を上回るならば，来期の予想地価を引き下げる。

( ii) 土地開発速度に対する効果についても土地供給者と土地購入者との割

引率との大小関係によって異なってくる。すなわち，土地供給者の割引率

と土地購入者の割引率が等しいならば，未実現キャピタル・ゲイン税率の

引き上げは，土地開発速度に影響を及ぼさない。しかし，土地供給者の割

引率が，土地購入者の割引率を上回るならば，未実現キャピタル・ヂイン

税率の引き上げは，土地の開発速度を遅らせ，土地供給者の割引率が土地

購入者の割引率を下回るならば，土地の開発速度を早める。
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(iii) 未実現キャピタル・ゲイン課税の帰着の問題についていえば，土地供

給者と士地購入者の割引率が等しいならば，未実現キャピタル・ゲイン税

率の引き上げによって増大した土地税額はすべて土地供給者によって負担

される。すなわち，未実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げによって土

地購入者が支払わなければならない税額の現在価値は増大するが，未実現

キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，今期の地価をヲ|き下げる効果をも

つから，今期の土地購入費用は減少し，両者が相殺し合う結果，土地購入

者が今期および来期に支払わなければならない額の現在価値は，不変にと

どまる。土地供給者と土地購入者の割引率が等しくない場合には，未実現

キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，今期の地価と来期の予想地価を変

化させるだけでなく，今期の土地需要量と来期の土地需要量をも変化させ

る効果をもち，その結果，土地購入者が支払わなければならない額の現在

価値が不変にとどまるとはいえなくなる。

同長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税一一土地供給者が長期

にわたって保有する土地が売却されたときに，その売却された土地の値上が

り部分に対してなされる土地課税一ーがなされる場合には，長期土地保有に

対する実現キャピタル・ゲイン課税が導入されることによって予想地価上昇

率が上昇することがないと仮定すれば，今期の土地売却が生じるケースを今

期の土地売却が生じるケースに変える可能性がある。すなわち，土地供給者

にとって今期の土地売却から支払わなければならないと予想される実現キャ

ピタル・ゲイン課税が，今期の土地売却を延期し，来期に土地売却をおこな

った場合に支払わなければならないと予想される実現キャピタル・ゲイン税

額の現在価値を下回るならば，土地供給者にとっては土地を今期に売却した

方が有利となり，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税が，今

期の土地売却を促進する可能性がある。しかし，逆に，今期の土地売却から

支払わなければならないと予想される実現キャピタル・ゲイン課税が，今期

の土地売却を延期し，来期に土地売却をおこなった場合に支払わなければな

らないと予想される実現キャピタル・ゲイン税額の現在価値を上回るなら
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ぽ，今期の土地売却を遅らせる可能性も生じる。長期土地保有に対する実現

キャピタル・ゲイン課税の土地売却促進効果は，今期から来期にかけての実

現キャピタノレ・ゲイン税率の引き上げ率が高いほど，今期の地価に比して来

期の予想、地価が高いほど，土地供給者の割引率が小さいほど大きい。

伺 土地が今期および来期に売却され，かつ，売却され尽くすと想定し，さら

に，今期から来期にかけて実現キャピタル・ゲイン税率が一定の率で上昇す

ると想定した場合における長期土地保有実現キャピタル・ゲイン税率の変化

の効果は，次のようになる。

( i) 長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率の変化が，今期の

地価および来期の予想地価，さらに，土地開発速度にどのような影響を及

ぼすかは，土地供給者にとって今期に土地を売却した場合に支払わなけれ

ばならないと予想される実現キャピタル・ゲイン税額が今期の土地売却を

延期し，来期に土地売却をおこなった場合に支払わなければならないと予

想される実現キャピタル・ゲイン税額の現在価値を下回るか，あるいは，上

回るかに依存する。前者が後者を下回るならば，長期土地保有に対する実

現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，今期の地価を引き下げ，来期の

予想地価を引き上げると共に土地の開発速度を早める効果をもっ。前者が

後者を上回るならば，今期の地価を引き上げ，来期の予想、地価を引き下げ

ると共に土地開発の速度を遅らせる。前者と後者とが等しいならば，長期

土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率の引き上げは，今期の地

価，来期の予想地価および土地の開発速度に影響を及ぼさない。予想地価

上昇率が低い場合には，今期と来期の実現キャピタル・ゲイン税率が同ー

であるかぎり，長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン税率の引き

上げは，土地開発速度を遅らせ，今期の地価を引き上げる可能性が強い。

このような場合に，政策的に土地の開発速度を早め，今期の地価を引き下

げるためには，実現キャピタル・ゲイン税率の段階的引き上げが必要であ

る。ここで注目されるのは，今期および来期の土地供給量や今期の地価お

よび来期の予想地価に影響を与えるのは，今期の実現キャピタル・ゲイン
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税率の高さではなく，今期から来期にかけての実現キャピタル・ゲイン税

率の変化率だということである。

(ii) 長期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の帰着についてい

えば，今期に土地を売却した場合に支払わなければならないと予想される

実現キャピタル・ゲイン税額が，今期の土地売却を延期し，来期に土地売

却をおこなった場合に支払わなければならないと予想される実現キャピタ

ル・ゲイン税額の現在価値に等しいならば，長期土地保有に対する実現キ

ャピタル・ゲイン税率の引き上げによって増大した土地税額は，すべて土

地供給者によって負担される。

伺短期土地保有者に対する実現キャピタル・ゲイン課税一一来期に土地が売

却されたとき，今期から来期にかけての土地の値上がり部分に対してのみな

される土地課税一ーがなされる場合には，短期土地保有に対する実現キャピ

タル・ゲイン課税によって予想地価上昇率が上昇することがないと仮定すれ

ば，今期の土地売却が生じないケースを今期の土地売却が生じるケースに変

えることができる。短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の土

地売却促進効果は，実現キャピタル・ゲイン税率が高いほど，予想、地価上昇

率が高いほど大きい。

円土地が今期および来期に売却され，かっ，売却され尽くすと想定したもと

では，短期土地保有に対する実現キャピタル・ゲイン課税の引き上げは，地

価上昇が予想されるかぎり，今期の地価をヲ|き下げ，土地の開発速度を早め

るが，来期の予想地価を引き上げる効果をもっ@
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第 7-第 9章の補論

企業の二期間土地需要関数

第 7章から第 9章までにおいては，住宅用土地を購入する人々の二期間土地

需要関数について考察し宅地開発過程の分析をおこなった。ここでは，生産

用土地開発過程の分析方法を示しておこう。宅地開発過程と生産用土地開発過

程を分析する場合の主たる相違点は，土地需要関数についての相違点である O

宅地開発過程においては，住宅用土地を購入する人々の土地需要関数が問題と

なるが，生産用土地の開発過程においては，生産用土地を購入する企業の土地

需要関数が問題となる。以下では，生産用土地を購入する企業の二期間土地需

要関数について考察しよう O

今，簡単化のために，土地と土地以外の生産要素との聞の代替は不可能であ

ると仮定すると，今期の純生産物 YOは，今期の土地購入量 L。に依存し，来期

の純生産物 Y1は，今期の土地購入量 L。と来期の土地購入量 Llの和に依存す

る。また，完全競争を仮定すれば，今期の地価 Po.来期の予想地価 Pfおよび

再来期の予想地価 P~ は，生産用土地の需要者にとっては所与となる。さらに，

土地購入費用以外の費用は無視しよう。

以上のように仮定すると，二期間の生産を考える生産用土地の購入者，すな

わち，企業にとっては，今期と来期の純生産物の現在価値から今期と来期の土

地購入費用の現在価値をノ主しつ I~ 、た差と来期末における土地売却価格の現在価

値との和が極大になるように今期と来期の土地購入量を決定すると想定するの

が合理的であろう O したがって，次式が成立する。
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Yo(Lo) ， Yl(L一一ιI
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subject to Lo+ L1- L 三五 0， 

Lo， Ll 主主 O 

土地購入者である企業の割引率(たとえば，借入利子率jであm は，7
しだた

士地の存在量Lは，また，り，純生産物は期末に生じるものと想定している O

ラグランジュ関数を定義すれば，である。(1)より，

Yo(Lo) ， Yl(Lo+L 
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キューン・タッカーの定理より，極大の必要条件は，したがって，となる。

。F 1 oYo， 1 OY， Pt 
三 一一三十一一一一一一"-'---Po+一一::-:-12-A三0，

oLo (1十 m)oLo ' O+m)2 oLo 'U' (1十 m)

L"Qf 〔 一一二 0，
'oL。

。F 1 OY1 P'f P~ 
一一一一 十字 z-A豆 0
OFl (1十m)2oL r (1 + m) ， (1十 m)

(2) 

L OF 
r OLl 

。F
oA 二 Lo+L1- L豆0，

。F
A 二 O
aA 

となる。ここで， Aはラグランシュ乗数であり， A ~ 0である。 (2)より，次式が

成立する (rJYr/aLυ= oYr/oJ"を似〉ζ)0 

(Pf--PO)十aYo/aL"> mJもならば，

(J>f--J>，，)十aYO/ aJ，o _c mJもならば.

1，0 二ノ O ， J~r~O. 

λlノ o.Lo ;> 0， っ、リ
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第 7 第9章の補論 企業のて期間土地需要関数

(Pi-Po l+ à}う~/àLo < mPoならば，Lo二0，L， > O. 

(3)は，次のように解釈することができる。生産用土地の購入者である企業が二

期聞からの利潤極大を充たすように今期と来期の土地購入量を決定する場合に

は，予想地価 k昇分uマPo)と今期の土地の限界生産力 3れ/aLoの和が，今

期の土地入費用 mPoを上回るならば，企業はできるだけ早い時期に土地を購入

した方が経済的に有利で、あるから，今期に土地を購入し，来期には土地を購入

しない (L"> 0， Ll二0)。逆に， 下回るならば，企業は土地購入時期を遅らせ

た方が有利であるから，今期には土地を購入せず，来期に土地を購入する (L。

=O，Ll>O)。 予想、地価上昇分 (Pf-Po)と今期の土地の限界生産力 aYo/aL。

の和が，今期の士地購入費用 mlもに等しいならば，企業は今期と来期にわたっ

て十ー地を購入する (Lo> 0， L， > 0)。 また， (3)より，企業によって今期に土

地が購入されるためには，今期の地価 P。が高ければ高いほど，今期の土地の限

界生産力 aYo/aLoが低ければ低いほど，予想地価上昇率 (Pf-Po)/P，。が高くな

ければならないこと，および予想地価上昇率 (Pi-Po)/Poの上限は，企業の割

引率 mであることがわかる C

きて，企業の二期間土地需要関数は，今期の地価 Po，来期の予想地価 Ptお

よび再来期の予想地価 piの関数としてどのような性質をもっているであろう

か。今，生産用の土地が，企業によって今期および来期において購入されると

いう想定，すなわち，Lo > 0， L， > 0という想定のもとで企業の二期間土地需

要関数の性質を考察しよう。 (2)より，土地が各期にわたって購入されるために

は，

CJれ cJy， P~ 、十 l_p，。十=;l
(I + m) cJLo ' (1十m)2aLo 'U' (1十mJ2ハ

(4) 
cJy， Pf P~ 、

一 一 一 一人一一ームー 一一一
(I + m)2 cJL1 (1十 m)'(1十m)2 ハ

か成立しなければならない。ただし， ;l孟 Oである o ;l > 0ならば，存在する L

i也は「へて購入され，;l二 oならば，存住する上地のすべてが購入されることは
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一部の土地は購入されない。なく，

(4)を P。で微分して整理すると

{ ot(沈)+(1 ~初心苦J}女
1 o I OY可¥ol唱

十 一一一l ト←土 =l+m 
(1 + m) OLl¥oLo / op，。(5) 

。(OY1¥oLo， o (OYl ¥ oLーハ

oL。¥OL1!oPo ' OLl¥OL1! oPo 

をえる。上式において今期に購入される土地 L。も来期に購入される土地 Llも

同質であると仮定すれば，OY1/oLo = OY1/oLlが成立する O このことと土地の

限界生産力逓減の仮定を用いれば， (5)より，

oLo 1 ，，' ，o I OYl¥ J~V ----=;-(l+m)..'"'~ ( ~; 1) 
op，。ム oLパOL1!

(6) 

OLl -1" ， ，o I oγ¥ 
」二一一(1十 m)，，~-( ~; J ) 

op，。 ム oL。¥OL1!
(7) 

ここで、しだたをえる。

ム=aL-(ま).ι(ま)> 0 

である o (6)および(7)より

豆L3iu」 kmI(ι(Z:)d。(37))=0(8) 

をえる。

つぎに， (4)を Piで微分して整理すると，

ス，l-afl(~た) > 0， 
。'Lo
apf 

ハ
び(
 

。'L1 (1十 m)r o (a YO ¥ ， o I a Y1 ¥ 1 /ハ
一 一一一一一一一一一一一一一一一一-olペー ム loLo ¥ oLo) ， (1 + m) aLo ¥ aLo ) J¥V )

 

nHυ l
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をえる。 (9)および(0)より，

。(Lo十L，)一(1十 m) a (riYo ¥ / 。'PT ム riLo¥ riLo!¥ )
 

l
 

l
 
(
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企業のて期間土地需要関数第 7 第 9章の補論

をえる。

さらに， (4)を p~ で微分して整理すると，

。ILo ハ

òP~ 
(]2) 

。IL， -1 o (oY;。¥¥A
òP~ ム òL。\ òLo I / V 

(13) 

をえる。 (]2)および(]3)より，

。(L。十L，) -1 o (OYo ¥ ¥ハ

。p~ ム òLo¥ oLo I / V 

)
 
4
 

1
 
(
 

をえる。

次のよ生産用土地の購入者である企業の二期間土地需要関数は，以上より，

うにあらわすことができる O

Lo二 Po(Po，Pi， P~ ， m)， 

L，二 D，(Po，Pi， P~ ， m) 
(]5) 

LoとL，は同質であると L、う仮定と土地の限(6)-(]4)より符易にわかるように，

企業の二期間土地需要関数回は，界生産力は逓減すると L、う仮定のもとでは，

次の性質をもっている。

。Do / n ODl '". < 0， ';V;~ < 0， oPo 'V， aPi ( i ) 

aD， ， n aD，、
土>0， ';';i~ > 0， apo / "， oPi )
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。(/)0+D1) _ A a(Do十 J)，) /A  a(Do十D，)0， -~~ ~ L-"'~~-ii e一一 <0，-"-'-~~~é'=''--' > 0 olも apr 'v， òP~ 
(iv) 

今期の土地需要 D。今期の地価 Iも(来期の予想地価 Pf)の上昇が，+』ht
 

¥
jノ

ー(
 

C;K期の}地需要 J)1)を減少させることを意味している o (ii)は，今期の地価

;任期の七地需要 D，(今期の土地需要 Dol

上地が耐久的生産財であり，

r8r 

を増大させることを立味している。(ii )の性質は，

Po (来JJlの予想地価 l)f)の卜.界が，



今期に購入された土地は，来期にも投入されることから生じている。もし土地

が耐久的な生産財でないならば，今期の地価 PoC来期の予想地価 PDの上昇は，

来期の土地需要 Dl(今期の土地需要 Do)に対して何の影響も与えない。 (iii) 

は，再来期の予想地価，すなわち，企業が土地を売却するときの予想地価 P~ の

上昇は，今期の土地需要 Doには影響を与えないが，来期の上地需要 Dlを増大

させることを意味している。 (iv)は，今期の地価九の上昇については，今期の

土地需要 D。を減少させ，来期の土地需要 Dlを増大させる効果をもつが，両方

の効果が相殺されることによって，今期の地価 Poの上昇は，他の事情にして等

しければ，今期および来期の土地に対する純需要 Do十Dlを変化さぜないこと

を意味している。来期の予想地価 Piの上昇については，今期の土地需要 D。を

増大させ，来期の土地需要 Dlを減少させる効果をもつが，来期の上地需要 Dl

を減少させる効果の方が，今期の土地需要 D。を増大させる効果を[ー回るため

に，来期の予想地価 Piの上昇は，他の事情にして等しければ，今期および来期

の土地に対する総需要 D。十Dlを減少させることを意味している O 再来期の予

想地価 Piの上昇については，来期の土地需要 ρ1を増大させる効果をもつこ

とによって，再来期の予想、地価 Piのトー与は，他の事情にして等しければ，今期

および来期の土地に対する総需要 Do十Dlを増大させることを意味している O

土地供給者の土地供給態度を示す土地供給関数は， 土地需要者が企業であろ

うと家計であろうと変わらない。したがって，企業が購入した士地の売却を考

慮、しないと仮定するか，売却を考慮する場合でも来期の予想地価 Piと再来期

の予想地価 P~ が一定の関係，たとえば， P~ 二(l十 q )Pi(qは A 定)と L、う関係

を仮定するならば，企業の二期間土地需要関数(15)は，今期の地価 p"と来期の予

想、地価 Piiこ依存することになるから，宅地開発過科の分析は，者 1の変更を加

えることによって，メt.産用土地の開発過程の分析にも適JjJできる。
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いわゆる「高度成長期」以降における都市近郊の住宅地価格の上昇過程につ

いて，いくつかの特徴点を指摘することができる。まず第ーに，住宅地価格の

上昇率は著しく高く，それは，一人当り所得の増加率や銀行利子率を大きく上

回っていた。第二に，年によって住宅地価格の上昇率は，大きく変動してい

た。第三に，住宅地価格の上昇過程は，内部に広範な遊休地あるいは住宅予定

地を残しながら，スプロール的に進行した。

このような都市近郊における住宅地価格の上昇過程を説明しようとした文献

として，新沢・華山(lOlJが，あげられる。新沢・華山両氏は，ひとたび土

地資産からの予想収益率が，他の代替的資産からの予想収益率一ーたとえば，

株式の予想利回りや銀行利子率一ーを上回るならば，そのような不均衡過程

は，持続すると L、う認識の上にたって，地価上昇過程を説明しようとしてい

る。これに対して，小宮・岩田 (58Jは，土地資産からの予想収益率と他の代

替的資産からの予想収益率との聞には，調節作用が働き，均衡関係が成立する

ことを主張することによって，新沢・華山両氏の所説を批判している1)。

新沢・華山両氏の所説は，地価上昇過程における日本的特質について，鋭い

洞察を含んでいるが，土地資産からの予想収益率が，他の代替的資産からの予

想収益率を上回った場合，そのような不均衡過程が持続するための条件は何か

ということについての理論的な吟味が不十分である。逆に，小宮氏および岩田

氏の所説は，どのようなメカニズムを通じて均衡関係が成立するかを明確にし

ていない点で不十分である。

われわれは，以下の分析において，土地資産からの予想収益率と他の代替的

1) 新沢・華山説および小宮・岩田説についての検討については，後述の第11章
を参照。
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資産からの予想収益率との聞の不均衡関係を含むようなモテ.ルを構築し，一定

の諸条件のもとでは，不均衡関係は持続することを示したい。このような問題

意識にしたがって，第 1節では，土地供給の固定性，地価と地代の相互依存関

係および地価上昇率についての予想を明示した一つの不均衡モデルを提示す

る。第2節では，モデルの均衡経路における地価および地価上昇率の動きを述

べ，均衡経路が安定的であるか否か，また，そのための条件は何であるかを示

す。第 3節，第 4節および第 5節においては，それぞれ，未実現キャピタル・

ゲイン課税，土地保有税および，地代課税がなされた場合に，均衡経路におけ

る地価および均衡経路の安定性が，どのような影響を受けるかを考察する。

1 Q. 1 モデル

本節においては，土地資産からの予想収益率と他の代替的資産からの予想収

益率との聞に不均衡関係を含むようなモデルを提示する。

そのために，まず，土地資産の需要関数を考えよう。土地資産に対する需要

は，土地資産を保有することより生じると予想される収益率，すなわち，予想

地価上昇率 qと(帰属〉地代率(地代 ρの地価 P に対する比率)が，他の

もっとも有利と考えられる代替的資産からの予想収益率 r(たとえば，株式の

利回り率や銀行利子率等〉よりも高くなればなるほど増大すると考えられる。

したがって，土地需要関数 LD(・〕は，次のように定式化できょう。

LD(q+長-1')， L' D(q，会)>0

ここで rは，簡単化のために，一定と仮定され，l'とあらわされている。土地

需要関数の勾配 L'D(・〉は，土地資産が他のもっとも有利と考えられる代替的

資産と比較して，予想収益の確実性，流動性および不可分性等において等しい

と考えられるならば，無限大であり，劣るにしたがって，その値が小さくなるへ
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が異なる資産が存在する場合には，期待効用を最大にするように各種の資産が保
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第10章地価，地代および土地投機

次に土地価格調整メカニズムを考えよう。一つの単純化として，地価上昇率

を次式のように定式化しよう。

~ =E( LD(・2-Ls)， E>O. 
p-"'¥ Ls } 

ここで Lsは，土地供給であり，簡単化のために固定的であると仮定してい

る。また，Pは，地価 Pを時間 tで、微分した値，dP/dtを示している。上

式の意味するところは，土地に対する超過需要率(超過需要の土地供給量に対

する比率)と地価上昇率との聞には，一義的な関係があり，超過需要率が上昇

すれば，地価上昇率も上昇するということである。

ところで，土地供給は固定していると仮定されているから，上式は，

P E /T  T 
ー(LD(・)-Ls)，E>O P-[s 

と書け，E/Ls=β とおけば，

(10.1) t=β{LD(qす-r)-[s}，L市，長)>0，s>O 

となる。ただし，T=lう/Pである。

予想地価上昇率 qの動きについては，次のように想定しよう。

(10.2) q=r(ρ-q)+εCJう*-T)， r>o， e>O. 
ここで，t*は，正常地価上昇率であり， r，εは，定数と仮定されている。上

式の意味するところは，予想地価上昇率の変化dは，実現された地価上昇率ρ
と予想、地価上昇率 q との誤差の T倍と正常地価上昇率 t*と実現された地価

上昇率 ρとの差の ε倍の和に等しいということである。上式において， εが

ゼロならば，周知の“adaptiveexpectation"の仮定となる。

地代関数を考察しよう。まず，一人当たり所得 yおよび人口 Nと地代 ρと

の関係について考えよう。一人当たり所得および人口の増大は，生活に必要不

可欠なものとしての住宅用地に対する需要を増大させ，土地の用役価格である

地代を増大させることは明らかであろう。地価と地代は，どのような関係にあ

合，土地資産を保有するか，あるいは，他の代替的資産(例えば，金融資産〉を
保有するかの選択が大きな問題となる可能性が存在する。
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るだろうか。土地の用役価格である地代の上昇が，土地の資産価格である地価

を上昇させることは明白であり，このことは，すでに (10.1)において考察さ

れている。それでは，地価の上昇が，地代の上昇をもたらすという関連は，存

在しないであろうか。通常の議論では，地代の上昇は，一人当り所得や人口集

中という要因だけから説明され，地価の上昇が地代の上昇をもたらすという因

果関係は，考慮されていない。しかし，われわれは，以下に述べる理由で，地

価の上昇は，地代の上昇をもたらす要因になると考える。すなわち，地価の水

準が高くなって，地価の一人当たり所得に占める比率 (Pjy)が一定限度を超

えると資産選択上は土地を購入して持ち家を取得する方が有利な場合でも，資

金制約のために借地・借家住まいを余儀なくされる階層が増大する。なぜなら

ば，土地には，生活のための最小必要規模が存在するからである。このこと

は，借地・借家需要を増大させ，地代・家賃を上昇させる効果をもっ。大都市

の中心部に近い住宅地における著しい地価上昇は，上述の要因によるところが

大きいと思われる。

上述の点を考慮して，地代関数を次のように特定化しよう。

(10.3)ρ=のNg(合，0<.u<1， 

(~\(~\(~\(~r ー1>斗のとき，g(~)=(~)". 附く1，
yl 'yl --. -'YI 'y 

/P¥ IP¥ ，(P¥ 
{ー)豆(一)のとき，g'(.一)=0.
¥yl ¥yl ¥yl 

(10.3)において，両辺の対数をとって微分すると

(10.4) (~ )>(主のとき，p=f)+斤十a(Pーの，
¥yl ¥yl 

/P¥ /P¥ か
{一)三(一}のとき，p=f)+N 
¥yl ¥yl 

となる。 (Pjy)亘(Pjy)の場合には， α=0とおけばよL、から，以下の議論で

は，(Pjy)>(P jy)の場合について考察を進めよう。

正常地価上昇率 P*を地代の上昇率に等しい地価上昇率と定義し，f)=α， 
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iV=nとおくと， (10.4)より，

。=α+n+α(1うーα〉

となり，上式において t=t*とおくと

(10.5) T*=p=α+fz 

をえる。

第10章地価，地代および土地投機

以上において，変数は，P，q，ρ，t*であり，独立した式は， (10. 1)， (10.2)， 

(10.3)および(10.のであるから，体系は completeである。

10.2 均衡経路の性質と体系の安定性

本節では，新たな変数 p/P三 fを導入し，1とqに関する微分方程式によっ

て体系の動きを記述し，均衡解の性質について述べよう。 ρ/P三 fより，

(10.6) l=p-T 

となるが，上式に(10.5)を考慮すれば，

(10.7) i=/{α(1-a)+n一(1ーα)T}

となる。上式に(10.1)を代入して Pを消去すれば，1に関する微分方程式

(10.8) l=ICα(1ーα)+n一(1一α)s{LD(q，/)ーLs}J，

L' D(q， 1)>0， s>O 

をえる。同様にして，qに関する微分方程式を求めると， (10.1)， (10.2)お

よび(10.5)より

(10.9) q= (r-ε)s{LD(q， 1) -Ls} 

-rq+ε(α+fz) 

をえる。 00.8)および(10.9)が，体系を記述する微分方程式である。

体系の均衡解 (q*，1*)を求めよう。体系の均衡解は， (10.8)および (10.9..，

において，l=q=Oとおくことによって求められる。(10.8)より， 1=0の点

では，

s{LD(qげ〉ーム}=α十三r

I国7



となる。 (l士号Oを仮定している。)(10.9)より，q=Oの点では，

(rーのs{LD(q*， 1*)ーLs}

=rqーや+fz)
となる。したがって，均衡点 (q*，I*)においては，

(10. 10) q* = jう*=α+-f-=β{LD(q*，1*) -fs} 
1-a 

となる。

(10. 10)より明らかなように，均衡経路上では，現実の地価上昇率は，地代

の上昇率に等しい正常地価上昇率となり，そのことが，現実の地価上昇率に等

しい予想地価上昇率を形成するのである。さらに注目すべき点は，地価の一人

当たり所得への比率 (Pjy)が一定限度を超えた場合に地価が地代に及ぼす影

響を (10.4)のように定式化した場合には，均衡経路上においても，地代の上

昇率，したがって，地価上昇率は，地価が地代に及ぼす影響を考慮しない場合

とは，異なってくるという点である。すなわち，地価が地代に及ぼす影響を考

慮しない場合には，均衡経路上における地価上昇率は，一人当たり所得の増加

率 α と人口増加率 nの和 (α+n)となるが， (10.4)によって，地価が地代

に及ぼす影響を考慮した場合には，均衡経路上における地価上昇率は， α+nj

(1-α〉となる。 aがゼロより大きく 1より小さいことを考慮すれば， α+n

j(1-a)は， α+nよりも大きくなる。かくて，地価が地代に及ぼす影響を考

慮すれば，均衡経路上においても地価上昇率は高くなるのである。

均衡経路上では，q，lは一定となるから，q*+ρjP-r=zとおけば，地価

は，

一ψ命一
月
望。一Z一+

一一Y一一P
 

、B
ノ

噌

E
4

旬

in
U
 

噌

E
A

r
，‘、

とあらわせる。 zは，他のもっとも有利と考えられる代替的資産からの予想収

益率と比較した場合，土地資産からの予想収益率が，確実性，流動性，持越費

用および不可分性等でどの程度劣るかということをあらわしている。したがっ

て，L' D(q， 1)<∞の場合には，土地資産の割引率は，rではなくて，r十zと
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なる。(10.10)を考慮すれば， (10.11)は，

一a
n
一一

一h

一
h

ae
一/い一

+
P
 

となる。 (10.12)から明らかなように， (10.4)によって地価の地代への影響

を考居ました場合には，均衡経路上における地価の水準も増大するのである。

他の代替的資産の予想収益率Fが均衡地価水準に及ぼす効果を地価の地代へ

の影響を考慮した場合と考慮しなかった場合に分けて考察しよう。地価の地代

への影響を考慮した場合には， (10.11)をFで微分することにより，

aD dP 
dP 訪万戸(z+1'-q*)ーρ

(10.13) d1' = 

となる。(10.3)より，

。ρ aρ
(10.14) 否F一子一

であるから， (10.14)を(10.13)に代入して整理すれば，

dP _P2 
(10.15) 一 <0d1' -百二可子

をえる。

(10.15)から明らかなように，他の代替的資産からの予想収益率Fが低いこ

とは，均衡地価水準を引き上げる効果をもっ。そして，その効果は，地価の地

代への影響を考居ました場合 (0<σ<1)の方が，地価の地代への影響を考膚しな

かった場合 (α=0)よりも大きくなる。

次に，均衡経路の安定性について考察しよう。 (10.8)および (10.9)を均

衡点 (q*，1*)で評価した Jacobian行列 P を求めると

{一(l-a)βL'D(qヘ1*)/*，一(1ーα)sL'D(q*， 1*)1* i 
(10.16) J*=I 

l (rーのβL'D(q*， 1*)， (rーのβL'D(q*，l*)-r 

をえる。 Jacobian行列の行列式 detJ*と traceJ*は， (10.16)より，

(10. 17) det J* = (1ーα)βL'D(q*， l*)l*r>o， 
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となる。

体系が，局所的に安定であるための必要かつ十分な条件は.detJ*が正，か

っtraceJ*が負となることである。(10.18)より， r>ε ならば， rおよび 3

が共に十分大きな値をとれば， traceJ*は正となって体系は不安定となる。ま

た， rの値は，それほど大きくなくとも，L' DCq*， 1*)が十分大きな値をとり，

かつ，r>e+C1-a)l*ならば， βが著しく小さな値をとらないかぎり， traceJ* 

は正となって，体系は不安定となる。さらに， (10.18)から明らかなように，

G は，体系を不安定化させる要因となる。すなわち，地価の上昇が地代の上昇

をもたらすというメカニズムを考慮することは，均衡地価水準を引き上げるだ

けでなく，現実の地価上昇率が，均衡値から帯離した場合にますます帯離の度

合いを強めるとし、う不安定化要因としても作用するのである。

ところで， r高度成長期」以降の都市近郊の住宅地および住宅予定地(都市

近郊の農地を含む〉における土地および地価については，次のような特徴を指

摘できる。

(1) 一方では，持続的な都市への人口集中や「持ち家政策」による金融経和等

によって住宅地に対する需要が急増したが，他方では，不十分な生活関連投

資によって住宅地の供給が限られていた結果，地価の値上りはほとんど確実

視され，土地の持越費用も少なかった。

(2) 多数の不動産業者の出現や土地に対する関心の増大に伴って，地価に関す

る情報は，より迅速なものとなり，土地取引期間も短縮された。

(3) 予想地価上昇率は高く，地価に対する(帰属〉地代の比率は，小さかっ

た。

(4) 一人当たり所得の増大を超える地価の上昇によって，とくに大都市では，

住宅地価の一人当たり所得に占める比率は，高かった。

以上の特徴より，都市近郊の住宅地においては，L' DC・)， rは大きな値をと

り，1 は小さな値をとり，sはあまり小さな値をとらなかったと考えられる。

190 



第10意地価，地代および土地投機

また，大都市では，a は，正であったと考えられる。このように(1)~(4)の条件

がみたされたもとでは，ひとたび土地資産からの予想収益率が他の代替的資産

からの予想収益率を上回るならば，人々は地価の上昇を予想して行動するよう

になる。そして，そのことが，新たに投機的需要に基づく土地需要を生み出

し，ー層地価を上昇させる効果をもつのである。

ところで，このような投機的動機に基づくスパイラル的な地価上昇は，永続

するものではない。われわれのモデルでは，現実の地価上昇率が地代の上昇率

によって規定される正常地価上昇率を大きく上回るようになれば，人々は過去

の経験から現実の地価上昇率と予想地価上昇率との差よりも正常地価上昇率と

現実の地価上昇率との差をより重視するようになり，すなわち，e>rとなり，

投機的需要の増大によるスバイラル的な地価上昇に歯止めがかかるのである。

10.3 朱実現キャピタル・ゲイン課税

本節では， rX100パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がおこなわ

れた場合に，モデルがどのような影響を受けるかについて考察しよう。ここで

τX100パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税というは，単に土地の売

却がおこなわれた場合にのみ課税されるのではなく，地価上昇があった場合に

は，未実現のキャピタル・ゲインをも含めて地価上昇率に τX100パーセント

の未実現キャピタル・ゲイン課税がなされることをいう。 このように τX100

パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がなされれば，キャピタ Jレ・ゲイ

ンを求めて土地を保有する動機は，その率だけ減少するであろう。したがっ

て，土地需要関数は，

LD{C1-r)Q+長-r}，L' DC・)>0

となる。

以上を考慮すれば， τX100パーセントの未実現キャピタル・ゲインが課せ

られた場合のモデルは，

C10.19) P=s(LD{C1一切+長-r}-LsJ， 
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L'D(件)>0，s>O 

(10.2) q=r(P-q)+εc1う*-1う)， r>o，ε>0 

(10.3)ρ=仰N(~r

(10.5) 九 p=α+fz

となる。

上述のモデルにおいて， ρ/P=lとおき，1，σに関する連立微分方程式を求

めると，

(1問 ) i=t(α(1ーα)+n一(l-a)sCLD{(l-t')q+1

-f}-i斗 L'DCω>0， s>O， 

(10.21) q= (rーのsCLD{(lーのq+l-f}ーLsJ

-rq+e(α+fz) 
をえる。

(10.20)および(10.21)において，l=q=Oとおき， (10.2)， (10.5)およ

び (10.19)を考慮すれば，均衡点 (qへん勺では，

(10.22) q*=P*=p= α+~=ßCLD{(1ーのq*+I.*-f}-LsJ
1-α 

となる。 (1キOを仮定。)(10.22)と(10.10)を比較すれば明らかなように，

τX100パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税が課せられた場合におい

ても，均衡経路上では， 現実の地価上昇率 iうは， 地代の上昇率 p=α+n/(l

-a)に等しく，それは，予想地価上昇率 qに等しい。

均衡経路上においては， q，l は一定値をとるから，(1-t')q*+p/Pτ-r=zと

おけば，均衡経路上における地価は，

(10.23) P.=一一一-p
ー+z一(1ーのq*

となる。(10.23)を τで微分すると

dP 泊ハ dP._ I'~ ， _'¥ dP. 
q*(lーのず-q叫+訪ず=(科z)石
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をえる。 θρ/8P=αρ/Pを考慮して，上式を整理すれば，

(10.24〉 dZ=二tZ1<0
dτρ(1-a) 

をえる。(10.23)および ClO.24)より明らかなように， τX100パ{セントの

未実現キャピタル・ゲイン課税は，均衡地価水準を引き下げるのである。

ところで，われわれは， τX100パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課

税がなされた場合においても，均衡地価上昇率は， α+n/C1-a)であって，変

化しないと考えた。しかし， τの値いかんによっては，均衡地価上昇率は，低

下する可能性がある。それは，高率の未実現キャピタル・ゲイン課税によっ

て，地価水準が大きく引き下げられ，その結果，P/yの値が大きく低下して，

G がゼロとなる場合，すなわち，地価の上昇が地代の上昇をもたらすというメ

カニズムが作用しなくなる場合である。この場合には，未実現キャピタル・ゲ

イン課税によって，均衡地価上昇率は，課税前の α+n/(1-a)から α+nに

低下する。

均衡経路の安定性について考察しよう。連立微分方程式 ClO.20)および(10.

21)を均衡点 (q*，/，勺の近傍で評価した Jacobian行列 A*を求めると

( -(1-α〉βL'DC・)/，*，一(1-a)sL'DC・)(1ーの/，*i 
(10.25) A*=I 

l (rーのβL'D(・)， (rーのβL'DC・)(1ーの-r

となる。 A*より， det A*および traceA*を求めると

(10.26) det A*=rβ(l-a)L' D(・)/，*>0，

(10. 27) trace A日 s(L'D(O){(1-怜ーの_.llヲ泣}ーを〕

をえる。 (10.26)より， d巴tA*は常に正であるから， 均衡点 (q*，/，*)は，

trace A*が負ならば，局所的に安定である。

ここで， τX100パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税がなされた場

合の Jの均衡値/，*と土地課税が存在しない場合の lの均衡値 1* とを比較

すると

lす*=r+zー(1ーのq*>/*=r+z-q*
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という関係が成立する。すなわち，未実現キャピタル・ゲイン課税によって，

lの均衡値は，1*から Ir*に上昇するのである。このことと， ClO.27)におい

て rが， trace A*に与える効果をみれば明らかなように， τX100パーセント

の未実現キャピタル・ゲイン課税は，体系を安定化させる機能をもっ。すなわ

ち，r，β および L'DC・〉が大きな値をとり，したがって，未実現キャピタル・

ゲイン課税がおこなわれないときには，地価上昇率の上方への事離が生じるよ

うな場合でも， τの値を適当に定めることによって， τX100パーセントの未実

現キャピタル・ゲイン課税は，地価上昇率を安定化させることができるのであ

る。

10.4 土地保有税

本節では， xX100パーセントの土地保有税が課せられる場合を考えよう。

保有税の税率が地価上昇率に比例して課せられるならば，そのような保有税

は，実質的にはキャピタル・ゲイン課税と同じである。したがって，本節で

は，地価上昇率の高さとは無関係に，x>く100パーセントの土地保有税が，課

せられる場合を考察しよう。

土地保有税率 Z は変数とはならないから，x>く100パーセントの土地保有税

が課せられた場合の土地需要関数は，

LD(q+長-x-r)，L'DC')>O 

となる。したがって，XX100パーセントの土地保有税が課せられた場合のモ

デルは，次のようになる。
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00.28)， (10.2)， 00.3)および 00.5)から明らかなように，均衡点にお

いては，

00.29) q*=酢 =α+，..!!:--;;-=s {LD(q*+I*-xーの-Ls}
1-a 

となる。 00.29)よりわかるように，xX100パーセントの土地保有税が謀せ

られた場合においても，均衡経路上における地価上昇率は， α十nj(l-a)とな

る。

xX100パーセントの土地保有税が課せられた場合，均衡経路上における地

価の水準は，どのような影響を受けるであろうか。土地保有税が存在する場合

の均衡地価水準 P.は，

00.30) p.=ー ρ*
r+z+x-q'" 

とあらわされる。 00.30)を xで微分し， θρjaP.=apjP.となることを考虚

すれば，

dP. _P.2 
(10.31) ー:::........!.=一一~ーくO

dx ρ(1-a) 

をえる。 00.30)および 00.31)から明らかなように，xX100パーセントの

土地保有税は，地価の地代に対する影響を考慮した場合 0>α>0)であれ，地

価の地代に対する影響を考慮しなかった場合 (α=のであれ，均衡地価水準を

引き下げるのである。

xX100パーセントの土地保有税が課せられることによって，均衡地価水準

が大きく引き下げられ，その結果，Pjyの値が大きく低下して，地価の上昇が

地代の上昇をもたらすというメカニズムが作用しなくなる場合には，未実現キ

ャピタル・ゲイン課税の場合と同様に，土地保有税によって，均衡地価上昇率

は，課税前の α+nj(1-a)から α+nに低下する。

xX100パーセントの土地保有税が課せられた場合の均衡経路の安定性につ

いて考えよう。 (10.28)からわかるように，xX100パーセントの土地保有税

が課せられた場合には，均衡値は変化するけれども，体系が局所的に安定とな

るための条件は，変わらない。したがって，土地保有税が課せられた場合の
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Jacobian行列 B*の行列式 detB*とtraceB*は， (10.17)および(10.18)

から類推されるように，

(10.32) detBホ=(1-a)sL' D(q*， 1.勺l.*r>o，

111 ，~>!< 1 >!<，，(， e (1-a)I.* 1 ¥1 
(10・33) trace B日 s{L' D(q*， 1. *)¥ 1一了一--r一 -s)f 

となる。ここで，x>く100パーセントの土地保有税が課せられた場合の fの均

衡値 fz*と土地課税が存在しない場合の lの均衡値 1*と比較すると，

(10.34) l.*=r十Z十x-q*>l*=r+z-q*

の関係が成り立つ。 (10.17)，(10.18)， (10.32)， (10.33)および (10.34)を

考膚すると，x>く100パーセントの土地保有税は，土地課税が存在しない場合

とくらべ，均衡値を q*十戸-rから q*十九*-x-rへ引き下げるのみならず，

F が l，*に増大することを通じて， 体系の不安定性を抑制するのに役立つと

いえよう。ただし，L' D(・)， rおよび βの値が極めて大きいときには，x>く100

パーセントの土地保有税によって体系の不安定性を除去することは困難であ

る。この点において，未実現キャピタル・ゲイン課税にくらべて土地保有税の

安定効果は，限られているといえよう。

10.5 地代課税

本節では，地代部分に対して hX100パーセントの課税がなされる場合にモ

デルがどのような影響を受けるかを考察しよう。容易にわかるように， hx100 

パーセントの地代課税がおこなわれる場合には，土地需要関数は，

LD{q+(1一件-r}，L' D(・)>0

となる。したがって， hx100パ{セントの地代課税がなされた場合のモデル

t土，

Ict 

(10.35) P=s(LD{q+(1一件-r}-Ls J. s>O 

(10.2) q=r(P-q)+ε(P*-P)， r>o， e>O 

ω3)ρ吋川手r



第10章地価，地代および土地投機

(10.5) P*=p=α+fz 

となる。

上述のモデルにおいて，1および qに関する連立徴分方程式を求めると

(10・36) i =1(α(1一α)+n一(1-a)sCLD{q十(l-h)I-i'}-L斗
s>O 

(10.37) q= (rーのβCLD{q十(日)1-i'}-LsJ-r日 (α+fz)

をえる。

(10.36)および (10.37)において，l=q=Oとおき， (10.2)， (10.5)およ

び (10.35)を考慮すれば，均衡点 (q*，lh*)では，

(10.38) q*=P*=p=α+-2-=3〔LD{q*+(1-h〉fh*-F}-Es〕
1-a 

となる。 (1キOを仮定。)(10.38)から明らかなように， hX100パーセントの

地代課税がなされた場合においても，均衡経路上では，地価上昇率は， α十n/

(1-a)となる。

hX100パーセントの地代課税は，均衡地価水準 Ph にどのような影響を与

えるであろうか。ザ+(l-h)ρ/Ph-i'=Zとおけば，地代課税がなされた場合

の均衡地価水準九は，

(10.39) 九=~と24-
一十z-q*

となる。 (10.39)を hで微分し，。ρ/θP=aρ/Pとなることを考慮すれば，

dPh_ -p 
(10.40) ー とL一一<0ヨ万-([士五)(1-a)

をえる。(10.40)より，hx100パーセントの地代課税は，均衡地価水準を引

き下げることがわかる。

hX100パーセントの地代課税の均衡地価水準引き下げ効果が十分に大きい

ならば，均衡地価上昇率が課税前の α+n/(l-a)から α+nへ低下する可能

性のあることは，未実現キャピタル・ゲイン課税および土地保有税の場合と同

様である。
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最後に， hXIOOパーセントの地代課税が，均衡経路の安定性に及ぼす効果

について考察しよう。連立微分方程式(10.36)および(10.37)を均衡点(qへ
ん勺の近傍で評価した Jacobian行列 Cネを求めると

{一(1-a)βL'D(・)(1-h)lh*，一(1-a)sL'D(・)Ih* i 
(10.41) C*=I 

lcrーのsL'D(・)(1-h)，(rーのsL'D(・)-r

をえる。 C*より detC*および traceC*を求めると

(10.42) det C*= (1-a)βL' D(・)(1-h)1 h *r>o， 

(10.43) trace c*=rsr L' D( ・ )~(1- ~)-i!ーα) (1 -h)/ h ~- ~ ~ì 
l.. - u ， /1¥ r J r I:iJ) 

をえる。ここで， hX100ノ4一セントの地代課税がなされた場合の Jの均衡値

lh*と土地課税が存在しない場合の Jの均衡値 1*を比較すると

(10.44) (l-h)/h*=I*=r+z-q* 

とL、う関係が成り立つ。

(10.17)， (10.18)， (10.42)， (10.43)および (10.44)から，次のことがい

える。 hX100パーセントの地代課税は，1*から lけに増大することを通じ

て，体系を安定させる効果をもつが，その効果は， (10.43)において，1*から

く1-h)/.*になることによって相殺される。したがって，hx100パーセントの

地代課税がおこなわれても，s， L' D(・)，rおよび E の値が変化しないと仮定す

れば，q+(1-h)lh-rが，均衡値q*+(1-h)lh*-rより大きい値をとるかぎ

り，地価上昇の不安定性を除去することはできないのである。
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第11章地価騰貴，スプロールおよび

持ち家指向

一一日本における地価理論の検討一一

いわゆる「高度経済成長」とともに，日本の土地価格，とくに都市近郊の住

宅地および住宅予定地の地価は急識に上昇し，土地問題は，大きな社会問題と

なってきた。事実，昭和30年代の前半から昭和48(1973)年末まで、に，都市近

郊の住宅地の地価は，年率にして20パーセント前後もの上昇率を示し，昭和47

(1972)年度と昭和48(1973)年度には，年率30パーセント以上の上昇率を示

した。本章は，このような日本的地価上昇過程における三つの問題，すなわ

ちI (1)地価の急騰I (2)スフ。ロールI (3)持ち家指向の増大と持ち家比率の低下と

いう問題の要因を理論的に説明しようとするい〈つかの見解について検討を加

えた後に，政策的な問題として政府の「持ち家政策」についても検討すること

を目的としている。

まず，第 l節においては，地価騰貴の原因を説明しようとする小宮隆太郎民

の説について検討を加えた後に，小宮説とは対照的な新沢嘉芽統氏および華山

謙氏の所説を検討する。第2節では，日本的スプロール過程についての岩田規

久男氏と新沢氏および葉山氏の説を検討する。第 3節においては，地価上昇過

程における持ち家比率の推移について明らかにする。第 4節においては，第二

次世界大戦後の持ち家指向の増大の原因を説明しようとする井原哲夫氏と岩田

規久男氏の見解について検討を加えた後に，政府の「持ち家政策」の問題点を

日本的地価上昇過程との関連で指摘する。

11.1 地価騰賓の臼本的要因一一小宮説および新沢・華山説の検討

小宮 (59)は，昭和30年代と昭和40年代を通じて地価上昇率が著しく高かっ

た理由として「第一に，資本(再生産可能な耐久生産財)が急速に蓄積され，
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また労働の質(教育・技術・熟練の水準)が向上しつつあり，その結果，日本

全体として土地と併せて使用される他の生産要素の量の，土地の量に対する比

率が急速に上昇しつつある。その結果，土地が次第に従来よりもより集約的に

使用される(たとえば農業に対して工業の比重が増大する)ようになりつつあ

り，土地の限界生産性は今後ますます高まると予想される。第二に，経済成長

とともに人口が都市に集中し，所得水準が上昇するにしたがって，所得弾力性

の高い住宅地と公共用地に対する需要が増大しつつあり，また今後一層の増大

が予想されているJ(236-237頁)という「二つの基本的事実が進行している」

ことをあげている。問題は，このこ要因によって，日本の地価上昇過程を十分

に説明できるかということである。

小宮 (59)が地価高騰の理由としてあげているこ要因は，いずれも土地の稀

少性を増大させた要因である。土地の稀少性の増大は，直接的には土地用役価

格一一地代を上昇させる要因ではあるが，土地資産価格一一地価を上昇させる

要因ではない。土地の稀少性の増大が地価高騰の理由であると主張するために

は，地価上昇率は，地代上昇率に規定されることが明らかにされねばならな

U、。

ところで，経済成長，土地供給および所得の上昇と地代の上昇とは，どのよ

うな量的関係にあるであろうか。それを知るためには，効用関数および生産関

数が特定化されねばならない。たとえば，対数線型の効用 l関数を仮定するなら

ば，住宅地代の上昇率は，長期的には，実質賃金率の増加率フ。ラス人口の増加

率マイナス土地供給の増加率に等しく，それはまた，経済成長率マイナス土地

供給増加率に等しい。コブ・ダグラス型の生産関数か生産関数は一次同次であ

るが，技術進歩の型が特殊なものである場合には，生産用土地の地代もまた，

長期的には，経済成長率マイナス土地供給増加率に等しいことが証明できるヘ

第 11-1表，第 11-2表および第 11ー1図は，利用し得るデータから地価の

上昇率と家賃・地代の上昇率との関連および地価上昇率と国民総生産との関連

を示したものである。これらの表および図から，次のことがいえる。まず第一

1) この点については，第1章および第4章を参照。
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第11主主 地価騰貴，スプローノレおよび持ち家指向

第 11ー1表用途地域別市街地価格，家賃・地代および国民総生産の年変化率

年ト1最高価格|商業地l住宅地|工業地 1自警也君全都市院組会 樫
0.140 0.140 0.140 0.130 0.140 0.144 0.123 
0.254 0.263 0.263 0.318 0.280 0.112 0.130 
0.202 0.198 0.229 0.214 0.219 0.094 0.048 
0.215 0.234 0.237 0.243 0.235 0.109 0.155 
0.354 0.305 0.228 0.302 0.272 0.093 0.191 
0.413 0.365 0.379 0.532 0.425 0.104 0.225 
0.265 0.241 0.264 0.311 0.270 0.066 0.091 
0.150 0.173 0.155 0.190 0.171 0.098 0.182 
0.108 0.119 0.138 0.158 0.139 0.125 0.140 0.159 
0.083 0.133 0.145 0.121 0.134 0.114 0.116 0.106 
0.061 0.066 0.062 0.030 0.052 0.104 0.104 0.171 
0.843 0.104 0.099 0.045 0.08到 0.074 0.073 0.179 
0.154 0.138 0.164 0.102 0.136 0.047 0.049 0.176 
0.164 0.170 0.197 0.144 0.172 0.074 0.077 0.168 
0.191 0.193 0.225 0.168 0.197 0.085 0.084 0.173 
0.137 0.142 0.177 0.150 0.156 0.084 0.084 0.117 
0.097 0.109 0.144 0.142 0.131 0.081 0.082 0.161 

0.211 。目 289 0.245 0.251 0.085 0.220 
0.198 0.192 0.261 0.230 0.230 0.077 0.078 0.179 

-0.034 -0.038 -0.040 -0.053 -0.043; 0.095 0.096 0.097 

資料:用途地域別市街地価格(指数)は，日本不動産研究所「全国市街地価格指数J.家賃・地代

(指数)は，総理府統計局「消費者物価指数年報J，国民総生産は，経済企画庁「国民所

得統計年報」。

第 11-2表用途地域別市街地価格および家賃・地代の推移(指数〉ー全国都市部

| 用途別市街地価格(指数重代(晶;
区 分 IJ，---l-.';-!-Jr;:;J I ¥ .，1，4.~"r;::;1 1 i -"r~~r;::;1 1~~/'>'~.lI.t -l-~1 -!r4~r;:;1 I 

1商業地|羽早|住宅地|菱自塁!工業地l羽塁lZ智司菱自望 I I週塁

1871 1. 871 2001 2.001 15到1.5到 1821 1. 821 14日1.45 
50年3月 3301 1. 761 4201 幻 01 3061 叫 3叫1.921 21司1.50 

資料:用途別市街地価格(指数)は，日本不動産研究所「全国市街地価格指数J，家賃・地代は，

総理府統計局「消費者物価指数年報」。

に，全国の都市部における昭和31(1956)年一 50(1975)年における市街地価

格，とくに住宅地の平均上昇率は，家賃・地代の平均上昇率を大幅に上回って

いたと考えられる。第二に，昭和31(1956)年一 50(1975)年における市街地価

格の上昇率は，国民総生産の増加率と相関関係をもっていたと考えられる。第

三に，昭和31(1956)年一 50(1975)年の市街地価格の上昇率は，長期平均的に

高いのみならず，年によって著しく変動し，地価上昇率の高い年には年率40パ

ーセントを超えており，低い年には，マイナスの上昇率，あるいは，年率 5%

台の年がみられる。そして，国民総生産が増加した年には，それを上回る率で
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第 11ー1図 市街地価格，家賃・地代および国民総生産の年変化率

(年変化率)

0.400 
ー一一一ー用途地城別平均

(市街地価格の年変化率)

一一一一ー人口 5万人以上の都市
(家賃地代の年変化率)

0.300 
ー一一一一国民総生産の年変化率

。

3l3233--34-35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 (昭和・年戊)

資料:第 11-1表による。

地価が上昇している。

もちろん，上述のデータには問題がある。まず第ーに，理論的には，地価上昇

率と比較されるべきは地代の上昇率であって，家賃・地代の上昇率ではない。

われわれが家賃・地代の上昇率で地代の上昇率に近似させたのは，地代につい

ての信頼すべきデータを得ることが因難であり，公表されたデータからは，地

代の上昇率の方が家賃・地代の上昇率よりも低いという非現実的な結果しか得

られなかったからである。第二に，市街地価格上昇率と国民総生産の増加率を

直接比較するのは，明らかに無理がある。

以上の問題点があるにもかかわらず，上述のデータは，昭和30(1955)年以降

の長期的な市街地価格上昇の背後には，経済成長によって土地の稀少性が増大

したという事実が存在することを示している。しかしながら，従来の未利用地

の生産的利用，土地の埋立て，土地造成等によって土地の供給が増大したこと

を考慮に入れるならば，上述のデータは，昭和30(1955)年以降の市街地価格上
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昇の原因をもっぱら土地の稀少性の増大に基づく地代の上昇に求める見解もま

た，支持し難いことを示唆している。ことに，地価上昇率が長期平均的に高い

のみならず，年によって著しく変動しているという事実を予想地代の変動のみ

から説明することは困難である。地価上昇率の著しい変動は，土地資産への投

機的需要および土地資産市場の不安定的な機能から説明することができる。

小宮説とは対照的なのが新沢・華山説である。新沢氏および華山民は，日本

において地価の高騰が持続した理由を説明するために第二次世界大戦後の地価

上昇過程を二段階に分けて説明している。第一段階は，昭和30年代の初期ごろ

までで，この時期には，地価上昇率が高水準で続くとは，ほとんどの人が予想

していなかったが r需要面では，経済が復興し高度成長が始まり，大都市へ

人口が集中し，大都市を中心に宅地需要が集中したという事実，それに対する

供給面では，よくよくのことがなければ土地を売る意思のない零細土地所有の

農家群の寄在，この二つの要因によって需給が条件づけられていたこと(新沢

(21) 140ー141頁〉によって，事実として，地価上昇率が他の資産の収益率を

越えるようになったと説明している。

第二段階は，昭和30年代の後半以降である。この時期には，高度成長が本格

化し rその前の復興期でさえ10年近く続いた地価上昇の趨勢が，このような

経済規模の拡大とその大都市圏への集中，直接にはその結果としての土地需要

の増大の下で，くずれるはずはないという経験にもとづく確信が生じた。(新

沢・華山 (22)49頁〉そして，昭和30年代の後半以降の地価上昇過程は，土地

の需要者も供給者も他の資産の収益率を越えるような高い地価上昇率が持続す

るに違いないと予想した結果として生じたものであると説明される。

「要するに，地価上昇率が，農家にとっても，サラリーマンなどにとっても，

手にしうる他のいかなる資産の収益率より高いという期待が，需要をかきた

て，供給を強く抑制し，地価の安定を破壊する決定的な要因として昭和30年代

の後半に登場し，その状態が変ることなく最近まで続いたのであるJ (新沢・

華山(101)51頁〉。

それでは，地価の著しい上昇は，短期に極端に走って破綻することなく，な
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ぜ同じような傾向が20年以上も続くことができたのであろうか。この点、につい

て，新沢・華山 (22)は， (1)土地需要が強いといわれていても，実際は，物理

的意味での宅地適地と比較すると，はるかに少ない量だったこと， (2)一般所得

水準の上昇にもかかわらず，土地需要者の支払可能限度によって地価が抑制さ

れる傾向にあったこと， (3)限界地の地価が極端に上昇しそうになると，需要の

外側への移行とともに限界地が外側へ移動することにより，解決を新たな外方

の土地に求めることができたこと， (4)供給側にも，一時的支出の充足や投資あ

るいは代替地の購入のために土地を売却するといヮた土地供給の抑制をある程

度緩和する条件があったことを挙げている(新沢・華山(101)55頁〉。

以上の地価上昇過程についての新沢・華山説は，日本における地価上昇過程

を土地資産と他の代替的資産との不均衡の持続過程とみる点で，伝統的な考え

方と全く異なっている。それゆえ，一部の人には高く評価されたが，他方，そ

の理論的不十分さのために，一部の人からは，厳しく批判された。小宮氏およ

び岩田氏は，地価上昇過程についての新沢・華山説を批判して，新沢・華山説

は r地価の恒常的な高い上昇率を仮定として前提し，その波及過程だけを分

析しているのであろうかJrすでに地価の恒常的な高い上昇率が当然のことと

して前提されているように読める」として，次のように述べている。

「これでは『地価が上がるときには地価は上がる」といっているようなもので

ある。このように結論が前提のなかに含まれているような議論のことを，英語

では『自分の靴紐にぶら下がる」ということがあるが，靴および靴紐は自分に

ぶら下がっているので，そんなことはできないのである。つまり説明すべきこ

と，いまの場合でいえば地価上昇の現象を，仮定として前提してしまったので

は，理論的説明とはいえないのであるJ (小宮・岩田 (58)165頁)。

小官民および岩田氏が主張するように，新沢・華山説は，理論的に容認され

難いものであろうか。結論的にいえば，新沢・華山説は，日本的地価上昇の過

程が土地資産と他の代替的資産との聞の不均衡現象を含む過程であることを明

確に認識し，その上に立って理論を構築しようとした点において，注目すべき

論点を含んでいると思われる。しかしまた，新沢・草山説は，いくつかの点に
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おいて理論的に不十分な点を含んでいる。

新沢・華山説のように，日本的地価上昇の過程が，土地と他の代替資産との

聞の不均衡化の過程であることを主張するためには，次のことが明らかにされ

ねばならない。

付土地供給者が今期には土地を供給せず，土地購入者が今期には土地を購

入しようとしないという状況，したがって，今期の土地取引が行なわれない状

況のもとで土地供給者と土地購入者が共に満足する状態が生じる可能性を示す

条件。

伺土地資産からの予想収益率が他の代替的資産からの予想収益率を上回る

場合においても，今期に一部の土地が売却されるための条件。

同土地資産からの予想収益率が，他の代替的資産からの予想収益率を上回

った場合にそのような不均衡の過程が持続するための条件。

新沢・華山説は，付，(::)については，かなり詳細な説明を含んでいるが，モ

デル化した形では示しておらず，同については，その理論的吟味が不十分であ

る。そしてそのことが，小宮氏や岩田氏の批判を生む一つの理由にもなったと

思われる。以下では，新沢・華山説を補足しながら，われわれの論点、を示そ

つ。

付について。すで、にわれわれが二期間分析を使って明らかにしたように，す

べての土地が今期に供給(需要)されず，したがって，今期の土地取引がおこ

なわれない状況のもとで土地供給者も土地購入者も満足する状態にあるという

意味で均衡が成立するためには，まず第一に，予想地価上昇率が高いこと，第

二に，土地供給者にとっての割引率，たとえば，他の代替的資産から獲得でき

ると期待される収益率が低いこと，第三には，土地購入者にとっての割引率が

高いという三つの条件が必要である。発展しつつある日本の都市近郊の住宅地

にみられるように，予想地価上昇率が高く，土地供給者が農家である場合に

は，土地供給者が企業家である場合にくらべて，他の代替的資産からの予想収

益率は低いであろう。他方，今期の地価水準がすでに高く，借入制約が存在す

る場合には，土地購入者の割引率は，時間選好率をあらわすこととなり，土地

20ラ



購入者にとっての割引率は高いであろう。 このような場合には，理論的に

は，すべての土地が今期には供給されず，需要もされないという状況のもとで

今期の土地についての需給の均衡が生じる可能性が存在するのである。

ωについて。地価上昇が著しかった時期における日本の都市近郊の住宅(予

定)地では，広範な遊休地を残しながらのスプロール化が生じたとはいえ，土

地の売買がおこなわれなかったわけではなかった。これは，上述の理論的帰結

とどのように対応するであろうか。

まず，土地供給者である都市近郊の農家について考えると，土地は売却しな

ければ現金を手に入れることができない。したがって，今期の地価水準が高

く，しかも，予想地価上昇率が高くて資産選担上は，今期に土地を売却しない

方が有利な場合でも，相続，結婚およびその他の消費願望の増大や貸家建設資

金の調達のために保有している土地の一部を今期に売却し，現金を保有する必

要性が生じるであろう。この場合には，土地供給者である都市近郊の農家の割

引率は，他の代替的資産の予想収益率ではなく，都市近郊の農家の時間選好率

をあらわすこととなる。しかし，このような状況は，土地供給量全体の一部に

おいて成立するにすぎず，今期の土地供給量が増大するにしたがい，土地供給

者の割引率は低下し，他の代替的資産の予想収益率に近づくこととなる。かく

て，今期の土地供給は停止する。つぎに，都市近郊の住宅(予定)地の潜在的

購入者であるサラリーマンについて考えると，一般的状況としては，地価水準

が高く，また，借入制約のために土地購入者の割引率が高くて今期の土地購入

が困難な場合でも，一部の土地については，政府の「持ち家政策」による政府

および金融機関の住宅用土地への融資，企業の従業員に対する融資制度等によ

って土地購入資金を調達することが可能である。この場合には，一部の土地に

ついての土地購入者の割引率は借入利子率となり，借入制約が存在するもとで

の一般的な土地購入者の割引率である時間選好率よりは低くなる。しかし，今

期の土地購入量が増大するにしたがい，借入制約は厳しくなり，土地購入者の

割引率は，高くな!J，やがて土地購入者の今期の土地需要はおこなわれなくな

る。
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以上のような状況のもとで，一部の土地について成立する今期の均衡土地価

格九は，

pz〈同*)会
ω 鋭*-q

である。 ここで q1ま，予想地価上昇率， (1+めりUムjU01 は，今期の土地購

入者が土地以外の財の消費を断念して今期に土地を使用することかち得られる

満足度の来期首における価値，級*は，借入を考慮した場合の土地購入者の割

引率である2)。

同について。土地資産からの予想収益率が他の代替資産からの予想収益率を

上回った場合，そのような不均衡過程が持続するか苔かは，土地資産と他の代

替的資産との不均衡関係を含むようなモデルを構築l.-，そのモデルの安定性が

吟味されねぽならない。この点についてもすでにわれわれが示した上うに，都

市近郊の住宅地および住宅地価について，次のようなことが指摘できるなら

ば，土地資産と他の代替的資産との聞の不均衡関係は，持続すると主張でき

る。すなわち，

(1) 一方では，持続的な都市への人口集中や「持ち家政策」による金融緩和

等によって，住宅地区対する需要は急増したが，他方では，不十分な生活関連

投資に主って住宅地の供給が限られていた結果，地価の値上Pはほとんど確実

視され，土地の持越費用も少なかった。

。)多数の不動産業者の出現や土地に対する関心の増大に伴って，地価に関

する情報はより迅速なものとなり，土地取引期間も短縮された。

(吟予想地価上昇率は高く，地価に対する(帰属)地代の比率は，小さかっ

た。

(4) 一人当たり所得の増大を超える地価の上昇によって，とくに大都市で

は，住宅地価の一人当たり所得に占める比率は，高かった。

以上述べた(1)~似)のような状況のもとでは，ひとたび土地資産からの予想収

益率が，他の代替的資産からの予想収益率を上回るならば，人々l土地価の上昇

2) 付および白についての詳しい議論は，第7掌を参照。
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を予想して行動するようになる。そして，そのことが，新たに投機的需要にも

とづく土地需要を生み出し，一層地価を上昇させる効果をもつのである九

11. 2 スブロールの要因

スプロール現象というのは，都市化の過程において内部に広範な遊休地や未

利用地を残したまま虫喰い的に宅地が進行する現象をいう。日本の地価上昇過

程は，同時にスプロール化の過程でもあった。本節では，日本的スプロール過

程についての小宮・岩田説および新沢・華山説について検討を加えよう。

小宮氏あるいは岩田氏は，この日本的スプロールの過程をどのように説明さ

れるであろうか。岩田 (47Jは，農地転用とスプロール化について，農地がど

の程度利用されるかは， r(1)どのように土地を利用する投資機会が存在するか，

と(2)投資家(いまの場合，農家)が，資産保有にかんして，どの程度の収益

性，不確実性，流動性，可分性および可逆性の組合せを選好するかとに依害し

て決まるJ(107頁)と主張している。例えば，貸家やアパートを経営した場合

に，賃貸借に伴う費用が増大すればするほど，土地の低度利用が生じる。ま

た，農家が土地のキャピタル・グインの不確実性を小さく評価し，流動性に対

する選好が少ないほど，土地は低度利用されることとなれ農地転用が阻害さ

れることとなる。

新沢氏および華山氏は，スプローノレ化の過程をどのように説明されるであろ

うか。新沢 (96)は r限界地から都心までの中間地域の広範な残害農地は，

いつまでも残りうるものだろうか」と自問した後に，次のように述べている。

「恒常的に地価上昇率が証券利子率など他の資産の収益率よりはるかに高いた

めに土地供給が抑制されるのである。ところが，地価上昇率は都心に近づくほ

ど低いので，それに従ヮて供給抑制の傾向は弱まる。そして，ついにそのどこ

かで上昇率がいわば証券利子率に等しい地点があれば，それより内側では供給

はまったく抑制されないことになる。金利以上の収益の期待される投資口があ

れば，土地を売って投資する方が有利になるからであるJ(26頁)。

3) 臼についての詳しい議論は，第10章を参照。
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以上の説明からもわかるように，新沢・華山説においては，地価上昇過程と

スプロール化の過程は表裏の関係にあり，土地資産からの収益率と他の代替的

資産からの収益率との聞の不均衡関係が持続することによってスフ。ロールが生

じると考えられている。

一般的にいって，スプロールの生じる要因としては，次の三つが考えられ

る。第ーは，土地資産と他の代替的資産との聞には資産均衡の条件が成立し，

したがって，土地を保有することが格別利用でない状況のもとで，土地資産の

収益性，流動性，可分性，不確実性および可逆性などと他の代替的資産(例え

ば，定期預金や貸付信託)のそれとを比較して土地が未利用あるいは低度利用

される場合である。第二は，土地資産と他の代替的資産との聞に資産均衡の条

件が成立しているもとで，土地資産が一度転用すれば元に戻せないという意味

で不可逆的であるために，土地供給者が土地を多期間にわたって売却すること

から得られる純収益を極大にするような土地供給態度を取る結果，土地が未利

用あるいは低度利用される場合である。第三は，資産選択上，土地資産を保有

する方が，他の代替的資産を保有するよりも有利な状況のもとで土地が選択さ

れ，その結果，土地が未利用あるいは低度利用される場合である。

岩田 (47)は，スプロールの要因として，第一の要因についてのみ考慮して

おり，新沢氏および華山氏は，第三の要因についてのみ考慮していることとな

る。実際，岩田民のみならず小宮氏も，スプロールの要因として，第二の要因

については考慮しておらず，第三の要因については，否定している。小宮氏お

よび岩田氏が，土地資産保有が他の代替的資産の保有よりも有利な状況が持続

することを否定しているのは，小宮・宕田 (58)の次の文章からも明らかであ

る。

「各種資産の聞の裁定による均衡関係は，資産選択の理論をよく理解していな

い人が考えているよりは，はるかに確実に成立するということである。地価の

上昇は平均値でみれば，たしかに年々15%とか20%とかの高率で上昇している

が，個々の土地の価格変化はきわめて不確実である。また土地の資産としての

流動性が低いこと，取引単価の不可分性 (indivisibility)が著しいこと，取引
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コスト(金銭的経費だけでなく，取引者にとっての時間や心理的負担をも含

む)が高いことを考えれば，投資家が土地に適用する割引率はかなり高い。農

家をも含めた土地の保有者や資産家が，保有または投資の対象となる具体的な

土地について，非常に高い地価上昇率が何年も続くと予想している場合ももち

ろんあろうが，つねにそうとはかぎらない。もしそういう予想が多くの人によ

って確実視されれば，地価はすみやかに何年か先に予想されている水準まで直

ちに上昇してしまうであろう。そうしである時点で収益率の期待値，分散，流

動性，その他の点、で異なる各種の資産の聞に，価格の高い，つまり，収益率

(インカム・ゲイン，キャピタル・グインの双方を含む)の低い資産を売却し

て，価格の低い(収益率の高い〉資産に買い替えるという裁定 (arbitration)

が絶えず行なわれ，各種の資産の価格の聞には均衡に近い状態が不断に成立し

ているはずであるJ(161頁〉。

小官民および岩田氏のように土地資産と他の代替的資産との聞に均衡に近い

状態が不断に成立しているということを主張するためには，単に土地資産の収

益の不確実性，流動性の低さ，取ヨ|コストの高さなどを指摘するだけでは不十

分であって，土地資産と他の代替的資産との聞に不均衡が生じた場合に，それ

がどのようなメカニズムを通じて均衡化するかが論証されねばならない。すな

わち，均衡状態が安定的であるための条件とその条件が日本の地価上昇過程で

充たされていたことが示されねばならない。

都市近郊の土地は，供給が限られていること，耐久期聞が極めて長いこと，

人聞が生活してゆく上で必要不可欠であることおよび一定面積以上の最低必要

規模が存在すること等において，他の財と違った著しい特殊性をもっている。

このような特殊性をもった土地に対して人口の都市集中・所得の増大・金融緩

和等によって需要が急激に増大した場合，一時的には，土地資産からの予想収

益率が，他の代替的資産からの予想収益率を超える可能性が強い。そして，す

でにわれわれが一つのモデルで示したように，一定の諸条件のもとでは，この

土地資産と他の代替的資産との聞の不均衡関係は持続するのである。

日本におけるスフ。ロール的地価上昇過程の一つの特徴は，内部に広範な遊休

2I。



第11章地価騰貴，スプロ{ノレおよひ.持ち家指向

地を残しつつ，住宅地として十分な公共投資がおこなわれないままに宅地化が

進行したということである。その結果，ミニ開発が大きな問題となった。住宅

地価格上昇の著しかった昭和40年代においては，通勤時間 1時間以上，敷地面

積 100nf以内の一戸建ての住宅を年収の20パーセント以上のローン支払いを負

担してでも購入したいと考える都市近郊の勤労者は少なくなかった。しかし，

地価上昇の著しくなかった昭和20年代においては，借金をしてまで土地を購入

する勤労者は極めてまれであったし，地価が安定的に推移している昭和50年代

後半には，ミニ住宅の売れ行きは悪く，土地を売りに出してから購入されるま

での販売期間も長期化している。以上のことは，小宮氏および岩田氏の主張に

もかかわらず，少なくも昭和40年代の地価上昇過程においては，借入制約の問

題さえなければ，土地資産の保有は有利であると考える人々が多く，そのこと

がスプロールの一つの要因になったことを示唆している。

小宮・岩田説においても，また，新沢・華山説においても考慮されていない

スプロールの第二の要因は，土地開発過程で生じるスプロールを考察する場合

に重要である。土地が開発されつつあるような場合には，土地保有者が，多期

聞から生じる純収益を目標として土地供給をおこなうことは十分に考えられ

る。土地供給者が多期聞から生じる純収益を極大にするような土地供給態度を

取るならば，土地資産と他の代替的資産との聞に資産均衡の条件が成立してい

る場合一一来期に土地を売却することから得られる純収益が，今期に土地を売

却して他の代替的資産を購入したときに来期得られる純収益に等しい場合一ー

においても，今期中にすべての土地が売却されることはなく，スプロールが生

じる。したがって，新沢・華山説のように，土地資産からの予想収益率が他の

代替的資産からの予想収益率を上回る場合にのみスプロールが生じると考える

のは一面的である。同時に，今述べているスプローノレは，岩田氏の主張するよ

うに，土地資産が，他の代替的資産と比べて，流動性，可分性，不確実性等に

おいて劣っているために生じるスプロールでもない。

注目すべきことは，土地開発過程において，土地供給者が土地を各期にわた

って売却し，かっ，売却し尽すためには，今期の土地の純価値(今期の地価マ
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イナス土地転用費用)は，土地を生産的に使用することから得られる(帰属)

地代の現在価値を一定率(例えば，よ)だけ上回らなければならない。しかも，

この Aは，毎期他の代替的資産の収益率(土地供給者の割引率)で上昇しなけ

ればならない。ここで， ，l.の経済的意味は，土地売却量の増大より生じる純収

益の増大である。したがって，土地の現在価値は，その土地を生産的に使用す

ることより得られる(帰属)地代に等しいという伝統的な考え方は，土地開発

過程において土地供給者が，多期聞から生じる純収益を極大にするような土地

供給態度を取るかぎり，誤りである針。

11.3 持ち家比率の推移

本節では，地価上昇過程における持ち家比率の推移を明らかにしよう。

第 11-3表は，戦後における持ち家と土地保有比率の推移を示したものであ

る。第 11-3表から，次の二つのことが指摘できる。第一に，持ち家比率は，

昭和33(1958)年調査から低下傾向にあり，昭和48(1973)年調査において終戦後

間もない昭和23(1948)年調査の水準さえも下回っている。第二に，昭和48(1973)

年調査においても全国平均で 5割，全国市部で 6割近くが土地を所有していな

し、。

つぎに，職業別持ち家比率をみよう。第 11-4表は，職業別持ち家比率を比

較可能な昭和43(1968)年と昭和48(1973)年を中心にして示したものである。第

11-4表から， 会社・団体の役員を除く雇用者の持ち家比率が低く，とくに雇

用者の中核を占める民間の常用雇用者の持ち家比率が最も低かったことがわか

第11-3表持ち家および土地保有比率の推移

一一一一一一一|昭和23年[昭和28年|昭和3吋昭和38年両副昭和4昨

今国|罪菅野霊 12:間 二I71:: I 64三ii231ぉ

全国吋梓昨霊 12flz:;lmfliiflitilifi
資料:総理府統計局「住宅統計調査」各年度

4) この点については，第7章を参照。
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る。昭和48(1973)年調査においても全国の民間常用雇用者の46.6パーセントが

家を持っているにすぎず，仮にそのうちの 9割が土地を所有していると仮定し

でも，全国の民間常用雇用者の 6割弱が土地を所有していないといえる。

第 11-4表職業別持ち家比率の推移

¥¥」昭和 381 昭和日| 昭和 48 年

愛媛)全国|全国市部愛媛 1全国|全国市部愛媛|全国|全国市部

89.9 87.4 80.0 89.6 84.7 77.1 87.4 
-] 98.6 99.2 98.9 97.9 
-] 75.9 71.9 67.7 75.9 

-] 48.0 43.6 51. 3 47.3 42.3 58.0 
72. 1 一 71.1 69.2 68.1 74.3 
49.1 -] 49.5 42.8 38.5 53.8 
55.5 -] 60.0 57.2 54.3 64.5 
65.5 -] 65.1 58.1 45.5 72.0 
67.9 64.1 59.2 66.6 60.5 54.3 69.6 

資料:総理府統計局「住宅統計調査」各年皮

第 11-2図 所得階層別持ち家比率格差(総数〕

(昭和48年度全国，全国市部)

累積持家比率
(100%) 

50 

一一一一一全園
田・・・圃・ー市 部

80.7 
98.1 
70.5 
50.9 
70.7 
46.6 
61. 0 
58.5 
57.0 

50 累積世帯比率(100%)

資料:総理府統計局「住宅統計調査」

73.3 
96.6 
66.3 
46.0 
69.2 
42.1 
58.2 
49.5 1 
50. 
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第 11-3図 雇用者の所得階膚別持ち家比率格差

(昭和48年度全国，全国市部)

累積持家比率

(100%) 

50 

。
c.〆

〆

〆

/ 

ノ
〆

ノ

I 

ノ

ノノ~¥全国市部

〆

ノ〆 ー一一一ー全国
/ 一一回同市部

50 累積世帯比率(100%)

資料:総理府統計局「住宅統計調査」

職業別持ち家比率の推移についてみると，農林水産・商工業を営む自営業主

の持ち家比率は低下傾向にあるが，雇用者の持ち家比率は若干ではあるが上昇

傾向にある。住宅地の地価上昇率は勤労者の収入の増加率を上回っており，し

たがって，自己資金で土地・住宅を取得することがますます困難になっている

状況のもとで雇用者の持ち家比率が上昇していることは，地価上昇の過程で持

家志向が極めて強かったことによると考えられる。

所得階層別の持ち家比率の格差とその推移を考察しよう。分配の不平等度を

計測する方法はいくつかあるが，ここでは，所得分配に関する計測に比較的広

く用いられるローレンツ曲線と，それに基づくジニ係数を用いて，所得階層別

の持ち家比率の不平等度とその推移を計測しよう。第11-2図と第11-3図は，

昭和48(1973)年度の住宅統計調査から，横軸に所得階層別累積世帯比率をと

り，縦軸にこれに対応して所得階層別累積持ち家比率をとって，ローレンツ曲
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第 11-4図 全国における雇用者の所得階層別持ち家比率格差

〈昭和38年度.43年度.48年度)

~li'i持家比Z字
(100%) 

50 

。

一 一 一 昭 和38年度
ー一一一ー昭和43年度
~-ーーー一昭和48年度

資料:総理府統計局「住宅統計調査」

線とジニ係数 R を示したものである。

データの制約上，問題点を残してはいるが，第 11-2図と第 11ー3図より，

所得階層別に持ち家比率の格差があり，その格差も，雇用者(役員も含む〉に

ついて大きいこと，また所得階層別格差は，全国市部におけるそれがもっとも

大きいことが分る。

格差の大きい雇用者の所得階層別持ち家比率における格差の推移をみるため

に，昭和38(1963)年，昭和43(1968)年，昭和48(1973)年についてローレンツ曲

線およびジニ係数を求めよう。第 11-4図および第 11-5図から分るように昭

和38(1963)年から昭和48(1973)年にかけて雇用者の所得階層別持ち家比率にお

ける格差は拡大しており，しかも格差の程度は，全国平均よりも全国市部平均

の方が大きくなっている。
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第 11-5図 全国市部における雇用者の所得階層別持ち家比率格差

(昭和38年度.43年度.48年度)

率家

T
I
-
-

持
%

bz茸
ベ
ハ

u

z
f
n
U
 

A川
噌

A

;

(

 

50 

一一一一ー昭引138年度

一一一一一昭和43年度
ーーーーー一昭和48年度

。
50 累積世帯比率(100%)

資料:総理府統計局「住宅統計調査J

最後に，所得階層別の居住状況をみよう。第 11-5表および第 11-6表は，

昭和48(1973)年度の全国および全国市部の所得階層別居住状況を示したもので

ある。これらの表よれ低所得者層は，持ち家比率が低いばかりでなく，居住

環境の悪い民営の設備共用住宅に住んでいることが分る。とくに，年収 200万

円以下の世帯の民営設備共用住宅に住む比率が高くなっていること，年収 100

万円以下の世帯ではそれに加えて，給与住宅に住む比率が低いこと，そして，

居住条件の劣悪さは，雇用者において著しいことが特徴的である。また，全国

市部の低所得者層の居住条件が悪くなっているのが自につく。

以上より，地価上昇の過程で分配上の不利益を受けたのは都市労働者であ

り，低所得者層であると言えよう。昭和48(1973)年において全国の民間常雇用

者の 6割が土地を所有しておらず，都市部においては，一層その比率が高くな
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第 11-5表昭和48年度の所得階層別居住状混〈金冨〉

i三三三二1mち室
借家比率 1社公営の借・公家団比・公率1民比営率借家11比民営率借家B 給与住宅比率

総 数 59.2% 40.8タd 6.9% 22.1% 5.3% 6.496 
500.000円未満 57.8 42.2 5.3 22.3 13.5 1.1 
500. OOO~ 999. 999 52.1 47.9 7.9 27.0 9.7 3.3. 

1. 000. OOO~ 1. 499. 999 52.9 47.1 8.5 26.1 4.7 7.7 
1. 500. 000~1. 999. 999 61. 3 38.7 7.0 20.5 2.1 9.1 
2. 000. 000~2. 999， 999 70.3 29.7 5.6 14.5 0.8 8.4 

!山川以町上99 79.8 20.2 3.0 9.9 0.3 7.0 
5，000，000円 87.3 12.7 0.8 7.2 0.2 4.9 

自 苧口? 業 主 80.7 19.3 2.0 15.5 1.6 0.3 

農林・ 水 産 業 主 98.1 1.9 0.2 1.4 0.2 。
商工・その他の業主| 0.4 

雇 用 者 50.9 49.1 9.1 24.7 5.9 9.4 
500，000円未満 44.4 55.6 0.9 28.8 15.6 2.7 
500， OOO~ 999， 999 38.6 61. 4 12.0 32.7 13.0 5.6 

1. 000， OOO~ 1. 499， 999 43.3 56.7 10.8 29.5 5.8 10.6 
1， 500， OOO~I ， 999， 999 54.8 45.2 8.7 22.0 2.4 12.1 
2， 000， 000~2， 999， 999 65.0 34.0 6.9 14.6 0.8 11. 7 
3. 000， 000~4以，999，999 77.0 23.0 3.8 9.3 0.3 9.6 
5，000，000円上 84.7 15.3 1.1 6.6 0.2 7.4 

会社・団体の役員[ 5.2 

民間の常用雇用者| 9.5 

資料:総理府統計局「住宅統計調査」

っているのである日。

5) 小宮・村上 (57Jは r現実には，全国の都市の世帯のうちの半分以上，ま

た農家のほとんどすべてが土地を所有しているJ(192頁〕という事実認識のもと

に地価上昇過程で「貧乏人から富裕階級への階級的所有再分配が起ったというこ

とでは必ずしもない。都市化した地域には多くの公共投資がなされたしまた現に

なされつつあるが，それらの利益を受けているもののなかには狭い土地に自分の

家をたてた零細な地主が少なくない。土地問題の難しさは，多数の必ずしも裕か

でない人たちに，短期的にはある種の不利益を与えるかもしれない，ーという点に

あるJ(192頁〕と主張している。しかし，昭和43(1968)年においても全国都市

部における世帯の持家保有比率は， 52.5パーセントであるが，土地所有比率は，

40.0パーセY トであって50パ{セントをはる・かに下回っている。小宮・村上(57J
は，持ち家保有比率と土地保有比率とを混同して議論しているように思われる。

また，すでに述べたように・所得階層~IJ持ち家比率絡差は存在し，それは，都市部お
よび雇用者において著しい。さらにその格差は，昭和38(1963Y年から昭和48(1973)

年にかけて拡大している。したがって，地価上昇の過程で都市労働者， とくに，

低所得者層が分配上の不利益を受けたといえるのである。
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第 11-6表昭和48年度の所得階層別居住状涜(全国市部〉

\\\I~ ち室|借家比率|悶判長官 民比営率借家B 給与住宅比率

最古 数 52.5% 47.5% 7.7% 26.2% 6.6;;百 7.1% 
500，000円未満 58.7 41. 3 7.6 35.0 23.1 1.5 
500， OOO~ 999， 999 41. 3 58.7 8.8 11. 8 7.8 3.5 

1， 000， OOO~ 1， 499， 999 44.7 55.3 9.5 31. 5 5.9 8.4 
1， 500， OOO~ 1， 999， 999 55.6 44.4 7.9 24.1 2.5 9.8 
2， 000， 000~2， 999， 999 66.9 33.1 6.3 16.4 0.9 7.4 
3， 000， 000~4， 999， 999 78.1 21. 9 3.3 10.8 0.4 4.5 
5，000，000円以上 86.7 13.3 8.9 7.6 0.2 5.0 

自 営 業 0.3 

農林・水産業主| 0.1 

商工・その他の業主 l 0.4 

麗 用 者 46.0 54.0 9.6 27.7 6.9 9.8 
500，000円未満 34.2 65.8 9.1 34.0 19.8 2.9 
500， OOO~ 999， 999 29.9 70.1 11. 2 37.9 16.0 5.0 

1， 000， 000~1 ， 499， 999 37.0 63.0 11. 4 33.7 7.0 10.9 
1， 500， OOO~ 1， 999， 999 50.5 49.5 9.5 24.8 2.8 12.5 
2， 000， 000~2， 999， 999 63.5 36.5 7.5 16.0 0.9 12.1 
3， 000， 000~4， 999， 999 75.7 24.3 4.1 9.9 0.3 10.0 
5，000，000円以上 84.7 15.3 1.1 6.8 0.2 7.2 

会社 ・団体の役員 1

民間の常用雇用者| 9.8 

資料:総理府統計局「住宅統計調査」

11.4 持ち家指向増大の要因と「持ち家政策」

前節で述べたように日本における地価上昇過程では，非持ち家世帯の持ち家

および土地保有指向が極めて強いにもかかわらず，昭和32(1957)年の「住宅統

計調査」以降昭和48(1978)年まで持ち家比率は低下し，低所得の都市労働者の

持ち家比率は，著しく低かった。しかも，注目すべきは，このような事態が，

非持ち家世帯の持ち家および土地保有指向が極めて強く，政府も「持ち家政

策」を推進する状況のもとで生じたということである。本節では，戦後の強い

持ち家指向を説明しようとするこつの見解を検討しながら，高い予想地価上昇

率と持ち家指向増大との関連および地価上昇過程における政府の「持ち家政

策」の問題点、を考えてみよう。

まず，井原 (42)の主張から検討しよう。井原氏は，持ち家指向を規定する

重要な経済的要因として，住宅価格予想上昇率=P，利子率=r，家賃率(住宅
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価格に対する家賃の割合)=wをあげ，住宅を購入する場合と住宅を賃借する

場合が，経済的な意味で無差別になる条件は，P=y-Wであるにもかかわら

ず r家賃率は利子率よりも大きいのが普通であるJ(196頁)と考えている。

したがって rもし，家賃率は利子率よりも少なくとも大きいとすれば，住宅

価格予想上昇率が正であるかぎり，人びとは持ち家を選抗した方が経済的意味

で有利なはずであるJ(196頁)と主張している。

この見解については，後述の岩国民からの批判とは別に，次の問題点が指摘

できる。井原氏が「家賃率は利子率よりも大きいのが普通である」というと

き，それによって主張したかった論点は，住宅価格の予想上昇率がゼロでも，

資産選択上，持ち家を選択した方が少なくとも不利ではないということであろ

う。もしそうであるならば，そのような事実認識の実証的および理論的根拠が

示されねばならない。土地および住宅は，予想収益の確実性，流動性，不可分

性等において預金よりも劣っており，土地および住宅からの予想収益率(宅地

および住宅価格の予想上昇率と家賃および地代等の和)が，一定率以上預金金

利を上回らないかぎり，土地・住宅を保有する方が預金するよりも資産選択上

有利とはいえない。土地・住宅の保有が資産選択上有利となるのは，予想地価

上昇率および予想住宅価格上昇率が，一定率以上大きい場合にかぎられるので

ある。井原氏のように予想住宅価格上昇率がゼロの場合でも住宅保有が資産選

抗上少なくとも不利とはならないことを前提として持ち家指向を説明しようと

するのは，理論的に問題であるといわねばならない。

井原氏と対照的な見解が，岩田 (44)である。岩田氏は，土地・家屋の価格

上昇率が十分高くても，そのことは，定期預金よりも土地・家屋に投資した方

が有利であることを示すにすぎず，持ち家指向の増大を説明しないと主張す

る。すなわち，岩田氏によれば，期首に購入できる土地と家屋の合計を PO，そ

の期末の価額を PlIこの家屋を借りて居住する場合の，一期間当たりの家賃を

R，定期預金の利子を iとすると，土地・家屋の価格の上昇率が十分高ければ，

iPo<R+ (P1 -Po) 

が成立するが，上式は土地・家屋に投資する場合の投資収益(右辺)が定期預
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金からの収益(左辺)より大きいことを示すにすぎない。

岩田氏は，持ち家指向増大の理由として(1)昭和16年の借地・借家法の改正以

降，借地，借家権がしだいに強化され，貸家・貸家人にとっての転用・解約の

費用が著しく増大したこと， (2)戦後所得税率が上昇したために，帰属地代・帰

属家賃に税金のかからない持ち家は，税制上，戦前よりもはるかに有利となっ

たことをあげている。岩田氏の見解は，従来十分検討されていなかった持ち家

指向の制度的諸要因に焦点、をあてて検討を加え，それらの問題点、を指摘した点

で興味深い。しかし，そのことは，岩田氏の主張されるように高い予想地価上

昇率を持ち家指向の重要な経済的要因であると考えることが誤りであるという

ことを意味しない。

われわれは，極めて強い持ち家指向の重要な経済的要因として，予想地価上

昇率が一定率を越えて高かったことをあげたい。このことを明らかにするため

には，借地・借家法の強化がなく，所得税が存在しない場合にも予想地価上昇

率が一定率を超えて高りれば，持ち家保有の方が資産選択上有利になることを

明らかにすればよい。すでに述べたように，予想、地価上昇率が一定率を超えて

高ければ，土地・家屋に投資する方が定期預金にするよりも有利であるから，

( i )土地・家屋を購入して，それを自らの住宅サーピス需要を満たすために

使用する場合と (ii)同じ土地・家屋を購入して，それを貸家とし，自らは

他人の家に借家住いする，というこつの選択のうち(i )の方が有利である

ことがいえればよい。

持ち家の方が，一方で貸家を経営し，他方で自らは借家住いをするよりも有

利であることは，借地・借家権の強化や所得税率の上昇がなくても明らかであ

る。まず第一に，持ち家の場合，自分の好みに合った家を建てるから，他の事

情にして等しければ，その帰属家賃(地代)は，貸家からの収入相当分よりも

大きい。第二に，貸家にした場合借地・借家人は，貸手が望むときに入居し，

望むときに立退いてくれるとは限らない。逆に，借家住いをする場合，望むと

きに自分の好みに合った家がみつかるとはいえないし，いつ立退きを求められ

るか分らない。さらに，一般的にいえば，自己の土地・家屋の方が，他人の土
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地・家屋よりも大事に使う傾向があるといえる。これらのことは，同じ額で購

入した土地・家屋であれば，持ち家の方が貸家を経営しつつ，自らは借家住い

をするより，予想収益の確実性・資産の流動性，費用増大の可能性等の面で有

利であることを示している。第三に，貸家を経営し，自らは借家住いする場合

には，持ち家の場合には必要とならない費用一一例えば，借手を捜すための広

告料や貸手を捜すための交通費および契約のための手数料等が必要である。

以上述べたところから分るように，借地・借家権の強化や所得税率の強化が

なくとも，持ち家の方が，貸家一借家の組み合わせよりもはるかに有利であ

り，そのような前提のもとで土地・家屋価格の予想上昇率が一定率を越えれ

ば，持ち家指向は強まるのである。借地・借家権の強化と所得税率の強化は，

貸家一借家の組み合わせにくらべて持ち家を一層有利にする制度的要因である

と考えられるべきである。戦前の地価上昇率と戦後のそれとを比較すれば，戦

後の地価上昇率は，隔絶して高くなっている。

第 11一7表戦前・戦後における市街地価格の推移〈全国市街地〉

ヘ反日 用途地域 日銀卸売 住宅地 用別途平地域均
商業地 住宅地 工業地

物日銀価卸指数売 物日銀価卸指売数価格地 別平均物価指数

昭和11年2年301年年99 月-
1. 59倍 2.14倍 3.11倍 3.03倍 2.62倍 7.57倍 0.41 0.35 昭和 1月

昭和21 月一 99.70 88.23 51. 08 50.07 64.86 17.27 2.96 3.76 昭和 9月
昭和30年9月一 6.79 6.27 6.48 8.42 7.14 1. 05 6.17 6.80 昭和40年9月
昭和40年9月一 3.22 3.13 4.11 3.00 3.36 1. 75 2.35 1. 92 昭和50年9月

資料:日本不動産研究所「全国市街地価格指数」

持ち家指向増大の主要な要因として，予想地価上昇率が高いことを否定して，

戦後における借地・借家権の強化と所得税率の増大をあげるのであれば，戦前

において，一方では貸家を経営しながら，他方では自らが借家住いをするよう

な事態が一般的であったことが実証されねばならない。われわれは，高い予想、

地価上昇率が，極めて強い持ち家指向の重要な経済的要因であり，借地・借家

法の強化や所得税率の強化は，それを一層強めた制度的要因であると考える。

同時に，所得の上昇率を上回る地価上昇率が，昭和33年の「住宅統計調査」を
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ピークとして昭和48年までの持ち家比率の低下をもたらした大きな要因であっ

たと考える。したがって，極めて強い持ち家指向と持ち家比率の低下傾向は，地

価を長期的に安定化させることによって大きく改めることができると考える。

ところで，地価上昇過程において，日本人の持ち家指向が根強いことを根拠

として I持ち家政策」がとられてきた。すなわち，持ち家取得に対しでは，

低金利，長期貸付等の金融上および各種の税制上の優遇措置をとることによっ

て持ち家取得を促進しようとしてきた。

確かに，持ち家と借家とをくらべると，一世帯当たりの敷地面積やその他の

居住条件において，借家，とくに民営借家は大きく劣っている。しかし，与え

られた諸条件のもとで借家よりも持ち家の方が居住水準が高く，また，多くの

人々が持ち家取得を望むということと，住宅政策として「持ち家政策Jが国民

全体の居住水準の向上および所得再分配に寄与するということは，別個の問題

であって，この点を混同しではならない。

地価上昇過程における「持ち家政策」の問題点として，次の諸点があげられ

る。

まず第一に，宅地価格の上昇である。 I持ち家政策」として持ち家取得，と

くに，新築住宅の取得に対しては，長期低金利の融資等の金融上および所得税

の控除等の租税上の優遇措置がとられてきた。〈持ち家に対するj需属家賃には，

所得税がかからないから，持ち家取得に対する所得税の控除は租税上，二重に

持ち家所有者を優遇することとなる〉宅地価格の上昇率が高く，また，インフ

レーション下で、金融資産の価値下落が予想される状況のもとで，土地付きの持

ち家取得を促進するために，金融上および租税上の優遇措置をとることは，土

地付き持ち家に対する資産需要を増大させる効果をもっ。 I持ち家政策」は，

土地供給が非弾力的なもとでは，換言すれば，適切な土地供給促進政策と併用

されないかぎり，その目的を達成することができず，土地に対する資産需要を

増大させることによって，住宅地の地価上昇を加速し，良好な居住環境を備え

た持ち家取得を困難にするという矛盾した結果を生み出すのであるヘ

の この点の証明については，第2章を参照。
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「持ち家政策Jの第二の問題点は，分配の公平についてである。一般の勤労者

の所得水準とくらべて，住宅地の価格水準が著しく高くなった状況において

は，土地付き住宅を取得することが，資産選担上有利であっても，低所得者に

は手がとどかなくなった。それに対して高額所得者は， i持ち家政策」による

金融上および租税上の優遇措置を利用して，良好な居住水準を備えた土地付き

住宅を取得することができた。すなわち i持ち家政策」は，高額所得者に対

して有利であり，低額所得者に対して不利に作用する，という逆進的性格をも

っている。戦後，所得分配の平等化という点では改普をみながら，資産，とく

に実物資産の不平等度は拡大している，という統計的事実の背後には，土地資

産の所有と非所有による格差が存在するのである7)。

「持ち家政策」の第三の問題点として，土地に対する資産的需要が強いもとで

「持ち家政策」を推進することは，良質の貸家の供給を阻害し iミニ開発」

を促進したということが挙げられる。持ち家を租税上や金融上で優遇すること

は，賃貸住宅の建設が相対的に不利になり，減少することを意味する。また，

貸し家を建築する場合にも，貸し家供給者の立場からみれば，家は減価償却し

てゆくから，予想地価上昇率が高いもとでは，高額の建築費をかけて高い家賃・

地代で貸すよりは，安い建築費で耐周年数の短い低家賃の貸し家を建設する方

が有利である。他方，借家人の立場からは，居住条件は，悪くとも安い家賃で

家を借りて貯蓄し，できるだけ早く持ち家を取得する方が有利である。 i持ち

家政策」は，このような借家の劣悪な居住条件を助長する効果をもった。そし

て，借家の劣悪な居住条件と予想地価上昇率が高いことが，人々をして持ち家

の取得を急がせたのである。

われわれは，多くの人々が居住環境の良好な持ち家に住むこと自体に反対す

るものではない。ただ，地価上昇過程においておこなわれた土地供給促進策を

伴わない「持ち家政策」は，その意図に反して，居住水準の向上および所得再

分配，という目標を十分達成することができず，結果として，良好な居住環境

を備えた持ち家の取得を困難にしたという側面を指摘したいだけである。

7) この点の実証的研究としては，高山 [10のがある。
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第12章土地税制改革の方向

前章においてわれわれは，日本的地価上昇過程を説明する代表的な説一一小

宮・岩田説と新沢・華山説について検討した。本章においては，土地税制の問

題について検討を加えたい。土地税制の改輩は，日本における土地問題を改善

するための有力な政策手段として，小官・岩田氏および、新沢・華山氏によって

も強く主張されている。すなわち，小宮・岩田氏は，未実現キャピタル・ゲイ

ン課税を，新沢・撃山氏は，土地保有税の強化を主張している。これに対して

われわれは，現実的な土地税制改革の方向として，土地問定資産税の段階的引

き上げと土地譲渡所得税の段階的引き上げを提案したい。

以下においては，まず第 1節において，小宮・村上 (57)によって提案され

た「土地キャピタル・ゲインの 100パーセント課税案」と岩田規久男氏によっ

て提案された「延納利子付 100パーセント土地譲渡所得税案」を土地保有税と

の対比で検討する。第2節においては，われわれの提案する土地国定資産税の

段階的引き上げと住宅用建物についての固定資産税の相対的引き下げ案の理論

的根拠と実施の方向について考察する。第 3節では，資源配分の効率性を阻害

しないで所得分配の公正を確保する方策として，土地譲渡所得税の段階的引き

上げを提案し，その理論的根拠を明らかにする。

12.1 [""土地キャピタル・ゲインの 100パーセント課税案」と「延納利子付

100/~一セント土地穣渡所得税案」の検討

「土地キャピタル・グインの 100パーセント課税案」とは，土地が売却される

か否かにかかわらず，土地を定期的に評価し，米実現のキャピタル・ゲインも

含めて原則として 100パーセント課税すべきであるという案であり，小宮・村

上 (57)によって提案されたものである。 r延納利子付 100パーセント土地譲
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渡所得税案」というのは， i土地キャピタル・グインの100パーセント課税案」

の代案として，それより実現性の高いものとして岩田 (47)によって提案され

たものである。それは，土地が売却された時にその譲渡所得に 100パーセント

課税し，売却されない土地については定期的に評価し，未実現のキャピタル・

ゲインに対して一定の利子を延納利子として徴収すべきであるという案であ

る。この二つの土地課税案は，いずれも，一種の土地保有税である土地固定資

産税よりは，土地のキャピタル・グインに課税すべきことを主張して提案され

たものであり，広い意味で土地キャピタル・ゲイン課税案と考えてよかろう。

小宮・村上 (57)は，土地保有税の強化よりもキャピタル・グイン課税の強

化を主張する理由として，次の三点、をあげている。

1. 所得分配の公平化一一キャピタル・グイン課税は， iキャピタル・ゲイ

ンも当然所得の一部であるという理解にもとづき，とくに富裕階級にキャピタ

ノレ・ゲインの形の所得が大きい点に注目して，所得分配の公平化を達成しよう

とするものであるJ(212頁〕。

2. 公共事業費用負担の規準としての合理性一一「キャピタル・ゲイン課税

の理論的優越性は，とくに土地の総価値と土地の増加分とのいずれが，公共事

業費用負担の規準として正しいかを考えれば，明らかであろう。前者は，これ

までの公共投資総額の利子を支払っているのに対して，後者は現在の公共投資

の費用を支払っている形となる。前者の方法をとるときには，大きな世代間所

得再分配を生じ，具体的には，既成の高地価地域の地主から，開発中の新興地

域の地主や土地使用者への所得再分配が生じるJ(213頁〉。

3. 土地投機抑制効果一一「投機鎮静のために土地保有税を使おうとすれ

ば，たとえば20%のキャピタル・グインを生じつつある土地に対しては，それ

をなくしてしまうためには20%の，他の投資機会と比較しうるところまで縮少

させるためには， 10%の土地保有税が必要となる。これは禁止的な高率であ

り，キャピタル・ゲインの生じていない土地の保有を事実上禁止することとな

る。それを避けるために，土地によって土地保有税率を変えるとすれば，それ

は実質上キャピタル・ゲイン課税と一致するJ(213頁)。
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土地キャピタル・ゲインに対する課税は，小宮・村上 (57)や岩田 (47Jの

主張するように土地保有税の強化にくらべて明確な優位性をもっているといえ

るであろうか。その問題点について，土地保有税との対比で検討してみよう。

1. r土地キャピタノレ・グインの100バ{セント課税案」や「延納利子付100'

パーセント土地譲渡所得税案」を導入する場合の最も大きな問題点は，この課

税案を実行する場合に生じる評価の困難である。この点について小宮・村上

(57)は rキャピタル・ゲイン課税について実行上の難点をあげる人もあ

り，たしかに毎年土地評価を行なわなければならないという意味で厄介である

が，しかし現在のような実状とかけはなれた評価をあらためで，厳格に土地保

有税をとるとすれば，そこには同様の評価の困難が起る。キャピタル・グイン

課税がはるかに実行上困難であるとはいえないように思われるJ(214頁)と主

張している。

もちろん，土地保有税についても評価の困難は生じる。しかし，未実現キャ

ピタル・ゲイン課税の評価の違いが，納税者に及ぼす影響は，土地保有税とは

比較にならないほど大きい。たとえば，前年度において 1nf当たり 10万円と評価

された200nfの土地を想定しよう。この土地の前年度における評価額は， 2，00() 

万円である。この土地に対して年率5パーセントの地価上昇率があったと評価

したケース(ケースA)と年率10パーセントの上昇率として評価したケース

(ケース B) とを考えよう。 100パーセントの未実現キャピタル・ゲイン課税

制度のもとでの納税額は，ケースAで100万円，ケース Bで200万円であり，

地価上昇率についての評価の違いによる納税額の差は，差し引き 100万円，比

率にして 2倍となる。 10パーセントの延納利子付 100パーセント土地譲渡所得

課税制度のもとでの納税額は，ケースAで10万円，ケース Bで20万円であり，

差し引き10万円，比率にして 2倍の納税である。これに対して土地保有税を強

化する場合には 5パーセントという極めて高率の土地保有税を課す場合にお

いても，納税額は，ケースAで105万円，ケース Bで110万円であり，納税額

の差は 5万円，比率にして約1.05倍となるにすぎない。

土地は，異質性，個別性が大きく，正確な評価はほとんど不可能である。と
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くに生産用の土地，なかんずく，工業用地の未実現キャピタル・ゲインを評価

することは極めて困難である。というのは，一般に工業用地は敷地面積も広

く，付近で類似の土地が売買されることはまれである。したがって，付近の取

引事例から未実現のキャピタル・グインを類推することはほとんど不可能であ

る。他方，企業の将来収益から工業用地の現在価値を求めようとすれば，評価

のために多大の労力とばく大な金額がかかる。

行政機関が個々の土地の価格を正確に評価することがほとんど不可能である

ということは，現行の土地固定資産税のための地価評価がどのようにしておこ

なわれているかをみれば，明らかであろう。未実現キャピタル・ゲイン課税と

土地保有税の優劣は，正確な評価が不可能であるという現実認識のもとで論じ

られなければならない。すでに述べたように，正確な評価が不可能な場合に未

実現キャピタル・グイン課税から納税者が受ける利害・得失は，土地保有税と

は比較にならないほど大きい。不正確な評価によって納税者が受ける利害・得

失が著しく大きい場合には，納税者の評価に対する反対や不満は大きくなり，

実際上，高率のキャピタル・ゲイン課税を全国的に実施することは不可能であ

ろう。これに対して土地保有税の機能をもっ土地固定資産税の引き上げは，個

々の地価評価は不正確であることを前提としたもとでも，土地固定資産税の税

率を引き上げるか，全体的に時価にくらべて著しく低く評価されている土地評

価額を時価評価に近づけることによって可能で、ある。以上述べた実行上および

評価上の困難という理由により，土地保有税の機能をもっ土地固定資産税制度

に代わって未実現キャピタル・グイン課税制度を全国的な制度として導入する

ことは極めて困難であると考えられる。

2. 純理論的にみれば，土地投機の抑制効果について未実現キャピタル・グ

イン課税の方が，土地保有税よりも優れているという点についてはまちがいな

い。しかし，小宮・村上 (57)のように「投機鎮静のために土地保有税を使お

うとすれば，たとえば20%のキャピタル・グインを生じつつある土地に対しで

は，それをなくしてしまうためには20%，他の投資機会と比較しうるところま

で縮少させるためには， 10%の土地保有税が必要となる」と主張し，土地保有
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税の投機抑制効果を否定するのは正しくない。

予想地価上昇率が高い場合においても土地保有税を引き上げることによって

土地投機を抑制し，土地売却を促進することができる。この点については，す

でに二期間モデルを使って示した。すなわち，土地保有税が課せられることに

よって予想地価上昇率が上昇することがないかぎり，土地保有税は，今期の土

地売却が生じないケースを今期の土地売却が生じるケースに変えることができ

る。土地保有税の土地供給促進効果は，来期の土地保有税率が高いほど，今期

にくらべて来期の予想地価が高いほど大きい。したがって，予想地価上昇率が

高く土地が投機的に保有されている状況のもとでも，土地保有税を引き上げる

ことによって土地売却を促進することができる人

小宮・村上 (57Jの土地保有税の投機抑制効果についての否定的な結論は，

次の二つの前提に支えられているように思われる。第一の前提は，土地所有者

の決定は，土地資産を所有し統けるか，それとも売却するかの決定であり，ど

の時点、で土地を売却するかというタイミングの問題を無視するということであ

る。第二の前提は，土地保有税が課せられでも予想地価上昇率は変化しないと

いうことである。しかし，多期間分析を用い，土地をいつ売却するかというタ

イミングの問題を考慮すれば，土地保有税によって予想地価上昇率が変化しな

いと仮定しても，小宮・村上 (57Jの結論が妥当しないことは上述した通りで

ある。すなわち，予想地価上昇率が高いということは，来期の予想地価が高い

ことを意味し，そのことは来期の予想土地保有税の支払い額を増大させること

によって，今期の土地売却を促進させる効果をもつのである。

土地保有税が予想地価上昇率に対してどのような影響を与えるかについて

は，ニつのケースが考えられる。第一のケースは，地価上昇率についての予想

が，地代上昇率についての予想にもとづいて形成されている場合である。この

場合には，土地保有税が課せられでも予想地価上昇率は変化しない。第二のケ

ースは，地価上昇率についての予想が，近い過去の地価上昇率にもとづいて形

成される場合である。小宮・村上 (57)が想定しているような年率20パーセン

1) この点の証明については，第8章を参照。
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トものキャピタル・グインが生じている場合は，第二のケースに相当する可能

性が強い。この場合には，土地保有税は，地価の不安定的な動きを緩和するこ

とによって，予想地価上昇率を引き下げる可能性が強いのである到。

4. 未実現キャピタル・ゲイン課税および土地保有税の長期的な均衡土地価

格に及ぼす影響を比較すると，概していえば，均衡地価上昇率が高い場合に

は，未実現キャピタJレ・ゲイン課税の均衡土地価格引き下げ効果の方が土地保

有税のそれを上回り，均衡地価上昇率が低い場合には，土地保有税の均衡地価

引き下げ効果の方が，未実現キャピタル・グイン課税のそれを上回る。

今，簡単化のために，未実現キャピタノレ・ゲイン課税や土地保有税を課すこ

とによって社会全体の貯蓄， したがって，均衡地代水準の変化が生じることの

ないように政府の貯蓄率が決定されるものと想定しよう。そうすると，次式が

成立する。

土地保有税率 u>未実現キャピタル・ゲイン税率 τ×均衡地価上昇率な

らば，

P“<P，・
ただし，Puは，土地保有税が課せられたときの均衝土地価格であり ，p，は，

未実現キャピタノレ・グイン税が課せられたときの均衝土地価格である。たとえ

ば，均衝地価上昇率が10パーセントであるならば 2パーセントの土地保有税

率と同ーの均衝地価引き下げ効果をもっ未実現キャピタノレ・グイン税の税率は

20パーセントである。未実現キャピタル・グイン税の税率が20パーセントを超

えれば，未実現キャピタル・ゲイン課税の均衝地価引き下げ効果は 2パーセ

ントの税率の土地保有税の均衝地価引き下げ効果よりも大きい。未実現キャピ

タノレ・ゲイン税の税率が20パーセント末満であれば，その逆である。もし均衡

地価上昇率が2パーセントであるならば 2パーセントの税率の土地保有税と

同ーの均衡地価引き下げ効果をもっ未実現キャピタル・グイン税の税率は，

100パーセントでなければならない。

今後の長期展望として，経済成長率は除々に低下していくことが予想され

2) この点の証明については，第10章を参照。
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る。長期的な均衡地価上昇率が，経済成長率マイナス土地供給増加率に依存し

ているとするならば，純理論的な観点からも，未実現キャピタル・ゲイン課税

の均衡地価引き下げ効果の方が，土地保有税のそれより大きいとは必ずしもい

えなくなるお。

以上より，包括的な土地税制として，土地保有税の機能をもっている土地固

定資産税制度に代わって，未実現キャピタル・ゲイン課税制度を導入するの

は，賢明ではないといえよう。もちろん，未実現キャピタル・ゲイン課税制度

は，純理論的には優れた点も多いから，大量の公共投資を投下する予定の特定

の土地に対して，部分的に未実現を含むキャピタル・ゲイン課税制度を導入

し，開発利益の還元をはかることは十分に検討される価値があろう。

12.2 土地固定資産税の段階的引き上げと住宅用建物についての固定資産税

の相対的引き下げ

地価騰貴の抑制と土地の有効利用を計り，かっ，都市整備のための資金調達

を可能にする極めて有力な方策として，地方自治体による土地固定資産税の段

階的引き上げと，住宅用建物についての固定資産税の相対的引き下げを提案し

たい。この提案の理由は，以下に述べる通りである。

第ーに，土地固定資産税は，土地保有税の機能をもっており，土地保有税の

強化は，すでに述べたように，土地の投機的保有を抑制し，土地供給を促進す

る効果をもっ。すなわち，土地保有税を段階的に引き上げれば，予想地価上昇

率が高く，土地が投機的に保有されている状況でも土地売却を促進することが

可能である。さらに，土地保有税の強化は，長期的な均衡地価を引き下げる効

果をもっている。

第二に，土地固定資産税の引き上げによって市町村の税収入は大幅に増大

し，それによって立ち遅れている宅地供給や生活関連投資をおこなうのに必要

な資金の調達が可能となる。

第三に，住宅用建物に対して重課することは，住宅投資を抑制する効果をも

3) この点の証明については，第3章を参照。
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つ。また，住宅用建物に対する重課は，都市近郊の大規模土地所有者が，耐周

年数の短い安上りの貸家を建てて値上りを待ち，そのことが土地の効率的利用

と，良質な居住条件を備えた貸家の供給を阻害しているという状態を固定する

こととなる。政府は，一方で住宅投資を促進し，住宅の増大を通じて住宅水準

の向上を計ることを目的としながら，他方で住宅用建物に重課するのは，矛盾

した政策をとることとなるべ

現状では，土地課税標準価格が低いことおよび土地固定資産税に対して負担

調整措置がとられていることもあって，土地の実際の評価は，時価の 3分の l

程度となっている。これは，新築の木造の建物の評価が，時価の 6割程度，新

築の非木造の耐久的な建物の評価が，時価の 8割程度となっていることと比較

すればわかるように，土地が低く評価されていることを示している。土地固定

資産税率を変更することなく，土地の評価を時価の 6割程度にするだけでも実

質的には土地固定資産税の大幅な強化となる。
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4) Netzer (78Jは，アメリカについて現行の土地と建物との両方に適用される

財産税を改め， r国全体で平均して 4パ{セントを少し超える率の地価税が，土

地と建造物全体に対する現行の税金に取ってかわるに十分にあろう。J(邦訳 230

頁〕と述べている。また，山寄 (119Jによると，土地固定税の重課によって成

果をあげた好{7JJとしてピッツパーグ市がある。ピッツパーグ市は， 1914年から土

地保有税の重課制度を実施している。その内容は， 1914年と1915年には建物税率

は土地税率の90パ{セント，以後 3年ごとの評価率に応じて 3年ごとに10パーセ

ントずつ引き下げ， 1925年には建物税率は土地税率の50パーセγ トとし，以後そ

の率が続けられるものとなっている。土地および建物の税率自体は，市の歳入と

して必要な額が得られるように毎年市会によって決定される。 1960年のピッツパ

ーグにおける市税は，土地税率3.7パーセシト，建物税率1.85パーセントとなっ

ており，これに学区および県税を加えた合計税率は，土地税率6.4パーセント，

建物税率4.55パーセγ トとなっている。このような土地への重課制度は， ピッツ

パーグ市における地価の安定と増大する行政費の調達に大きく寄与したと評価さ

れている。

以上は，土地固定資産税改善の一般的方向について述べたものである。日本の

場合には，各市町村および地域の実情に応じて，建物に対する固定資産税を土地

固定資産税と共に重課することが望ましい場合もあろう。たとえば，ある都市や

地域へ業務用の建物が集中し過ぎて，そのことが都市の整備上好ましくない場合

には，建物に対する固定資産税を重課することが望ましいであろう。ただし，

Larry (61]の研究によると， 建物に対する固定資産税の重課は，製造業に対し

ては大きな分散効果をもつが，小売業などの非製造業については，その分散効果

は，大きくない。



第12'1堂土地税制改革の方向

土地の評価を時価に近づけることについては，これに反対する議論もある。

岩田 (47)は r経常的な公共サーピスの伍値は現在の土地用役の価格である

地代・帰属地代に反映されるから，固定資産税は地代・帰属地代に対して課せ

られるべきであるJ (306頁)とした後に，次のように述べている。

「他の事情を一定とすれば，地代としたがって地伍の上昇率が，一般に高いと

予想されている土地ほど，地価は高くなるので，そのような土地，たとえば生

活関連の公共投資が近いうちに行われると予想されているような土地ほど地価

を課税標準とした場合の固定資産税と地代を課税標準とした場合のそれとの事

離は大きくなる。したがって，時価を基準にして固定資産税を課すことは，分

配上必ずしも公平でない。このように考えると，実際の固定資産税課税にあた

って，土地が時価よりもはるかに低く評価され，さらに負担調整措置がとられ

ているのは，むしろ，土地のキャピタル・ゲインに対して 100%課税すること

なく，地価を課税標準とするかぎり，次善の政策として，やむを得ない措置と

いえようJ(307頁〉。

岩田氏の主張されるように，土地固定資産税は地代に対して課せられるべき

であることを認めたとしても，地価上昇率の高い土地に対して負担調整措置が

とられている根拠は説明できるが，地価上昇率の低い土地に対しでも土地が時

価の 3分の l程度というように著しく低く評価されている根拠を説明すること

はできない。また，今後，高度成長期のような高い地価上昇率が持続するとは

予想され難いから，土地固定資産税のための土地の評価が，時価を大きく下回

る根拠は一層乏しくなる。以上より，土地固定資産税の引き上げ案として，土

地課税標準価格を段階的に時価に近づけることも考慮されるべきであるといえ

る。

土地固定資産税の再評伍をおこなう場合の一つの大きな問題点として，市街

化区域内の農地をどのように評価するかという問題が存在する。周知のよう

に，都市計画法によって都道府県知事は，都市計画区域を設定し，その区域を

市街化区域と市街化調整区域に 2分するようになっている。ここで，市街化区

域とは，すでに市街を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かっ
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計画的に市街化をはかるべき区域であり，市街化調整区域とは，市街化を抑制

すべき区域である。したがって，都市計画の観点、からは，市街化区域内農地

は，基本的には，将来市街化されるべきものとされていることとなる。

ところで，市街化区域設定の実際は，地価上昇過程でスプロール的な市街化

が進行したという現実を反映して，かなり広範囲に設定されており，しかも市

街化区域の見直しがおこなわれる毎に，市街化区域が一層拡大されるケースが

多い。したがって，市街化区域内には広範囲にわたって農地が存在する。

市街化区域内の農地が，社会的な観点から長期的に保全されるべきか否かの

問題は別として，個々の農家にとっては，市街化区域内の農地のかなりの部分

は土地資産として保有されているのであり，宅地として売却を予定されている

ものである。土地固定資産税の強化が，これらの市街化区域内の農地に対する

課税を宅地並みにおこなわず，既容の宅地に対してのみおこなわれるならば，

土地購入者の土地需要を減少させ，地価を抑制する効果はもつが，これらの市

街化区域内の農地が宅地化される速度は，土地固定資産税の強化によってむし

ろ遅くなるであろう。市街化区域内の農地を宅地化することが目的であるなら

ば，これらの農地を宅地並みに課税した上で土地囲定資産税の段階的引き上げ

がおこなわれなければならない。市街化区域内農地の宅地並み課税がおこなわ

れた上で土地固定資産税が段階的に引き上げられるならば，市街化区域内の農

地の宅地化は大きく促進されるであろう。このことから，市街化区域内農地の

宅地並み課税は，都市近郊の農業を破壊し，都市近郊の農地が持っている諸機

能一一生鮮食料品の提供場所，災害時の避難場所，公害の緩衝地，都市の緑地

等の機能一ーを消滅させるものだという批判がある。

このような批判は，二つの相異なる問題を混同して提出していることによる

ものと考えられる。ここで第ーの問題とは，市街化区域において生鮮食料品の

提洪場所や，都市緑地機能をもっ場所として，どの程度の農地を保全すべきか

という問題であり，第二の問題，とは一定の農地を保全し，その他の農地を宅

地化する方策としては，どのような方策が適当かという問題である。第一の問

題について一義的な解答を出すことは，現在のところ困難である。たとえば，
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緑地率が30パーセントを割ると，人聞をとりまくあらゆる環境が急速に破壊さ

れるという見解もあるし，椋に対する心理的充足感を維持するために必要な緑

地率は， 15パーセント付近であるという主張もある。また，人聞が存続するた

めには，人間一人当たり 30~40m'の緑地を必要とするという指摘もある。さら

に営農や災害時の避難で災害防止上からは， 3ha以上の一定のまとまった空地

が効果的であるという指摘もある。第ーの問題については，地方自治体が，長

期土地利用計画を策定する場合に各市町村の特殊性を考虚して，一応の基準を

決めることが必要である。

第二の問題について考えよう。今，生鮮食料品の提供場所や，都市緑地機能

をもっオープン・スペースとして，市街化区域内に一定面積の農地を保全する

ことが，社会的に要請されるものと仮定しよう。その場合でも，現在のように

広範囲に市街化区域を設定し，市街化区域内農地は，届出だけで農地転用でき

るやり方は，スプロール的地価上昇過程を放置し，市街化区域内の一部の農家

の資産を保護することによって，むしろ都市近郊の農業を破壊するものであ

る。宅地需要が不変のままで，都心に近い農地が保全されるということは，そ

れにかわるより広範囲な外側の農地が，宅地化されることを意味する。また，

都市近郊における著しい地価上昇は，農地規模の拡大を不可能にし，農家の営

農意欲を失わせる。

都市近郊の農業が破壊されているということと，都市近郊の農家が貧困であ

るということは全く別問題である。都市近郊の農家の所得水準は，勤労者の所

得水準を上回っている。さらに，保有資産は，勤労者のそれを大きく上回って

おり， 70年代に入って，保有資産の格差は拡大傾向にある九全体としてみれ

ば，都市近郊農家が農業所得に依存する割合は，ますます小さくなっている。

市街化区域内農地は，都市縁地や都市公園の代替地としては，極めて不確実

な永続性のない代替地であることも，忘れてはならない。すでに述べたよう

に，市街化区域内の農地のかなりの部分は，個々の農家にとっては，土地資産

として保有されているのであり，売却を予定されているものである。公文俊平

5) この点の実証的研究については，高山(109)の第2章を参照。
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他 (60)によると，低所得者層ほど宅地面積が狭いから，小規模な緑地や遊ぴ

場に対する要求が強い，という実態調査結果が示されている。都市緑地や都市

公園機能を，市街化区域内農地に大きく依存することは，都市化が進み，小規

模宅地が増大した時点で緑地が大きく減少する，という矛盾した結果を引き起

こしかねないp

市街化区域内農地をオープン・スペースとして積極的に保全する方法とし

て，補助金制度が提案されることがある。しかし，この制度もいくつかの点

で，大きな問題点をもっている。まず第一に，オープン・スペースとして保全

すべきところと，実際に農地として残存するところが，一致する必然性はな

い。一般に補助金制度は，個々の農家の農業所得以外に，好ましい外部効果を

考える場合にのみ正当化される。すべての市街化区域内農地がオープン・スペ

ースとして，同ーの好ましい外部効果をもっとはいえないし，地価の高いとこ

ろが，正の外部効果が大きいともいえない。第二に財政上の問題がある。一例

としてー坪20万円の土地 1，000坪を売却し，年率8パーセントの利子率や株式

の利回 P等の資産収益率を，得ょうとしている農家を考えよう。この農家が土

地の売却をやめるためには，年 1，600万円の年収を保証しなければならない。

これは 1，000坪の農地に，年間 1，000万円以上の補助を必要とすることを意味

し，実際上補助金制度によっては，土地の売却を決意している農家から，売却

を断念させることは，不可能であることを示している。現在，コミュニティ農

園，市民農園という名目で，地方公共団体が市街化区域内農地に少額の補助金

を出し，農地保全に努めているケースがある。この制度が成功し，農地保全に

役立っているようにみえるのは，農家が地価の上昇を期待し，適当な時期に農

地を売却できることを前提としているからである。公的機関が緑地機能の高い

ところを選定して，土地を先行取得するか，市街化区域内の農地に対して，公

的な土地利用計画や施設計画に合致するように，土地用役権や借地権を設定す

べきである。

長期的土地利用計画の観点から，宅地化されることが望ましい農地に対して

宅地並み課税をし，土地固定資産税を段階的に引き上げていくことは，宅地化
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のための有力な手段である。宅地並み課税は，投機的に市街化区域内に農地を

保有している農家に対してであれ，営農を望んでいる農家に対してであれ，農

地を保有することを困難にし，その結果，宅地供給が増大する。長期間にわた

って営農を望む農家に対しては，特例措置として宅地並み課税の免除が考えら

れるべきである。ただし，宅地並み課税を免除された農家が，農地を宅地に売

却したときに，免除された年々の土地固定資産税額以上の納税を義務づける

か，高率の譲渡所得税を課すことによって，このような農家が，資産選れ上有

利とならない条件をつくり出すことが必要である。土地固定資産税の税率L、か

んによっては，市街化区域内農地の宅地並み課税によって，農家から手放され

た農地が民間不動産業者・デベロツパー・高額所得者等によって買い占められ

る可能性がある。そのような可能性を排除するためには，公的機関による土地

の先買い権を認める等の措置が必要であろう的。宅地並み課税による土地固定

資産税収入の増加は，このための資金調達を可能にする。

12.3 土地簸渡所得説の段階的引き上げ

土地固定資産税の段階的引き上げは，土地の有効利用を促進し，公共投資の

ための資金を調達するための有力な手段である。しかし，土地固定資産税の段

階的引き上げだけでは，所得分配の公正を確保することができない。経済政策

の目標が，資源の効率的配分と分配の公正の確保にあるとすれば，土地からの

所得についても分配の公正を確保する方策が必要である。われわれは，土地か

らの所得について分配の公正を確保し，かつ，土地資源の効率的配分を阻害し

ない一つの方策として，土地譲渡所得税の段階的引き上げを提案したい。

周知のように，昭和44年の土地税制の改定によって長期土地譲渡所得税は，

それ以前の総合課税に代わって極めて低い税率で分離課税されることとなっ

6) もちろん，公的機関による土地の先買いが，常に動学的資源配分の効率を高
め，地価の安定に寄与するわけではない。公的機関による土地の先買いが，明確
な土地利用計画に基づかないでおこなわれたり，既得権益に左右されておこなわ
れるならば，動学的資源配分の効率性を阻害する可能性は十分ある。公的機関に
よる土地の先買いおよび土地保有の問題点については， Carr， J. and L. B. Smith 
(16]を参照。
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た。これは，土地売却カミちのキャピタル・ゲインを課税上優遇したことであ

り，これによって土地投機は促進され，所得分配は不平等化したと考えられ

る。土地投機を抑制し，所得分配の公正をはかる政策手段として，土地譲渡所

得税の引き上げが極めて有力な手段であることには異論は少ないであろう。

土地譲渡所得税の引き上げに対する大きな問題点は，長期土地譲渡所得に対

する重課税が，土地の開発速度を遅らせ，地価を引き上げる可能性が存在する

ということである。それでは，どのような場合に土地譲渡所得税の引き上げ

が，土地の開発速度を遅らせ，地価を引き上げるであろうか。

今，二期間モデルを考え，土地は今期および来期に売却され，かつ，売却さ

れ尽くすものと考えよう。この場合には，土地資産からの予想収益率と他の代

替的資産からの予想収益率(土地供給者の割引率)の聞には，資産均衡の条件

が成立している。ここで，Poを今期の地価，P1eを来期の予想地価，R を土

地の取得価格 rを土地供給者の割引率， {}。を今期の長期土地譲渡所得税率，

{}l = (1 +l){}。を来期の長期土地譲渡所得税率(ただし，1は税率の変化率)と

しよう。そうすると，(}o(Po-R)が，(1+1){}o(p1e-R)/(1+r)よりも大であ

るか，小であるかによって長期譲渡所得説率引き上げの土地開発速度および地

価に及ぼす影響は異なってくる。

土地供給者にとって今期に土地を売却した場合に支払わなければならないと

予想される長期土地譲渡所得税額 (}o(Po-R)が， 今期の土地売却を延期し，

来期に土地売却をおこなった場合に支払わなければならないと予想される長期

土地譲渡所得税額の現在価値 (1+ 1) {}o(P1 e - R)/(1 +めを下回るならば，土地

供給者にとっては，長期土地譲渡所得税率。。が引き上げられた場合に土地を

今期に売却した方が税負担が軽くなり，今期の土地供給を増大しようというイ

ンセンティブが働く。このことは，土地が各期に売却され，かつ，売却され尽

すという想定のもとでは，来期の土地供給が減少することを意味する。ところ

で，今期の土地供給の増大と来期の土地供給の減少は，今期の地価 P。を引き

下げ，来期の予想地価 P1eを引き上げる効果をもっ。かくて，土地は今期およ

び来期に売却され，かっ，売却され尽すという想定のもとで，(}o(Po-R)が
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(1 +1)Oo(Pl e -R)/(1 +めを下回るならば，長期土地譲渡所得税率の引き上げ

は，土地の開発速度を早め，今期の地価を引き下げるが，来期の予想地価を引

き上げる。逆に，Oo(Po-R)が(1+1)00(P1 e -R)/(l +めを上回るならば，

長期土地譲渡所得税率の引き上げは，来期の予想地価を引き下げるが，土地の

開発速度を遅らせ，今期の地価を引き上げる。

土地資産からの予想収益率が，他の代替的資産からの予想収益率(土地供給

者の割引率)を上回り，したがって，今期の土地売却が生じないというケース

においては，長期土地譲渡所得税率の引き上げは，今期の土地供給にどのよう

な影響を与えるであろうか。今，今期の地代を p。とし，簡単化のために，土

地の転用費用を無視すると，長期土地譲渡所得税が存在しない場合に今期の土

地売却が生じないケースというのは，

P1e_p， 
一一一一~+ ';，0 >r Po 'P，。

が成立する場合である。これに対して，長期土地譲渡所得税が課せられた場合

に今期の土地売却が生じないケースというのは，

主己二PO+ ~O -0)(1 +1)(P1 e -R)一(1+r)(九二主主>r
Po 'Po 。

が成立する場合である。上の二つの式を比較すればわかるように，長期土地譲

渡所得税の導入によって予想地価上昇率 (P1e_PO)/p，。が上昇することがない

かぎり，長期土地譲渡所得税が土地資産と他の代替的資産との聞に資産均衡の

条件を成立させ， 今期の土地売却を生じさせるか否かは，Oo(Po-R)と 00(1

+1)(P1 e -R)/(1 +r)の大小関係に依存する。すなわち，Oo(Po-R)が 00(1

+1)(Pl e -R)/(l +めを下回るならば，長期土地譲渡所得税によって，今期

の土地売却が生じないケースが今期の土地売却が生じるケースに変わる可能性

がある。逆に，Oo(Po-R)が 00(1+l)(P1 e -R)/(l +めを上回るならば，今

期の土地売却が遅れる可能性が生じる7)。

昭和44年の土地税制が改定された当時は，今期の地価 P。に比して来期の予

7) この点の詳しい議論は，第9章を参照。
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想地価 P1eは高<， したがって，(}o(Po-R)は，{}o(1+1)(P1e-R)/(1+め

を下回っていたと考えられる。この場合には，土地資産からの予想収益率と他

の代替的資産からの予想収益率(土地供給者の割引率)との聞に資産均衡の条

件が成立している土地資産については，長期土地譲渡所得税の重課は，土地の

開発速度を早め，今期の地価を引き下げる効果をもっ。土地資産からの予想収

益率が，他の代替的資産からの予想収益率を上回っているような土地資産につ

いても，長期土地譲渡所得税の重課によって予想地価上昇率が上昇すると想定

しないかぎり，長期土地譲渡所得税の重課は，今期の土地売却促進効果をも

っ。したがって，昭和44年の土地税制の改定のように，分配の公正を犠牲に

し，多くの土地成金を生んでまで長期土地譲渡所得税に対して著しく低い税率

で分離課税する必要はなかったと考えられる。昭和44年当時において必要な土

地税制の改草は，長期土地譲渡所得税に対して総合税率14パーセント(所得税

率10パーセントプラス住民説率 4パーセント)という著しく低い税率から出発

するのでなく，もっと高率の長期土地譲渡所得税率から出発し，その後，税率

を段階的に引き上げてゆくことであった。

さて，現在は昭和44年当時の状況とは異なり，地価水準もすでに高く，極端

なインフレーションが発生しないかぎり，今後，昭和44年当時に実現した20パ

ーセント前後というような高率の地価上昇率が持続するとは考え難い。事実，

ここ数年間においては，地価は比較的安定的に推移している。このような状況

の変化を理由として，最近の土地譲渡所得税改定の方向としては，土地譲渡所

得税軽減の方向が打ち出されている。しかし，われわれは，現在においても土

地譲渡所得税改革の方向としては，短期土地譲渡所得税の重課を堅持する一方

で，長期土地譲渡所得税を段階的に引き上げてゆくことを提案したい。その理

由は，以下の通りである。

まず第一に，長期土地譲渡所得税の軽減は，経済政策の一つの目標である分

配の公正に反するのみならず，長期土地譲渡所得税軽減の方向を打ち出すこと

は，将来，さらに税率が低下するのではないかという期待を生み，そのこと

が，今期の土地供給を阻害する効果をもつからである。第二に，長期土地譲渡
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所得税の引き上げは，それが段階的におこなわれ，かつ，土地固定資産税率の

段階的引き上げと並用して実施されるならば，必ずしも土地供給を阻害すると

はいえず，逆に，土地供給を促進することも可能であるからである。すでに述

べたように，長期土地譲渡所得税の引き上げが，今期の土地供給を阻害するケ

ースというのは，土地供給者にとって今期に土地を売却した場合に支払わなけ

ればならないと予想される長期土地譲渡所得税額九(Po-R)が，今期の土地

売却を延期し，来期に土地売却をおこなった場合に支払わなければならないと

予想される長期譲渡所得税額の現在価値 (1+l)(}o(Pj e -R)/(1 +めを上回る

場合である。予想地価上昇率が低いもとで，今期土地譲渡所得税率 0。と来期

の土地譲渡所得税率が変わらなければ，(}o(Po-R)>(}o(Pje-R)/(l+めとな

る可能性が強い。しかし，予想地価上昇率が低いもとでも，長期土地譲渡所得

税率を段階的に引き上げていき，今期の長期土地所得税率九よりも来期の長

期土地所得税率 (}j= (1 +l)(}。の方が高いならば，(}o(Po-R)<(l+I)(}o(Pje-

R)/(1+めとなって，長期土地譲渡所得税率の引き上げは，土地開発を促進

する可能性が強いへ

一例として，今期の地価 P。が 1，000万円，土地の取得価格 R が200万円，

他の代替的資産の予想収益率(土地供給者の割引率)rが8パーセント，今期

および来期の長期土地譲渡所得税率 (}o=(}jが 50パーセントの土地を考えよ

う。この場合には，予想地価上昇率が6.4パーセントを超えれば，長期土地譲

渡所得税率の引き上げは，土地の開発速度を早め，今期の地価を引き下げる

8) 野口 (81]は1"譲渡益課税は課税の水平的公平を侵すものであり，したが
って，これを廃止して，過去のキャピタノレ・ゲインについては一回限りの土地増

加税で吸収し，将来の分は固定資産税の強化によるべきであるJ(102頁〕と主張
している。すでに述べたように，純理論的にみれば土地増加税(土地への未実現
キャピタル・ゲイン課税〉の方が，土地譲渡所得税よりも優れていることは明ら
かであるが，評価の困難および行政費用の増大の点で抱括的な土地税制!として，
土地増加税を導入することは，ほとんど不可能である。野口 (81]は1"譲渡益
課税では，売却時までの延納措置が認められるため，地主が土地を保有し続ける
ことに極めて強いインセンティプを与えるJ(103頁〉と主張して土地譲渡益課税
に反対しているが，土地譲渡益課税が，常に土地売却を阻害するとは限らず，土
地売却を促進するケースもある。
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が，予想地価上昇率が 6.4パーセント以下であれば，長期土地譲渡所得税率の

引き上げは，土地の開発速度を遅らせ，今期の土地を引き上げる効果をもっ。

次に，予想地価上昇率が 5パーセント， したがって， 来期の予想地価 p¥eが

1，050万円の土地を考えよう。この場合，税率が今期も来期も不変であれば，

長期土地譲渡所得税率の引き上げは，土地の開発速度を遅らせ，今期の地価を

引き上げる効果をもつことはすでに述べた通りであるが，もし今期から来期に

かけて，税率を1.7ポイント以上引き上げていくならば，長期土地譲渡所得税

率の引き上げは，土地の開発速度を早め，今期の地価を引き下げる効果をもつ

のである。

以上述べたように，予想地価上昇率が低い状況でも，税率を少しづっ段階的

に引き上げていけば，長期土地譲渡所得税の引き上げは，必ずしも土地供給を

阻害せず，逆に，土地開発を早める可能性がある。そして，土地以外の財の実

現キャピタル・グイン税率や相続税との関連で長期土地譲渡所得税率が引き上

げ得る最高限度に達し，したがって，それ以上の税率の引き上げが困難になっ

た場合においても，長期土地譲渡所得税の土地供給を阻害する効果は大きいも

のではなく，土地固定資産税，とくに，土地供給者の土地固定資産税の引き上

げと長期土地譲渡所得税の重課とを併用すれば，土地供給を阻害する効果は，

防止できるものと考えられる。
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補論

この補論は，愛媛県の県庁所在地であり，代表的な都市である松山市を例に

とって，地価上昇過程における市街地価格の推移を明らかにすることを目的と

している。松山市には昭和47年と48年を含む地価上昇過程における市街地価格

の推移を示すような公式データは存在しない。このデータは「宅地時価調査

表」から筆者が作成したものである。時間と手間さえかければ，同様の方法で

公式データの存在しない都市においても，市街地価格の推移を知る一例になる

ものと考えられる。愛媛県下の市街地価格の推移を示すデータとしては，国土

庁「地価公示j，愛媛県「愛媛県地価調査j，国税庁「路線価」および「宅地時

価調査表」等が利用可能であるが，それらは，それぞれ一長一短を有してい

る。まず，データの信頼性という点では I地価公示」と「愛媛県地価調査」

が高いが，前者は昭和48年以降，後者は昭和49年以降であり，地価騰貴の著し

かった昭和47年と昭和48年とをカパーしておらず，当時の地価騰貴の実情を示

すことができないという欠点をもっている。また I路線価」は，昭和31年か

ら利用可能ではあるが，われわれが試算をおこなった結果，調査地点が限定さ

れている上に連続して比較できる地点、が少ないこと， r路線価」による地価の推

移が「地価公示j，r愛媛県地価調査」やその他の断片的資料から推察される地

価の推移からかけはなれていることから，市街地価格の推移を示す時系列デー

タとしては問題点、が多い。 I宅地時価調査表」は，地点数も多く，時系列デー

タとしては「路線価」よりもすぐれているといえるが，本来，固定資産税のた

めの地価評価を目的としたものであり，松山市における地点数も年によって

500地点、から1，100地点前後と異なっている上に調査時点が年によっては異なっ

ているという問題点をもっている。以上の諸点を考虚して，時系列データとし

ては，松山市の「宅地時価調査表」よりわれわれが作成したデータを採用した。
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われわれの時系列データは， 年々の「宅地時価調査表」における調査地点 500

から 1，100地点前後の中から連続して比較可能な93地点を選び出し，時点修正

をおこなった上で、それらを商業地・住宅地・工業地別に分類したものである。

附表1 地区別および用途別地価上昇率の推移 (9月1日現在)

点 名 |昭和46年|昭和47年|昭和48年|昭和49年|昭和50年|昭和51年

商-1 0.118 0.203 0.429 0.102 0.022 0.153 
一一2 3 丁丁 目 0.109 0.210 0.452 0.180 0.077 0.094 
-3  舟町 5 目 0.204 0.212 0.389 0.124 0.056 0.260 
-4  町 2 丁目 0.148 0.207 0.441 0.083 0.039 - 0.003 
一-5 之之 町町

0.128 0.180 0.234 0.069 - 0.023 0.083 
-6 0.166 0.166 0.325 0.071 0.024 0.015 
-7  

井吉吉町 213丁丁丁 目目目
0.241 0.272 0.209 0.077 0.055 0.030 

-8 0.124 0.165 0.122 0.016 0.010 - 0.002 
-9 0.223 0.197 0.380 0.121 0.028 0.153 
-10 原 町 0.148 0.213 0.343 0.038 0.016 0.013 

住-1

誌出Eii町盟21主刊f i 
0.196 0.251 0.405 0.233 0.060 - 0.015 

-2  0.198 0.261 0.475 0.140 0.126 0.093 
-3  0.119 0.274 0.443 0.157 0.1l1 - 0.008 
-4  0.173 0.304 0.487 0.065 0.045 。
-5 0.155 0.093 0.294 0.036 0.023 0.109 
-6 0.224 0.313 0.485 0.196 0.097 - 0.058 
一 7

藤高砂町 2 丁目
0.208 0.278 0.491 0.026 0.025 0.247 

-8 0.283 0.287 0.514 0.226 0.086 。
工-1

三住 吉津 22 丁丁 目目 0.089 0.321 0.402 0.049 0.051 0.020 
一-2 0.140 0.231 0.275 0.154 0.087 - 0.182 
-3  jじ 三ロ士プ 回 0.204 0.166 0.367 
-4  生三津 3 丁石目 0.275 0.284 0.414 0.143 0.082 - 0.031 
-5 0.197 0.237 0.434 0.082 0.044 0.063 

資料:r宅地時価調査表」各年度

i注:昭和46年は，昭和45年9月1日一昭布46年9月1日の上昇率をあらわす。

附表2 地区別地価上昇率の推移 (9月1日現在)

一~¥¥l l 昭和|昭和|昭和 l 昭和 i 昭和 1 昭和|昭和 l 昭和円相~I附和
地点名 42年 43年 441f145年 46年 47年 48年 49年 50年 51年

既住存の優良地
宅一1

持岩上木崎市 22 丁丁 田目目

0.102 0.149 0.335 0.250 0.076 。
-2 0.120 0.104 0.163 O. 128:0.224 0.313 0.4851 O. 196 0.097 -0.058 
一3 0.170 0.076 0.129 O. 13310. 157 0.366 0.4101 0.068 0.056 -0.031 
-4 屋町 0.097 0.076 0.114 0.09810. 173 0.304 0.4871 0.065 0.045 。

新規住宅地ー1τにtコr 

石 藤泉井

0.060 0.101 0.429 0.204 0.169 0.349 0.533 0.181 0.120 0.208 
一一2和束 0.156 0.250 0.923 0.1620 5 0.138 0.339 0.514 0.173 0.124 -0.056 
一3 0.208 0.193 0.618 0.1 0.171 0.379 0.707 0.268 0.095 -0.012 

商 業移行地ー1歩北行立2丁花目 0.162 0.185 0.158 0.177 0.212 0.345 0.504 0.156 0.068 0.096 
-2 0.123 0.089 0.146 0.241 0.355 0.258 0.420 0.105 0.038 0.049 
-3 三番町 1丁目 0.415 0.027 0.141 0.155 0.290 0.308 0.445 0.131 0.047 0.072 
一4 室 町 0.099 0.132 0.197 0.170 0.451 0.351 0.438 0.145 0.084 0.049 

調(宅整地見区込域地)ーI
北梅野谷本町

0.380 0.312 0.901 0.468 0.182 -0.030 -0.071 
-2 上町 0.173 0.153 0.34510.495 -0.027 -0.028 
-3 久町 0.267 0.224 0.39810.554 0.069 -0.065 0.054 

資料:r宅地時価調査表」各年度

注:昭和42年は，昭和41年9月1日一昭和42年9月1日の上昇率をあらわす。
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